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Ⅰ 委託業務の基本原則 

１．委託業務とは 
委託業務とは、⼀⽅＜⽣研⽀援センター＞が他⽅＜委託先＞に対し、業務を委託する契約（委託

契約）に基づき実施する業務です。 
いわゆる「補助⾦」ではありませんのでご注意ください。 

２．委託契約の適正な経理処理 
⽣研⽀援センターの委託業務は、優れた研究成果を得ることを⽬的として⾏っていますが、委託

業務の原資は、国⺠の税⾦であり、国⺠からの付託によって実施していることから、適正な経理処
理が必要となります。 

よって、委託費を使⽤する場合においては、経済性・効率性を充分に考慮した上で、適切な経理
処理を⾏ってください。また、経理処理に伴い作成した書類により、使⽤した経費の妥当性を対外
的に説明できることも必要となります。 

（１）委託業務の経理処理における基本原則
⽣研⽀援センターの委託業務における経費の計上においては、基本原則となる次の５つの項⽬を

遵守して、法令・社内規定等に則した適正な経理処理を⼼掛けてください。 

＜⽣研⽀援センター事業の経理処理 ５つの原則＞ 
① 経費計上は、当該委託業務に直接必要なものに限ります。

委託業務⽬的に合致しないものはもちろんのこと、委託業務に直接使⽤したことが特定でき
ない⼀般事務⽤品等も計上できません。また、期末の予算消化と⾒なされないよう計画的な購
⼊を⾏ってください。 

② 経費計上は、委託業務の実施期間中に発⽣したものが対象です。
発注・納品、検収・⽀払は、原則、委託業務の実施期間中に⾏ってください。

③ 当該委託費は、他の委託費等と混同して使⽤しないでください。
複数の委託費をプールして使⽤しないでください。なお、同⼀のテーマについて、公的資⾦

の重複受給はできません。 
④ 経費の使⽤に際しては、経済性や効率性を考慮した調達を⾏ってください。

物品購⼊や外注契約に際しては、⾒積競争を⾏うなど、経費の経済的な使⽤を⼼掛けてくだ
さい。 

⑤ 従事⽇誌等は、正しく記載してください。
労務費算定の根拠となる従事⽇誌等は、本⼈が毎⽇正確に記⼊するとともに、委託業務の管

理者は、定期的に、その記載された内容に相違⼜は虚偽がないかどうか確認してください。 

（２）⽣研⽀援センター委託業務における検査の実施
⽣研⽀援センターの委託業務に関して実施される主な検査には、以下のものがあります。
① 確定時の検査（Ⅱ−８−（１）−１）

委託業務の実施期間終了時等に提出いただく関係書類等を検査します。
② 実地調査（Ⅱ−８−（２））

委託業務の実施期間途中の資⾦の使途･管理状況を現地に赴き調査します。
③ 実地調査（過年度）（Ⅱ−８−（３））

委託業務が終了した⽇の翌年度の４⽉１⽇から起算して、過去５年間まで遡って、委託業務
の実施期間中の資⾦の使途・帳簿等の管理状況を現地に赴き調査します。 

（３）会計検査院による検査
会計検査院は、内閣から独⽴した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査

し、国の予算執⾏について適切な会計経理が⾏われるように監督する機関です。（⽇本国憲法第 90
条） 

① 農研機構（⽣研⽀援センターも含む）は、会計検査院が必ず検査しなければならない機関
（国会、裁判所ほか各省庁等及び関係法⼈）になっており、毎年２回会計実地検査（期中・期
末）を受検しています。また、会計検査院が必要と判断した場合、委託業務委託先も検査の対
象となります。
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② 委託先において、会計検査院から要請され、検査することになった場合は、⽣研⽀援センタ
ーと緊密に連絡を取り合い、万全の体制で受検に臨んでいただきます。

③ 会計検査院は、過去５年間に遡って検査を実施する場合があります。また、委託契約書では
帳簿等の保存義務として、当該委託業務終了の翌年度の４⽉１⽇から起算して５年間保存しな
ければならないことを定めています。従って、関係書類の整理・保存については、充分に留意
してください。

④ 会計検査は、次の観点から実施されます。
ア 正確性（決算の表⽰が予算執⾏の状況を正確に表現しているか）
イ 合規性（会計処理が予算法令、政令などに従って適正に処理されているか）
ウ 経済性（事業がより少ない費⽤で実施できないか）
エ 効率性（事業が同じ費⽤でより⼤きな効果が得られないか）
オ 有効性（事業が所期の⽬的を達成しているか、またその効果を上げているか）
カ その他会計検査上必要な観点から検査を⾏う。

⑤ 委託業務の実施前、実施期間中、実施後に関わらず、問題、疑問が発⽣した場合には、速や
かに⽣研⽀援センターへ問合せ願います。
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  Ⅱ 契約事務関係  
 
１．契約事務の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・表中の代表機関には研究管理運営機関を含みます。 

【⽣研⽀援センター】 【コンソーシアム】 

委託契約の締結 

契
約
締
結 

実
績
報
告
書 

研究・経費執⾏の進⾏管理（代表機関） 

構成員から代表機関へ実績報告書の提出 

研究・経費執⾏の進⾏管理 

代表機関で内容を検査の上取りまとめ 

（代表機関） 

委託試験研究実績報告書提出（代表機関） 

額の確定の通知 委託費の請求 

委託費の⽀払い 
 全額概算払い済みの場合は、代表機関へ

未執⾏額の返還を請求します。 
 精算払いの場合は、代表機関へ確定額を

⽀払います。 

構成員の額の確定（委託費の精算） 

（代表機関） 

 全額概算払い済みの場合は、構成員に未
執⾏額を請求し、⽣研⽀援センターに未
執⾏額を返還。 

 精算払いの場合は、⽣研⽀援センターか
ら受領した委託費を、構成員へ⽀払う。 

委託試験研究実績報告書の検査 

概算払請求の連絡 ・概算払の可否の確認 

・概算払請求書提出可の連絡 

委託試験研究概算払請求書提出（代表機関） 

代表機関へ⽀払い（委託費概算払） 構成員への⽀払い（代表機関） 

概算払いの場合のみ行う事務手続き 

概
算
払 

採択先（採択機関）・採択額の決定 研究代表機関が研究コンソーシアムを設⽴ 

（規約に同意、協定書を締結⼜は共同研究契
約を締結。⽣研⽀援センターへ写しを提
出。） 

・「委託試験研究実施計画書」作成・提出 

・代表機関の「競争参加資格通知書」
（写）の提出（地⽅公共団体は不要） 

・研究管理運営機関を設置する場合は研究
管理運営機関を活⽤する理由書を提出 

契約の審査（随意契約審査委員会） 

委託試験研究実施計画書及び資格要件の確認 
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（１）委託契約の締結 
⽣研⽀援センターでは、採択された研究課題の研究機関（以下「研究機関」という。）、⼜

は採択された研究課題の試験研究計画の研究コンソーシアム（以下「コンソーシアム」とい
う。）に係る代表機関若しくは研究管理運営機関（以下「代表機関等」という。）と委託契約を
締結します。 

また、年度ごとの委託費については、試験研究計画に基づく研究成果の評価等の結果を踏ま
え、年度ごとに決定し、契約を締結します。 

契約に当たって、研究機関⼜は代表機関等は「委託契約書（事業様式１）」に添付する「委託
試験研究実施計画書（経理様式１）」（以下「実施計画書」という。）を作成し、⽣研⽀援セン
ター各事業担当課（以下「事業担当課」という。）に提出してください。⽣研⽀援センター
は、実施計画書を受領後、委託契約書を作成します。契約締結後は、委託契約書を双⽅各１通保
有するものとします。代表機関等は、コンソーシアムに参画する研究実施機関（以下、「構成
員」という。）に、委託契約書の写しを送付してください。 

 
（２）実績報告書の提出 

委託費の使⽤実績について、研究機関⼜は代表機関等は、証拠書類等を添えて「委託試験研究
実績報告書（経理様式２）」（以下「実績報告書」という。）を作成し、⽣研⽀援センターが指
⽰する⽇までに、チェック結果等必要な書類（帳簿、⼈件費証拠書類（雇⽤契約書等）、作業
（業務）⽇誌、出張関係書類（旅費内訳書、旅費計算書)、その他⽣研⽀援センターが提出を指
⽰する書類)を添えて⽣研⽀援センター経理・契約事務関係担当課（以下「経理・契約担当
課」という。）に提出してください。 

なお、構成員は、代表機関等が別途定める期⽇までに実績報告書を代表機関等に提出してくだ
さい。 

※具体的な⽅法については、Ⅱ−８−（１）−１「確定時の検査」を参照してください。 
 
（３）委託費の額の確定 

⽣研⽀援センターは、提出された実績報告書と証拠書類等に基づき、確定検査を実施し、その
検査の結果に基づき委託費の額を確定後、研究機関⼜は代表機関等に通知します。委託費の額の
確定額は、委託業務に要した経費に係る適正な⽀出額と委託費限度額のいずれか低い額となりま
す。 

 
（４）委託費の⽀払い 

⽣研⽀援センターは、原則として、（３）により委託費の額が確定した後に委託費を⽀払い
（「精算払」）ます。なお、委託業務実施期間の中途において、委託費を⽀払う（「概算払」）
ことも可能です。 
①  確定額の請求及び⽀払い 

⽣研⽀援センターは、研究機関⼜は代表機関等から提出された実績報告書を遅滞なく検査
し、委託業務の実施に要した経費が契約内容と適合していると認めたときは、当該経費の額と
委託費の限度額とのいずれか低い額を⽀払うべき額として確定（以下「確定額」という。）
し、研究機関⼜は代表機関等へ通知します。 

研究機関⼜は代表機関等は、前述の通知を受けたときは、「委託試験研究精算払請求書（経理
様式１３）」により確定額を経理・契約担当課に請求してください。ただし、既に概算払を受
けている場合には、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求してください。 

また、概算払の額が確定額を超えるときは、過払⾦を⽣研⽀援センターが指定する⽇までに
返還してください。過払⾦を指定する⽇までに返還しないときは、未返還⾦額に対して指定期
⽇の翌⽇から返還する⽇までの⽇数に応じ、⺠法第 404 条に定める法定利率で算出した延滞⾦
が発⽣しますので注意してください。 

②  概算払 
概算払は、委託業務の実施期間中に年４回以内とし、請求に当たっては、「委託試験研究概   

算払請求書（経理様式６）」を経理・契約担当課に提出してください。この場合、概算払請求
額は、不必要に過⼤な請求額とならないよう精査したうえで、各構成員において資⾦の滞留が⽣
じないよう、委託業務の進捗状況に応じた必要な額の請求としてください。 
  概算払に当たり、特に請求⽉、⽀払⽉を設けていませんが、実施計画書に記載されている
「⽀払計画（概算払請求限度額）」に基づいた請求を⾏ってください。 
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  年４回を超える概算払を希望する場合、または委託費限度額の５０％を超える請求が必要な
場合は、経理・契約担当課へ事前連絡を⾏い、了解を得たうえで「委託試験研究概算払請求書
（経理様式６）」の備考欄にその理由を記載してください。ただし、第４四半期（１〜３⽉）
の請求時のみ、委託費限度額の５０％を超えても構いません。なお、第４四半期の概算払は、
1 ⽉末⽇までに「委託試験研究概算払請求書（経理様式６）」を提出してください。 

③ 振込⼝座 
委託費の⽀払いは⼝座振込となるため、毎年度、第１回⽬の概算払請求時及び提出後に変更

があった場合に、必要事項を記載した「振込依頼書(経理様式５)」を経理・契約担当課に提出
してください。なお、個⼈⼝座に委託費を振り込むことはできません。 

④ その他留意事項 
ア 研究機関、代表機関等及び構成員において、概算払を受けた委託費は、簿外経理とならな

いよう適切に管理してください。 
イ 概算払は前渡し⾦ではありません。 
ウ 研究機関⼜は代表機関等は、概算払請求書の作成にあたって、研究機関⼜はコンソーシ

アム構成員における委託業務の進捗状況及び予算の執⾏状況（既執⾏額及び⽀払⾒込額）
を勘案し、各四半期における必要な額を記載し、資⾦の滞留や委託期間（事業年度）終了後
に多額の返還額が発⽣しないよう、計画的な資⾦執⾏にご留意ください。 

 
（５）次年度以降の取扱い 

次年度以降の委託業務は、原則として、研究機関⼜は代表機関等が継続して実施するものと
し、毎年度の当初に改めて研究機関⼜は代表機関等と委託契約の締結を⾏います。ただし、評議
委員会における試験研究計画に基づく研究成果の評価結果及び執⾏委員会等における研究の進捗
状況の点検により、研究の⽬標達成が著しく困難である等、研究の中⽌や縮⼩等が適当と判断さ
れた場合は、次年度について、委託費の削減、構成員の縮減、委託契約⾃体の不実施等を⾏うこ
とがあります。 

 
（６）繰越 

① 複数年度契約の場合 
複数年度契約における場合で、戦略的イノベーション創造プログラム（スマートバイオ産業

・農業基盤技術）、ムーンショット型農林⽔産研究開発事業、スタートアップ総合⽀援事業
（⼀部）、戦略的スマート農業技術等の開発・改良に限り、想定外の他律的な事由によって
計画していた年度内に機器の納⼊が困難となった場合等に、その経費の予算を翌年度に繰越し
することができます。該当する場合は、「繰越承認申請書（経理様式８）」を当該年度の１⽉
末⽇までに事業担当課に提出してください。また、委託契約額が変更しない年度間（中間評価
等により額の変更が無い場合）においては、年度をまたぐ事業の前倒し、後倒しを希望する場
合は、事前に希望する旨を事業担当課に連絡してください。（※前倒しの場合、予算等の都合
により対応できない場合があります。） 

② 単年度契約の場合 
研究機関⼜はコンソーシアムに帰責事由が無い場合に限り、契約期間を延⻑した変更契約に

より翌年度へ繰越しすることができます。該当する場合は、「繰越承認申請書（経理様式
８）」を当該年度の１⽉末⽇までに事業担当課に提出してください。 

③ 注意事項 
繰越承認申請書（経理様式８）」を提出し、繰越が認められた委託費については、認め

られた事由のためのみで使⽤し、認められた事由以外で使⽤することはできません。 
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また、繰り越しを認められた委託費については年度内に概算払をすることはできませ
ん。 

なお、間接経費は、直接経費に対して⼀定の⽐率により配分されているため、直接経費
を繰り越す場合は、⽐率分の間接経費も繰り越す必要があることにご留意ください。 

 
［繰越ができる場合の例⽰］ 

・想定外の事由により、事前調査の⾒直しが必要な場合 
・想定外の事由により、新たな研究⽅式を採⽤することが必要となった場合 
・予期せぬ問題が発⽣し、解決するまで、研究の延期が必要となった場合 
・予期せぬ外的要因により、計画通りに研究⽤資材を⼊⼿できなくなった場合 
・研究に関係する相⼿国における想定外の事情により、当初計画を延期⼜は中断することが

必要となった場合 
・豪⾬や豪雪などの例年とは異なる気象条件、感染症拡⼤等の予期せぬ社会情勢の変化等に

より、当初計画を延期⼜は中断することが必要となった場合  
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２．委託契約の基本概念 
委託契約は、委託業務の原資となる国からの予算の種類（当初予算・補正予算）等によって、事

業毎に契約期間が異なりますので、試験研究計画は複数年度であっても契約は単年度ごととなるこ
ともあります。複数年度での契約であっても、実績報告書の提出や額の確定は、事業年度（４⽉か
ら３⽉）ごと（単年度）に⾏っています。 

 
（１）研究実施体制及び委託契約対象者 

① 研究グループ 
研究グループとは、コンソーシアム及び協⼒機関で構成されるグループ全体を⽰すもの。 

② コンソーシアム 
コンソーシアムとは、研究課題を実施するために協定書等で結ばれた研究機関の集合体。 
コンソーシアムは次の要件を満たすことが必要です。また、⽣研⽀援センターは代表機関等

との間で委託契約を締結することになります。 
ア コンソーシアムを組織して共同研究を⾏うことについて、コンソーシアムに参加する全て

の機関が同意していること。 
イ コンソーシアムと⽣研⽀援センターが委託契約を締結するまでの間に、ａ）からｃ）のい

ずれかの⽅式によりコンソーシアムを設⽴すること。（ただし、事業ごとに定める実施要領
等において単独機関による実施が可能となっている場合はこの限りではありません。） 
ａ）実施予定の研究課題に関する規約を策定すること（規約⽅式） 
ｂ）コンソーシアムに参加する機関が相互に実施予定の研究課題に関する協定書を交わすこ

と（協定書⽅式） 
ｃ）共同研究契約を締結すること（共同研究⽅式） 

③ 構成員 
構成員とは、コンソーシアムを構成する個々の研究機関で、試験研究計画の研究課題を直接

実施する研究機関等になります。構成員の研究資⾦は代表機関等から直接配分されます。 
研究資⾦の配分を受けず、⾃⼰資⾦で当該研究課題を実施する場合であっても、構成員とし

て位置づけられている必要があります。 
④ 代表機関 

代表機関とは、構成員のうち研究代表者が所属する組織です。主な業務は次のとおりです。 
ア ⽣研⽀援センターとの委託契約の締結に関すること 
イ 構成員に委託契約規約を遵守させること 
ウ ⽣研⽀援センターへの委託業務に係る資⾦の請求及びその受領に関すること 
エ コンソーシアムの構成員（共同研究機関）への資⾦交付に関すること 
オ ⽣研⽀援センターへの委託契約の変更・中⽌申請に関すること 
カ 委託研究課題に係る研究の企画⽴案及び進⾏管理、成果の取りまとめに関すること 
キ コンソーシアムにおける委託業務に係る研究費使⽤についてのコンプライアンスの確保、  

研究費の適正な執⾏管理に関すること 
ク 研究成果に関し、構成員に特許権等の取得を促すこと 
ケ ⽣研⽀援センターへの研究成果報告書、特許権等出願（ただし、コンソーシアム解散後は 

各権利者が直接実施）及び許諾に係る事前申請書等、委託契約書に基づく各種報告書及び事 
前申請書の提出に関すること 

コ 構成員から提出された実績報告書（収⽀決算等）の内容確認（必要に応じて、関係書類の徴 
収、⼜は実地に検査を⾏う。）、取りまとめに関すること 

サ ⽣研⽀援センターへの実績報告書（収⽀決算等）の提出に関すること 
シ 委託業務の成果の普及・活⽤状況についてのフォローアップ調査に係る報告に関すること 

⑤ 研究管理運営機関 
研究管理運営機関とは、コンソーシアム内に、代表機関外の他の研究機関へ資⾦を配分する

ための経理事務体制等が⼗分に整っている研究機関等が存在しない場合、代表機関に代わって
委託契約業務や資⾦配分等に係る経理執⾏業務を⾏う組織です。 

⽣研⽀援センターが必要と認めた場合に限り、代表機関とは別に、研究管理運営機関を設置
できます。 
［研究管理運営機関を設置できる例］ 
ア 研究代表者が地⽅公共団体に所属し、研究の実施に当たって事前に予算措置を要する等の

特殊性から契約等の⼿続きを⾏うことが困難と認められる場合 

7



 

イ 研究代表者が中⼩企業等に所属し、⼜はコンソーシアムに多数の中⼩企業等が参画してお
り、委託契約の締結が著しく遅延する恐れがあると認められる場合 

［研究管理運営機関の要件］ 
研究管理運営機関は、以下の全ての要件を満たすことが必要です。 

ア 国内に設置された機関であり、法⼈格を有すること（個⼈は研究管理運営機関となること
はできません。）。 

イ 委託業務を推進するに当たり、適切な管理運営を⾏う能⼒・体制を有していること。具体
的には、以下のａ）からｄ）までの全ての能⼒・体制を有していること。 
ａ）コンソーシアムを設⽴し、⽣研⽀援センターとの委託契約を締結できる能⼒・体制 
ｂ）知的財産に係る⽣研⽀援センターとの事務管理を⾏う能⼒・体制 
ｃ）委託費の執⾏において、区分経理処理、経理責任者の設置、複数の者による経費執⾏管

理等、適正な経費執⾏を⾏う能⼒・管理体制（研究開始までに体制整備が確実である場
合を含む。） 

ｄ）研究成果の普及、構成員との連絡調整等、コーディネート業務を円滑に⾏う能⼒・体制 
ウ 公的機関との委託契約の実績を有するなど、委託契約⼿続をスムーズに⾏うことができる

こと 
⑥ 協⼒機関（第三者との共同研究） 

ア 協⼒機関とは、実施計画書に具体的に規定された者で研究課題を遂⾏する上で協⼒が必要
な第三者です。 

構成員は、協⼒機関の協⼒を得て委託業務を⾏おうとするときは、次の各号の条件を満たす
ことが必要です。 

ａ） 試験研究計画書の中で協⼒機関の名称及び共同研究の実施内容を明確にし、「第三者 
と共同研究する理由書」（事業様式５）を事前に提出の上、⽣研⽀援センターに提出す
ること。 

ｂ） 構成員は、試験研究計画書の中で、協⼒機関の名称及び共同研究の実施内容を明確に 
すること。 

ｃ） 構成員は、協⼒機関との間で、委託契約書に規定した成果の秘密保持及び取扱いに係 
る規定を適⽤した共同研究契約等を事前に締結すること。 

ｄ） ｃの共同研究契約等は、本事業実施要領及び委託契約との関係が明⽰され、本契約に 
おける秘密保持及び成果の取扱いに係る規定に適合した契約であること。 

ｅ） 構成員は、ｃの共同研究契約等を締結するに際して、代表機関を通じて⽣研⽀援セン 
ターに契約内容を事前に開⽰するとともに、⽣研⽀援センターが必要と認める場合はそ 
の内容について調整を⾏うこと。 

ｆ） 構成員は、共同研究を⾏うことについて、事前に構成員全員の同意を得ること。 
イ その他、協⼒機関は、次のような取扱いとなります。 

ａ） 協⼒機関は研究費の配分を直接受けることができません。必要な経費は代表機関等構 
成員から外注、依頼出張、謝⾦等の形で⽀払われます。 

ｂ） 原則として、協⼒機関に研究成果に係る特許権等を帰属させることはできません。 
ただし、構成員は特許権等の共同出願の規定に基づいて当該協⼒機関との間で共有する 
ことができることとします。 

ｃ） 当該研究課題の成果について、構成員が次の条件を満たす場合、協⼒機関が公表、利 
⽤⼜は普及することを認めます。 
・構成員は、協⼒機関による成果を公表、利⽤⼜は普及することについて、事前に構成 
員全員の同意を得ること。 
・構成員は、「研究実施内容等発表事前（事後）通知書（広報様式１）」を作成し、代 
表機関を通じて、⽣研⽀援センターに提出すること。 
・協⼒機関が公表、利⽤⼜は普及する成果に委託業務の成果が含まれることを当該成果 
に明⽰すること。⼝頭発表を⾏う場合は委託業務の成果が含まれることを⼝述するこ 
と。 

ｄ） 協⼒機関は⽣研⽀援センターとコンソーシアムとの委託契約の対象外であり、守秘義 
務の対象となっていません。しかし、協⼒機関は委託先のコンソーシアムが運営する検 
討会等への参加により、委託業務の⽬的、内容及び成果を知り得る⽴場にあるため、 
研究成果等が漏洩することがないよう、コンソーシアムごとに定める協定書に守秘義務 
をあらかじめ規定しておく必要があります。 
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⑦ 普及担当機関 
普及担当機関は研究成果の普及を担う観点から、研究段階から参画し、普及が想定される現

場の状況や⾒解を研究に反映させることを役割とする機関です。 
構成員⼜は協⼒機関のどちらでも研究に参画することが可能です。構成員として参画する場

合には、実際に研究内容を分担し実施することになります。研究課題の内容によってどちらで
参画すべきか、コンソーシアムで判断してください。 

 
⑧ 研究グループにおける構成員と協⼒機関との違い（整理表） 

※e-Rad（府省共通研究開発システム）とは、各府省が所管する競争的研究費制度を中⼼として、
研究開発管理に係る⼀連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）を
オンライン化する府省横断的なシステムのことです。 
 
⑨ 委託契約の対象 

委託契約はコンソーシアムの代表機関等と⽣研⽀援センターとの間で当該年度に係る委託契約
を締結します。代表機関等は法⼈格を有する必要があり、個⼈との契約は⾏いません。 

 
 
 

 構成員 協⼒機関 
コンソー
シアムと
の関係 

コンソーシアムを構成する機関になりま
す。 

コンソーシアムに属さない機関であり、委
託契約書では第三者として扱われます。 

資⾦配分 代表機関等より研究資⾦が配分されます。 
ただし、構成員間において、配分された研
究資⾦から他の構成員の研究スタッフへの
謝⾦、旅費等の⽀払は認められません。 

研究資⾦を直接受け取ることはできませ
ん。代表機関等⼜は構成員から役務業務の
発注費、依頼出張旅費、謝⾦等を⽀払うこ
とは可能です。 

研究課題
の実施 

担当の研究課題を実施します。 
資⾦配分が無くても⾃⼰資⾦等で研究課題
を実施する場合は構成員として参画する必
要があります。 

研究課題を受け持つことはできません。 

備品等関
係 

研究に必要な備品等を購⼊（リースを含
む）することができます。購⼊後は備品等
を所有（管理）します。 

コンソーシアムの委託費による備品等の購
⼊（リースを含む）及び所有（管理）する
ことはできません。 

成果に係
る知的財
産権の取
扱い 

⽇本版バイ・ドール制度（産業技術⼒強化
法第１７条）を適⽤させて、特許権等の帰
属を認めます。 
また構成員単独⼜は構成員同⼠による特許
権等の出願等は可能です。構成員が第三者
と共同出願する場合は⼀定の条件を満たす
必要があります。 

協⼒機関だけに研究成果を帰属させる、あ
るいは成果としての知的財産権を帰属させ
ることはできません。 
構成員と⼀定条件の下で知財を共有するこ
とは可能です。 

成果の公
表 

構成員が担当した研究課題について、成果
を公表することは可能です。（要事前通知
提出） 
構成員同⼠⼜は第三者を加えて成果を公表
することは可能です。 

研究成果について協⼒機関単独で公表する
ことはできません。 
代表機関等⼜は構成員と共同名義での公表
は可能です。 

e-Rad 研究機関及び研究者の登録が必要です。な
お、研究費の配分を受けない場合、登録は
必須ではありません。 

研究機関及び研究者を登録する必要はあり
ません。 

普及組織
としての
参画 

研究内容によりコンソーシアムごとに参画
形態から判断してください。 

同左 
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３．委託費の内容 
委託費として計上できる経費の範囲は、研究の遂⾏及び研究成果の取りまとめに直接必要な経
費とし、具体的な内容は下表のとおりです。 

（１）委託費計上費⽬の体系 
 競争的研究費 

対象事業： 
・イノベーション創出強化研究推進事業 
・戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業･農業基盤技術)※１ 
・ムーンショット型農林⽔産研究開発事業 
・スタートアップ総合⽀援プログラム(SBIR ⽀援)  
・戦略的スマート農業技術等の開発・改良 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 費⽬ （細⽬） 

直接経費 物品費 （設備備品費）（消耗品費） 
⼈件費・謝⾦ （⼈件費）（謝⾦） 
旅費 （国内旅費）（外国旅費） 
その他 （外注費）（印刷製本費）（会議費）（通信運搬費） 

（光熱⽔料）（その他（諸経費））（消費税等相当額） 
間接経費 原則、直接経費の３０％に当たる額としますが、⽣研⽀援センターにおいて、

事業の性質に応じた設定がされている場合には、その額とする。 
参照：競争的研究費の間接経費の執⾏に係る共通指針 
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kansetsu_sikkou.pdf 
 
注）戦略的イノベーション創造プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤技

術）及びムーンショット型農林⽔産研究開発事業において、間接経費は以下
の通り計上できます。（間接経費の使用に当たっては、委託業務の研究課題
を実施する研究者が所属する研究室等での使用を優先するものとします。） 

・⼤学等※2 については 15％以内（大学等については委託業務に直接従事する
研究室等に必要な間接経費を配分する場合は 15％以内の加算ができます。） 

・国⽴研究開発法人等※3 については 15％以内 
・企業（中⼩企業を除く。）については 10％以内 
・中小企業※4 及び技術研究組合については 20％以内 
 
※１：戦略的イノベーション創造プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤

技術）は、内閣府が定義する競争的研究費ではありませんが、競争的研究費
の取扱いに準拠します。  

※２：国⽴大学法人、公⽴大学、私⽴大学等の学校法人   
※３：国公⽴研究機関、公設試験研究機関、独⽴行政法人等の公的研究機関  
※４：中小企業の定義は中小企業等経営強化法第２条第１項及び同法施行令第

１条に基づくものとします。 
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（２）各費⽬の説明 
競争的研究費 

費⽬（細⽬） 説明 証拠書類 
ア 直接経費 
物品費（設備備品費） 
 

委託業務の実施に当たり、委託業務専⽤に使⽤す
る試験研究⽤の機械・装置等で、原形のまま⽐較的
⻑期の反復使⽤に耐え得るもののうち、取得価格が
１０万円以上（税込）の物品の購⼊に係る経費 
【特記事項】 
１ 購⼊する場合と⽐較してレンタルやファイナン

スリース、オペレーティングリースで委託費が抑
えられる場合は、経済性の観点から最適な⽅法を
選択してください。（レンタル及びリースで調達
した場合の経費は、「その他（諸経費）」になり
ます。） 

２ 物品を購⼊する場合は、⼊札や⾒積り合わせを
⾏う等経済性の確保に留意のうえ、発注先や特定
の機種を選定した場合は理由書を作成し、書⾯で
整理・保存してください。 
 なお、実施計画書の「物品購⼊計画」に記載し
ていない機械備品の購⼊は認められません。 

３ 本来、研究機関⼜は構成員で備えるべき、汎⽤
性の⾼い物品等（パソコン、フリーザー等）は認
められません。 

４ 委託費で取得した設備備品費については、当該
委託業務で取得したことが確認できるように取得
した研究機関⼜は構成員において適切な標⽰を⾏
ってください。 

５ 委託業務終了後の具体的な物品管理の⼿続きに
ついては、「４．委託費により取得した物品の取
扱い」の「（６）委託業務終了後の備品等の取扱
いについて」を参照してください。 

６ 建物や構築物の取得は認められません。 

①売買契約書 
（締結している場

合のみ） 
②随意契約の場合

はその理由書 
③カタログ製品の

場合はカタログ
及び定価表 

④仕様書＋⾒積
書、納品書、請
求書 

※１契約が２００
万円以上（消費
税込）の場合は
（４）⑦参照 

物品費（消耗品費） 委託業務の実施に当たり直接必要な試験研究⽤の
試薬、材料、実験⽤動物等各種消耗品、試作品の部
材、ソフトウェア、書籍の購⼊費などで、取得価格
が１０万円未満（税込）のもの⼜は耐⽤年数が１年
未満の物品の購⼊に係る経費 
【特記事項】 

仕様書＋⾒積書、
納品書、請求書 
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１ 事務⽤品など直接研究材料に該当しない⼜は汎
⽤性の⾼い消耗品の購⼊は、委託業務の⽬的遂⾏
に直接必要であり、かつ、経理的に明確に区分で
きる場合に限り計上が認められます。 

２ 取得価格が１０万円以上（税込）の物品でも、
試薬、材料、試作品の部材、実験⽤動物、ソフト
ウェア、書籍等は消耗品（特殊⾼額消耗品）とな
ります。 

３ 試作品の部材購⼊代を計上できるのは、研究開
発と⼀体で⾏う⼩規模な実証（⼜は製造）試験に
係る試作品を⾃主製作する場合です。なお、他者
に設計図等を⽰して製作・加⼯する場合は「その
他（外注費）」に計上してください。 

４ 設備備品費に該当するものを除く。 
特に、取得価格が１０万円以上（税込）かつ耐

⽤年数 1 年以上の物品を購⼊して、改良・改造
等を⾏う場合などは、試作品の部材等として消耗
品費に計上するのではなく、設備備品費に計上し
て下さい。 

⼈件費・謝⾦ 
（⼈件費） 

（⼈件費） 
  委託業務に直接従事する者の⼈件費で主体的に

研究を担当する研究者、研究員等の経費 
【具体的な⽀出の例⽰】 
・⼈件費（基本給、通勤費、住宅⼿当、扶養⼿当、

勤務地⼿当、賞与、法定福利費 等） 
・特殊機器操作のための派遣業者から派遣研究員へ

の経費（イノベーション創出強化研究推進事業、
ムーンショット型農林⽔産研究開発事業） 

・他機関からの出向研究員の経費 等 
 
（賃⾦） 

 委託業務に直接従事する者の賃⾦で、補助作業
的に研究等を担当する研究補助者等の経費 

【具体的な⽀出の例⽰】 
・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシス

タントの経費 
・研究補助作業を⾏うアルバイト、パート、派遣職

員の経費（イノベーション創出強化研究推進事
業、ムーンショット型農林⽔産研究開発事業） 

・技術補助員の経費 等 

①単価の設定基準 
②作業(業務)⽇誌 
③給与台帳（必要

部分のみ） 
④各構成員の給与

規程（必要部分
のみ） 

賃⾦の場合は
上記に加え 

⑤雇⽤契約書⼜は
雇⽤通知書 
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【特記事項】 
１ 構成員によっては、その内部規程により⼈件費

を計上できない場合がありますので、⾃⼰の内部
規程を確認してください。 

２ 法定外で⼀般的な福利厚⽣費は計上できませ
ん。 

３ ⼈件費の時間単価算定については、Ⅱ−１９
(P.88)．「⼈件費の算定等の適正化について」を
参照してください。 

なお、⼈件費の時間単価の算出に当たっては、
⽣研⽀援センターの求めに応じて、⼈件費の時間
単価算出⽅法等が確認できる書類の提出が必要で
す。 

４ ⼈件費、賃⾦を計上する研究者等については、
委託業務と⼈件費等を計上する者との関係を明確
にするために、試験研究計画の研究実施体制図等
に記載されていることが必要です。「研究項⽬別
の分担（経理様式２別添２）」を参考にして所
属、⽒名、業務内容を記載した資料を作成してく
ださい。詳細は、各種資料Ⅰ−４．「委託事業に
係る会計経理の適正化について」を参照してくだ
さい。 

５ 国及び地⽅公共団体からの交付⾦等で職員の⼈
件費等を負担している法⼈（地⽅公共団体含む）
については、職員の⼈件費等は認められません。 

６ 直接経費からの⼈件費を⽀出する全ての研究者
は、当該研究活動に従事するエフォート申告に応
じて、⼈件費を計上することが可能です。詳細は
Ⅱ−１５(P.75)．「エフォート管理」を参照して
ください。 

７ 会計年度任用職員制度 
会計年度任⽤職員制度の賃金（報酬）は、⼈件

費予算が地⽅公共団体⼀般職員とは異なる予算措
置が⾏われている場合のみ規定に基づき計上出来
ます。ただし、期末手当は委託業務に従事した期
間分のみ計上対象のため、付帯する社会保険料を
含め、按分計算が必要です。また、退職手当につ
いては計上出来ません。 
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８ 在宅勤務に伴う⼈件費等の取扱い 
研究機関⼜は構成員として在宅勤務実施を決定

した場合、研究機関⼜は構成員の統一的な算出の
考え方により、在宅勤務期間の⼈件費等を直接経
費に計上可能とします。（ただし、通勤⼿当（交
通費）は除く。） 

在宅勤務実施においては、作業（業務）日誌等
に委託業務内容及び在宅勤務を実施した旨の記載
を行い、雇用責任者等が勤務実態を管理するな
ど、勤怠管理書類及び在宅勤務実施にかかる研究
機関の方針を示す書類等の関連書類の保管をお願
いします。 

なお、「自宅待機」「出勤停止」などで当該委
託業務を行っている実態が無い場合は、委託費に
は計上出来ません。 

９ 若⼿研究者の⾃発的な研究活動 
  若⼿研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリ

アパスの形成のため、競争的研究費においてプロ
ジェクトの実施のために雇⽤される若⼿研究者に
ついて、雇⽤されているプロジェクトから⼈件費
を⽀出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフ
ォートの⼀部を、プロジェクトの推進に資する若
⼿研究者の⾃発的な研究活動や研究・マネジメン
ト能⼒向上に資する活動（以下「⾃発的な研究活
動等」という。）に充当することが可能です。 

  詳細はⅡ−１４(P.73)．「若⼿研究者の⾃発的
な研究活動」を参照してください。 

１０ 競争的研究費の直接経費から研究代表者の⼈
件費の⽀出 

  直接経費から研究代表者（研究統括者）及び研
究分担者（以下「ＰＩ」という。）本⼈の⼈件費
の⽀出を可能にし、研究機関の裁量により、研究
者⽀援に活⽤可能な経費を拡⼤することが提⾔さ
れ、研究機関において適切に執⾏される体制の構
築を前提として、研究活動に従事するエフォート
に応じ、ＰＩ本⼈の希望により、直接経費から⼈
件費を⽀出することが可能です。 
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  詳細はⅡ−１６(P.83)．「競争的研究費の直接
経費から研究代表者の⼈件費の⽀出について」を
参照してください。 

１１ 競争的研究費の直接経費から研究以外の業務
の代⾏経費を⽀出可能とする⾒直し（バイアウト
制度の導⼊）について 

  直接経費の使途を拡⼤し、ＰＩ本⼈の希望によ
り研究機関と合意をすることで、その者が担って
いる業務のうち研究以外の業務（講義等の教育活
動等やそれに付随する事務等。なお、「研究」に
は、当該競争的研究費により実施される研究以外
の研究も含む。）の代⾏に係る経費の⽀出を可能
とする制度（「バイアウト制度」）を導⼊するこ
ととします。 

  詳細はⅡ−１７(P.85)．「競争的研究費の直接
経費から研究以外の業務の代⾏経費を⽀出可能と
する⾒直し（バイアウト制度の導⼊）について」
を参照してください。 

１２ 競争的研究費における RA 経費等の適正な⽀
出の促進について 

各⼤学や研発開発法⼈における RA（リサーチ
・アシスタント）等としての博⼠課程学⽣の雇⽤
の拡⼤と処遇の改善が求められていることを踏ま
え、競争的研究費において博⼠課程学⽣の活⽤に
伴う適正な対価の⽀払いを促進します。 

  詳細はⅡ−１８(P.87)．「競争的研究費におけ
る RA 経費等の適正な⽀出の促進について」を参
照してください。 

⼈件費・謝⾦ 
(謝⾦) 

 委託業務の実施に直接必要な知識、情報、技術の
提供に対する経費 
【具体的な⽀出の例⽰】 
・研究推進会議等の外部委員に対する委員会の出席

謝⾦ 
・講演会等の謝⾦ 

・個⼈の専⾨的技術による役務の提供への謝⾦（講
義・技術指導・原稿の執筆・査読・校正（外国語
等）等） 

・データ・資料整理等の役務の提供への謝⾦ 
・通訳、翻訳の謝⾦（個⼈に対する委嘱） 

①受領書 
②謝⾦単価の根拠
資料（必要部分の
み） 
③委嘱伺い 
④委嘱状、承諾書 
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・学⽣等への労務による作業代（研究機関⼜は構成
員の規程等に定めがある場合に限る。） 

・研究協⼒者への謝⾦等 
【特記事項】 
１ 謝⾦の算定については、研究機関⼜は構成員の

謝⾦⽀給規程等によるものとします。 
２ 研究を遂⾏するために、専⾨知識の提供、情報

収集、セミナーへの参加等で協⼒を得た者への謝
⾦（旅⾏に必要な経費は旅費に計上）を含みま
す。 

３ 研究機関⼜は構成員の謝⾦⽀給規程等で認めら
れていれば、⾦券類（QUO カード、図書カード
等）を謝品として交付可能ですが、交付する場合
は原則受領書が必要になります。購⼊枚数と受領
者の数が⼀致し、在庫として⼿許に残すことがな
いようにしてください。 

４ 源泉徴収を⾏う必要があるか否かについては、
研究機関⼜は構成員のルールに従ってください。 

旅費 
(国内旅費) 
(外国旅費) 

委託業務の研究推進のために必要な国内外への出
張に係る経費、⼜は委託業務の研究推進のために必
要な国内外からの研究者等の招へい（依頼出張）に
係る経費。 
【具体的な⽀出の例⽰】 
・委託業務を実施するに当たり研究者及び補助員の

国内外への出張⼜は移動に係る経費 
・上記以外の委託業務への協⼒者に⽀払う、委託業

務の実施に必要な知識、情報、意⾒等の収集のた
めの国内外への出張⼜は移動に係る経費（依頼出
張） 

・外国からの研究者等の招へい経費（依頼出張） 
・試験研究計画に記載された研究者（ポストドクタ

ー等、試験研究のために臨時に雇⽤する研究者を
含む。）が、試料の採取、観測、測定等の調査研
究、学会参加、研究成果発表等のための国内外の
研究集会等への出張⼜は移動に係る経費 

・研究の推進のための打合せ、会議への出席に必要
な出張⼜は移動に係る経費 

・有料道路等料⾦、ＥＴＣに係る経費 
【特記事項】 

①旅費計算書 
②出張報告書等 
③各構成員の旅費
規程（必要部分の
み） 
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１ 旅費の算定については、原則として、研究機関
⼜は構成員の旅費規程等に基づき計算された交通
費（有料道路等の料⾦を含む。）、宿泊費、⽇
当、旅⾏雑費、旅費のキャンセル料等とします。
なお、社会通念上相当と認められない費⽤に関し
ては、委託費へ計上することができません。 

 予算の効率的な執⾏を図るため、旅費は、最も経
済的かつ合理的な⽅法によることとし、宿泊パッ
クを利⽤した場合は、⽤務の内容に照らして宿泊
⽇数が適正か確認するとともに、領収書や使⽤し
たパックチケットのパンフレット等により内容を
確認してください。 

 必要な証拠書類についても、原則として、研究機
関⼜は構成員の旅費規程等に基づき管理してくだ
さい。 

２ 「旅費のキャンセル料」は、⾃然災害等、その
他他律的要因等やむを得ない事情から、研究機関
⼜は構成員の旅費規程等に基づきキャンセル料が
認められる場合のみ計上可能です。 

３ 「旅⾏雑費」とは、「旅券の交付⼿数料」、
「査証⼿数料」、「予防注射料」、「出⼊国税の
実費額」、「燃油サーチャージ」、「航空保険
料」、「航空券取扱⼿数料」等とします。 

４ 原則、委託業務のみの出張を⾏ってください。
なお、「他事業分の出張と費⽤を明確に区分でき
る場合」は、合算使⽤を認めていますので、委託
業務に係る業務と外部からの依頼に基づく業務を
兼ねて出張する場合は、必ず当該依頼に係る依頼
⽂書及び旅費計算書を取り寄せ、依頼先から⽀払
われる旅費の内容を⼗分に確認した上で、業務の
実態に応じて研究機関⼜は構成員の旅費規程等に
基づき費⽤を明確に区分するなど適正な経理処理
を⾏ってください。 

    なお、出張期間中の休⽇⼜は私事のための滞留
及び廻り路にかかる路程⼜は⽇数に対しては旅費
の計上は出来ません。 

５ 費⽤計上の対象となる区間 
旅費は、委託業務の⽤務に係る出発から帰着まで
の交通費、⽇当、宿泊費等が対象となります。た
だし、当該委託業務以外の⽤務が⼀連の出張に含
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まれる場合は、委託費として計上する部分と計上
しない部分に区別してください。委託費として計
上できるのは、「委託業務の⽤務先」に向かう旅
程に係る旅費、および「委託業務の⽤務先」から
「出発地」に戻る旅程に係る旅費となります。 

６ 研究者等が赴帰任の際に係る経費等について
は、計上できません。 

７ 外国への出張及び外国から研究者等を招へいす
る場合は、試験研究計画書や実施計画書等に記載
されている場合を除き、事前に⽣研⽀援センター
事業担当課の了解が必要となります。当初計画外
の出張・招へいが必要な場合、外国へ出張する場
合、外国から研究者等を招へいする場合は「委託
試験研究実施計画書・試験研究計画書の変更届
（経理様式１０）」を⽣研⽀援センター事業担当
課へ提出してください。 

８ 学⽣の旅費も⽀出可能ですが、学⽣は学業が本
分のため、当該学⽣が委託業務のために出張しな
ければならない事由（必要性など）について、⼗
分説明できるように理由書等を作成し、整理・保
管をしてください。なお、国内外を問わず学⽣単
独の出張は原則として認められません。学⽣単独
の出張について、⼤学の規程により認められてい
る場合であって、担当教員が同⾏できないやむを
得ない理由がある場合には、理由書等により、そ
の理由を明確にし、事前に⽣研⽀援センター事業
担当課への了解を得た上で出張してください。 

９ 旅費を計上する研究者等については、委託業務
と旅費を計上する者との関係を明確にするため
に、試験研究計画の研究実施体制図等に記載され
ていることが必要です。「研究項⽬別の分担（経
理様式２別添２）」を作成してください。詳細
は、各種資料Ⅰ−４．「委託事業に係る会計経理
の適正化について」を参照してください。 

 なお、外部の研究者等の招へい（依頼出張）に係
る旅費については、この必要はありません。 

10「Go To トラベル事業」の利⽤不可について 
  令和２年度より「Go To トラベル事業」が開

始されておりますが、同事業は観光需要の喚起を
⽬的としたものであり、研究活動等に伴う出張
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（同事業の実施の有無にかかわらず、研究活動等
上の必要に基づき業務として⾏うもの）に対して
同事業を利⽤することは、その⽬的から外れます
ので、⽣研⽀援センター委託研究費を財源とする
出張においては「Go To トラベル事業」の利⽤
は認められません。 

  なお、既に利⽤した場合は、出張に要した旅
費、滞在費、交通費等から「地域共通クーポン」
相当額等を除外して計上してください。 

11 航空機マイレージの利⽤⾃粛について 
委託費を遂⾏する上で出張をした際に航空会社が
顧客提供しているマイレージ等のサービスの利⽤
・登録は⾃粛してください。 

その他 
(印刷製本費) 

 委託業務に係る資料等の印刷、製本に要する経費 
【具体的な⽀出の例⽰】 
・委託業務研究活動に直接必要な書類作成のための
印刷代等 
【特記事項】 
 研究成果報告書等の印刷製本代、写真代、図⾯コ

ピー代等の研究活動に直接必要な書類を作成する
ために必要な経費を含みます。 

仕様書＋⾒積書、 
納品書、請求書 

その他 
(会議費) 

委託業務の実施に直接必要な会議・シンポジウム
・セミナー等の開催に要した以下の経費 
【具体的な⽀出の例⽰】 
・研究推進会議等の委員会開催費 
・会場借料 
・茶菓、弁当等（華美でないもの） 
【特記事項】 
１ いわゆる懇親会代・レセプション代は計上でき

ません。 
２ 他の会議と合同で⾏う場合の費⽤負担には、合

理的な算出⽅法が求められます。 
３ 時間外に⾏う情報交換会、意⾒交換会の参加費

等の計上はできません。 
４ 会場借料を計上する場合は、会議場所を外部に

する必要性及び当該場所を選定した理由等を整理
・保管をしてください。 

５ 茶菓・弁当については、出席者を確認し、必要
性を精査のうえ必要最⼩限の数量とし、構成員の
内部規定に基づき処理してください。 

仕様書、納品書、
請求書 
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原則仕様書の作成が必要ですが、これに代わる資
料（内規、出席者名簿⼜は議事録等）があれば仕
様書は不要です。 

また、特殊な事情（外国要⼈の接遇等）がある
場合には当該事情を説明できる資料を準備してく
ださい。 

なお、⾒積書、請求書の整備が必要ですが、特
別な事情(現地での急を要する調達等)がある場合
は⽴替払による処理でも構いません。 

その他 
(外注費) 

 委託業務に直接必要な装置のメンテナンス、デー
タの分析等の外注に係る経費 
【具体的な⽀出の例⽰】 
・研究実施上、必要不可⽋なもので、委託業務専⽤

として使⽤する機械装置、備品等の製造（製作） 
・委託業務専⽤として使⽤する機械装置、備品等の

操作・保守・修理等の業務請負 
・実験動物等の飼育、設計（仕様を指⽰して設計さ

れるもの）、試験、解析・検査、鑑定、部材の加
⼯等の業務請負 

・通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等
の研究開発⾏為を含まない業者への業務請負 

・外注分析に要する経費（役務経費、電⼦計算機使
⽤料、データベース検索料、各種試作品製作請負
費（試作品⽤購⼊部品費、材料費、予備部品費を
含む。）、研究開発要素を含まないプログラム作
成費等の外部に役務を発注するために必要な経
費。） 

【特記事項】 
１ 試作品製作に必要な経費については、研究開発

と⼀体で⾏う⼩規模な実証（⼜は製造）試験に係
るもののみ認められます。なお、研究機関等で⾃
社製作する場合の資材の購⼊は、「消耗品費」と
してください。 

２ 外注費であっても、原形のまま⽐較的⻑期の反
復使⽤に耐え得るもののうち、取得価格が 10 万
円以上（税込）の物品（特注品、市販品の改良・
改造も含む。）は、物品購⼊計画や取得資産の対
象となることにご留意ください。 

３ 原則、法定点検、定期点検及び⽇常点検は、委
託費で取得した物品に限ります。 

仕様書、納品書、
請求書 
※１契約が２００
万円以上（消費税
込）の場合は
（４）⑦参照 
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４ 委託費以外で取得した物品の修理等に関して
は、委託業務専⽤で相当の時間使⽤したことに起
因して発⽣した劣化・損耗等による故障が使⽤中
に発⽣した場合、当該修理等に要する費⽤を計上
することができます。 

その他 
(通信運搬費) 

委託業務の実施に直接必要な試料等の運送、機械
装置等の運搬、及びデータの送受信等の通信料等の
通信運搬費に係る経費（運送・運搬費、電話料、フ
ァクシミリ料、インターネット使⽤料、宅配便代、
郵便料等） 
【特記事項】 
１ 研究事務管理等に要する経費は計上できませ

ん。 
２ 委託業務の研究推進に直接必要であることが、

経理的に明確に区分できるものに限ります。 

納品書、請求書 

その他 
(その他(諸経費)) 

委託業務の実施に直接必要な経費 
【具体的な⽀出の例⽰】 
・物品の借料（賃借、リース、レンタル）及び使⽤

に係る経費、倉庫料、⼟地・建物借上料、圃場借
料、研究機関⼜は構成員内の施設・設備使⽤料 

・レンタカー代（旅費規程等により「旅費」に計上
するものを除く。） 

・学会参加費（学会に参加するための旅費は『旅
費』に計上） 

・学会参加費等のキャンセル料（⾃然災害等、その
他他律的要因等やむを得ない事情からキャンセル
料が認められる場合のみ） 

・研究成果発表費（論⽂審査料・論⽂投稿料（論⽂
掲載料）・論⽂別刷り代、研究成果報告書作成・
製本費、テキスト作成・出版費、ウェブサイト作
成費等） 

・広報費（ウェブサイト・ニュースレター等）、広
告宣伝費、求⼈費 

・保険料（委託業務に必要なもの／各研究機関規定
に基づく。任意加⼊は不可） 

・振込⼿数料（学会参加費等の直接経費に係る単独
振込の場合に限る。） 

・データ・権利等使⽤料（特許使⽤料、ライセンス
料（ソフトウェアのライセンス使⽤料を含
む。）、データベース使⽤料等） 

仕様書、納品書、
請求書 
※１契約が２００
万円以上（消費税
込）の場合は
（４）⑦参照 
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・薬事相談費 
・薬品・廃材等処理代 
・書籍等のマイクロフィルム化・データ化 
・派遣社員の費⽤（戦略的イノベーション創造プロ

グラム（スマートバイオ産業・農業基盤技術）の
み） 

・減価償却費（原則、企業のみ対象）（戦略的イノ
ベーション創造プログラム（スマートバイオ産業
・農業基盤技術）のみ） 

・特許関連経費等（委託業務で得られた成果を権利
化する場合に限り、国内外特許の登録までに必要
な経費（特許出願、出願審査請求、補正、審判等
に係る経費。登録及びそれ以降の経費は含まな
い。国外特許はＰＣＴ出願も対象。)） 

（ムーンショット型農林⽔産研究開発事業のみ） 
【特記事項】 
１ 学会参加費に学会参加と不可分なランチ代・バ

ンケット代が含まれている場合は含んだ額を計上
可能ですが、研究機関⼜は構成員の規程の範囲内
で合理的な考え⽅（⽇当等の⾷事相当額の除外な
ど）に基づき、重複計上とならないよう適切に処
理してください。 

２ 学会年会費など委託業務の実施に直接必要と認
められないものは計上できません。 

３ 国際学会への参加については、事前に⽣研⽀援
センター事業担当課の了解が必要になります。 

４ ファイナンスリースの場合は、リース契約期間
を法定耐⽤年数以上、毎⽉均等払いとし、委託業
務の研究期間を超えるリース期間の⽀払いについ
ては⾃費での対応となります。 

５ ファイナンスリースにおいて、委託業務終了
後、研究⽬的外の使⽤とする場合は、「開発研究
⽤減価償却資産の耐⽤年数」の特例は適⽤できま
せん。 

６ その他のリースであっても、リース料に委託費
としての妥当性が求められます。 

（委託費による分割購⼊と⾒受けられるリースは不
可） 

７ 減価償却費については、試験研究に利⽤できる
物品を予め保有（その他の委託費で導⼊されたも
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のを除く）しており、委託業務に利⽤する場合、
雑役務費に計上が可能です。ただし、利⽤⽇誌か
ら委託業務とその他の業務に分けて委託業務分の
みを計上してください。 

８ イノベーション創出強化研究推進事業におい
て、減価償却費及び特許関連経費は、委託費の直
接経費へ計上することはできません。 

その他 
(光熱⽔料) 

委託業務の実施に当たり専⽤に使⽤する機械装置
等、設備の運転等に要する電気、ガス、⽔道等の経
費及び専⽤に使⽤する研究施設等の燃料（灯油、重
油等）費 
【特記事項】 
１ 委託費の直接経費は、研究の推進に直接必要な

経費だけが計上可能です。共有スペースや管理事
務等に要する経費は計上不可となります。 

２ 研究の推進に直接必要であることが、経理的に
明確に区分できるものに限ります。 

３ 個別メータによる数値管理を⾏うなど、明確な
算出⽅法が求められます。 

納品書、請求書 

その他 
(消費税等相当額) 

計上した経費のうち⾮課税取引、不課税取引及び
免税取引に係る経費の１０％。 
【特記事項】 
１ 研究機関⼜は構成員が地⽅公共団体や免税事業

者の場合は発⽣しません。 
２ 消費税等相当額とは、税抜き額と消費税額を分

けて書いていただくためのものではありません。
⾮課税取引、不課税取引及び免税取引（⼈件費、
賃⾦等）の 10％に当たる額を上乗せしていただ
くための欄です。 

  これは、委託契約が課税取引であるためです。 
委託研究契約は、消費税法上の「役務提供」に該
当するため、委託研究費全額が消費税及び地⽅消
費税の課税対象となります。そのため、⼈件費の
ほか、消費税不課税相当額（外国旅費等）につい
て、消費税相当額として計上することができま
す。不課税取引等の課税区分判定については各研
究機関の取扱いに従ってください。ただし、免税
事業者である場合は消費税相当額を計上すること
はできません。 

（消費税率 10％の例） 

消費税等相当額計
上の計算資料 
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 55 万円の委託費を受け取り、税込 55 万円の『物
品』を買った場合、委託費の消費税と物品と共に
⽀払った消費税が同じ 5 万円ですので、消費税の
納税額は０円となり、特に問題は発⽣しません。 

 しかし、100 万円の委託費を受け取り、100 万円
の『賃⾦』(不課税)を⽀払った場合、委託費の消
費税は 100 万円×10/110=90,909 円になり、そ
の分⾚字になります。 

  そのため、110 万円の委託費を受け取り、100
万円の賃⾦を⽀払い、10 万円を納税、となるよ
うにしています。この 10 万円が「消費税等相当
額」です。 

３ 消費税率の改定があった場合は、当該改定後の
税率とします。 

４ なお、委託業務は補助⾦（不課税）ではありま
せんので、⽣研⽀援センターに消費税を返還する
必要はありません。 

イ 間接経費 
間接経費  研究機関⼜は構成員が研究遂⾏に関連して間接的

に必要とする経費であり、管理部⾨、研究部⾨、そ
の他関連事業部⾨に係る施設の維持運営経費等研究
の実施を⽀えるための経費であって、直接経費とし
て計上できない経費。 
（間接経費の使用に当たっては、委託業務を実施す
るために必要となる間接経費の使用を優先するもの
とします。） 
具体例 
（管理部⾨に係る経費） 

・管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 
・管理事務の必要経費 

備品購⼊費、消耗品費、機器借料、雑役務
費、⼈件費、通信運搬費、謝⾦、国内外旅費、
会議費、印刷費など 

（研究部⾨に係る経費） 
・共通的に使⽤される物品等に係る経費 

備品購⼊費、消耗品費、機器借料、雑役務
費、通信運搬費、謝⾦、国内外旅費、会議費、
印刷費、新聞・雑誌代、光熱⽔費 

・委託業務の研究の応⽤等による研究活動の推進
に係る必要経費 

間接経費に関する
証拠書類について
は、研究機関⼜は
構成員において適
切に保管するこ
と。 
（毎年度の間接経
費使⽤実績等を翌
年度の６⽉３０⽇
までに、府省共通
研究開発管理シス
テム（e-Rad）によ
り報告する必要が
あります。） 
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研究者・研究⽀援者等の⼈件費、備品購⼊
費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬
費、謝⾦、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞 

・雑誌代、光熱⽔料 
・特許関連経費（ムーンショット型農林⽔産研究

開発事業は、「ア直接経費 その他（諸経
費）」に計上） 

・研究棟の整備、維持及び運営経費 
・実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 
・研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 
・設備の整備、維持及び運営経費 
・ネットワークの整備、維持及び運営経費 
・⼤型計算機（スパコンを含む。）の整備、維持

及び運営経費 
・⼤型計算機棟の整備、維持及び運営経費 
・図書館の整備、維持及び運営経費 
・ほ場の整備、維持及び運営経費など 
（その他関連する事業部⾨に係る経費） 
・研究成果展開事業に係る経費 
・広報事業に係る経費など 
・感染症対策にかかる検査費⽤、消毒液（いずれ

も必要最⼩限なものに限る。）等の消耗品 
 

 上記以外であっても、研究機関の⻑が委託業務の
遂⾏に関連して間接的に必要と判断した場合、執⾏
することは可能。なお、直接経費として計上できる
経費は対象外。 
 

間接経費に係る収⽀簿及び証拠書類の⽣研⽀援セ
ンターへの提出は不要ですが、「競争的研究費の間
接経費の執⾏に係る共通指針」4.間接経費運⽤の基
本⽅針に⽰されているように「使⽤に関する⽅針を
作成し、それに則り計画的かつ適正に執⾏するとと
もに、使途の透明性を確保すること。」の観点か
ら、適正な執⾏を証明する証拠書類を整備してくだ
さい。 
 
「競争的研究費の間接経費の執⾏に係る共通指針
（令和３年１０⽉１⽇改正）競争的研究費に関する  
関係府省連絡会申し合わせ」参照 
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※ 精算時に直接経費が減少した場合には、減少し
た直接経費の定められた間接経費割合を超えないよ
う減額する必要がありますのでご注意ください。 
 

試験研究調査委託費 
（コンソーシアム⽅式
以外の契約⽅式が認め
られた場合のみ） 

 コンソーシアム⽅式以外による契約⽅式が認めら
れ、かつ、委託業務の⼀部の契約について委託・再
委託⽅式による契約が認められた場合における代表
機関等から共同研究機関（再委託先）への再委託に
要する経費（代表機関⼜は研究管理運営機関のみが
計上可能）。 
 コンソーシアムから外部の機関等への再委託は禁
⽌しております。なお、都道府県等においてコンソ
ーシアム内の資⾦収⽀等の事務処理上、契約締結の
必要がある場合には、当該コンソーシアム内での契
約は可能です。 
注）試験研究調査委託費については、緊急対応研究
課題の⼀部の事業でのみ使⽤する区分です。 
[試験研究調査委託費については、緊急対応研究課
題の⼀部の事業でのみ使⽤する区分] 

・再委託契約書 
・⽀払伝票 

ウ ⼀般管理費（研究管理運営機関を設置した場合のみ使⽤する区分） 
⼀般管理費  研究管理運営事務を専⾨に⾏う研究管理運営機関

における直接経費の１５％に相当する額を上限とし
て計上することができます。研究管理運営機関は研
究管理が役割ですので、その事務のための⼈件費、
旅費等については、ここではなく直接経費に計上し
て下さい。(2.(1)④代表機関の業務を参照。） 
 直接経費ではないが、委託業務のために必要な事
務費、光熱⽔料、燃料費、通信運搬費、租税公課、
事務補助職員賃⾦等の管理部⾨の経費。 
 計上に当たっては、使⽤内訳と算出根拠の整合性
が重要となります。⼀般管理費は、間接経費と異な
り、委託業務に必要な管理経費（直接経費以外）に
限定しています。⼀般管理費の計上に当たっては、
その根拠を明確にする必要があります。 
 なかでも光熱⽔料、燃料費等の負担については、
全体の使⽤料に対する委託業務への従事者数者等合
理的な按分⽅法により算出し、計上してください。 
 なお、これらによりがたい場合は、事業費⽐率に
よる按分などにより算出し、計上してください。 

・納品書、請求書 
・⽀出計算書（按
分の積算根拠） 
・⽀払伝票 
・その他⽀払費⽬
に対応する証拠書
類 

26



 

 算出根拠については、⽣研⽀援センター、あるい
は、コンソーシアムの代表機関等からの問い合わせ
の際に必要に応じて提出いただく場合があります。 
 また、事務費として耐⽤年数１年以上かつ取得価
額１０万円以上の事務⽤備品を購⼊することはでき
ません。⽂房具類については、委託業務のみに使⽤
することが明確である場合に限り、事務費として計
上できます。 
 なお、精算時に直接経費が減少した場合には、減
少した直接経費の１５％を超えないよう、減額する
必要がありますのでご注意ください。 
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（３）委託費計上に当たっての注意事項 
① 経費算定の対象とする⽀出額は、原則として委託業務実施期間中に委託業務を⾏うに当

たって発⽣し、かつ、⽀払われた経費とし、委託業務実施期間外に発⽣⼜は⽀払われた経
費は認められません。 

従って、発注、納品・検収、⽀払は、原則として、当該委託業務実施期間中に⾏ってく
ださい。ただし、委託業務実施期間中に発⽣し、かつ、経費が確定しているものであっ
て、当該期間中に⽀払いが⾏われていないことについて、相当の事由があると認められる
次のものについてはこの限りではありません。（この場合、実績報告書の提出の際には、
帳簿の⽀払年⽉⽇欄に⽀払予定⽇を記⼊してください。） 
（認められる例） 

・３⽉分の⼈件費、賃⾦、派遣社員の費⽤ 
・３⽉分の旅費、謝⾦、光熱⽔料、通信費、リース、レンタル料 
・上記のほか、相当の事由があり、やむを得ず翌年度に⽀払うもの 

 また、３⽉までに発⽣した経費で、翌年度（４⽉以降）に⾦額が確定するものについて
は、翌年度に継続して委託業務実施期間がある場合で翌年度の委託業務に⼤きな影響を与
えないものであれば翌年度に計上することが可能です。 

② 経費使⽤に際しては、委託業務に係る経費と他の経費を厳格に区別した上で使⽤してく 
 ださい。また、納品書等証拠書類は、当該委託業務終了の翌年度の４⽉１⽇から起算して   

５年間必ず保管してください。 
経費を不適正に使⽤した場合、委託契約に基づく、試験研究の中⽌、委託費の返還等の

措置を講じることとなりますので、⽇常からの適正経理に留意してください。 
③ 委託業務は、委託契約に基づくことから、原則として、実施計画書作成時の予算積算に

基づいて予算執⾏していただきますが、やむを得ない場合には費⽬間での流⽤は、直接経
費総額の５０％まで可能です。なお、各構成員のそれぞれの間接経費率が異なること、及
び各構成員の試験研究計画変更につながることを考慮のうえ、費⽬間流⽤については各構
成員単位で判断してください。また、間接経費から他の費⽬への流⽤も可能ですが、他の
費⽬から間接経費への流⽤はできません。 

【費⽬間流⽤】 
・費⽬間の流⽤とは、「物品費」「⼈件費」「謝⾦」「旅費」「その他」の各費⽬間の

予算の流⽤のことをいいます。なお、同⼀費⽬内の細⽬間（例えば「旅費」の場合、
細⽬の「国内旅費」「外国旅費」の双⽅）の流⽤制限はありません。 

・ただし、流⽤制限の範囲内であっても、当初の研究計画を⼤きく変更する場合や費⽬ 
（細⽬）において予算額（計画額）に対し⼤幅な増減が発⽣する場合は、事前に⽣研⽀ 
援センター事業担当者へ連絡願います。なお、費⽬間流⽤の内訳については各構成員に 
て整理のうえ適切な予算執⾏管理に努めてください。 

④ ⾃社から物品⼜は役務の調達を⾏う場合は、調達⾦額の多寡にかかわらず利益排除を⾏
う必要があります。 

また、研究機関⼜は構成員が⾃ら担当する研究⽬的に応じて、１００％⼦会社（親会
社、孫会社）の製品を委託費に計上する場合は、利益排除額（製造原価及び諸経費だけの
利益を除いた額）を計上してください。 

⑤ コンソーシアムの構成員間の売買については、原則、⾒積り合わせや⼊札等による調達  
を⾏うこととし、競争に付して落札した場合は、利益排除不要です。 

構成員（企業）から協⼒機関（企業）へ発注する場合、原則として、競争原理を導⼊し
た調達（⼊札・⾒積もり合わせ）が必要です。このため、研究グループ内での調達は競争
原理を導⼊した調達を⾏わない（⾏えない）場合は、利益排除が必要です。やむを得ない
事由により、随意契約で購⼊する場合は、合理的な選定理由の説明が求められます。 

なお、研究グループ内へ発注する場合は、１契約が１００万円未満のものについては利
益排除不要です。 
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⑥ 園芸施設や畜舎などの建物について、通常建設されているような⼀般的な建物（単純な
箱物）は委託費に計上することはできません。 

ただし、以下の場合は計上が可能です（加⼯費･試作費、資材費、役務費等として「そ
の他（諸経費）」に計上）が、仮設物であるため、原則、委託研究終了までに、撤去する
ことになります。 

・研究を⽬的とした研究⽤試作品（仮設物）として設置すること 
・研究実施上、必要不可⽋な簡易的な仮設物を設置すること 
なお、試作品とは、市販されている既存の機械・施設とは構造や性能等が異なるもの

で、当該試作品⾃体に研究要素があるものを指します。 
また、試作品設置のための委託業務実施期間中の借地料も経費の対象とできますが、⼟

地の購⼊はできません。 
⑦ 委託業務の研究開発要素を含む全部⼜は⼀部を第三者（研究機関（構成員））以外の

者、構成員間及びコンソーシアムから外部の機関等を含む。）への再委託を禁⽌しており
ます。なお、農家への栽培管理、試料の単なる分析（⼀定の分析⼿法であって、価格が定
められている分析業務）などは、実態を考慮し、請負契約に伴う対価などとして経理処理
を⾏うことを想定しています。 

⑧ ⼤学における教員による発注については、不正経理の温床(物品の差し替え、預け等)と 
 ならないように、以下事例の対策を⾏ってください。 

(対策⽅法) 
・教員発注規程が整備されていること 
・私的経費等と混同しないこと 
・発注者は、試験研究計画書に記載の者が⾏うこと 
・故意に設定⾦額未満に分割して発注を⾏わないこと 
・発注した物品等が確実に納品されるように、業者が現場に直接納品ではなく経理部⾨で
の検収・納品を確実に⾏うこと（相互牽制の徹底） 
・⽣研⽀援センターが求めた場合は関係書類の提出を⾏うこと 

⑨ 1 ⾏１伝票での記載 
帳簿は、１点ごとに、品名、規格、数量、⾦額、契約相⼿⽅、契約年⽉⽇、納品年⽉ 

⽇、⽀払年⽉⽇を記載することを原則としますが、１⾏１伝票での記載でも構いません。 
これらの内訳が分かる書類（個々の⾒積書、請求書、旅費計算書等）は各構成員にて保管 
してください。 

⑩ ⼩数点以下の端数処理⽅法 
＜基本的な考え⽅＞⾦額、単価、時間など実際に⽀出した経費を算出する場合における⼩ 
数点以下の端数処理は、国の基準（国等の債権債務等の⾦額の端数計算に関する法律（昭 
和 25 年法律第 61 号））に準じ、切り捨てとします。 
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（４）委託費計上に係る費⽬･細⽬別の注意事項 
① ⼈件費・賃⾦ 

⼈件費及び賃⾦の算出基礎となる「作業⽇誌（経理様式４）」は、委託業務実施のため  
の作業であるということが明確になるように事業名等及び作業内容を具体的に記載し、整 
理・保存してください。 

⽇頃より複数の事業に係る圃場管理、家畜管理等に従事する者であって、あらかじめ研
究計画等に記載することが困難な場合は、研究スタッフの追加等があった都度、速やかに
事業担当課への届出を⾏ってください。また、作業（業務）⽇誌等により、委託業務に係
る勤務実態を適切に把握したうえで、その実績額を計上してください。 
ア 派遣会社との契約 

派遣会社を通じたポスドク等確保のための研究員雇⽤経費は⼈件費に計上すること。 
イ 勤務実態の管理 

雇⽤契約書、労働条件通知書、発令通知書等の業務内容において、委託業務に従事す
ることが明確となっていない場合で、複数の外部資⾦等により、研究スタッフを雇⽤す
る場合は、委託業務に直接従事する時間数により⼈件費、⼜は賃⾦を算出することとな
りますので、作業（業務）⽇誌等により委託業務に係る⼗分な勤務実態管理を⾏ってく
ださい。（各種資料Ⅰ−４．「委託事業に係る会計経理の適正化について」を参照。） 

なお、作業（業務）⽇誌等は、複数の事業への従事内容が記載され、それぞれの業務
の開始・終了時間の確認ができ、従事時間数の算出が可能であれば、既存の様式でも構
いません。 

ウ ⼤学における学⽣（学部⽣及び⼤学院⽣をいう。以下同じ）の雇⽤ 
学業が本分である学⽣を教育⽬的ではない委託業務において雇⽤する場合は、⼀般的

な⼤学の雇⽤⼿続きのみならず、委託業務において学⽣を雇⽤する必要性を、⼤学に規
定がある場合はそれに従い、規定がない場合は、任意の様式の理由書により明確にして
ください。 

また、学業及び研究室での他の研究補助との区分を明確にするために作業（業務）⽇
誌を作成し、雇⽤責任者（勤務管理者）が責任を持って管理してください。 

なお、⼤学院⽣を雇⽤する場合であっても、上記と同様の⼿続き、管理を⾏う必要が
あります。雇⽤関係のない学⽣を研究スタッフとして登録することができないことにご
留意ください。 

理由書については、⽣研⽀援センター、あるいは、コンソーシアムの代表機関等から
の問い合わせの際に、必要に応じて提出を依頼する場合があります。 

エ 勤務実態の確認 
勤務実態については、雇⽤責任者（勤務管理者）において、⽇々確認していただく必

要があります。作業（業務）⽇誌の様式が１ヶ⽉まとめて確認（押印）することとなっ
ている場合であっても、⽇々の確認については確実に⾏ってください。 
ａ）⽇々の確認を⾏う際の関係書類の例 

出勤簿（出勤状況・休暇・⽋勤などの情報）、作業（業務）⽇誌（勤務実態）、出
張伺（出張報告書）、研究（実験）ノートなど 

ｂ）⽉締めの確認を⾏う際の関係書類の例 
出勤簿（出勤状況・休暇・⽋勤などの情報）、作業（業務）⽇誌（勤務実態）、出

張伺（出張報告書）、⼈件費（賃⾦）台帳（勤務⽇数、時間などの情報）など 
    ｃ）作業（業務）⽇誌について 
      当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載してください。 
     「研究管理事務」や「経理業務」「事務処理」等の委託業務に直接従事すること 
     が確認出来ない場合は計上できません。 
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オ 年次有給休暇の取扱 
年次有給休暇取得に伴う費⽤については、原則として委託費へ計上することはできま

せん。 
ただし、以下の条件をすべて満たす場合には、⼈件費、賃⾦で被雇⽤者の年次有給休

暇取得に伴う費⽤を計上することができます。 
ａ）雇⽤契約書、労働条件通知書により当該被雇⽤者が委託業務のみに従事することが

明確になっていること。雇⽤契約開始時に従事内容が明確では無い場合は、雇⽤契約
書の締結時に以下項⽬記載の委託業務のみ従事することが記載された⼈事担当者によ
る証明書類の作成を⾏ってください。 
[委託業務のみ従事する証明書類／以下、記載事項] 

1)所属⽒名,2)雇⽤期間,3)委託期間,4)従事する事業名及び研究課題名, 
5)従事内容(具体的に記載)･雇⽤形態･従事期間 
※なお、他業務に従事していたことが判明した場合、当該被雇⽤者が委託業務に 

従事した期間の⼈件費の計上は認めない。 
ｂ）雇⽤契約書、労働条件通知書に年次有給休暇の取扱が規定されていること（規定さ

れていない場合には雇⽤責任者の証明書、各構成員の規程等により明確になっている
こと。） 

ｃ）委託業務にのみ従事するために雇⽤されたことに伴い付与された年次有給休暇の⽇
数の範囲内であること（年次有給休暇を付与することとなる⽇及び⽇数については、
各研究機関の規程に基づきます。） 

なお、以下については委託費の計上は認められません。 
・「１４⽇（連続する暦⽇の⽇数）以上連続して委託業務に従事しないことがあら

かじめ明確な場合」 
・「年次有給休暇であっても、退職前に連続して取得し、そのまま退職するなど、

年次有給休暇取得以降、委託業務に従事しないことが明確な場合」 
・「病気休暇」、「介護休暇」、「介護時間」、「職務専念義務免除」 
・「特別休暇」（公民権行使、公官署出頭、⾻髄等ドナー、ボランティア、結婚、

産前、産後、保育時間、妻の出産、男性の育児参加、子の看護、短期介護、忌
引、父母の追悼、夏季休暇、現住所の滅失等、出勤困難、退勤途上、創⽴記念
⽇、健康診断に伴う休暇、リフレッシュ休暇 等） 

【例外】 
上記ａ）を満たし、かつ委託業務にのみ従事するために⽉俸・年俸制により雇⽤され

ている者については年次有給休暇、特別休暇を取得した場合であっても当該⽉俸・年俸
に変動がないことから、上記にかかわらず委託業務実施期間中の費⽤として⼈件費、賃
⾦に計上することができます。 

ただし、以下については委託費の計上は認められません。 
・「１４⽇（連続する歴⽇の⽇数）以上連続して委託業務に従事しないことがあら

かじめ明確な場合」 
 ・「年次有給休暇であっても、退職前に連続して取得し、そのまま退職するなど、

年次有給休暇取得以降、委託業務に従事しないことが明確な場合」 
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カ エフォート管理による研究者の年次有給休暇の計上 
研究者が当該研究活動に従事するエフォート申告により⼈件費を計上する場合、エフ

ォート率に応じた年次有給休暇の計上が可能です。エフォート申告等の⼿続きについて
の詳細は、１５．「エフォート管理」を参照してください。 

 
キ 会計年度任⽤職員に係る期末⼿当 

     会計年度任⽤職員制度の賃金（報酬）は、⼈件費予算が地⽅公共団体⼀般職員とは異
なる予算措置が⾏われている場合のみ規定に基づき計上出来ます。ただし、期末手当は
委託業務に従事した期間分のみ計上対象のため、付帯する社会保険料を含め、按分計算
が必要です。 

期末⼿当算定の在職期間が２事業年度を跨ぐ場合について、 期末⼿当⽀給対象職員
が、同⼀委託業務で雇⽤されていることが雇⽤契約書等で確認・証明が出来る場合に限
り、期末⼿当算定の在職期間に応じた期末⼿当の計上が可能です。ただし、委託業務が
終了する年度に係る委託期間外に⽀払われる経費は認められないため、計上不可となり
ます 

なお、退職手当については計上出来ません。 
  

エフォート管理による年次有給休暇の按分

エフォート管理適用による年次有給休暇の計上は以下のとおり可能。

〔例:エフォート率60%の場合〕 計上可能な年次有給休暇　9日

4/1 7/1 3/31

年次有給休暇　20日/1年間

エフォート申告期間　9ヶ月

年次有給休暇付与日数 20日 × 60％ ×
年次有給休暇付与期間 12ヶ月

エフォート期間　9ヶ月
 ＝ 9日
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ク 在宅勤務に伴う⼈件費等の取扱い 

研究機関⼜は構成員として在宅勤務実施を決定した場合、研究機関⼜は構成員の統一
的な算出の考え方により、在宅勤務期間の⼈件費等を直接経費に計上可能とします。
（ただし、通勤⼿当（交通費）は除く。） 

在宅勤務実施においては、作業（業務）日誌等に委託業務内容及び在宅勤務を実施し
た旨の記載を行い、雇用責任者等が勤務実態を管理するなど、勤怠管理書類及び在宅勤
務実施にかかる研究機関の方針を示す書類等の関連書類の保管をお願いします。 

なお、「自宅待機」「出勤停止」などで当該委託業務を行っている実態が無い場合
は、委託費には計上出来ません。 

   
   在宅勤務に伴う⼈件費等の計上基準 

ｱ. 雇⽤責任者等の勤務実態(業務内容・従事内容)の管理 
ｲ. 在宅勤務により実施できる研究内容、作業内容を説明できること 
ｳ. 在宅勤務に関する構成員内部規程等の整備及び構成員内部⼿続きに 

要する書類が確認出来ること  
ｴ. 作業(業務)⽇誌への記載 

 
 ＊在宅勤務時の通勤⼿当（交通費）について 
   ⼈件費に計上できるのは「当該委託事業に直接要した経費」であり、⽇給制及び時

給制にて雇⽤されている職員においては、通勤実態が無い在宅勤務時の通勤⼿当の
計上は不可となりますが、対象職員に対して⽉単位での定期券代⾦を⽀給している
場合は、[定期券代⾦]と[在宅勤務⽇を除く実際に出勤した⽇数の交通費実費精算
額]を⽐較のうえ、安価である経費を計上してください。 

 
② 謝⾦ 

ア 学⽣への謝⾦ 
⼀時的な作業補助等に対して、雇⽤契約ではなく、謝⾦を学⽣に⽀払う場合は、その

必要性を理由書により明確にしてください。 
また、⼈件費（賃⾦）同様、作業実態（出勤簿、作業（業務）⽇誌など）の確認につ

いては確実に⾏ってください。 
イ 構成員間での謝⾦の計上 

事業実施主体、事業実施者、取組主体の代表者及び従事する者に対する謝⾦の計上は
認められないため、コンソーシアムの構成員間での謝⾦の計上できません。 

 
③ 旅費 
  旅費に係る証拠書類として、出張報告書⼜は命令書等において、その必要性とともに、   

試験研究計画名を明記するなど、委託業務に係るものであることが明確になるように整理
し保存してください。なお、旅費については、各種資料Ⅰ−４．「委託事業に係る会計経
理の適正化について」をご了知の上、遺漏なき対応をお願いします。 
ア 委託業務との関連性 

旅費の計上に当たっては、事前の旅⾏伺い及び出張後の出張報告書において、委託業
務との関連性を明記してください。 

イ 出張伺書 
出張伺書の⽤務について、「○○フェアへの参加、展⽰」、「○○研修への参加」、

「研究打合せ」のみの記載の場合は、委託業務との関連性が不明となり、計上できませ
ん。⽤務のみで委託業務との関連性が判断できるように記載してください。また、会
議、研究会、学会等については、開催案内を出張伺書に添付してください。 
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なお、研究者としてのスキルアップのための研修・講習については、認められませ
ん。 

ウ 出張報告書（復命書） 
出張報告書（復命書）の⽤務内容（概要）について、⽤務名をそのまま記載するのみ

ではなく、委託業務との関連性が明確に判断できるよう具体的に記載してください。 
[具体的記載例] 
・作業の場合は、作業内容と委託業務との関係、 
・打合せの場合は、相⼿⽅の⽒名及び打合せ内容の概要、 
・情報収集の場合は、情報収集の内容と委託業務における明確な必要性、あるいは有
効性等を記載してください。 
※情報収集の場合において認められないケース 

学会に出席し、情報収集することは、委託業務の実施いかんに関わらず想定さ
れるため、出張報告書の⽤務内容が、「○○⼤会に出席し情報収集を⾏った。」
などのように委託業務との関係が明記されていない場合、旅費計上は認められま
せん。また、会議、研究会、学会等については、プログラム、（発表した場合
は）発表要旨を添付してください。 

出張が２⽇以上の場合及び⽤務が複数の場合は、それぞれ年⽉⽇、開始時間・終了
時間、⽤務の内容、移動のみの前後宿泊がある場合は理由を出張報告書（復命書）に
記載してください。 

研究機関の規程等により出張報告書等を作成することが義務付けられていない場合
にあっては、委託業務に関して新たに出張報告書（復命書）を作成するか、出張伺書
等において⽤務名のほか出張内容と委託事業の関係が分かるよう出張報告書（復命
書）の記載内容に準じて追記してください。 

エ 旅費 
ａ）学⽣の旅費 

学⽣を出張させる場合は、以下を満たす場合に限り計上することができます。 
※学⽣の出張が認められる場合 

雇⽤契約、依頼書・承諾書等により学⽣が研究補助者として委託業務に従事す
ることが明確に確認でき、研究補助者の出張する必要性が理由書等で明確になっ
ていること。（短期の作業等であり、その必要性が理由書で明確になっており、
雇⽤契約ではなく謝⾦により対応する場合も含みます。） 

ただし、学⽣単独での出張は原則として認められません。 
学⽣単独の出張について、⼤学の規程により認められている場合であって、担当教

員が同⾏できないやむを得ない理由がある場合には、その理由を明らかにした上で、
必ず事前に理由書を提出のうえ、⽣研⽀援センター事業担当課の了承を得てくださ
い。 

また、試験研究計画書や実施計画書等で外国出張が認められている場合であって
も、学⽣の外国出張については、理由を明らかにした上で、理由書を必ず事前に提出
し、⽣研⽀援センターの事業担当課の了承を得てください。 

なお、いずれの場合も、出張報告書等により委託業務の⽤務で出張した事実が確認
できるように整理をお願いします。 

 
ｂ）予算区分 

・出張旅費と⼈件費（賃⾦、謝⾦、派遣を含む。）の予算区分について 
委託業務で出張する場合は、原則として、委託業務の研究スタッフ（委託業務に

従事するために臨時に雇⽤された研究員等を含む。）である必要がありますので、
出張旅費の予算と臨時に雇⽤されている研究員等の⼈件費（賃⾦、謝⾦、派遣費を
含む。）の予算は同じである必要があります。 
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やむを得ない理由により他の事業で雇⽤されている研究員等を委託業務で出張さ
せる場合は、必ずその必要性を理由書等により明確にするとともに、他の事業との
整合性についても明確にする必要があります。 

また、委託業務で⼈件費を⽀出（計上）している研究員等が出張する場合の出張
旅費について、当該委託業務の委託費の予算が不⾜するなどの理由により、当該委
託業務の委託費ではなく、各研究機関の⾃⼰資⾦（国⽴⼤学法⼈、国⽴研究開発法
⼈等については寄附⾦、運営費交付⾦等を含みます。）から⽀出する場合であって
も、その旨を出張伺書、理由書等により明確にしてください。⾃⼰資⾦で雇⽤して
いる研究員等について、委託業務において集中的に作業を⾏う必要があるなどの理
由により出張させる必要がある場合などについても同様です。 

・キャンセル料 
⾃然災害等、その他他律的理由による出張のキャンセル料は、研究機関⼜は構成

員の旅費規程等で当該キャンセル料の負担が認められている場合で、キャンセルの
理由を書⾯に記載していれば、計上することができます。その場合の費⽬は「旅
費」とします。 

感染症防⽌のため、開催⽅法を変更(⼜は中⽌）する場合、航空券等のキャンセル
料の委託費への計上は可能です。ただし、出張者本⼈の判断のみならず、旅⾏命令
権者、経理責任者の承認を得る必要があります。 

なお、単なる事務⼿続の誤り等によるキャンセル料の負担はできません。 
ｃ）赴任旅費 

・⼈事異動等に伴う赴任経費は計上できません。 
ｄ）費⽤計上の対象となる区間 

・旅費は、委託業務の⽤務に係る出発から帰着までの交通費、⽇当、宿泊費等が対象
となります。 

ただし、当該委託業務以外の⽤務が⼀連の出張に含まれる場合は、委託費として計
上する部分と計上しない部分に区別してください。委託費として計上できるのは、
「委託業務の⽤務先」に向かう旅程に係る旅費、および「委託業務の⽤務先」から
「出発地」に戻る旅程に係る旅費となります。(以下、参考例(⿊⾊部分が計上可能) 

 

① 委託業務の⽤務先Ａから委託業務以外の⽤務先Ｂへ連続している場合 
 Ａ  Ｂ  
※ Ａまでの旅費を計上 
※ Ａの業務が終了した⽇の宿泊費は、B へ赴くための費⽤のため、計上不可 

 
② 委託業務以外の⽤務先Ｂから、委託業務の⽤務先Ａへ連続している場合 

 B  A  
※ ＢからＡまでの旅費と、Ａから戻る旅費を計上 
※ Ｂの業務が終了した⽇の宿泊費は、Ａへ赴くための費⽤のため、計上可 

 
③ 委託業務の⽤務先Ａから委託業務以外Ｂ、次に委託業務の⽤務先Ａへと 

連続した場合 
 A  B  A  
※ ＡからＢまでの旅費以外を計上 
※ Ａの業務終了後にＢへ⾏くための宿泊費は計上不可、Ｂの業務終

了後にＡに⾏くための宿泊費は計上可 
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④ 委託業務以外Ｂから委託業務の⽤務先Ａに⾏き、また委託業務以外Ｂへと 
連続した場合 

 B   A  B  
※ ＢからＡまでの旅費を計上 
※ Ｂの業務終了後にＡに⾏くための宿泊費は計上可 

 
⑤ ⽇当を委託業務Ａか委託業務以外Ｂのいずれに計上するかは、以下の通り区別
してください。 
ア．Ａの業務のみ⾏った⽇の⽇当は、計上 
イ．Ｂの業務のみ⾏った⽇の⽇当は、計上不可 
ウ．ＡとＢの両⽅を⾏った⽇の⽇当は、１／２を計上 
エ．Ａの業務を⾏い、Ｂへ向けて移動した⽇の⽇当は、計上 
オ．Ｂの業務を⾏い、Ａへ向けて移動した⽇の⽇当は、計上不可 
カ．移動しか⾏わなかった⽇の⽇当は、Ａの業務に向かう、またはＡの業務から 

戻る場合は、計上 
            ＊出張期間中の休⽇⼜は私事のための滞留及び廻り路にかかる路程 

または⽇数に対しては旅費の計上は出来ません。 
 

ｅ）旅費による合算使⽤ 
・旅費は、「他事業分の出張と明確に区分出来る場合」に限り、合算による使⽤が可
能です。 

ｆ）旅⾏雑費 
・国において「国家公務員の旅費に関する法律の運⽤⽅針」の改正により、[空港使⽤
料]は、航空賃に含めて⽀給しているため、国の取扱に準じて、[空港使⽤料]は以下の
取扱に変更する。 
『(従来) 空港使⽤料＝旅⾏雑費 ⇒ (改正後) 空港使⽤料＝航空賃に含む』 

 
④ 設備備品費 

ア 調達⼿続き 
物品の調達に際しては、研究機関⼜は構成員の規程に基づき、⼀般競争に付す、複数

の⾒積書を徴するなど、調達⼿続きの適正性に留意した調達⼿続きを⾏ってください。 
物品調達時における付帯⼯事費は、研究機関⼜は構成員の会計処理に合わせ、物品費

「設備備品費」⼜はその他「外注費」に計上してください。 
イ 汎⽤品 

本来、受託者の負担により整備すべき机、椅⼦、書庫等の什器、パソコン、デジカメ
⼜はその周辺機器など、汎⽤性の⾼い事務機器等の購⼊は原則として認められません。 

ただし、 
・委託業務で購⼊した研究⽤機械の制御装置や解析装置として付属されているパソコ

ン、プリンタ等 
・委託業務で取得したデータの保存・解析等のために専⽤で使⽤するパソコン、デジ

カメ等 
・調査現場で収集したデータの保存、委託業務の遂⾏に直接必要な各種画像データの

保存に必要なパソコン周辺機器等 
については、委託業務でのみ使⽤することを前提に、理由書の事前提出により、委
託業務の⽬的遂⾏に必要と⽣研⽀援センターが認めた場合に限り計上することがで
きます。 
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ウ 物品標⽰票 
委託業務により取得した物品については、物品標⽰票等を貼付してください。物品標

⽰票には、研究室等の現場において他の事業で購⼊した同等の物品との区別が明確に判
るように、委託業務（課題）名を備考欄等に記⼊してください。 

詳細は後述する「Ⅱ−４．委託費により取得した物品の取扱い」を参照願います。 
エ 合算使⽤による調達 

他事業の⽤途と合わせて購⼊する場合で、他事業分の経費と明確に区分出来る場合、 
合算による調達が可能です。詳細は後述する「Ⅱ−４−（９）．複数の研究費制度によ
る共⽤設備の購⼊（合算使⽤）」を参照願います。 

オ 付随費⽤について 
備品費等を購⼊する際に発⽣する商品発送のための運送料及び備品費購⼊にかかる設 

置費⽤は、購⼊代価の⼀部を構成するものとして併せて計上してください。 
 

⑤ 消耗品費 
ア 汎⽤品 

本来、受託者の負担により整備すべき机、椅⼦、書庫等の什器、パソコン、デジカメ
⼜はその周辺機器など、汎⽤性の⾼い事務機器、コピー⽤紙、トナー、ＵＳＢメモリ、
ＨＤＤ、Windows などのＯＳ、フラットファイル、⽂房具、作業着、⾷品⽤ラップ、辞
書、定期刊⾏物など汎⽤性が⾼い消耗品については、原則として認められません。 

ただし、委託業務でのみ使⽤することを前提に、当該年度で使⽤する最低限の必要数
については認められます。必要性や購⼊数について、⽣研⽀援センターからの求めに応
じて説明できるよう、各構成員において理由書等を整備してください。 
 ⽣研⽀援センターへの説明の際に、委託業務でのみの使⽤が確認できない場合には、
計上は認められません。 

これらの汎⽤品を他の事業の予算とともに⼀括して購⼊する場合は、委託業務で使⽤
する（した）数量について明確にした上で、合理的な按分⽅法により計算した場合に限
り計上することができます。 

イ 書籍、雑誌 
購⼊する書籍等の「題名」を明確にしてください。委託業務に直接必要と認められな

い書籍（例；⼊⾨書、概要説明書）は、計上が認められません。 
汎⽤性が低い専⾨的な書籍、雑誌であっても、委託業務での必要性を確認させていた

だくことがありますので、購⼊伺書、あるいは、理由書等によりその必要性を明確にし
ておいてください。 

ウ 調達⼿続き 
委託業務を遂⾏するため⼤量に消耗品を購⼊する、⼜は、⾼額な消耗品を購⼊する場

合には、研究機関⼜は構成員の規程に基づき、⼀般競争に付す、複数の⾒積書を徴する
など、購⼊⼿続きの適正性に留意した調達⼿続きを⾏ってください。 

特に、研究者による発注が可能となっている研究機関⼜は構成員にあっては、事務⼿
続きの煩雑さから、その上限額を超えないようにするために分割発注するなどのことが
ないようにご留意ください。 

消耗品等が委託業務実施期間終了間際に⼤量に納品されている場合は、単なる予算消
化と⾒なし、委託費の返還を求めることがあります。 

何らかの理由により委託業務実施期間終了間際に多量の消耗品等を購⼊する必要が⽣
じた場合は、購⼊しなければならない理由を明らかにした理由書を作成し、その理由を
明確にするとともに、当該年度の委託業務において実際に使⽤し研究成果に反映させる
必要があります。 

翌年度に使⽤する物品の購⼊は原則として認められません。購⼊する場合は、翌年度
の契約締結後では、委託業務そのものに⽀障を来すなど、事業との直接的な関連性を理

38



 

由書等により明確にしてください。 
※認められるケース 

・４⽉からの⽥植えに向け、３⽉に播種し、育苗する必要がある場合の、種⼦、種
苗、あるいは、必要に応じて散布する農薬、肥料等であって、４⽉の契約・納品ま
でに必要となる最低限の数量 

・試験⽜を飼育しており、毎⽇の給餌に必要な飼料を最低限購⼊する必要がある場合
の、毎⽇の給餌に必要な飼料等であって、４⽉の契約・納品までに必要となる最低
限の数量 

エ 合算使⽤による調達 
他事業の⽤途と合わせて購⼊する場合で、他事業分の経費と明確に区分出来る場合、 

合算による調達が可能です。 
オ 感染症対策のための消耗品費計上 

感染症拡⼤防⽌のためのマスク及び消毒液、リモート会議に使⽤する WEB カメラ及 
びヘッドセットほか周辺機器の購⼊は委託事業に直接必要とするものと認められませ 
んので、直接経費への計上は出来ません。 

カ その他 
レジ袋（プラスチック製買物袋）の有料化開始に伴い、委託費計上の消耗品等を購⼊ 

した際のレジ袋の代⾦は、研究に直接必要なものでは無いことから、委託費では計上で
きません。 
 

⑥ その他（外注費等） 
ア 修理費 

修理費は、原則として委託業務で取得した備品等に係る修理とします。 
委託業務で取得した備品等を修理する場合は、当該備品等の修理が必要となった経

緯、修理の必要性を具体的に明記した書類等を作成し、整理・保管してください。 
なお、研究機関⼜は構成員の過失による故障の場合は、修理費を委託費に計上するこ

とはできません。 
研究機関⼜は構成員の保有する備品等を委託業務専⽤として相当時間使⽤し、委託業

務に係る作業中に故障した場合で、故障の原因が委託業務専⽤として相当時間使⽤した
ことに起因した損耗・劣化であることが明らかな場合で、修理後も委託業務専⽤として
使⽤する必要性がある場合に限り、修理費として計上することができます。 

委託業務に専⽤使⽤していた研究機関⼜は構成員の保有する備品等を修理する場合
は、当該備品等の修理が必要となった経緯、修理の必要性を具体的に明記した書類等を
作成し、⽣研⽀援センター等の求めに応じて提出できるように整理・保管してくださ
い。なお、研究機関⼜は構成員の過失や⾃然災害等の不可抗⼒による故障の場合は、修
理費を委託費に計上することができません。 

また、委託業務開始にあたり、研究機関⼜は構成員の保有する備品等のメンテナンス
にかかる費⽤については委託費に計上できません。 

複数の委託費で使⽤する機器等を修繕する場合は、使⽤頻度等により按分して計上し
てください。 

イ 論⽂別刷代及び論⽂投稿料 
委託業務に係る論⽂別刷代及び論⽂投稿料については、論⽂の投稿が委託業務実施期

間内であれば計上できます。ただし、別刷は、成果発表等に必要な部数のみとします。 
ウ 通信運搬費 

委託業務の実施に（試験研究の推進に伴って）直接必要な試料等の運送、機械装置等
の運搬、及びデータの送受信等の通信料等は、直接経費として計上できます。 
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⑦ 物品の調達・外注等を⾏う場合の注意事項 
（※令和 4 年 1 ⽉以降に締結する研究委託変更契約および新規研究委託契約から適⽤となり  

ます。） 
（１）物品の調達・外注等 

物品の調達、外注（業務請負を含む）は、研究機関⼜は構成員が定めた規程に基づき
経理処理を⾏うこととしていますが、１契約が２００万円以上（消費税込）の場合は、
必要とする仕様を定めた上で経済性を確保する観点から、研究機関⼜は構成員の規程に
かかわらず、競争原理を⽤いた２者以上の相⾒積（⾒積競争）を原則とします。100％
⼦会社等を含む場合でも２者以上の相⾒積が必要です。 

ア １契約が２００万円以上（消費税込）の機種または業者を選定して発注する必要
がある場合は、「選定理由書」（様式任意／次⾴参考例参照）により当該機種を選
定した理由や相⾒積を⾏わない理由を明確にし、価格の妥当性についても説明する
必要があります。 
 機種を選定する場合には、同等品、類似品との性能⽐較を⾏った結果、当該機種
を選定した理由を具体的に説明してください。当該機種を複数の業者から調達が可
能な場合は、相⾒積も実施してください。 
 業者を選定する場合には、選定理由を明確にする必要があります。代理店が１社
に特定されている場合は、必ず代理店証明書が必要です。 

イ 機械･備品費（設備備品費）や雑役務費（その他）においては、購⼊する物品、
サービス、仕様等の内容を明確にする必要があるため、必要に応じて、⾒積仕様
書、発注仕様書を作成するよう⼼掛けてください。 

（２）外注費の取扱い（関連項⽬Ⅱ-3-(3)⑥ P.36） 
①外注費とは： 

       委託研究業務を遂⾏するにあたり、直接必要なデータ分析、装置のメンテナンス
等の請負業務を仕様書に基づいて、第三者に⾏わせること。 

②留意点： 
      ア．請負業務は、仕様書で業務内容を明らかにして契約発注する類のものを指す。 
      イ．委託研究項⽬の本質的な部分（研究開発要素がある業務）を外注することはで 

きない。（※） 
      ウ．再委託の禁⽌ 

※ 研究開発要素の有無の判断は、発注の内容や発注先の成果の完成義務等に基  
づいて判断してください。判断に迷う場合は、事前にご連絡ください。 

なお、事前連絡が無く、第三者の外部機関への研究開発要素を含む外注を⾏ 
った事例が判明した場合は、委託費の計上は認められません。 

③外注費として計上できる判断基準： 
      ａ．計上可能な事例（○） 
       発注者（構成員）が成果の完成、業務の完了を明⽰して、指⽰した役務仕様、 

⼿法、⽅法等により受注者が業務を実施し、成果の完成を約するもの 
       ○委託研究業務により購⼊した物品等の保守費、改造費、修理費 
       ○委託研究業務に使⽤している既存物品等の保守費、改造費、修理費 
       ○実験設備・機械設備等の設計（仕様を指⽰して設計されるもの）、解析・検

査、試料分析、鑑定、部材の加⼯等の請負業務 
       ○通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の請負業務 
       ○ソフトウェアプログラム作成の請負業務（成果の完成を明⽰し、役務仕様に基

づくもの） 
      ｂ．計上不可の事例（✕） 

      ✕物品等にかける損害保険等の付保に係る経費 
      ✕構成員の過失により毀損した物品等の原状回復に要した経費 
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       ✕委託研究項⽬の本質的な部分（研究開発要素のある業務）の請負業務［発注者
（構成員）が、業務の⽬的、テーマを明⽰して、受注者が⾃⼰の裁量と責任によ
り委託された業務を実施するもの］（※※） 

        ※※ 第三者の外部機関へ研究開発要素を含む業務の発注を⾏う必要がある場
合は、各事業担当課への事前連絡を⾏ったうえで、当該コンソーシアムの構成
員追加をご検討ください。 

（３）１契約の取扱い 
派遣契約、リース契約、賃貸借契約のような期間を定める契約においては、契約開始

から終了までを１つの契約として取り扱います。契約⾦額（契約期間における総⾒込⽀
払額）が２００万円以上の場合は、２者以上の相⾒積（⾒積競争）を⾏ってください。 

業者間で、年間包括／価格協定契約等を締結して発注を⾏う場合は、原則として発注
単位毎に１契約とみなします。ただし、合理的根拠を⽋く分割発注により発注⾦額を 
２００万円未満とすることは認められません。 
＜参考例＞ 

選定理由書 
 
１．品名： 
 
２．選定品：（物品の場合はメーカ名、製品名、型式番号等、役務（請負⼯事、外注

等）の場合は主な仕様を記載してください。） 
 
３．選定先業者 
 
４．研究及び物品等の概要等 

・実施する研究内容を記載した上で、当該選定品の研究遂⾏上の必要性、利⽤⽬的
を記載してください。 
・選定品が物品の場合、必要不可⽋な機能、性能等の仕様や納期等の条件を記載
し、表等を⽤いて選定した理由を記載してください。 

 
５．業者選定理由及び価格の妥当性（機種選定理由書の場合で、当該特定製品の相⾒

積を⾏う際は記載不要）： 
（業者選定理由） 
・ 業者が１社に特定される理由を具体的に記載してください。以下の例を選択す

るのではなく、当該選定に⾄った具体的な理由を詳細に記載してください。な
お、単に過去に納⼊実績がある等の理由のみでは認められません。 

 
（例） 
・ 選定品の販売代理店が 1 社のみである。（代理店証明書を添付） 
・ 研究で得られるデータの連続性を確保するために必要不可⽋かつ代替できない特殊  

機器、材料、ソフトウェア等であり、当該物品の販売が１社のみである。 
・ 研究で使⽤している機器、ソフトウェアとの互換性を確保するために必要不可⽋か 

つ代替できない特殊機器、材料、ソフトウェア等であり、当該物品の販売が１社のみ  
である。 

・ 既に購⼊した機器、プログラム等の保守、修理、改造等を⾏うにあたり、当該機器  
等のメーカー以外から調達した場合、機器等の使⽤に⽀障が⽣じる恐れがある。 

・ 技術的なノウハウ流出の防⽌を⽬的として既に⾃社事業において選定業者との契約 
等があり、別の業者から購⼊した場合、ノウハウ流出の恐れがある。 

 
 
（価格の妥当性） 
・価格の妥当性について、表等を⽤いて詳細に説明してください。 
 
（例） 
・過去に購⼊実績のある同等品や類似品との価格の⽐較。 
・過去に同様の外注等を⾏った場合、過去の⾒積書等に記載された⼯数、単価の⽐較。 
・カタログに定価表が⽰されている場合、その価格。 
・価格の⽐較が困難な場合は、⼯数や単価等の算出根拠を明確に⽰してください。 
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４．委託費により取得した物品の取扱い 
（１）物品の管理及び所有権の帰属 

委託費により取得（製作）した物品の所有権については、研究機関⼜は構成員が検収した
時をもって、委託業務実施期間中は研究機関⼜は構成員に帰属することになりますので、善
良なる管理者の注意をもって管理してください。 

なお、委託費により製造し、取得し、⼜は効⽤を増加させた物品のうち、取得（製作）価
格が１０万円以上（税込）かつ耐⽤年数１年以上の物品、試作品（施設を含む。）（以下
「備品等」という。）については（２）、（４）、（５）、（６）などの管理が必要となり
ます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊物 品＝委託費により取得（製作）した消耗品［理化学⽤消耗品、研究材料、 
農業⽤資材、農薬・肥料、委託⽤事務⽤品、その他］等全ての商品 

＊備品等＝上記「物品」のうち、取得（製作）価格が１０万円以上（税込）かつ 
耐⽤年数１年以上の物品、試作品（仮設物を含む） 

［※取得価格５０万円以上(税込)かつ耐⽤年数 1 年以上の物品は、研究機関⼜は 
構成員の規定等に従い、資産物品として適切に管理してください。］ 

 
＊耐⽤年数 減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令（昭和 40 年⼤蔵省令第 15 号） 

各構成員の資産管理部署に確認し、機器本来の法定耐⽤年数の別表第１、第２⼜は
第６の「開発研究⽤減価償却資産の耐⽤年数表」により耐⽤年数を設定してくださ
い。なお、別表第６の耐⽤年数より短い設定はできないことにご留意ください。 

 
別表第６ 開発研究⽤減価償却資産の耐⽤年数表 
種  類 細     ⽬ 耐⽤年数 
建物及び 
建物附属設備 

建物の全部⼜は⼀部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室 
その他の特殊室にするために特に施設した内部造作⼜は建物附属設備 

5 

構築物 ⾵どう、試験⽔そう及び防壁 5 
ガス⼜は⼯業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊⽤途に使⽤するもの 7 

⼯ 具  4 
器具及び備品 試験⼜は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 4 

機械及び装置 
汎⽤ポンプ、汎⽤モーター、汎⽤⾦属⼯作機械、汎⽤⾦属加⼯機械その他これらに類する
もの 

7 

その他のもの 4 
ソフトウェア  3 
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＊残存価格の考え⽅ 
備品等の減価償却⽅法は、定額法を適⽤します。 
耐⽤年数経過時点での残存簿価は、1 円（備忘価額）と整理します。 
（減価償却費の計算式） 
・ 取得価額 − １（備忘価額） ＝ 償却限度額 
・ 償却限度額 ÷ 総償却⽉数 ＝ １ヶ⽉あたりの減価償却費（端数切り捨て） 
・ １ヶ⽉あたりの減価償却費 × 当期償却⽉数 ＝ 当期減価償却費 

 
（２）備品等の標⽰ 

委託費により取得した物品のうち備品等については、委託業務で取得したことが確認でき
るように研究機関⼜は構成員の規定に基づき、適切な標⽰を⾏ってください。本体と⼀体と
なっていない付属品等がある場合には付属品等にも枝番を付し、適切な物品管理を⾏ってく
ださい。 

なお、研究機関⼜は構成員は、委託期間中、備品等を⽣研⽀援センターの許可なく委託業
務以外の⽬的に使⽤することはできません）。 

【標⽰の例】 
○○○○○○事業（うち△△△△プロジェクト） 

資産番号  

品  名  

規格型式  

取得年月日  

設置場所  

備  考  

 
（３）換⾦性の⾼い物品の管理 

委託費により取得した物品のうち、換⾦性が⾼く、かつ持出が可能な以下の物品について
は、別途管理簿等（様式任意）を研究機関⼜は構成員にて整備のうえ、適正かつ効率的な管
理を⾏ってください。なお、取得価格１０万円未満の物品も対象です。 

⼀ パーソナルコンピュータ、タブレット端末 
⼆ デジタルカメラ 
三 ビデオカメラ 
四 テレビジョン受信機 
五 録画機器（ Ｈ Ｄ Ｄ レコーダー、Ｄ Ｖ Ｄ レコーダー、ビデオデッキ等） 
六 前各号に掲げるもののほか、換⾦性が⾼いと認められる物品 

 
（４）物品の共⽤使⽤ 

委託費により取得した物品のうち取得価格が５０万円以上（税込）の研究機器を本来の委
託業務に⽀障を及ぼさない範囲内で、⼀時的に他の研究開発事業に使⽤することができま
す。この場合において、研究機関⼜は構成員は以下の事項を遵守するとともに、「研究機器
⼀時使⽤報告書（経理様式１４）」を委託業務実績報告書提出の際に併せて⽣研⽀援センタ
ーに提出してください。 
① 共⽤使⽤する物品を他の研究開発事業に⼀時使⽤する場合には、使⽤予定者との間で⼀

時使⽤に係る管理協定等を締結し、破損した場合の修繕費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要す
る経費負担を明らかにしておくこと。また、⼀時使⽤する場合には、破損した場合の修繕
費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要する経費を委託費から⽀出しないこと。 

② 共⽤使⽤する物品を所有者以外の者が⼀時使⽤する場合には、所有者は⼀時使⽤予定者
との間で、破損した場合の修繕費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要する経費の取扱いについて
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あらかじめ取決めを締結し、かつ、⼀時使⽤は無償とし収益を得ないこと。ただし、⼀時
使⽤に当たり実費相当額を⼀時使⽤者から求めることは差し⽀えありません。 

 
（５）取得した備品等の移転 

委託費により取得した物品のうち備品等について、研究者の異動等による備品等の所有権
や設置場所の変更を⾏う場合は、事前に「委託物品等受⼊申請書（経理様式１１）」を提出
し、⽣研⽀援センターがこれを適当と認めるときは、所有権や設置場所を変更することがで
きます。 

 
（６）委託業務実施期間終了後の備品等の取扱いについて 

① 継続使⽤等の対象となる物品について 
委託費により取得した備品等が対象となり、価額が１０万円以上（購⼊価格、税込）か

つ使⽤可能期間（耐⽤年数）が１年以上の財産（物品、試作品）です。（以下「取得財
産」という。）ただし、リースで導⼊した物品等は対象外です。また、試作品が上記の条
件に該当し、研究終了時に完成したとみなして資産計上することとした場合は、実績報告
書により、資産計上した旨を経理・契約担当課に連絡してください。（資産としての財務
や税務に関し不明の点は、市町村や税務署にご相談願います。）試作品を資産計上せずに
引き続き継続使⽤する場合は、実績報告書にて資産未計上にて報告してください。 

② 委託業務実施期間終了後の取得財産の取扱いに関する⼿続きについて 
ア 委託業務実施期間終了後も研究⽬的で継続使⽤する場合［継続使⽤］ 

１）所有権のある研究機関⼜は構成員が継続使⽤ 
・委託研究実施期間終了までに、委託物品等報告書（統⼀様式）（経理様式１２）に

おいて、２．⼿続き項⽬名を「継続使⽤申請」とし、経理・契約担当課に提出して
承認された場合、委託研究終了後も研究機関⼜は構成員が所有権を持ったまま継続
使⽤できます。 

  なお、継続使⽤期間中の修繕費、固定資産税等については、各構成員において負
担することになります。 

・継続使⽤を認めるのは、同種の研究を継続することを⽬的に使⽤する場合に限られ
ます。また農業者等が研究⽬的で継続使⽤するにあたっては、実証データの取得や
周辺農家・他県からの⾒学の受け⼊れ等の対応を⾏っていただく必要があります。 

・継続使⽤期間は、取得⽇から起算して耐⽤年数が経過する⽇の属する年度の末⽇ま
でを基本としています。耐⽤年数は構成員の会計担当者にご確認の上、記⼊をお願
いします。 

・構成員は、委託物品等報告書（統⼀様式）（経理様式１２）において、２．⼿続き
項⽬名を「継続使⽤申請」として、所定の必要事項を記⼊し、委託物品等報告書別
紙２（経理様式１２）⽣研⽀援センター継続使⽤物品管理簿（以下「継続使⽤物品
管理簿」という。）に継続使⽤に関する事務担当者の連絡先も記⼊するとともに、
研究代表機関を通して経理・契約担当課へ提出してください。 

・委託物品等継続使⽤承認通知書は、当該構成員あてに直接送付します。 
２）構成員間の所有権の移転により継続使⽤ 
・コンソーシアムの構成員間においては、委託研究終了時までに所有権を移転するこ

とも可能ですが、構成員以外への譲渡は認められません。当該物品を移転先にて継
続使⽤する場合には、「委託物品等受⼊申請書（経理様式１１）」を作成し、代表
機関を通じて事前に提出してください。⽣研⽀援センターがこれを適当と認める時
は、承認通知書を発⾏いたします。 

イ その他の場合（継続使⽤をしない場合）［譲渡申請］ 
・取得財産は、研究⽬的によらない利⽤を希望する場合は有償で買い取っていただく

ことも可能です。その場合は、事前に経理・契約担当課に相談してください。（委
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託物品等報告書（統⼀様式）（経理様式１２）において、２．⼿続き項⽬名を「譲
渡申請」とし提出していただき、委託業務終了⽇時点での残存簿価または時価（評
価額）で請求書を発⾏し、物品譲渡契約書を締結いたします。） 

ウ その他の場合（継続使⽤をしない場合）［劣化等の状況により処分する場合］ 
  ・耐⽤年数を経過していない取得財産を廃棄することは原則認められません。劣化等

の状況により取得財産をやむを得ず処分する場合は、事前に⽣研⽀援センターに相
談していただき、委託物品等報告書（統⼀様式）（経理様式１２）において、２．
⼿続き項⽬名を「廃棄許可申請」とし提出して下さい。処分については、⽣研⽀援
センター所⻑の承認後に、法律等に照らし適正に⾏ってください。その際、売却益
が⽣じたときは、原則として処分に要した費⽤を控除した額を⽣研⽀援センターに
納付してください。 

    なお、廃棄後にマニフェスト・写真等の廃棄に関わる資料について提出して頂く
こともあります。 

・資産計上せず、継続使⽤しない試作品は解体・撤去等により処分してください。 
    なお、解体・撤去後にマニフェスト・写真等の解体・撤去に関わる資料について

提出して頂くこともあります。 
③ 継続使⽤承認後の⼿続について 

・継続使⽤する取得財産については、委託物品等報告書別紙２(経理様式 12)⽣研⽀援セ
ンター継続使⽤物品管理簿（以下「継続使⽤物品管理簿」という。」に記載して管理
してください。（令和３年度研究終了課題から適⽤。） 

  ・継続使⽤物品管理簿（Excel データ）については、委託研究最終年度分の委託試験研
究実績報告書（経理様式２）と併せて提出してください。 

・毎年度、取得財産使⽤年度の翌年度５⽉末⽇までに、「委託物品等報告書（統⼀様
式）（経理様式１２）」において、２．⼿続き項⽬名を「継続使⽤報告」とし、継続
使⽤物品管理簿と併せて提出してください。 

・取得財産の移管をする場合は、事前に経理・契約担当課に相談し、「委託物品等受⼊
申請書（経理様式１１）」を提出して下さい。なお、継続使⽤期間中の所有権移転は
原則、認められません。研究者の異動に伴うもの等に限られます。 

・継続使⽤中の取得財産について、改造、毀損・事故等があったときは、速やかに経理
・契約担当課に報告してください。 

・継続使⽤中の取得財産を廃棄することは原則認められません。 
劣化等の状況により取得財産をやむを得ず処分する場合は、事前に⽣研⽀援センター
に相談していただき、委託物品等報告書（統⼀様式）（経理様式１２）において、
２．⼿続き項⽬名を「廃棄許可申請」とし提出して下さい。処分については、⽣研⽀
援センター所⻑の承認後に、法律等に照らし適正に⾏ってください。その際、売却益
が⽣じたときは、原則として処分に要した費⽤を控除した額を⽣研⽀援センターに納
付してください。 

    なお、廃棄後にマニフェスト・写真等の廃棄に関わる資料について提出して頂くこ
ともあります。 

・継続事業を中⽌または終了する場合には、「委託物品等報告書（経理様式 12）」に
より、継続使⽤期間中の使⽤状況のほか継続事業を中⽌または終了する理由を経理・
契約担当課に報告してください。 

なお、継続使⽤者の責めに帰すべき事由により継続使⽤が中⽌された場合には、継
続使⽤者は、継続使⽤を中⽌した時点における残存簿価を、⽣研⽀援センターに納付
してください。 

・継続使⽤については、継続使⽤財産のうち取得原価が５０万円以上の継続使⽤財産を
⽣研⽀援センターが認めた同種の研究を継続することを⽬的に使⽤する場合等に⽀障
が⽣じない範囲内で、⼀時的に他の研究開発に継続使⽤財産を使⽤することができま
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す。この場合において、継続使⽤者は「研究機器⼀時使⽤報告書（経理様式 14）」
を次項に規定する使⽤状況報告書提出の際に併せて提出してください。 

なお、継続使⽤者以外の者が⼀時使⽤する場合には⼀時使⽤予定者との間で、破損
した場合の修繕費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要する経費の取扱いについてあらかじめ
取決めを締結し、かつ、⼀時使⽤は無償とし収益を得ないこととします。 

・継続使⽤期間満了前（継続使⽤期間最終年度）に、継続使⽤期間満了後の取扱い（継
続利⽤の再継続、譲渡、廃棄）については、前述の（６）②「委託業務実施期間終了
後の取得財産の取扱いに関する⼿続きについて」に準じて、委託物品等報告書（統⼀
様式）（経理様式１２）を経理・契約担当課へ提出してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（７）試作品の取扱い 
試作品とは、市販されている既存の機械・設備とは構造や性能等が異なるもので、当該試

作品⾃体に研究要素があるものを指します。（研究計画に基づく製作過程における知⾒の取
得を⽬的とする、試作⾃体の耐久試験を⽬的とする等で完成後、廃棄予定とするもの。） 

委託費により取得した試作品を所有する研究機関⼜は構成員は、所在及びその所有関係を
明確にして、物品同様、善良なる管理者の注意をもって管理してください。 

なお、委託費により取得した試作品については、研究成果を得るための⼿段として製作さ
れ、原則として事業が終了した時点でその⽬的が達成されたと⾒なすことから、当該試作品
については、委託業務実施期間内において、実施計画書に則った解体・撤去を⾏う場合には、
処分費⽤を委託費で⽀出することが可能です。 

取得⽇から起算して耐⽤年数が経過する⽇の属する年度の末⽇ 

委託研究終了後の取得財産の取扱い 

委託業務実施期間中 委託業務実施期間終了⽇時点 

購 
⼊ 

所有権 
購⼊した研究機関 

所有権 
⽣研⽀援センター 

⽣研⽀援センターが指⽰し、
引渡しを求めた場合 

委託業務と同種の研究を継続す
ることを⽬的で継続使⽤を希望す
る場合 

構成員 

⽣研⽀援センター承認後、 
継続使⽤期間中所有権は、研究機関 経理様式 12 

「継続使⽤申請」 

（上記以外） 

譲渡を希望する場合 

委託業務終了⽇時点での残存簿価または時価（評価額）
で売払い 

構成員 ⽣研⽀援センター承認後、 
「物品譲渡契約書」の取り交わし 

劣化等の状況により処分する場合 

⽣研⽀援センター承認後、廃棄処理 
構成員 

売却益発⽣の場合は⽣研⽀援センターへ納付 

経理様式 12 
「譲渡申請」 

経理様式 12 
「廃棄許可申請」 
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ただし、委託業務実施期間終了後も引き続き試作品を同種の研究⽬的のために継続使⽤す
る場合には、解体・撤去などの処分費⽤は、当該時点においてそれを所有する研究機関⼜は
構成員の⾃⼰負担になります。 

委託業務実施期間中あるいは終了時に試作品が完成したとみなして、研究機関⼜は構成員
において試作品を資産計上していた、⼜は、資産計上することとした場合は、資産計上した
年度の実績報告書⼜は委託業務実施期間終了時の実績報告書により、資産計上した旨を⽣研
⽀援センターに報告してください。 

資産計上した試作品、または資産未計上の試作品は、継続使⽤（４−（６）「委託業務実
施期間終了後の備品等の取扱いについて」による⼿続）の対象になるとともに、委託研究終
了年度の「委託試験研究実績報告書（経理様式２（４．取得した試作品等））」に記載する
必要がありますのでご注意下さい。（資産としての財務や税務に関する不明点は、市町村や
税務署にご相談願います。） 

 
（８）物品の調達について 
  ① 研究機器等を調達する際には、購⼊、レンタル、オペレーティングリース、ファイナン

スリース等の⼿段がありますが、委託費の節減など経済性の観点から最適な⽅法を選択し
てください。 

② 委託業務実施期間終了後も使⽤することが前提の場合は、ファイナンスリースによる調
達を検討してください(仮に、委託業務実施期間中の総⽀払額について、他の調達⽅法の⽅
が安価な場合はその⽅法とする。)。 

③ ⼀⽅、委託業務実施期間中のみで使⽤することが前提の場合は、経済性を考慮し、購
⼊、レンタル、オペレーティングリース等から委託業務実施期間中の総⽀払額が他の調達
⽅法の価額を下回るものを選択することが考えられます。 

なお、委託業務実施期間のみで使⽤する予定でも、例えば、⾼額な物品で耐⽤年数も⻑ 
期にわたるものなどは経済的合理性の観点から継続使⽤について確認を⾏うことが必要で 
す。 

④ ファイナンスリースについては⼀般的にリース期間終了後に所有権がリース会社から契
約相⼿に移転する仕組みになっています。ファイナンスリースを利⽤する場合は、以下の
点を遵守した形での対応をお願いします。 
ア リース契約期間は、機器の法定耐⽤年数以上とすること（委託業務実施期間を超える

分は⾃⼰負担となります）。 
イ 毎⽉の⽀払額は委託業務実施期間中と委託研究終了後で差をつけずにリース期間内で

均等額とすること。 
ウ 税制上の「開発研究資産の減価償却の耐⽤年数」でリース期間を設定している場合はリ

ース契約期間の毎年度（委託研究終了後も含みます）、「開発研究資産の減価償却の耐
⽤年数」を使⽤せず機器本来の耐⽤年数でリース期間を設定している場合は、委託業務
実施期間内でリース契約をしている毎年度、当該リース物品の前年度３⽉末までの「リ
ース物品の利⽤状況報告書（経理様式１５）」を５⽉末までに提出すること。 

エ リース物品の初⽉の納品⽇は原則、⽉の中旬までとすること（⽉末納品で１ヶ⽉分のリ
ース代を計上するようなことのないよう願います。） 

⑤ 委託業務実施期間中における事情の変更や⼿続きの齟齬等により、本来⽣研⽀援センタ
ーが負担すべき委託費相当額以上のリース料が計上されていると判断された場合には、適
正なリース料との差額について返還していただくことになります。 
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※ 適正なファイナンスリースと認められないファイナンスリースの例 
（委託研究期間３年、機器の法定耐⽤年数７年、開発研究資産の減価償却の耐⽤年数４年の場
合） 
 

Ⅰ．適切なファイナンスリース 
① 法定耐⽤年数で契約、毎⽉均等払い（原則） 

（委託業務実施期間終了まで、リース物品の利⽤状況報告書（経理様式１５）を毎年度提
出すること。） 

 
② 開発研究資産の減価償却の耐⽤年数で契約、毎⽉均等払い 

（ただし、開発研究資産であることが明らかである場合に限る。また、リース終了まで、 
リース物品の利⽤状況報告書（経理様式１５）を毎年度提出すること。） 

 
Ⅱ．認められないファイナンスリース 

① 委託研究期間中にリースの⽀払期間を圧縮して契約 

 
  

１年⽬ ２年⽬ ３年⽬ ４年⽬ ５年⽬ ６年⽬ ７年⽬

委託研究の⽤途のみに使⽤

リース期間

委託費

耐⽤年数（研究資産）

⾃⼰負担

専ら研究の⽤途のみに使⽤

７年⽬１年⽬ ２年⽬ ３年⽬ ４年⽬ ５年⽬ ６年⽬

委託費

返還となります。

リース期間

７年⽬

委託研究の⽤途のみに使⽤ 特に⽤途の制限無し

１年⽬ ２年⽬ ３年⽬ ４年⽬ ５年⽬ ６年⽬
リース期間（法定耐⽤年数）

委託費 ⾃⼰負担
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② 委託期間中と終了後の⽀払額に差を付けて契約 

 
③ 研究開発資産の減価償却の耐⽤年数で契約し、委託研究終了後に研究以外に使⽤ 

 
（９）複数の研究費制度による共⽤設備の購⼊（合算使⽤） 

（※本取扱いは令和２年度４⽉以降、新たに公募するものから適⽤となります。） 
① 概要 

競争的研究費の各制度で実施する研究⽬的の達成と、更なる研究資⾦の効果的・効率的
な活⽤の観点から、購⼊した設備の所有権が研究機関⼜は構成員に帰属することを前提
に、研究機関（研究者）⼜は構成員（研究者）が、複数制度の研究費で、共同して利⽤す
る設備（以下、「共⽤設備」という。）を購⼊する場合、当該事業以外の委託事業及び使
途に制限を受けない経費（運営費交付⾦や寄付⾦等）との複数種の経費による合算使⽤を
可能とします。また、同⼀の研究者が複数制度の研究費を合算し設備を購⼊することも可
能とします。共⽤設備とは、研究⽤装置、研究⽤機材を想定しており、図書や書籍、消耗
品については対象外です。 

なお、合算による共⽤設備の購⼊が可能な研究機関種別については、⼤学等（国⽴⼤学
法⼈、⼤学利⽤機関法⼈、公⽴⼤学、私⽴⼤学、⾼等専⾨学校）、国⽴研究開発法⼈、地
⽅公共団体及び公益法⼈を対象とします。ただし、公益法⼈等の公的性格を有する機関で
あって、⽣研⽀援センターが認める研究機関を対象とすることも可能とします。 

② 事前連絡 
複数制度の研究費の合算による共⽤設備の購⼊を⾏う場合、合算による購⼊について⽣

研⽀援センターが研究遂⾏⾯での妥当性を確認する必要があるため、合算による調達⼿続
きを⾏う前に、事業担当課あてに「合算使⽤届出書（経理様式２１）」を提出してくださ
い。 

③ 購⼊費⽤の負担割合 
複数制度の研究費の合算による共⽤設備の購⼊を⾏う場合の各研究課題、研究プロジェ

クトの負担割合は、合理的な考え⽅、具体的には「当該設備の使⽤割合（⾒込）による按
分」、「研究課題数による等分」、「委託事業実施期間による等分」等により各構成員に

１年⽬ ２年⽬ ３年⽬ ４年⽬ ５年⽬ ６年⽬ ７年⽬

委託費
返還となります。

リース期間 ⾃⼰負担

研究以外の⽤途に使⽤

７年⽬１年⽬ ２年⽬ ３年⽬ ４年⽬ ５年⽬ ６年⽬

リース期間

委託費

法定耐⽤年数

⾃⼰負担

返還となります。
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おいて決定してください。⽣研⽀援センターへの当該共⽤設備の使⽤実績の報告は不要と
しますが、負担割合の考え⽅が分かる書類等は、研究機関⼜は構成員において適切に管理
及び保管し、⽣研⽀援センターの求めに応じ、実績報告時や検査時等に提出することとし
ます。 

なお、下記は、按分⽅法の例を⽰したものであり、研究の実情に則して、構成員が合理
的と考える按分⽅法を適⽤することとします。 

ア 各研究課題、研究プロジェクトについて共⽤設備の使⽤割合（⾒込）により区分で
きる場合には、各々の負担額の割合を「使⽤割合（⾒込）による按分」により算出 

イ 各研究課題、研究プロジェクトにおいて、「共⽤設備を使⽤する権利」を購⼊する
との考えに基づき、各々の負担額の割合を「各研究課題、研究プロジェクト数による
等分」により算出 

ウ 各研究課題、研究プロジェクトにおいて、「共⽤設備の使⽤する権利」を購⼊する
との考えに基づき、各々の負担額の割合を「各研究課題、研究プロジェクトの委託事
業実施期間（⾒込）による等分」により算出 

④ 合算して購⼊した共⽤設備の耐⽤年数 
合算して購⼊した共⽤設備の耐⽤年数は、各研究費制度が定める耐⽤年数のうち、最も

⻑い年数を適⽤し、構成員の属する研究機関において適切に取り扱うこととします。 
⑤ 共⽤設備の所有権 

合算購⼊した共⽤設備の所有権については、購⼊後直ちに研究機関⼜は構成員に帰属し 
ます。（合算購⼊した各年度の実績報告書による報告を忘れずに⾏ってください。） 

⑥ 研究者が異動する場合の共⽤設備の取扱い 
異動先構成員に合算して購⼊した共⽤設備を移す場合は、購⼊するための負担額を⽀出

した全ての研究者が当該設備を移すことについて同意する必要があります。なお、退職等
により、明らかに当該設備の使⽤⾒込みがなくなった研究者の同意を必要とするか否か
は、購⼊するための負担額を⽀出した全ての研究者の間で、予め取り決めておいて下さ
い。 

⑦ 委託事業実施期間終了後における購⼊した共⽤設備の管理 
委託事業実施期間終了後における合算して購⼊した共⽤設備の管理については、共⽤設

備の耐⽤年数が経過するまでは善良なる管理者の注意をもって管理してください。 
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（１０）複数年度契約における年度を跨がる物品の購⼊ 
① 複数年度契約において、次年度に使⽤する物品をあらかじめ発注することについて、真

にやむを得ない理由がある場合は、当該年度の前年度に発注⾏為を⾏うことは差し⽀えあ
りません。 

② 次年度に使⽤する物品を購⼊し経費に計上することは原則として認められません。相当
の事由があり購⼊する場合には、次年度の契約締結後では、委託業務そのものに⽀障を来
すなど、委託業務との直接的な関連性を理由書等により明確にしてください。 
（認められる例） 

・４⽉からの⽥植えに向け、３⽉に播種し、育苗する必要がある場合の、種⼦、種苗、
あるいは、必要に応じて散布する農薬、肥料等であって、４⽉の契約・納品までに必
要となる最低限の数量 

・供試⽜を飼養しており、毎⽇の給餌に必要な飼料等であって、４⽉の契約・納品まで
に必要となる最低限の数量 

③ 物品を発注した年度に納⼊･検収ができなくなった場合は、翌年度に⽀出計上することに
なり、計画及び契約の変更が必要となりますのでご注意ください。 

④ ソフトウェアライセンス料や保険料等において、委託業務実施期間の範囲内において複
数年度契約を⾏うことは可能です。（研究機関等の責任において、契約期間を超える複数
年度契約を⾏うことも妨げません。） 

複数年度分の費⽤を⼀括して前納した場合でも、直接経費として計上できるのは、当該
委託事業年度の既経過期間部分のみとなります。 

翌事業年度以降は、委託研究契約が継続される場合に限り、既経過期間部分の費⽤を計
上（前払い費⽤の振替処理）することが可能です。なお、研究期間終了以降の計上は認め
られません。 

 
 

  

ｎ年⽬ n+1年⽬ n+2年⽬ 委託契約期間外

契約             ライセンス契約  契約期間3年間

構成員契約 　　３年間分前払

委託費計上   n年度分計上
　(前払費⽤振替)

 n+1年度分計上
　(前払費⽤振替)

 n+2年度分計上
　(前払費⽤振替) ⾃⼰負担

委託事業期間
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（１１）年度を跨ぐ費⽤の計上について 
  ・発⽣主義の原則から、本来その役務の提供が完了した時点で費⽤計上⽇とする。[下記①] 
  ・年度を跨ぐ出張においては、⽀出時をもって費⽤計上⽇とする。[下記②] 

  

① 年度を跨ぐ学会参加費⽤の年度区分
・3⽉31⽇〜4⽉2⽇の学会参加費

→ 4⽉に役務の提供が完了したと考えて、4⽉の費⽤として処理。
・学会⾃体は３⽉中で、４⽉に請求が出てきた場合

→ 3⽉中に役務の提供を完了しているので、3⽉の費⽤として処理。

② R03.3.30(令和2年度) 〜 R03.04.05(令和3年度)出張旅費の場合

⽀ 払 ⽇
役務提供
完 了 ⽇

予算年度区分

3⽉

精算払 4⽉

3⽉ 4⽉
旧年度

(R2年度)

旧年度
(R2年度)

新年度
(R3年度)

概算払
[前渡⾦]

年度を跨ぐ費用の計上について

4⽉

3⽉

4⽉

52



 

５．契約書別紙「委託試験研究実施計画」の変更 
委託契約締結後、試験研究計画の変更に伴い、研究機関⼜は構成員が別紙「委託試験研究実

施計画書（経理様式１）」に記載された事項を変更するには、以下の⼿続きが必要となりま
す。 

 
（１）各項⽬の変更申請⽅法 

① 試験研究内容の変更 
試験研究内容の変更を⾏う場合は、「委託試験研究実施計画変更承認申請書（経理様式

３）」を事業担当課に提出してください。 
② 収⽀予算の変更 

収⽀予算の⽀出の部に掲げる費⽬間における流⽤については、以下の、ア、イ、ウに当
てはまらない限り申請の必要はありません。なお、研究機関⼜は構成員間の予算の流⽤に
ついては、後述の「③研究機関⼜は構成員の試験研究計画の変更」をご確認ください。 

収⽀予算を変更する場合には、「委託試験研究実施計画変更承認申請書（経理様式
３）」により事業担当課へ申請してください。 
ア 契約総額の変更 
イ 当該委託業務事業年度の各研究機関(各構成員)単位の直接経費総額の５０％を超える

費⽬間の流⽤ 
※他の費⽬区分から間接経費への流⽤はできません。 
※間接経費から他の費⽬区分への流⽤は申請不要です。 

③ 研究機関⼜は構成員の試験研究計画の変更 
研究機関⼜は構成員の試験研究計画の記載内容を変更しようとする場合（構成員の変更

（追加⼜は脱退）及び各構成員の委託費の限度額の変更等)は、「委託試験研究実施計画書
変更承認申請書（経理様式３）」にて事業担当課へ申請してください。 

 
（２）変更申請に対する承認 

⽣研⽀援センターは、研究機関⼜は代表機関等から提出された「委託試験研究実施計画変
更申請書（経理様式３）」に基づき、内容の審査を⾏い、実施計画書を変更するやむを得な
い事情があると認めた時は、実施計画書の変更を承認し、研究機関⼜は代表機関等に通知し
ます。 

 
（３）変更届等の提出 

① 研究代表者の所属及び⽒名の変更 
研究代表者の所属及び⽒名（研究代表者等が同⼀研究機関内の他の内部研究所等の部署

に異動し、引き続き研究代表者等となる場合も含みます。）の変更を⾏う場合は、「委託
試験研究実施計画書・試験研究計画書の変更届（経理様式１０）」を事業担当課へ提出し
てください。 

② 物品購⼊計画の変更 
研究機関⼜は構成員は、当初の物品購⼊計画を変更（当初計画にない物品を購⼊する、

⼜は計画していた物品の購⼊を取りやめる等）する必要が⽣じた場合、「備品購⼊（計画
変更）理由書（経理様式９）」を事前に事業担当課へ提出してください。 

以下の場合には、事前に理由書を提出する必要はありませんが、⽣研⽀援センターある
いは代表機関等からの問い合わせの際に、必要に応じて提出していただく場合がありま
す。 

・単なる機種変更、予定機種が製造中⽌等により後継機種を購⼊した場合 
・競争の結果、安価になったなどにより、物品購⼊計画に記載する物品の条件を満たさ
ない場合 
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６．試験研究計画の中⽌等 
コンソーシアムは、やむを得ない事情により、本試験研究計画の遂⾏が困難となった場合に

は、「委託試験研究中⽌（廃⽌）申請書（事業様式２）」を提出し、⽣研⽀援センターの承認
を得るとともに、実績報告書等による精算の⼿続き及び取得した物品等に係る⼿続きを⾏って
ください。 

 
○提出先：各事業担当課   ○提出時期：事前    

変更箇所 提出様式 提出後の処理 備考 

「委託試験 

研究実施 

計画書」の 

変更 

１．試験研究内容   

委託試験研究計画名 

経理様式３ 変更契約締結 

┓ 

目的及び概要 ┠ 事業担当課との協議 

主な実施場所 ┃ 

開始及び完了の時期 ┛ 

研究代表者の所属氏名 経理様式１０   
同一研究機関内の他の内部研究所等の部署に異動し 

引き続き研究代表者等となる場合を含む。 

２．収支予算等   

収支予算   

契約金額総額（委託費の限度額）の変更 経理様式３ 変更契約締結 事業担当課との協議 

[間接経費]➡[直接経費]の流用 （不要） ※間接経費率の変動に注意 

直接経費総額：50%以内の費目間流用 （不要） 各研究機関（各構成員）単位の経費で判断 

直接経費総額：上記を超える費目間流用 経理様式３ 承認通知 各研究機関（各構成員）単位の経費で判断 

物品購入計画 経理様式９     

構成員の試験研究計画   

試験研究名 

経理様式３ 承認通知 

  

構成員名（「追加、脱退」含む）   

試験研究内容   

委託費限度額   

＊消費税率変更に伴う契約金額が変更となる場合は、変更契約書の作成省略   

中止 本試験研究計画の遂行が困難となった場合 事業様式２ 変更契約締結 事業担当課との協議 

     

     

     

○提出先：各事業担当課   ○提出時期：事前    

試験研究 

計画書 
試験研究計画書の記載事項 経理様式１０ 無し   

 

 

 
提出様式一覧  

1.委託試験研究実施計画変更承認申請書（経理様式３）   

2.委託試験研究実施計画書・試験研究計画書の変更届（経理様式１０） 

3.備品購入（計画変更）理由書（経理様式９）   

4.委託試験研究中止（廃止）申請書（事業様式２）   
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７．収⼊が⽣じた場合の報告 
研究機関⼜は構成員は、委託期間中の各年度に委託業務の実施に伴い収⼊が⽣じた場合に

は、収⼊状況を記載した「収⼊状況報告書（経理様式１９）」を、当該委託業務事業年度末の
翌⽇から起算して９０⽇以内に経理・契約担当課に提出するとともに、相当の収⼊を⽣じたと
認められるときは収⼊の⼀部を⽣研⽀援センターが発⾏する請求書により納付期限までに納付
してください。なお、納付額については、次に掲げる計算式により算出します。 

 
 計算式  

納付額＝収⼊額×委託費利⽤割合 
（計算式中の⽤語の意義） 

収⼊額：当該年度の委託業務の実施に伴って得られた⾦額のうち、当初の委託費の算定に
織り込んでいなかったものの合計 

委託費利⽤割合：当該収⼊を得るために要した経費に占める委託費の割合 
（※）納付額は、当該年度の委託費の確定額の範囲とします。 

 
８．委託業務の検査・調査等 
（１）−１ 確定時の検査 

研究機関⼜は代表機関等から提出された実績報告書及び証拠書類による書⾯での検査によ
り、委託費が実施計画書に沿って適切に履⾏されたかどうか検査を⾏います。 
① コンソーシアムにおける検査の流れ 

ア 研究機関⼜は構成員 
・ 研究機関⼜は構成員の事務担当者は、「委託業務に係るチェックリスト(研究機関⼜

は構成員：代表機関含む)（参考２）」により、各項⽬について確認し、その結果に基
づき検査してください。（疑義等が⽣じた場合は、研究者等関係者に確認し、必要に
応じて実績報告書に計上する精算額等を修正してください。） 

なお、コンソーシアム⽅式の場合は、代表機関等においても、当該チェックリスト
による同様の検査を⾏ってください。 

・ 実績報告書に当該チェックリストを添付し、所属機関等の決裁を受けてください。
（事務担当者等以外による確認） 

・ 実績報告書、当該チェックリスト、帳簿（写）、作業（業務）⽇誌（写）、出張復
命書等（写）、コンソーシアム⽅式の場合は、その他代表機関等が指⽰する証拠書類
を代表機関等が⽰す期⽇までに代表機関等に提出してください。 

イ 代表機関等 
・ 代表機関等の事務担当者は、「委託業務に係るチェックリスト(代表機関⽤)（参考

１）」により、各構成員から提出された書類を検査してください。（疑義等が⽣じた
場合は、当該内容を確認し、必要に応じて修正を依頼してください。） 

・ 代表機関等は、コンソーシアム全体としての実績報告書を作成し、チェックリスト
及び各構成員分の実績報告書等を添付し、所属機関内で決裁を⾏ってください。（事
務担当者以外による確認） 

・ 決裁された書類データ⼀式を経理・契約担当課に提出してください。 
② 実績報告書の提出期限について 

実績報告書は、事業年度の終了⽇（3 ⽉ 31 ⽇）⼜は 委託期間の終了⽇までのいずれか
早い⽇までに提出してください。 

委託費の全部⼜は⼀部を概算払で⽀払を受けている場合で、当該委託業務事業年度の終
了⽇⼜は委託期間の終了⽇までのいずれか早い⽇までに「委託業務完了届（経理様式１
６）」を経理・契約担当課に提出することで、上記実績報告書の提出期限を事業年度の終
了後（3 ⽉ 31 ⽇）⼜は 委託期間の終了後、６１⽇以内まで可能とします。 

この場合、毎委託業務事業年度末において委託契約額の１％を超える執⾏未済額が⾒込
まれる場合は、⽣研⽀援センターが指定する⽇までに「返還連絡書（経理様式１７）」を
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経理・契約担当課に提出してください。別途⽣研⽀援センターが発⾏する請求書に基づ
き、指定する期⽇までに返還してください。なお、精算払はできませんので、既に概算払
を受けている額が委託費の額の上限となります。また執⾏未済額が１％未満であっても執
⾏未済となることが明らかな場合には同様に「返還連絡書（経理様式１７）」を提出して
ください。 

③ 各種書類の提出⽅法について 
令和３年度以降の実績報告書及び付随する証拠書類の提出は、原則として以下によるも

のと致します。 
１．AFFRIT 共有フォルダへの格納による電⼦媒体での提出（契約書のみ紙媒体） 
２．メール添付による提出（１．による提出が不可の場合） 
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④ 提出書類データ 
◆コンソーシアム契約の場合 

・実績報告書 （コンソ全体分：代表機関等作成） 
・チェックリスト （コンソ全体分：代表機関等作成） 
・研究項⽬別の分担 （コンソ全体分：代表機関等作成） 
・実績報告書 （各機関分：代表機関等・各構成員作成） 
・チェックリスト （各機関分：代表機関等・各構成員作成） 
・帳簿 （各機関分：代表機関等・各構成員作成） 
・その他 ⽣研⽀援センターが別途指⽰する証拠書類 
 （各機関分：代表機関等・各構成員作成） 

◆単独機関契約の場合 
・実績報告書 
・チェックリスト 
・研究項⽬別の分担 
・帳簿 

       
 
 
 
  ⑤ 提出データ構成例 

（提出データの構成例／適宜フォルダ名・ファイル名に数字等を記載し、体系別順に 
表⽰できるようにデータ格納してください。 

以下記載の付随する証拠書類は例とします。提出を要する証拠書類は別途指⽰。） 
 
   ① 研究コンソーシアム全体分：代表機関等作成 
   ┃┣ □ 実績報告書 (コンソ全体)及び集計表 

┃┣ □ チェックリスト（代表機関⽤） 
┃┗ □ 研究項⽬別の分担 
┗┳ ② 研究コンソーシアム構成員分(構成員としての代表機関等を含む) 

    ┣ □ 実績報告書※１ ※２ 及び集計表 
┣ □ チェックリスト（構成員⽤） 
┣ □ 試験研究委託費帳簿 
┣ □ ⼈件費等単価算出根拠資料等 
┃   □ ⼈件費等内訳書 
┃   □ ⼈件費作業⽇誌（業務⽇誌） 
┃   □ 雇⽤契約書、労働条件通知書、辞令等[写] 
┃   □ ⼈件費時間単価計算書  
┃   □ 給与規程、就業規則等 
┃   □ エフォート管理関係資料 
┃   □ 若⼿研究者の⾃発的研究活動関係資料 
┃   □ 在宅勤務に係る規程・規約資料 
┣ □ 旅費に係る算出根拠資料 
┃   □ 旅費内訳書 
┃   □ 旅費計算書 
┣ □「3.物品購⼊実績」の納品検収を証する書類 
┃   □ 該当物品等の納品書。請求書等 
┣ □「１契約が２００万円以上（消費税込）」の物品の調達・外注等の納品検収を 

証する書類 
┃   □ 該当契約の納品書、請求書等 
┣ □ 研究機器⼀時使⽤報告書 
┗ □ リース物品の利⽤状況報告書 

※ その他提出を要する証拠書類は別途指⽰ 
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（１）−２ 「農林⽔産研究情報総合センター(AFFRIT)共有フォルダ」の導⼊ 
 
⽣研⽀援センター研究管理課における委託費の各種資料のデータの受け取り及び受け渡し

については、主に、電⼦メールにおける添付ファイルにて⾏っていますが、「農林⽔産研究
情報総合センター(AFFRIT)共有フォルダ(※２)」の導⼊により、各コンソーシアム代表機関
との各資料のデータ送受信を「共有フォルダ」上にて実施することで、機密情報を安全に取
り扱うことが可能です。 

「農林⽔産研究情報総合センター」に⽣研⽀援センター研究管理課が設定する web 共有フ
ォルダの指定ファイル（ファイル名：各事業の各課題番号）により、令和３年度以降の実績
報告書等の提出については、電⼦媒体によるデータのアップロードによる提出を⾏うことと
致します。 

 
[⼿続き⽅法] 
機構外利⽤者（AFFRIT 内部ユーザー以外）の場合  
① 研究管理課より「新規登録申請」「利⽤者登録」⽅法についてメールにてお知らせいたし

ます。 
② 外部利⽤者⽤ポータルから「新規登録申請」を⾏ってください。 
③ 登録完了後、ユーザーID(登録したメールアドレス)を研究管理課までご連絡ください。 

[利⽤者登録により共有フォルダの各事業・研究課題番号ごとにアクセス制限を設定いたし
ます(※３)] 

④ 研究管理課より共有フォルダの URL をメールでお知らせいたしますので、Web ブラウザ
よりアクセスしてください。 
(※②新規登録申請、④URL から共有フォルダへアクセスについて、別紙「AFFRIT 共有フォ 
ルダ利⽤⽅法(機構外利⽤者⽤)」参照) 

⑤ 必要に応じて指定の共有フォルダにデータのアップロード・ダウンロードを⾏ってくださ
い。(※４) 

 
【注意事項】 
⽣研⽀援センター内他部署や他機関で既に AFFRIT 共有フォルダを利⽤し、新規登録申請済み

の場合には、ユーザーID(メールアドレス)を研究管理課までお知らせ願います。 
 

AFFRIT 内部ユーザーの場合  
(農研機構、森林研究・整備機構、⽔産研究・教育機構、国際農林⽔産業研究センター) 
① アクセス制限の設定は、基本的にはグループ ID 「プリセットグループ名」で設定いたし 

ます。事前に研究管理課よりメールにてご連絡いたしますので、グループ ID「メーリングリ 
スト名」での設定を希望される場合にはお知らせください。 

② 研究管理課より共有フォルダの URL をメールでお知らせいたしますので、Web ブラウザ
よりアクセスしてください。 

③ 必要に応じて指定の共有フォルダにデータのアップロード・ダウンロードを⾏ってくださ
い。(※４) 

 
[事務処理の流れ] 
共有フォルダにデータをアップロード →  

研究管理課(brain-jimu@ml.affrc.go.jp)へ連絡(※４) 
 

[データについて] 
Excel、Word、PDF、PowerPoint のいずれかのデータをアップロードしてください。 
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[共通フォルダ(フォルダ名：brain-jimu)について] 
研究管理課から事業ごとに事務連絡等の共通の通知・連絡を⾏う際は、共通フォルダに通知⽂

書等をアップロードいたしますのでダウンロードをお願いいたします。 
(アップロード後、各事務担当者へメールにて連絡・共通フォルダの URL をお知らせいたしま
す。⼀定期間過ぎると、データを削除いたしますので、お早めにダウンロード及び各機関のシス
テム内へ保存をしてください) 
・共通フォルダには、各担当課⼀覧(提出先)や、事務担当者が変更になった場合などのシステム
に関わる⼿続き⽅法の資料を保存してありますので、ご不明な点がございましたら、はじめに共
通フォルダをご確認ください。 
 

[事務担当者の変更について] 
・事務担当者変更に伴いユーザー名(メールアドレス)が変更になる場合 

【機構外利⽤者（AFFRIT 内部ユーザー以外）】 
① 現(変更前)担当者は「登録削除」の⼿続きを必ず⾏ってください。 
② 新担当者は、・機構外利⽤者（AFFRIT 内部ユーザー以外）の場合①〜②を⾏い、 
前任者が担当していた事業名、課題番号、ユーザー名(メールアドレス)を研究管理課まで 
必ずお知らせください。 
③ アクセス制限の設定変更完了後、該当の共有フォルダの URL をメールにてお知らせい 
たします。 

・事務担当者名、代表者名のみ変更となる場合 
「登録情報編集」から変更の⼿続きを⾏ってください。 

 
【注意事項】 

事務担当者が変更となる場合は、共有フォルダのシステム内の⼿続きの有無にかかわらず、研
究管理課まで必ずご連絡ください。 
 

(※１) 事前に提出先が研究管理課であることをご確認のうえ、提出先・問い合わせ先が「研 
   究管理課の場合のみ」指定の共有フォルダにアップロードをお願いいたします。 

研究管理課担当外の書類の提出があった場合、研究管理課から担当課への転送・連絡
は⾏いませんので、直接、担当課へご連絡をお願いいたします。 

(※２) 農林⽔産研究情報総合センター：Agriculture, Forestry and Fisheries Research 
Information Technology Center（略称：AFFRIT）は、農林⽔産試験研究に関する研究
技術情報の収集、保管及びデータベースシステムの開発等を⾏うことで、農林⽔産関係
の試験研究機関及び⾏政機関等への各サービスの利⽤提供を⾏っています。 

(※３) 基本的な考え 
新規登録(利⽤者の登録)は、１課題につき研究管理課と直接やり取りを⾏う代表機関の

「事務担当者」１名のメールアドレスを登録してください。 
また、利⽤者登録(アクセス制限の設定)についても１名(メールアドレス１個)のみにな

ります。【複数⼈不可】 
 
○ 例外 

[⼤学・財団(社団)法⼈・独法・国⽴研究開発法⼈]で「部署内の共有⽤・共通のメール
アドレス(１個)」で申請・登録を希望される場合には、例外として可といたします。 

共有⽤・共通のメールアドレスで新規登録申請を⾏う際の⽒名は「事務担当名」で登録
してください。複数の課題があり、それぞれ事務担当者が異なる場合は、代表者１名の⽒
名を登録してください。(※⽒名は係名等の登録ではなく、代表者１名のお名前を登録して
ください) 
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○ 共通事項 
登録完了後、1 つのユーザーID(メールアドレス)で複数の事業・課題のアクセス制限の 

設定を希望される場合は、ユーザーID(登録したメールアドレス)をお知らせいただく際に
併せてメールにてお知らせ願います。 

例.ユーザー名：[メールアドレス] 
 アクセス制限の設定：〇〇事業 [課題番号] [課題番号] 

                〇〇事業 [課題番号] 
 
【注意事項】 
○ 情報が流出しないよう ID・PW は「事務担当者」が管理を徹底して⾏ってください。 

また、ID・PW を構成員や外部、第三者へ漏洩することは許されません。 
 
○ 今後、押印廃⽌・原本不要となる場合 

共有フォルダへデータのアップロード ＝ 書類提出 と⾒なします。 
そのため、「部署内の共有のメールアドレス」で利⽤している場合には、だれが・いつ・何

を提出したのか、事務担当者や担当部署内で情報共有・管理を徹底して⾏ってください。 
また、最終的な「書類の提出者(責任者)」は研究管理課へメールにてご連絡いただいた⽅と

いたします。 
 
 

(※４) 共有フォルダにデータをアップロード後、提出書類の内容・連絡事項・問い合わせ内
容等を研究管理課(brain-jimu@ml.affrc.go.jp)まで必ずご連絡ください。 

(メール本⽂に「[課題番号]共有フォルダにアップロード済み」など記載してください。) 
 

なお、アップロードしていただいたデータは、当センター内のシステムへ保存後、不⽤と判断
した後、研究管理課にて削除いたします。そのため、データは必ず各機関にて保存・保管を⾏っ
てください。 
 
 

【AFFRIT 共有フォルダ(研究管理課⽤)についての問い合わせ先】 
メール：brain-jimu@ml.affrc.go.jp 
件名：AFFRIT 共有フォルダについて(○○○事業(研究課題番号)□□⼤学) 
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（２）実地調査 
⽣研⽀援センターは、確定検査における実績報告書や証拠書類で把握しづらい研究機関⼜

は構成員における管理状況の詳細を確認するため、事業実施期間途中における証拠書類の整
理保管や資⾦の区分管理の状況、資⾦流⽤（他事業との混合）の有無等について実地調査を
実施します。 

なお、実施の⽅法や時期は事前に通知します。 
 

（調査の内容） 
正確性、合規性、経済性、効率性、有効性、その他必要な観点から調査を実施します。 

 
【主な調査内容】 
① 研究担当部⾨ 

ア 研究実施体制及び施設（研究者の役割分担、ポストドクターの研究参加状況、施設の
概要・利⽤状況等） 

イ 試験研究計画の概要（計画と実施内容の整合性、研究の進捗状況等） 
ウ 物品等（備品、資産）の使⽤・管理状況（物品標⽰票の有無、物品使⽤簿の有無、使

⽤実績等） 
② 経理担当部⾨ 

ア 経理事務処理体制 
イ 委託費の執⾏状況（調査時点での執⾏状況と今後の⾒込。経費整理簿等の確認） 
ウ 伝票・元帳等の整理状況（独⽴した帳簿を備えているか） 

③ 通帳・帳簿等の調査 
ア 委託費が区分管理されているか、他の委託費等との混⽤はないか。 
イ 実施計画書に基づいて執⾏されているか。 
ウ 委託費の使⽤は適切か。 
エ ⼈件費及び賃⾦の使途は適切か（作業（業務）⽇誌の管理状況、単価基準等を聴

取）。 
オ 旅費の使⽤は適切か（⽤務、⽤務先等）。 

④ 物品等の購⼊・管理状況 
ア 物品購⼊計画に基づく購⼊がされているか。 
イ 購⼊⼿続きは適切か（競争契約、随意契約等。随意契約の場合はその理由）。 
ウ 固定資産の管理は適切か。 
エ 試作品等の管理状況 

 
（３）実地調査（過年度） 

⽣研⽀援センターは、委託業務が終了した⽇の翌年度の４⽉１⽇から起算して、過去５年
間まで遡って、委託業務の実施期間中の資⾦の使途･帳簿等の管理状況を現地に赴き調査しま
す。 

調査の結果、既に提出された実績報告書の修正がある場合には、委託費の返還の措置を講
じることとなりますので、⽇常からの適正経理に留意してください。 

 
（調査の内容） 

正確性、合規性、経済性、効率性、有効性、その他必要な観点から調査を実施します。 
 

【主な調査内容】 
① 研究担当部⾨ 

ア 物品等（備品、資産）の使⽤・管理状況（物品標⽰票の有無、物品使⽤簿の有無、使
⽤実績等） 

69



 

② 経理担当部⾨ 
  実績報告書、帳簿等の調査 

ア 委託費が区分管理されているか、他の委託費等との混⽤はないか 
イ 実施計画書に基づいて執⾏されているか 
ウ 委託費の使⽤は適切か 
エ ⼈件費及び賃⾦の使途は適切か（作業（業務）⽇誌の管理状況、単価基準等を聴取） 
オ 旅費の使⽤は適切か（⽤務、⽤務先等）。 
カ 物品等（備品、資産）の購⼊⼿続きは適切か（競争契約、随意契約等。随意契約の場

合はその理由） 
キ 固定資産の管理は適切か 
ク 試作品等の管理は適切か 
 

（４）その他 
   上記実地調査のほか、⽣研⽀援センターが必要があると認めるときは、研究機関⼜は構

成員へ、あらかじめ通知することなく調査を⾏います。 
 

９．研究費の不正等使⽤防⽌のための対応 
（１）不正使⽤等防⽌に向けた取組 

委託業務で実施する研究活動には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド
ライン（実施基準）」（平成１９年１０⽉１⽇付け１９農会第７０６号農林⽔産技術会議事
務局⻑、林野庁⻑官及び⽔産庁⻑官通知）（以下「管理・監査ガイドライン」という。）
（https://www.affrc.maff.go.jp/docs/attach/pdf/misbehavior-14.pdf）が適⽤されますの
で、各研究機関においては、管理・監査ガイドラインに沿って、研究費の適正な執⾏・管理
体制の整備等を⾏っていただく必要があります。また、その実施状況について報告等を求め
るとともに、必要に応じ、現地調査を⾏う場合があります。 

また、委託契約を締結した研究機関（代表機関等及び共同研究機関）には、毎年、管理・
監査ガイドラインに基づく⾃⼰点検結果を報告していただきます（報告⽅法その他の詳細に
ついては別途通知いたします）。 なお、上記の⾃⼰点検結果の報告がない場合は、当該研究
機関⼜は当該研究機関を含む研究グループ（コンソーシアム）との次年度以降の契約を⾏い
ません。 

 
（２）不正使⽤等が⾏われた場合の措置 

委託業務及び農林⽔産省の他の事業並びに他府省の事業において、研究費の不正使⽤⼜は
不正受給（以下「不正使⽤等」という。）を⾏ったために、委託費等の全部⼜は⼀部を返還
した研究者及びこれに共謀した研究者については、以下のとおり、当該研究費を返還した年
度の翌年度以降、⼀定期間、⽣研⽀援センターが⾏う事業に係る新規の応募⼜は継続課題へ
の参加を認めません。 
① 不正使⽤（故意若しくは重⼤な過失による競争的資⾦等の他の⽤途への使⽤⼜は競争的

資⾦等の交付決定の内容やこれに附した条件に違反した使⽤をいう。）を⾏った研究者及
びそれに共謀した研究者 
ア 個⼈の利益を得るための私的流⽤が認められた場合：１０年間 
イ ア以外による場合 

a 社会への影響が⼤きく、⾏為の悪質性も⾼いと判断された場合：５年間 
b ａ及びｃ以外の場合：２〜４年間 
c 社会への影響が⼩さく、⾏為の悪質性も低いと判断された場合：１年間 

② 不正受給（偽りその他不正な⼿段により競争的資⾦等を受給することをいう。）を⾏っ
た研究者及びそれに共謀した研究者：５年間 

③ 不正使⽤等に直接関与していないが善管注意義務に違反※して使⽤を⾏った研究者：善
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管注意義務を有する研究者の義務違反の程度に応じ上限２年、下限１年 
④ 農林⽔産省及び他府省を含む他の競争的資⾦等において不正使⽤等を⾏った研究者及び

それに共謀した研究者並びに善管注意義務に違反※した研究者：当該競争的資⾦等におい
て応募⼜は参加を制限されることとされた期間と同⼀の期間 

 
※ 善管注意義務に違反する例：原則、⽇常的に研究資⾦の管理を⾏うことが可能であっ

て、研究実施に当たって管理する⽴場にある研究者が、競争的資⾦等の使⽤・管理状況
を把握せず、管理者としての責務を全うしなかった結果、被管理者（その他の研究者）
が不正を⾏った場合等。 

 
委託業務において研究費の不正使⽤等を⾏ったため、委託費の全部⼜は⼀部の返還措置

が取られた場合、当該不正使⽤等の概要を公表するとともに、その情報を他の競争的資⾦
等を所管する国の機関に提供します。このことにより、他の競争的資⾦等においても応募
が制限される場合があります。 

研究費の不正使⽤等が⾏われた場合において、その原因の⼀つとして研究費の不正使⽤
等に関与した研究者等が所属する機関における公的研究費の管理・監視体制が不⼗分であ
った場合には、同機関に対し、その体制整備等の不備について改善事項・履⾏期限等の管
理条件を付します。管理条件の履⾏が認められない場合には、研究機関に対する間接経費
の削減または、研究費の配分の停⽌を⾏うことがあります。 

なお、⽣研⽀援センターが公的研究費の配分先の研究機関において不正使⽤等が⾏われ
た旨の情報を⼊⼿した場合の対応については、「研究機関において公的研究費の不正使⽤
等があった場合の研究事業への参加対応について」に準じて対応しますので下記をご覧く
ださい。 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/pdf/kenkyuhusei_sanka_taiou.pdf 
 

（３）管理・監査ガイドラインに基づく体制整備に不備があった場合の対応 
  ⽣研⽀援センターは、研究機関の管理・監査ガイドラインに基づく体制整備の実施等に

関してモニタリング等を⾏います。 
  また、モニタリング等において体制整備に不備があったと判断される研究機関や体制整

備の不備による不正があったと認定された研究機関に対して、研究機関側の⾃発的な対応
を促す形で指導等を⾏うとともに、必要に応じて、管理条件の付与などの措置を講じま
す。 

 （管理・監査ガイドライン 抜粋） 
   農林⽔産省⼜は配分機関が、（中略）機関の体制整備の状況について不備があると判

断する場合は、当該機関に対して、農林⽔産省⼜は配分機関は以下の（ア）の措置を講
じ、その結果を受けて、配分機関は（イ）及び（ウ）の順に段階的な措置を講じる。
（略） 
（ア）管理条件の付与 （略） 
（イ）間接経費の削減 （略） 
（ウ）配分の停⽌    （略） 

 
１０．虚偽の申請に対する対応 

事業に係る申請内容において、虚偽⾏為が明らかになった場合、試験研究計画に関する委
託契約の⼀部⼜は全部を取り消し、委託費の⼀部⼜は全部の⼀括返済、損害賠償等を研究機
関に求める場合があります。 

また、これらの不正な⼿段により委託業務から資⾦を受給した研究者及びそれに共謀した
研究者等については、上記９（２）の不正使⽤等が⾏われた場合と同様の措置を取ります。 
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１１．研究活動の不正⾏為防⽌のための対応 
委託期間中及び委託期間終了後の検査等において、委託業務の実施に関し、経費の虚偽申

告及び過⼤請求などによる不正受給、⼜は研究成果や論⽂等のねつ造、改ざん及び盗⽤とい
った研究活動における不正⾏為等が発⾒された場合、⽣研⽀援センターは、以下のような厳
しい措置をとることになります。 

また不正⾏為等を⾏った場合、⽣研⽀援センターの措置とは別に農林⽔産省及び他の府省
においても同様の措置がとられる場合があります。 

 
（１）不正⾏為防⽌に向けた取組 

委託業務で実施する研究活動の不正⾏為については、農林⽔産省が策定した「農林⽔産省
所管の研究資⾦に係る研究活動の不正⾏為への対応ガイドライン」（平成１８年１２⽉１５
⽇付け１８農会第１１４７号農林⽔産技術会議事務局⻑、林野庁⻑官及び⽔産庁⻑官通知。
以下「不正⾏為ガイドライン」という。※）及び「農林⽔産省が配分する研究資⾦を活⽤し
た研究活動における特定不正⾏為への対応に関する規程」（平成１８年１２⽉１５⽇付け１
８農会第１１４８号農林⽔産技術会議事務局⻑、林野庁⻑官及び⽔産庁⻑官通知※）が適⽤
されます。 

各研究機関においては、不正⾏為ガイドラインに基づいて、研究倫理教育責任者を設置す
るなど不正⾏為を未然に防⽌する体制を整備するとともに、研究機関内の研究活動に関わる
者を対象に、契約締結時までに研究倫理教育※を実施していただき、契約の際に「研究倫理
教育の実施に関する誓約書」を提出する必要があります（研究倫理教育を実施していない研
究機関は委託業務に参加することはできません）。また、研究活動の不正⾏為（発表された
研究成果の中に⽰されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗⽤）に関する告発等を受
け付ける窓⼝の設置や、不正⾏為に関する告発があった場合の調査委員会の設置及び調査の
実施等、研究活動における不正⾏為に対し適切に対応していただく必要があります。 

なお、⽣研⽀援センターにおいても、研究の不正⾏為に対する告発等の問い合わせを受け
付ける窓⼝を設置しており、問い合わせがあった場合には、「研究活動における不正⾏為等
に対する試験研究の中⽌等実施要領」（平成１９年４⽉２６⽇付け１９⽣研東第１８号⽣研
⽀援センター所⻑決定）により対応します。⽣研⽀援センターと研究機関との協議の上、⽣
研⽀援センターが必要な調査を⾏う場合もあります。 
※ 不正⾏為ガイドライン及び規程については、 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/misbehavior.htm をご覧ください。 
※ 研究倫理教育は、⽇本学術振興会（JSPS）の eL CoRE または研究機関独⾃教材で⾏っ 

てください。 
・eL CoRE の場合は受講証明書が発⾏されるので、保管をしてください。 
・研究機関独⾃教材の場合は、各研究機関において、受講したことが証明できるようにし 
てください。 

eL CoRE については、https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx をご覧ください。 
※ 「研究活動における不正⾏為等に対する試験研究の中⽌等実施要領」については、 

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/contents/tyuusitoujissiyouryou.pdf 
をご覧ください。 
 

（２）不正⾏為が⾏われた場合の措置 
不正⾏為があったと認定された研究に係る資⾦の配分を受けた機関に対し、当該研究に配

分された研究費の⼀部⼜は全部の返還を求める場合があります。 
また、不正⾏為に関与したと認定された者及び不正⾏為に関与したとまでは認定されない

ものの、不正⾏為があったと認定された研究に係る論⽂等の内容について責任を負うものと
して認定された著者に対し、以下のとおり、⼀定期間、委託業務をはじめとする農林⽔産省
所管の研究資⾦等への申請を制限する場合があります。 
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① 不正⾏為に関与したと認定された者については、その不正⾏為の程度により、不正⾏為
と認定された年度の次年度以降２〜１０年間 

② 不正⾏為に関与したとまでは認定されないものの、不正⾏為があったと認定された研究
に係る論⽂等の内容について責任を負う者として認定された著者については、不正⾏為と
認定された年度の次年度以降１〜３年間 
なお、上記の措置の対象となった者の⽒名・所属、当該措置の内容、不正⾏為の内容等を

公表するとともに、国費による研究資⾦を所管する農林⽔産省及び他府省及び農林⽔産省及
び他府省所管の独⽴⾏政法⼈に情報提供しますので、他の事業等においても申請が制限され
る場合があります。 

 
１２．法令・指針等に関する対応 

委託先は、⽣研⽀援センターの委託業務を実施するに当たって、委託契約書や約款等に特
段の規定がなくとも、必要な関係法令を遵守して事業を実施する必要があります。 

本要領及び事業ごとの実施要領に記載するもののほか、関係法令・指針等に違反し、研究
開発を実施した場合には、研究停⽌や委託契約解除、採択の取り消し等を⾏う場合がありま
す。 

 
１３．情報管理の適正化 

（※本取扱いは令和２年１⽉以降、新たに公募するものから適⽤となります。） 
受注企業のグローバル化が進む中、情報管理の徹底を図る観点から、農林⽔産省において

「農林⽔産省が⾏う調達における情報管理の適正化について」を策定し、農林⽔産省⼤⾂官
房参事官（経理）、同検査・監察部⻑名で令和元年９⽉に発出され、本通知の趣旨を踏ま
え、各法⼈の調達における情報管理の強化を図ることを要請されました。 

この通知を受け、⽣研⽀援センターが⾏う調達における情報管理の適正化について、新た
に通知を定め、調達における情報管理の強化を図ることとしました。 

なお、本取扱いについては、各種資料Ⅱ−１．「情報管理の適正化」を参照願います。 
 
１４．若⼿研究者の⾃発的な研究活動 

（※本取扱いは令和２年４⽉以降、新たに公募するものから適⽤となります。 
なお、令和 2 年４⽉以前の公募において採択された場合であっても、令和４年度に事    

業を実施している場合には適⽤となります。） 
競争的研究費で雇⽤されている若⼿研究者は、当該プロジェクトに従事し、他の研究活動

を実施する場合には、当該プロジェクト以外の雇⽤財源を確保することが必要であるが、現
状では他からの財源が確保できない場合があり、⼀部の実施のみにとどまっています。 

若⼿研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成のため、競争的研究費におい
てプロジェクトの実施のために雇⽤される若⼿研究者について、雇⽤されているプロジェク
トから⼈件費を⽀出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフォートの⼀部を、プロジェク
トの推進に資する若⼿研究者の⾃発的な研究活動や研究・マネジメント能⼒向上に資する活
動（以下「⾃発的な研究活動等」という。）に充当することを可能とします。 

（１）対象者 
本取組の対象者は、原則として以下の全てを満たす者とする。 
① ⺠間企業を除く研究機関において、競争的研究費において委託業務の実施のために雇 

⽤される者（ただし、委託業務の研究代表者等が⾃らの⼈件費を委託業務から⽀出し雇 
⽤される場合を除く） 

② 男性の場合：満 40 歳未満の者 
⼥性の場合：満 43 歳未満の者、⼜は博⼠号取得後 10 年未満の者。 
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ただし、産前・産後休業⼜は育児休業を取得した者は、満 40 歳未満⼜は満 43 歳未満
の制限に、その⽇数を加算することができる。（年齢は当該年度 4 ⽉ 1 ⽇時点） 

③ 研究活動を⾏うことを職務に含む者 
（２）実施条件 

「実施⽅針」に定める条件どおり、原則として以下の全ての条件を満たすこととする。 
① 若⼿研究者本⼈が⾃発的な研究活動等の実施を希望すること 
② 研究代表者等が、当該委託業務の推進に資する⾃発的な研究活動等であると判断し、 
 所属研究機関が認めること 
③ 研究代表者等が、当該委託業務の推進に⽀障がない範囲であると判断し、所属研究機 
 関が認めること（当該委託業務に従事するエフォートの 20％を上限とする） 

（３）従事できる業務内容 
「実施⽅針」に定める条件どおり、上記（２）全ての条件を満たす⾃発的な研究活動等

（他の研究資⾦を獲得して実施する研究活動及び研究・マネジメント能⼒向上に資する活動
を含む。） 

（４）実施⽅法 
   ① 申請⽅法 

申請に関する標準的な⼿続は、各種資料Ⅱ−２．「若⼿研究者の⾃発的研究活動」のと 
おりとする。 

なお、⽣研⽀援センターの求めに応じ、研究代表者等は、若⼿研究者による⾃発的な研 
究活動等の実施が承認された場合、当該委託業務の実施計画書等にその旨を記載する。 
② 活動報告 

活動報告に関する標準的な⼿続は、各種資料Ⅱ−２．「若⼿研究者の⾃発的研究活動」 
のとおりとする。 

（５）実施⽅針 
競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇⽤される若⼿研究者の⾃発的な研究
活動等に関する実施⽅針（競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ） 
https://www.naro.go.jp/brain/contents/jisshishishin.pdf 

（６）⽣研⽀援センターによる対応 
   ⽣研⽀援センターは、若⼿研究者の⾃発的な研究活動等の実施状況に、疑義が⽣じた場合

に、当該⾃発的な研究活動等の状況報告を求めることができるとともに、（２）の実施条件
に違反していることが確認された場合には、研究機関等に対して、当該⾃発的な研究活動等
の是正を求めることや当該研究者に⽀出した⼈件費のうち、⾃発的な研究活動等に係る⼈件
費の返還等、必要な措置を講ずることができる。 

 
なお、適⽤に当たっては、各種資料Ⅱ−２．「若⼿研究者の⾃発的研究活動」を参照願い

ます。  
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１５．エフォート管理 
各資⾦配分機関から求められるエフォート管理に係る⼿続や提出書類が異なることで、研

究者及び研究機関に事務負担が⽣じています。このため、統合イノベーション戦略 2019（令
和元年６⽉２１⽇閣議決定）においても、「資⾦配分機関ごとに異なるエフォートの管理の
共通化を図る」ことが⽰されました。 

このような状況を踏まえ、資⾦配分機関が所管する競争的研究費の各制度においてエフォ
ートの申告、状況確認、報告に係る標準的な⼿続を設定するとともに、研究機関が保管・提
出すべき書類を統⼀することにより、エフォート管理に関する⼿続の簡素化及び合理化を実
現し、エフォート管理の拡⼤を推進することとなり、⽣研⽀援センターにおいても令和２年
４⽉から適⽤することとなりました。 

 
（１）エフォートの定義 

エフォートとは、研究者の全仕事時間 100％に対する当該研究の実施に必要とする時間の
配分割合（％）とします。エフォートの考え⽅は、以下のとおりです。 

エフォート（プロジェクト従事率（年間）） 
＝ 当該プロジェクト従事時間 ÷ 年間の全仕事時間（※） 
（※）裁量労働制が適⽤されている場合は、みなし労働時間とする。 

 
（２）エフォートの申告等を求める対象者 

原則として委託事業の直接経費から⼈件費を⽀出する全ての研究者とします。当該プロジ
ェクトに従事するエフォートに応じて⼈件費を計上することが可能です。 

（３）実施⽅法 
エフォートの申告等に係る実施⽅法については、原則以下のとおりとします。 
① エフォートの決定⽅法 

エフォートは、１％刻みで設定可能です。（⼩数点以下の端数処理は切り捨てとしま 
す。）なお、５％から１００％の５％刻みとすることも可能とします。 

② エフォートの申告等に関する⼿続 
エフォートの申告等に関する⼿続は、別添の「申告等に係る⼿続」のとおり。 

（４）証拠書類 
構成員がエフォート管理に伴い必要となる証拠書類は、以下のとおりとし、原則、本証拠

書類以外の提出を求めません。構成員においては、以下に記載する書類を適切に保管し、⽣
研⽀援センターからの求めに応じ提出してください。 

エフォートの申告等に係る証拠書類は、（３）の②の別添「申告等に係る⼿続き」に記載
される「エフォート証明書（参考様式９）」、「エフォート申告書（参考様式１０）」、
「従事状況報告（参考様式１１）」、「エフォート報告書（参考様式１２）」とします。 

ただし、構成員独⾃の様式で適切な管理を⾏っている場合はそれに替えることが可能で
す。 

「エフォート証明書（参考様式９）」については、プロジェクト雇⽤開始時及び申告した
エフォートの変更が必要となった場合に経理・契約担当課へ提出してください。 

「エフォート申告書（参考様式１０）」及び「従事状況報告（参考様式１１）」は、研究
代表者から所属研究機関へ提出し所属研究機関で保管してください。なお、⽣研⽀援センタ
ーが提出を求めた場合には、提出できるようにしてください。 

「エフォート報告書（参考様式１２）」は、「⼈件費精算書（参考様式１３）」と併せ
て、実績報告書の確認資料として経理・契約担当課に提出してください。 

（５）その他 
① 構成員は、申告したエフォートに相当する分は、研究者が当該委託業務を確実に実施

できるよう研究機関内の業務を効率化する等の⼯夫を⾏うことにより、エフォートに応
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じた研究時間の確保に努めてください。 
② ⽣研⽀援センターにおいては、適正な執⾏を確保するため、当該エフォート管理の実

施状況に疑義が⽣じた場合やその他必要な場合は、当該エフォート管理の状況報告を求
めるとともに、証拠書類の記載が適切でなかった等、適切に管理されていないことが確
認された場合には、研究機関に対して、当該エフォート管理の是正を求めることや⼈件
費等に充当した額の⼀部⼜は、全部を返還させることとします。なお、その確認にあた
っては、必要に応じて、本証拠書類以外に研究者等の雇⽤にあたり構成員において通常
整備される書類の提出を求める場合があります。 
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別添（（３）の②関係） 
申告等に係る⼿続き（研究代表者の場合）[別添 ⼿続きフロー図参照] 
（所属研究機関から⽣研⽀援センターへの⼿続き「エフォート証明書（参考様式９）」提出） 
 
 
 
 

○プロジェクト雇⽤開始時 
⽣研⽀援センターの求めに応じ、研究機関は、当該委託業務に従事する者のうちエフォ

ートにより管理される研究者に関して、当該委託業務での雇⽤を開始する前に「エフォー
ト証明書（参考様式９）」を⽣研⽀援センターに提出する。 

また、当該委託業務に複数のエフォート管理適⽤者がいる場合は、まとめて提出するこ
と。 

○エフォート変更時 
研究機関は、申告したエフォートの変更が必要となった場合は、再度変更した「エフォ

ート証明書（参考様式９）」を⽣研⽀援センターに提出する。 
 
（所属研究機関内の⼿続き「エフォート申告書（参考様式１０）」を所属機関へ提出） 

ア）委託業務雇⽤開始時 
当該委託業務に従事する研究者のうちエフォートにより管理される研究者に関しては当

該委託業務での雇⽤を開始する前に、研究代表者から「エフォート申告書（参考様式１
０）」を所属研究機関に提出する。 

申告したエフォートの変更が必要となった場合は、上記⼿続きにより、「エフォート申
告書（参考様式１０）」を所属研究機関に再度提出する。 

 
 
 

イ）従事状況報告 
エフォートにより管理される研究者は、委託業務への従事状況について、「従事状況報

告（参考様式１１）」を記載し、研究代表者へ提出する。研究代表者は、内容を確認し、
記名のうえ、所属研究機関に提出する。提出を求める期間（半年に⼀回は最低限提出が必
要）については、所属研究機関が定めることとする。 

また、⽣研⽀援センターから提出を求められた場合には、所属研究機関は、「従事状況報
告（参考様式１１）」（写）を⽣研⽀援センターに提出する。従事状況報告については、
所属研究機関において独⾃に適切な管理を⾏っている場合は、それに替えることを可能と
する。 

 
 

   ※ ⽣研⽀援センターから提出を求められた場合には、所属研究機関は、「従事状況報告（参考様式１１）」
（写）を⽣研⽀援センターに提出する。 

ウ）委託業務完了時 
研究代表者は、従事期間中の毎年度終了時に「エフォート報告書（参考様式１２）」を

所属研究機関に提出する。 
 
 

※「エフォート報告書（参考様式１２）」は、「⼈件費精算書（参考様式１３）」と併せて、実績報告書の
確認資料として⽣研⽀援センターに提出してください。 

所属研究機関 ⽣研⽀援センター 
(提出) 

研究代表者 所属研究機関 

(提出) 

研究代表者 所属研究機関 ⽣研⽀援センター 

(提出) (提出) 

研究代表者 所属研究機関 

(提出) 
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別添（（３）の②関係） 
申告等に係る⼿続き（研究分担者の場合）１／２[別添 ⼿続きフロー図参照] 
 
 
 
 
（所属研究機関Ｂから⽣研⽀援センターへの⼿続き） 
 
 
 

○プロジェクト雇⽤開始時 
⽣研⽀援センターの求めに応じ、研究機関Ｂは、当該委託業務に従事する研究者のうちエ

フォートにより管理される研究者に関して、当該委託業務での雇⽤を開始する前に「エフォ
ート証明書（参考様式９）」を⽣研⽀援センターに提出する。 

また、当該委託業務に複数のエフォート管理適⽤者がいる場合は、まとめて提出すること
とする。 
○エフォート変更時 

⽣研⽀援センターの求めに応じ、研究機関Ｂは、申告したエフォートの変更が必要となっ
た場合は再度変更した「エフォート証明書（参考様式９）」を⽣研⽀援センターに提出す
る。 

 
（所属研究機関内の⼿続き） 

ア）委託業務雇⽤開始時 
当該委託業務に従事する研究者のうちエフォートにより管理される研究者に関しては当

該委託業務での雇⽤を開始する前に、研究分担者から「エフォート申告書（参考様式１
０）」を所属研究機関Ａに提出するとともに研究代表者にも求めに応じ報告する。所属研
究機関Ａは、所属研究機関Ｂに当該申告書を求めに応じ提出する。 

申告したエフォートの変更が必要となった場合は、上記⼿続きにより、「エフォート申
告書（参考様式１０）」を所属研究機関に再度提出する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

所属研究機関Ｂ ⽣研⽀援センター 
(提出) 

※所属研究機関Ａは研究分担者が所属する研究機関、 
所属研究機関Ｂは研究代表者が所属する研究機関とした場合 

研究分担者 所属研究機関Ａ 所属研究機関Ｂ 

研究代表者 

(提出) (提出) 

(報告) 
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別添（（３）の②関係） 
申告等に係る⼿続き（研究分担者の場合）２／２[別添 ⼿続きフロー図参照] 
 
 
 

イ）従事状況報告 
エフォートにより管理される研究者は、委託業務への従事状況について「従事状況報告

（参考様式１１）」を記載し、研究分担者へ提出する。研究分担者は、内容を確認し、記
名のうえ、所属研究機関Ａに提出するとともに研究代表者にも求めに応じ報告する。所属
研究機関Ａは、所属研究機関Ｂに「従事状況報告（参考様式１１）」を求めに応じ提出す
る。提出を求める期間（半年に⼀回は最低限提出が必要）については、所属研究機関が定
めることとする。 

また、⽣研⽀援センターの求めに応じ、所属研究機関Ｂは、「従事状況報告（参考様式
１１）」（写）を⽣研⽀援センターに提出する。従事状況報告については、所属研究機関
において独⾃に適切な管理を⾏っている場合は、それに替えることを可能とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※⽣研⽀援センターから提出を求められた場合には、所属研究機関は、「従事状況報告（参考様式１１）」
（写）を⽣研⽀援センターに提出する。 

 
ウ）委託業務完了時 

研究分担者は、従事期間中の毎年度終了時に「エフォート報告書（参考様式１２）」を
所属研究機関Ａに提出するとともに研究代表者にも求めに応じ報告する。所属研究機関Ａ
は、所属研究機関Ｂに求めに応じ提出する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※「エフォート報告書（参考様式１２）」は、「⼈件費精算書（参考様式１３）」と併せて、実績報告
書の確認資料として⽣研⽀援センターに提出してください。 

  

(提出) 
研究分担者 所属研究機関Ａ 所属研究機関Ｂ 

研究代表者 

(提出) 

(報告) 

研究分担者 所属研究機関Ａ 所属研究機関Ｂ 
⽣研⽀援 
センター 

研究代表者 

(提出) (提出) (提出) 

(報告) 

※所属研究機関Ａは研究分担者が所属する研究機関、 
所属研究機関Ｂは研究代表者が所属する研究機関とした場合 
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別添（（３）の②関係）⼿続きフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低限半年毎に報告が必要 
提出を求める期間は所属研究機関にて定める 
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◇エフォートの定義

研究者の年間の全仕事時間100％に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合（％）

対象者

原則として、委託事業の直接経費から人件費を支出する全ての研究者

（雇用形態は、「年俸制」「月俸制」のみ）

ただし、研究補助者及び派遣会社から派遣されている派遣職員は対象外

【研究員の区分】

人 件 費

請求単位
雇用形態

エフォート管理について

従 事 日 誌 等

②
エフォート率で人件費

を計上する研究員
月単位

月俸制

年俸制

「作業日誌[経理様式４]」

事前に「エフォート証明書[参考様式９]」を提出

※裁量労働制勤務が適用されている職員は

　みなし労働時間とする。

÷

研究者の全仕事時間とは、研究活動の時間のみを

指すのでは無く、管理業務等を含めた実質的な全

仕事時間

③
人件費を計上しない研

究員
－ － －

時給制

日給制

＝
年間の

全仕事

時 間

エフォート

（プロジェクト１１

　　従事率[年間]）

当該プロ

ジェクト

従事時間

時間/日単位で人件費を

計上する研究員
①

区分

時間単位

日単位

雇用形態が「年俸制」であっても職種が『コーディネー
ター』など委託業務に直接従事しない者は対象外で
す。 
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エフォート適用者について、当該年度末に報告の「委託試験研究実績報告書」 
添付書類「研究項目別の分担」の備考欄に【エフォート適用】と記載すること。 
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１６．競争的研究費の直接経費から研究代表者の⼈件費の⽀出について 
（※本取扱いは令和２年度以降、新たに公募するものから適⽤となります。 

なお、令和 2 年４⽉以前の公募において採択された場合であっても、令和４年度に事     
業を実施している場合には適⽤となります。） 

（概要） 
「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の⼈件費の⽀出について」（令和 2 年

10 ⽉ 9 ⽇競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）（以下「PI 実施⽅針」）に
基づき、以下の通り、⽣研⽀援センター委託事業において、直接経費からの研究代表者等
の⼈件費⽀出を可能とする。 

「PI 実施⽅針」については、各種資料Ⅱ−３．「競争的研究費の直接経費から研究代表 
者の⼈件費の⽀出について」を参照願います。 

 
（１）対象者 

⽣研⽀援センター委託事業による研究課題の研究代表者（以下､「PI」という。）及び研
究分担者（各研究機関における研究実施責任者）となる者を対象とする。 

（２）⽀出額 
「PI 実施⽅針」の定めるとおり、PI の年間給与額に、年間を通じて研究活動に従事する 

エフォート（研究者の全仕事時間 100％に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分
割合）を乗じた額とすることを原則として、研究開発課題の実施に⽀障のないよう、上記
額の範囲内で PI が設定する。研究分担者についても、PI と同様の扱いとする。 

（３）⽀出条件 
「PI 実施⽅針」の定める条件どおり、以下の全ての条件を満たす場合のみ直接経費から

PI の⼈件費を⽀出することを可能とする。研究分担者についても、PI と同様の扱いとす
る。 

① 直接経費に PI の⼈件費（の⼀部）を計上することについて、PI 本⼈が希望してい 
ること。 

② PI が所属する研究機関において、確保した財源を研究⼒向上のために適切に執⾏す 
る体制が整備されていること。 

③ PI が所属する研究機関において、研究の業績評価が処遇へ反映されるなどの⼈事給 
与マネジメントを実施していること。 

（４）研究機関において実施すべき事項等 
「PI 実施⽅針」に定める内容どおり、各研究機関においては以下の事項を実施する必要 

がある。 
※ 本制度の利⽤に当たり体制の整備状況や策定した活⽤⽅針を⽣研⽀援センター
（事業担当課）に届け出ること。 

① 財源の活⽤後には活⽤実績を報告すること。 
② 研究者の処遇改善の趣旨を踏まえた適正な仕組みを構築し、運⽤すること。 
③ バイアウト制の利⽤により業務の代⾏が発⽣する場合は、エフォートについて特に 

適切管理すること。 
（５）⽣研⽀援センターの対応 

① ⼿続等 
研究機関が直接経費から PI の⼈件費⽀出を⾏う場合には次の書類を提出し⼿続を 

⾏うこと。 
【研究計画実施前より決定している場合】 

（a）計画の⼈件費予算に計上 
（b）研究項⽬別の分担（備考欄に PI の⼈件費計上と記⼊） 
（c）エフォート証明書（備考欄に PI の⼈件費計上と記⼊） 
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【研究遂⾏時での計上決定の場合】 
変更届に PI ⼈件費の⽀出を⾏うことを記し、上記（a）（b）の書類を添付して提出す 
ること。 
なお、予想される計上⾦額が費⽬間流⽤の範囲内であっても、事前に当該事業担当に確 
認の上、上記⼿続きを実施すること。 

② ⼈件費の計上について 
⼈件費におけるエフォート適⽤者と同様の事務⼿続きを⾏うこと。（⼈件費精算 

書、従事状況報告書の作成等） 
③ 届出・報告等 

本制度を実施した研究機関は、「PI 実施⽅針」に定める内容のとおり、体制整備状 
況（参考様式 14）や策定した活⽤⽅針（参考様式 15）を参考に研究機関の様式で可 
能）を、事前に上記（４）に従い提出すること。 

また、財源の活⽤後には活⽤実績を上記（４）に従い提出すること。 
体制整備状況、活⽤⽅針を⼀度提出した場合は、⾒直しが発⽣しなければ再提出は 

     不要。 
活⽤実績については参考様式 16 により、翌年度の 6 ⽉ 30 ⽇までに⽣研⽀援センタ 

ー研究管理課あて電⼦媒体で提出すること。 
活⽤⽅針に沿って執⾏されていない場合は研究機関に対して確認し、必要に応じて 

改善を求める等、必要な措置を講ずることとする。 
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１７．競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代⾏経費を⽀出可能とする⾒直し（バイア
ウト制度の導⼊）について 

（※本取扱いは令和２年度以降、新たに公募するものから適⽤となります。 
なお、令和 2 年４⽉以前の公募において採択された場合であっても、令和４年度に事 

業を実施している場合には適⽤となります。） 
（概要） 

「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代⾏経費を⽀出可能とする⾒直し 
（バイアウト制度の導⼊）について」（令和２年 10 ⽉９⽇競争的研究費に関する関係 
府省連絡会申し合わせ）（以下「バイアウト実施⽅針」という。）に基づき、以下の通 
り、⽣研⽀援センター委託事業において、直接経費から研究以外の業務の代⾏経費の⽀ 
出を可能とします。 

「バイアウト実施⽅針」については、各種資料Ⅱ−４．「競争的研究費の直接経費か 
ら研究以外の業務の代⾏経費を⽀出可能とする⾒直し（バイアウト制度の導⼊）につ 
いて」を参照願います。 
 

（１）対象者 
⽣研⽀援センター委託事業による研究課題の研究代表者（以下､「PI」という。）及 

び研究分担者（各研究機関における研究実施責任者）となる者を対象とする。 
（２）⽀出可能となる経費 

「バイアウト実施⽅針」の定めるとおり、研究開発課題に専念できる時間を拡充する 
ために、PI 本⼈の希望により、その者が所属研究機関において担っている業務のうち、 
研究以外の業務（講義等の教育活動やそれに付随する事務等。なお、「研究」には、当 
該競争的研究費により実施される研究以外の研究も含む。）の代⾏に係る経費（以下 
「代⾏経費」という。）の⽀出を可能とする。バイアウト制度の適⽤によって確保され 
る時間（エフォート）は、バイアウト制度を利⽤した研究開発課題に対してのみ、適切 
に充当すること。研究分担者についても、PI と同様の扱いとする。 

（３）研究機関において実施すべき事項等 
「バイアウト実施⽅針」に定める内容どおり、研究機関においては以下の事項を実施

している必要がある。研究分担者についても、PI と同様の扱いとする。 
● 研究者の研究時間の確保という、バイアウト制度の趣旨を踏まえた適正な仕組み 

を構築し、運⽤すること。 
● 本制度の利⽤に当たり整備した規定等を⽣研⽀援センターに届け出ること。研究 

機関においては以下の事項を実施している必要がある。 
● PI が希望する業務の代⾏に関し、当該 PI との合意に基づき、その内容や費⽤等 

の必要な事項について各研究機関のバイアウト制度の仕組みに則った代⾏要員の確 
保等により代⾏を実施すること。 

● 複数の研究費を合算して代⾏を実施する場合は、経費分担の根拠を明確にし、各 
経費間で重複がないよう、適切な経費配分を⾏うこと。 

● 直接経費により PI ⼈件費が⽀出される場合は、エフォートについて特に適切に 
管理すること。 

（４）⽣研⽀援センターの対応 
① ⼿続等 

 直接経費からバイアウト経費を⽀出する場合は、「その他（諸経費）」で計上。 
研究遂⾏時での計上決定の場合は、予想される計上⾦額が費⽬間流⽤の範囲内で 

あっても、事前に当該事業担当に確認の上、必要な⼿続きを実施すること。 
本制度の実施に当たり、整備した規定等を⽣研⽀援センターに上記（３）に従い 

提出すること。 
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② バイアウト費⽤の計上について 
バイアウト費⽤を計上する場合は、研究機関のバイアウト制度の仕組み（基準

等）に則り、合理的な算出根拠で算定した費⽤を、「その他（諸経費）」に計上す
ること。（証拠書類を整備のこと） 

なお、バイアウト経費の⽀出に変えて、増加したエフォート分を⼈件費⽀出とす 
る場合には、エフォート変更⼿続きを⾏ったうえで、ＰＩ⼈件費の⽀出⼿続きによ 
り実施すること。 

② その他 
研究機関の構築した仕組みの運⽤状況等に疑義が⽣じた場合は、運⽤状況の報告 

を求めることができるほか、「バイアウト実施⽅針」の内容に反していることが確 
認された場合には、研究機関に対して運⽤⽅法の是正や、バイアウト経費の返還 
等、必要な措置を講ずることとする。 
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１８．競争的研究費におけるＲＡ経費等の適正な⽀出の促進について 
（※本取扱いは令和２年度以降、新たに公募するものから適⽤となります。 

なお、令和 2 年４⽉以前の公募において採択された場合であっても、令和４年度に事 
業を実施している場合には適⽤となります。） 

 
博⼠課程学⽣の処遇の改善について 

⽣研⽀援センターでは、科学技術・イノベーション基本計画（令和３年３⽉２６閣議決
定）における推進⽅策※を踏まえ、博⼠課程（後期）学⽣をＲＡ（リサーチアシスタント） 
として雇⽤し、その際の給与⽔準について、経済的⽀援を充実すべく、博⼠後期課程在籍学
⽣の約３割が⽣活費相当程度と受給できることを推奨します。 

研究の遂⾏に必要な博⼠課程学⽣を積極的にＲＡ等として雇⽤するとともに、業務の性質
や内容に⾒合った単価を設定し、適切な勤務管理の下、業務に従事した時間に応じた給与を
⽀払うこととしてください。 

 
※「優秀な学⽣、社会⼈を国内外から引き付けるため、⼤学院⽣、特に博⼠課程（後期）学⽣

に対する経済的⽀援を充実すべく、博⼠後期課程在籍学⽣の約３割が⽣活費相当額程度を受
給できることを⽬指すことが数値⽬標として掲げられ、「競争的研究費や共同研究費からの
博⼠後期課程学⽣に対するリサーチアシスタント（ＲＡ）としての適切な⽔準での給与⽀給
を推進すべく、各事業及び⼤学等において、ＲＡ等の雇⽤・謝⾦に係るＲＡ経費の⽀出のル
ールを策定し、2021 年度から順次実施する。」とされており、各⼤学や研発開発法⼈におけ
るＲＡ（リサーチアシスタント） 等としての博⼠課程学⽣の雇⽤の拡⼤と処遇の改善が求
められている。」 

 
【博⼠課程(後期)学⽣をＲＡとして雇⽤する際の留意点】 

・第６期科学技術・イノベーション基本計画では博⼠後期課程学⽣が受給する⽣活費相当額   
は、年間 180 万円以上としている。さらに、優秀な博⼠後期課程学⽣に対して経済的不安を 
感じることなく研究に専念できるよう研究奨励⾦を⽀給する特別研究員（DC）並みの年間
240 万円程度の受給者を⼤幅に拡充するとしています。 
・「ポストドクター等の雇⽤・育成に関するガイドライン」では、研究プロジェクトの遂⾏ 
のために博⼠後期課程学⽣を雇⽤する場合の処遇について、「競争的研究費等で雇⽤される 
特任助教等の平均的な給与の額等を勘案すると、2,000 円から 2,500 円程度 の時間給の⽀払 
いが標準的となるものと考えられる。」と⽰しています。 
・具体的な⽀給額・⽀給期間等については、研究機関にてご判断してください。上記の⽔準 
以上⼜は⽔準以下での⽀給を制限するものではありません。 
・学⽣をＲＡ等として雇⽤する際には、過度な労働時間とならないよう配慮するとともに、 
博⼠課程学⽣⾃⾝の研究・学習時間とのバランスを考慮してください。 

 
＊研究計画書等における計上可能経費の明確化について 

ＲＡ等博⼠課程学⽣向けの経費計上を⾏う場合は、試験研究計画書「研究実施体制図」及 
び委託試験研究実績報告書の添付書類「研究項⽬別の分担」にＲＡとして雇⽤することが分 
かるように記載を⾏ってください。 

 
 

RA（リサーチアシスタント）：⼤学等が⾏う研究プロジェクト等の研究補助業務を⾏い、これに対する⼿当 
を⽀給される⼤学院学⽣を指す。RA 経費等とは、RA の雇⽤に係る経費及びこれに類する、当該競争的研究費 
プロジェクトへの参画の対価として博⼠課程学⽣に⽀払うための経費を指す。 

本取扱において、博⼠課程学⽣には、博⼠前期課程（修⼠課程を含む。）学⽣、博⼠後期課程学⽣、４年制博 
⼠課程学⽣、５年⼀貫制博⼠課程学⽣も含む。 

「科学技術・イノベーション基本計画」においては、博⼠後期課程学⽣への⽀援が⽬標として掲げられている 
が、本取扱では、上記定義の博⼠課程学⽣を対象に RA 経費等の適正な⽀出の促進を図ることとする。 
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１９．⼈件費の算定等の適正化について 
 

１．⼈件費の基本的な考え⽅ 
 
（１）⼈件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業時間

に対する給料その他⼿当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により
構成要素ごとに計算する必要がある。 

また、試験研究計画書「研究実施体制図」及び委託試験研究実績報告書の添付書類「研
究項⽬別の分担」に事業従事者の役職及び⽒名を記載すること。 

 
⼈件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 
※１ 時間単価 

時間単価については、事業従事者⼀⼈⼀⼈について算出する。 
以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 
・事業従事者に変更があった場合 
・事業従事者の雇⽤形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇⽤された等） 
・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 
・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）が当該
委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 
※２ 直接作業時間数 

① 正職員、出向者及び嘱託職員 
直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上す

ること。 
② 管理者等 

原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間
外労働時間（残業・休⽇出勤等）を含めることはできない。 

ただし、当該委託事業の遂⾏上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労
働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休
⽇出勤等）を含めることができることとする。 

 
（２）⼀の委託事業だけに従事することが、雇⽤契約書等により明らかな場合は、上記によら

ず次の計算式により算定することができる 
 

⼈件費＝ ⽇額単価× 勤務⽇数 
 
⼈件費＝ 給与⽉額× 勤務⽉数（１⽉に満たない場合は、⽇割り計算による） 
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２．実績単価による算定⽅法 
 

時間単価は以下の計算⽅法（以下「時間単価計算」という。）により算定する。（円未満は
切り捨て。／算定根拠の[⽀給額]及び[労働時間]は、前年度実績値を⽤いること。以下、本項
⽬内においては同じ。） 

 
＜実績単価の算定⽅法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る）及び嘱託職員の⼈件費
時間単価の算定⽅法 
 

原則として下記により算定する。 
 

⼈件費時間単価＝（年間総⽀給額＋年間法定福利費等）÷ 年間理論総労働時間 
 

・年間総⽀給額及び年間法定福利費の算定根拠は「前年⽀給実績」を⽤いるものとする。 
ただし、中途採⽤など前年⽀給実績による算定が困難な場合は、別途協議のうえ定める

ものとする（以下、同じ。）。 
・年間総⽀給額は、基本給、管理職⼿当、都市⼿当、住宅⼿当、家族⼿当、通勤⼿当等の
諸⼿当及び賞与の年間合計額とし、時間外⼿当、⾷事⼿当などの福利厚⽣⾯で⽀給されて
いるものは除外する（以下、同じ。）。 
・年間法定福利費等は、健康保険料、厚⽣年⾦保険料（厚⽣年⾦基⾦の掛⾦部分を含
む。）、労働保険料、児童⼿当拠出⾦、⾝体障害者雇⽤納付⾦、労働基準法の休業補償及
び退職⼿当引当⾦の年間事業者負担分とする（以下、同じ。）。 
・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業⽇数を算出し、就業規則等
から１⽇あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以下、同
じ。）。 

 
○出向者の時間単価の算定⽅法 

出向者（給与等の⼀部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記によ
り算定する。 

 
⼈件費時間単価＝ 
委託先が負担する(した)（年間総⽀給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

 
・事業従事者が出向者である場合の⼈件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する
給与等が委託先以外（出向元等）から⽀給されているかどうか確認するとともに、上記計
算式の年間総⽀給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに
注意すること。 
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○管理者等の時間単価の算定⽅法 
原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得ず

時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確定時に
適⽤する。 

 
（１）原則 
 

⼈件費時間単価＝（年間総⽀給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 
 
 
（２）時間外に従事した場合 

 
⼈件費時間単価＝（年間総⽀給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間 

 
・時間外の従事実績の計上は、業務⽇誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間
を⽴証できる場合に限る。 
・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び⾃主事業等における時間
外の従事時間数の合計。 

 

３．受託単価による算定⽅法 
 

委託先（地⽅公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合、同
規程等における単価（以下、「受託単価」という。）の構成要素（積算根拠）を明確にするこ
とで、受託単価による算定を認める。 

ただし、受託単価の上限は、１２，５００円（1 時間）を超えることは出来ない。 
委託契約締結時または委託契約締結後に、受託単価の構成要素を精査します。 
 
○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課⻑級、係⻑級などに対応した単価）に対応しているか 
イ 受託単価に⼈件費の他に技術経費、⼀般管理費、その他経費が含まれている場合は、

⼈件費の他の経費単価及びその根拠を明確にすること 
ウ 受託単価に技術経費、⼀般管理費等が含まれている場合は、委託試験研究実施計画書

及び委託試験研究実績報告書の経費の区分欄に計上する間接経費に重複計上されていな
いか確認すること 

エ 上記２実績単価において積算した⼈件費時間単価との⼤幅な乖離がないか。 
   オ 委託費の計上については、実費弁済の考え⽅をとっていることから利益率を付加する

ことは認められません。 
 

＜受託単価による算定⽅法＞ 
○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使⽤すること。 

ただし、受託単価の上限は、１２，５００円（1 時間）を超えることは出来ない。 
 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 
事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、

嘱託職員受託単価が規定されている場合はそれぞれの受託単価を使⽤することができる。 
ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、⼀部のみ負

担、諸⼿当が⽀給されていない等多様であるため、適⽤する受託単価の構成要素のうち⼈
件費分について精査し、前述する実績単価により算出された⼈件費単価を超えることは出
来ない。  
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４．その他の算定⽅法 
   １９．２．実績単価、１９．３．受託単価による算定⽅法のほか、１５．エフォート管理

による算出、⽣研⽀援センター以外の資⾦配分機関で決められている健康保険等級（健保等
級）に基づく労務費単価表等による算定を認める。 

 
５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

① ⼈件費の対象となっている事業従事者毎の業務⽇誌を整備すること。（当該委託事業の 
従事時間と他の事業及び⾃主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないこ 
とに留意する。） 

② 業務⽇誌の記載は、事業に従事した者本⼈が原則毎⽇記載すること。（数週間分まとめ 
て記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよ 
う適切に管理すること。） 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労 
働（残業・休⽇出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

・委託事業の内容から、平⽇に所定時間外労働が不可⽋な場合。・委託事業の内容か
ら、休⽇出勤（例：⼟⽇にシンポジウムを開催等）が必要である場合で、委託先が休⽇
⼿当を⽀給している場合。ただし、⽀給していない場合でも委託先において代休など振
替措置を⼿当している場合は同様とする。 

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等に 

おける移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができ 
るが、出張⾏程に⾃主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を⾏う必要がある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況 
を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿） 
等帳票類と⽭盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名す 
る。 
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２０．安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） 
 

我が国では、国際的な平和及び安全の維持を⽬的に、外国為替及び外国貿易法（以下「外
為法」という。）に基づき輸出管理（※１）を実施しています。外為法で規制されている貨
物の輸出や外国への技術提供を⾏おうとする場合、事前に経済産業⼤⾂の許可を受ける必要
があります。このため、本事業において、貨物の輸出や技術の外国への提供を予定している
場合には、その貨物⼜は技術の確認を（また、要する場合には許可申請を）お願いします。 
（※１）我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①輸出貿易管理令別表第

１及び外為令別表第１に記載の品⽬のうち⼀定以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）
を輸出（提供）しようとする場合に、経済産業⼤⾂の許可が必要となる制度（リスト規
制）と、②リスト規制に該当しない貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合で、軍
事転⽤されるおそれがある場合（⽤途要件・需要者要件⼜はインフォーム要件を満たした
場合）に、経済産業⼤⾂の許可を必要とする制度（キャッチオール規制）から成り⽴って
います。 

 
貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象です。リスト規制技術を国外に提供す

る場合や、国内であっても⾮居住者等（特定類型（※２）に該当する居住者を含む。）に提
供する場合には、事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試
料・試作品などの技術情報を、紙・メール・DVD・USB メモリなどの記録媒体で提供する
ことはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた技術⽀援、セミナーでの知識の提
供なども含まれます。外国からの留学⽣や研究者の受⼊れや、共同研究等の活動の中にも規
制対象となる技術提供が含まれている場合がありますので注意が必要です。 
（※２）「外国為替及び外国貿易法第 25 条第１項及び外国為替令第 17 条第２項の規定に基づ

き許可を要する技術を提供する取引⼜は⾏為について」1. (3)サ①〜③に規定する特定類型
を指します。 

 
また、外為法に基づき、リスト規制貨物の輸出⼜はリスト規制技術の外国への提供を業と

して⾏う場合には、安全保障貿易管理の体制構築を⾏う必要があります（※３）。このた
め、本事業により取得したリスト規制貨物の輸出⼜はリスト規制技術の外国への提供を予定
している場合⼜はその意思を有する場合、安全保障貿易管理体制の整備をお願いします。万
が⼀、外国へのリスト規制技術の提供を予定している⼜はその意思がある場合であって、安
全保障貿易管理体制を整備していない場合には、本事業実施期間中⼜は技術提供・輸出を⾏
うまでに体制整備をお願いします。 
（※３） 輸出者等は外為法第 55 条の 10 第１項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守する

義務があります。また、ここでの安全保障貿易管理体制とは、「輸出者等遵守基準」に
ある管理体制を基本とし、リスト規制貨物の輸出⼜はリスト規制技術の外国への提供を
適切に⾏うことで未然に不正輸出等を防ぐための、組織の内部管理体制を⾔います。 

 
 
（参考）安全保障貿易管理の詳細は、以下のガイダンス等をご覧ください。 
○ 安全保障貿易管理（全般） 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 
○ Q&A 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html 
○ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（⼤学・研究機関⽤） 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishuk
anri03.pdf 

○ ⼤学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf 

※企業向けは⼀般財団法⼈安全保障貿易管理センターのモデル CP も参照ください。 
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https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html 
○ 安全保障貿易ガイダンス（⼊⾨編） 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html 
○ ⼤学・研究機関向け、及び中⼩企業等向けの説明会、アドバイザー派遣等事業 

（⼤学・研究機関向け） https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku.html 
（中⼩企業等向け）     https://www.meti.go.jp/policy/anpo/chusho.html 
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２１．マッチングファンド(MF)について 
 (対象事業：イノベーション創出強化研究推進事業、戦略的スマート農業技術等の開発・改良) 
   

マッチングファンド⽅式を適⽤している構成員は、契約書【特記事項１】のマッチングファ
ンドについて必ずご確認ください。 

 
（１）委託費計上費⽬の体系 

①直接経費 (P. 11(１)委託費計上費⽬の体系 ②競争的研究費(競争的資⾦含む。)参照)  
②設備備品の減価償却費 

過去に⾃⼰資⾦で購⼊したことが証明できるもので、当該委託試験研究⽤として管理⽇誌
等により利⽤実績が確認できること。 
③試験研究⽤消耗品 

委託研究契約締結前に保有していた試験研究⽤消耗品(試薬・材料等のみとし、コピー⽤紙
等の汎⽤品は対象外) 

過去に⾃⼰資⾦で購⼊したことが証明できるもので、棚卸資産台帳等により直近の在庫の
確認ができるもの。 

 
※②及び③の計上においては、適切な資産及び資⾦管理ができるよう、当該⺠間企業等の中   
に資産管理部⾨があることを条件とします。 

 
 
【注意事項】 
１ ⺠間企業等が委託期間において負担する⾃⼰資⾦の⾦額は、実施計画書に記載のとおりと

します。 
予算(積算)や実施計画書に記載のとおり、委託費と⾃⼰資⾦を明確に区分し執⾏してくださ 
い。 

 
２ ⾃⼰資⾦についても、専⽤の帳簿を備え、収⼊⽀出の額を経費項⽬に従って記載し、その 

出納を明らかにしておく必要があります。 
 

３ 委託費分と⾃⼰資⾦分のそれぞれの帳簿や証拠書類等を分けてファイリングを⾏い、保管 
してください。 

 
４ 年度毎の精算時において、⾃⼰資⾦の⽀出実績が不⾜し、マッチングファンド条件を満た   

さない場合は、マッチングファンド条件を満たすまで、委託費を財源に⽀出された経費を⾃   
⼰資⾦に振り替えることとし、振り替えを⾏ったことにより過払いとなった委託費は、⽣研 
⽀援センターへ返還していただきます。 

 
５ マッチングファンド⽅式の⾃⼰資⾦については、翌年度への繰越は原則認められません

が、年度毎の経費の精算時において、⾃⼰資⾦の⽀出実績が、マッチングファンド条件にお
ける⾃⼰資⾦の額を超過する場合には、⽣研⽀援センターが認めた場合に限り、当該超過額
を次年度の⾃⼰資⾦に含めることが可能です。 
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２２．⺠間企業が⾃ら⽀出した研究費⽤に係る実績報告 
（戦略的イノベーション創造プログラム及びムーンショット型農林⽔産研究開発事業 
のみ適⽤） 

 
本事業による委託研究を受託する⺠間企業⼜は協⼒機関として参画する⺠間企業がある 

場合、当該⺠間企業は⾃らも負担して、研究開発項⽬に⽰す達成⽬標の実現に向けた研究 
開発等の着実な推進、委託研究の実施により得られた成果の実⽤化・事業化、普及に努め 
てください。 

代表機関は、構成員⼜は協⼒機関として参画した⺠間企業が⾃ら⽀出した研究費⽤（以 
下「⺠間投資という。」について、「⺠間投資集計表」（経理様式２０）に取りまとめの 
上、⽣研⽀援センターが別途指⽰する期⽇までに、⽣研⽀援センターへ提出してくださ
い。⺠間投資の範囲及び当該⺠間投資に計上できる経費は以下のとおりとします。 

 
① ⺠間投資の範囲 

研究開発項⽬に⽰す達成⽬標の実現に向けた研究開発等の着実な推進、委託研究の
実施により得られた成果の実⽤化・事業化、普及を⽬的として、委託研究を受託する
⺠間企業及び委託研究を受託せずに当該委託研究の実施に協⼒する研究機関等（以下
「協⼒機関」という。）として参画する⺠間企業が⾃らの負担により⾏う投資 

 
② ⺠間投資に計上できる経費 

毎年度、当該年度の⺠間投資として計上できる経費は、次の経費とします。なお、
経費の算定に必要な単価は各⺠間企業が⽤いる単価を適⽤してください。 

  ア ①に掲げる⽬的のために、当該年度に⺠間企業が⾃⼰資⾦で⽀出した、２の
（１）及び（２）に定める直接経費、間接経費に相当する経費（間接経費の算定
は委託経費の算定⽅法に準じる。） 

  イ 委託研究契約締結前に⺠間企業が⾃⼰資⾦で取得し、①に掲げる⽬的のために
当該年度に利⽤した固定資産の減価償却費 

 ウ 委託研究契約締結前に⺠間企業が⾃⼰資⾦で取得し、①に掲げる⽬的のために
当該年度に利⽤した消耗品その他資産（「その他資産」は⾃⼰資⾦による研究開
発で取得したデータなど。イの固定資産を除く。） 

 
２３．委託業務に係る秘密保持 

委託業務に関して知り得た業務上の秘密は、委託契約期間の内外にかかわらず決して第三
者に漏らさないでください。 

また、公表を前提としている資料を除き、委託業務の実施計画書、研究成果報告書等につ
いては、評価・進⾏管理に関わる、評議委員、運営管理委員会委員、プログラムディレクタ
ー（PD）、プログラムマネージャー（PM）、研究リーダー、外部アドバイザー及び事務局
構成員に限って、秘密保持を遵守の上、⽣研⽀援センターより提供を受けることができるも
のとします。なお、⽤務終了後は速やかに⽣研⽀援センターに返却するものとします。 
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   Ⅲ 成果の取扱・知的財産権等  
 
１．⽤語の定義（事業様式 1 試験研究委託契約書第 27 条関係） 

本要領において、次に掲げる⽤語は、次の定義によるものとします。 
① 「特許権等」とは、特許権、実⽤新案権、意匠権、育成者権、回路配置利⽤権、著作権

及び不正競争防⽌法に係るノウハウ等の営業秘密を使⽤する権利をいいます。また、特許
権等を受ける権利を含みます。 

② 「ノウハウ」とは、技術上⼜は営業上の情報のうち秘匿することが可能で財産的価値が
あるものをいいます。 

③ 「発明等」とは、特許権の対象となるものの発明、実⽤新案権の対象となるものの考
案、意匠権、回路配置利⽤権及び著作権の対象となるものの創作、育成者権の対象となる
ものの育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものの案出をいいます。 

④ 「通常実施権」とは、特許権、実⽤新案権、及び意匠権を対象とした通常実施権、並び
に著作権（プログラム及びデータベースの著作物を利⽤する権利に限る）、育成者権及び
回路配置利⽤権を対象とした通常利⽤権をいいます。 

⑤ 「専⽤実施権」とは、特許権、実⽤新案権、及び意匠権を対象とした専⽤実施権、並び
に育成者権及び回路配置利⽤権を対象とした専⽤利⽤権をいいます。 

⑥ 「バックグラウンド知財」とは、委託先が委託業務開始前から保有していた特許権等及
び委託業務によらずに取得した特許権等をいいます。 

⑦ 「フォアグラウンド知財」とは、委託業務によって発⽣した特許権等をいいます。 
⑧ その他、本要領で使⽤する⽤語の定義は、特許法（昭和 34 年 4 ⽉ 13 ⽇法律第 121

号）、知的財産基本法（平成 14 年 124 ⽇法律第 122 号）及びその他の関連法令の定めに
よるものとします。 

 
２．特許権等の帰属（事業様式 1 試験研究委託契約書第 36 条関係） 

（１）構成員が委託業務を実施することで創出された発明等について、⽣研⽀援センターは  
産業技術⼒強化法第１７条（平成１２年法律第４４号）に基づき、原則として構成員か
ら当該特許権等を譲り受けないこととしています（⽇本版バイ・ドール制度の適
⽤。）。 

なお、構成員は、⽣研⽀援センターと委託業務契約を締結することにより、次の①か
ら④の事項を約し⽇本版バイ・ドール制度の適⽤を受けたものとみなされます。 

① 構成員は、研究成果に係る発明等を⾏ったときは、⽣研⽀援センターへ提出して報告  
すること。 

② 主務⼤⾂（国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構法第２２条第１項で規  
定される主務⼤⾂を指します。）の要請に応じて、⽣研⽀援センターが公共の利益のた  
めに特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、構成員は、構成員 
に帰属した当該特許権等を無償実施⼜は利⽤する権利を⽣研⽀援センター⼜は⽣研⽀援 
センターの指定する者に許諾すること。 

③ 構成員に帰属した当該特許権等が相当期間実施されておらず、かつ、当該特許権等を  
相当期間実施していないことについて正当な理由が認められないと⽣研⽀援センターが 
認める場合において、主務⼤⾂の要請に応じて、⽣研⽀援センターがその理由を明らか 
にして求めるときには、構成員は当該特許権等を利⽤する権利を第三者へ許諾するこ 
と。 

④ 構成員は、⽣研⽀援センター以外の第三者に当該特許権等の移転⼜は当該特許権等に  
ついての専⽤実施権の設定若しくは移転の承諾（以下この項において「移転等」とい 
う。）をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定す 
る場合を除き、あらかじめ⽣研⽀援センターの承認を受けること。 
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イ 構成員である当該特許権等権者が株式会社であって、その⼦会社（会社法（平成⼗
七年法律第⼋⼗六号）第⼆条第三号で規定される⼦会社を指します。）⼜は親会社
（同条第四号で規定される親会社を指します。）に移転等をする場合 

ロ 構成員が承認ＴＬＯ（⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転
の促進に関する法律（平成⼗年法律第五⼗⼆号）第四条第⼀項の承認を受けた者（同
法第五条第⼀項の変更の承認を受けた者を含みます。））⼜は認定ＴＬＯ（同法第⼗
⼀条第⼀項の認定を受けた者）に移転等をする場合 

ハ ⼄構成員が技術研組合である場合に、⼄構成員がその組合員に当該特許権等の移転
等をする場合 

 
（２）構成員が前項（１）の各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことに

ついて正当な理由がないと⽣研⽀援センターが認めるときは、構成員は当該特許権等を⽣
研⽀援センターへ無償で譲渡しなければなりません。その際、当該特許権等を既に出願し
ていた場合には⽣研⽀援センターへの名義変更を⾏い、当該特許権等を既に取得していた
場合には⽣研⽀援センターへ当該特許権等を移転するものとし、名義変更等により発⽣す
る費⽤は構成員が負担することになります。 

 
（３）構成員は、前項（１）の規定により構成員に帰属するとされた当該特許権等に係る出  

願等を⾏う場合は、出願等に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願等である旨を表
⽰しなければなりません。 

（記載例） 
「国等の委託研究の成果に係る特許出願（国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究
機構⽣物系特定産業技術研究⽀援センター「○○○○○○事業（うち△△△△プロジェク
ト）」、産業技術⼒強化法第１７条の適⽤を受けるもの）」 

 
（４）構成員は、成果報告書及びその他これに類する⽣研⽀援センターへ提出された著作物  

に係わる著作権について、⽣研⽀援センターが成果の普及等に利⽤し、⼜は当該⽬的で第 
三者に利⽤させる権利については、⽣研⽀援センターに許諾したものとします（著作権法 
第２１条から第２８条までの権利を対象とします）。当該利⽤については、著作者⼈格権 
を⾏使しないものとします。また、構成員は、著作者が構成員以外のものであるときは、 
当該著作者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置をとってください。 

 
（５）構成員が⾃らの諸事情や不正⾏為を⾏ったため、または実施計画書の⾒直し等に伴い事

業実施期間中にコンソーシアムを脱退する場合、⽣研⽀援センター⼜は他の構成員は、脱
退する構成員が研究成果の特許権等（特許権等を受ける権利を含む）の全部⼜は⼀部を、
特段な理由がない限り無償で譲り受ける権利⼜は再実施権付実施許諾を受ける権利を持ち
ます。 

また、コンソーシアムを脱退した構成員が研究成果に係る特許権等を維持する場合、当
該構成員は、コンソーシアム脱退後であっても当該特許権等に係る出願、実施、許諾、移
転⼜は放棄等を⾏おうとするときは、委託契約の特許権等の取扱い規定に基づいてこれを
⾏わなければなりません。 

 
（６）構成員間の共同研究によって発⽣した特許権等は、当該構成員間で共同出願契約を締結

した上で、当該構成員間で共有できるものとし、持分は特許権等の発⽣寄与度等に応じて
当該構成員の間で協議して決定してください。 

 
３．成果報告書の提出（事業様式 1 試験研究委託契約書第 28 条関係） 

（１）構成員は、委託業務終了時（委託業務を中⽌、⼜は廃⽌したときを含む。）には、成果    
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報告書を作成し⽣研⽀援センターへ遅滞なく提出してください。また、研究⽀援事業によ  
っては、これ以外にも成果報告書の提出を求める場合があります。成果報告書には、研究 
成果の詳細、設定した⽬標に対する達成状況及び成果の公表や発明などの技術情報を的確 
に整理し記載していただきますが、研究⽀援事業によってはこれ以外の事項の記載を求め 
ことがあります。 

 
（２）構成員は、成果報告書及びその他これに類する⽣研⽀援センターへ提出された著作物に

係わる著作権について、⽣研⽀援センターが成果の普及等に利⽤し、⼜は当該⽬的で第三
者に利⽤させる権利については、⽣研⽀援センターに許諾したものとします（著作権法第
２１条から第２８条までの権利を対象とします）。当該利⽤については、著作者⼈格権を
⾏使しないものとします。また、構成員は、著作者が構成員以外のものであるときは、当
該著作者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置をとってください。 

 
４．成果の確認（事業様式 1 試験研究委託契約書第 29 条関係） 

（１）構成員は、委託業務によって得た研究成果報告書の記載内容について、第三者の著作権
その他の権利を侵害していない事を事前に確認しなければなりません。 

 
（２）研究成果報告書の記載内容について、第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張が

あったときは、当該構成員は⾃⼰の費⽤負担及び責任においてこれに対処するものとし、
損害賠償等の義務が⽣じたときは、当該構成員がその全責任を負うことになります。 

 
５．成果の公表・普及（事業様式 1 試験研究委託契約書第 30 条関係） 

（１）構成員は、委託期間中⼜は委託期間終了後において、未公開の特許権等の技術情報や秘
匿すべきノウハウに係るものを除いて、研究成果を適切に発表⼜は公開するようにしてく
ださい。研究成果を⽣研⽀援センター以外の者に提供しようとするときは、「研究実施内
容発表事前（事後）通知書」（広報様式１）を、代表機関等を通じて⽣研⽀援センターへ
事前に提出し報告してください。内容によっては、発表時期等について相談させていただ
く場合があります。 

 
（２）構成員は、委託期間中⼜は委託期間終了後３年以内に、研究成果に係る製品が上市（市

場での取引開始等）されたとき⼜は研究成果に係る技術等を⽤いて事業化（サービスの開
始等）されたとき、研究成果に係る技術等が⽣産現場に導⼊されたときは、「研究成果普
及報告書」（広報様式３）を作成し、代表機関等を通じて⽣研⽀援センターに速やかに提
出してください。 

 
６．研究成果に関する不正な流出の防⽌（事業様式 1 試験研究委託契約書第 31 条関係） 

構成員は、研究成果について、第三者への不正な流出を防⽌するため、従業員等との間で退
職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとってください。 

構成員は、第三者へ不正に研究成果の流出があった場合、代表機関等を通じて遅滞なく⽣研
⽀援センターへ報告するとともに、不正⾏為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処して
ください。 

 
７．技術情報の封印等（事業様式 1 試験研究委託契約書第 32 条関係） 
  委託業務開始前から構成員が既に保有している技術情報のうち、当該構成員が必要とする重

要な技術情報については「封印申請書（事業様式３）」に記載し、代表機関等を通じて⽣研⽀
援センターに提出してください。この申請書が提出されたときは、⽣研⽀援センターと当該構
成員の⽴ち合いの上で封印を実施します。封印された記録は当該構成員が保管し、封印された
記録のリストは⽣研⽀援センターと当該構成員の各々が保管するものとします。 
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８．バックグラウンド知財の共有及び実施許諾 

（１）構成員は、委託業務を遂⾏するために必要となるバッググラウンド知財（著作権及び  
営業秘密を除く。以下、本項において同じ。）を相互に開⽰するとともに、委託契約期
間中は、当該バックグラウンド知財権者が定める条件に従い、当該バックグラウンド知
財を相互間で実施許諾するように努めるものとします。 

 
（２）バックグラウンド知財が委託業務に有⽤である場合には、当該バックグラウンド知財 

権者である構成員は、委託契約期間中、当該バックグラウンド知財に係る情報を他のコ
ンソーシアムに属する構成員との間で共有するとともに、当該バックグラウンド知財の
実施を必要とする他のコンソーシアムに属する構成員に対して、実施許諾するための条 
件を設定し、当該バックグラウンド知財を実施許諾するように努めるものとします。 

 
（３）委託契約期間終了後についても、委託業務で得られたフォアグラウンド知財を利⽤す 

るに際し、他の構成員が既有するバックグラウンド知財の使⽤が不可⽋である場合は、
当該バックグラウンド知財の所有者はフォアグラウンド知財を利⽤しようとする者に対
して、実施許諾の条件を設定して、当該バックグラウンド知財の実施を許諾するように
努めるものとします。 

 
９．フォアグラウンド知財の共有及び実施許諾 

（１）構成員は、委託業務を遂⾏する⽬的に限定して、委託契約期間中は、委託業務で得ら 
れたフォアグラウンド知財（著作権を除く。以下、本項において同じ。）を当該フォア
グラウンド知財権者が定める条件に従い、相互間で実施許諾するように努めるものとし
ます。 

 
（２）研究成果の有効活⽤を図る観点から、フォアグラウンド知財が他のコンソーシアムが 

進める委託業務に有⽤であると判断した場合には、当該フォアグラウンド知財権者であ
る構成員は、委託契約期間中、当該フォアグラウンド知財に係る情報を他のコンソーシ
アムに属する構成員との間で共有するとともに、当該フォアグラウンド知財の実施を必
要とする他のコンソーシアムに属する構成員に対して実施許諾するための条件を設定
し、当該フォアグラウンド知財を実施許諾するように努めるものとします。 

 
（３）前項の情報の共有及び研究成果の提供に当たっては、当事者間で秘密保持契約等を事 

前に締結して、フォアグラウンド知財に係る情報の漏えいを防ぐ対策を講じるものとし
ます。 

 
１０．コンソーシアムにおける知財合意書の作成及び合意 

委託研究に取り組む各コンソーシアムは、委託契約を逸脱しない範囲で、次のアからキを
含めた委託業務に係る知的財産の基本的な取扱いに関する構成員間における合意書（以下
「知財合意書」という。）を作成し、運⽤してください。また、項⽬や規定する内容につい
ては、研究の進捗に応じて適宜必要な⾒直しを⾏ってください。 

なお、コンソーシアム規約等にこれらが既に反映されている場合は、知財合意書を新たに
作成する必要はありません。知財合意書の作成及び⾒直しを⾏った場合は、速やかに⽣研⽀
援センターに報告してください。 

ア 秘密保持 
イ 試験研究成果の権利化等の決定⼿続 
ウ 試験研究成果に係る知的財産権の帰属 
エ 知的財産権（試験研究成果に係るもの、参加機関が予め保有しているもの等）の⾃⼰
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実施及び実施許諾 
オ 委託研究等の体制変更（研究機関の新規参加や脱退等）への対応 
カ 合意内容の有効期間 
キ 特別な実施形態（国外での実施や第三者への独占的実施許諾等） 
 

 ※戦略的イノベーション創造プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤技術）を除き、
農研機構に所属する研究所等における研究成果に係る知的財産権の取扱いについては、農
研機構が定めるところによるものとします。 

 
１１．知的財産の取扱⽅針（事業様式 1 試験研究委託契約書第 33 条関係） 

委託先は、「農林⽔産研究における知的財産に関する⽅針」（平成 28 年 2 ⽉農林⽔産技
術会議決定）に基づき、研究の開始段階において、知的財産マネジメントに取り組んでいく
仕組みを検討・導⼊し、知的財産の管理を⾏ってください。 

 
（１）知的財産の取扱⽅針の作成 

コンソーシアム（単独の研究機関の場合は当該機関。本条項について以下同じ。）は、
委託業務等を進めるに当たり、知財運営委員会や研究推進会議等により「知的財産の取扱
⽅針（知財様式６）」を定め、契約締結から概ね１年以内に⽣研⽀援センターに提出して
ください。 

知的財産の取扱⽅針には、権利化するものだけでなく、権利化せずに公表するものやノ
ウハウなど委託業務で⽣み出されることが想定される全ての研究成果について、権利化、
秘匿化、論⽂発表等による公知化、標準化といった知的財産の取扱いに関する基本的な⽅
針だけでなく、誰にどのように実施許諾し実⽤化を⽬指すのかなどのオープン・クローズ
戦略等の取扱い⽅針を含めて記載してください。 

なお、知的財産の取扱⽅針の策定に当たっては、以下の事項に留意願います。 
ア ⾒込まれる研究成果のうち、⺠間企業等による商品化・事業化を通じて産業利⽤が期

待される技術・品種については権利化すること、それ以外の技術等については権利化す
ること及び権利化せずに論⽂発表等により公知化することを視野に⼊れること 

イ 産業界等において共通化を図るべき技術については、標準化を視野に⼊れること 
ウ 上記の取組に当たり、技術移転先の⺠間企業等において研究成果の利⽤に係る優位性

を確保する観点及び国内外における模倣を防⽌する観点から、研究成果の⼀部として⾮
公開とすべき情報が含まれる場合は、当該情報を公開せず秘匿化すること 

エ 委託先は、研究成果の外国における実施あるいは許諾の⾒込みの有無や外国で研究成
果が⾃由に利⽤されることを防⽌する必要性の有無について検討し、該当する場合は、
当該国において当該成果を権利化することを視野に⼊れること 

 
（２）知的財産の取扱⽅針の変更 

委託業務期間中に（１）で作成、提出した「知的財産の取扱⽅針（知財様式６）」を変
更した場合は、その都度⽣研⽀援センターに提出してください。 

 
（３）知財合意書及び権利化等⽅針の取扱い 

継続事業等において、既に知財合意書及び権利化等⽅針を⽣研⽀援センターに提出した
コンソーシアムにあっては、「知的財産の取扱⽅針」が提出されたものとみなします。 

  
 

（４）委託試験研究の実施に必要なバックグラウンド知財については、採択初年度の契約締結
時に提出する「知的財産の取扱⽅針」（知財様式６）に予め記載して明らかにしておきま
す。このことにより、研究成果であるフォアグラウンド知財と技術内容を区別することが
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可能になります。委託試験研究を開始した後に新たにバックグラウンド知財が発⽣した場
合には、「知的財産の取扱⽅針」（知財様式６）を修正し、提出することができます。 

 
１２．成果に関する内部規制の整備等（事業様式 1 試験研究委託契約書第 34 条関係） 

構成員は、構成員の役員⼜は従業員（以下「従業員等」という。）が研究成果に係る国内
外における特許権等を受ける権利を従業員等から構成員へ帰属させる旨の契約を、委託契約
の締結後従業員等との間で速やかに締結してください。職務発明規程等によって従業員等か
ら構成員への帰属が既に定められ、委託業務に適⽤できる場合はこの限りではありません。 

 
１３．ノウハウの指定（事業様式 1 試験研究委託契約書第 35 条関係） 

代表機関等は構成員と協議の上、研究成果のうち秘匿すべきノウハウについて指定するこ
とができます。ノウハウを指定した際には、代表機関等から⽣研⽀援センターに「発明等報
告書」（知財様式１）を⽤いて報告をしてください。 
ノウハウを秘匿すべき期間は、原則として当該委託業務終了の翌年度の４⽉１⽇から起算し   
て５年間とします。 

ただし、指定したノウハウについて、指定後に必要があるときは、⽣研⽀援センターと代
表機関等及び構成員とが協議の上、秘匿すべき期間を延⻑し⼜は短縮することができます。 

 
１４．発明・出願等の通知（事業様式 1 試験研究委託契約書第 37 条関係） 

（１）知的財産の創出に係る報告 
① 構成員は、研究成果に係る発明等を⾏った場合は、権利化の有無にかかわらず、権利化

せずに公表するもの含めて、それらの知的財産の内容及び取扱いを記載した「発明等報告
書（知財様式１）」を、代表機関等を通じて速やかに⽣研⽀援センターに提出してくださ
い（ただし、ノウハウについては８．項に記載したとおり、ノウハウの指定を⾏った時点
で提出）。国外出願等の予定の有無についても記載してください。なお、バックグラウン
ド知財を利⽤した発明等の場合には、利⽤した当該バックグラウンド知財を特記事項欄に
記載してください。 

② ①において、特許権等の出願等を⾏おうとする場合は、出願等を⾏う１ヶ⽉前までに
「発明等報告書（知財様式１）」を、代表機関を通じて⽣研⽀援センターに提出してくだ
さい。   

 
（２）特許権等の出願に係る報告 

構成員は、発明等を国内外に出願等を⾏った場合、出願等の番号、出願等年⽉⽇、出願⼈
等の⽒名及び発明⽤の名称が確認出来る書類を添付して出願等を⾏った⽇から数えて 90 ⽇
以内に、「特許権等出願通知書（知財様式２）」を、代表機関を通じて⽣研⽀援センターに
提出してください。 

 
（３）出願後の状況通知 

構成員は、特許権等の設定登録⼜は品種登録が⾏われた時は、登録公報発⾏の⽇⼜は登録
に関する公⽰の⽇から数えて９０⽇以内に、登録等の事実が確認できる書類の写しを添付し
て「特許権等登録通知書（知財様式２）」を、代表機関等を通じて⽣研⽀援センターへ提出
してください。 

 
１５．特許権等の実施、許諾（事業様式 1 試験研究委託契約書第 38 条関係） 

（１）実施許諾等の留意事項 
 構成員は、研究成果に係る特許権等を第三者へ実施許諾する場合（研究成果を刊⾏物とし   
て発表するために、当該刊⾏物を出版する者に著作権を実施許諾する場合を除く。）には、  
特許権等の取扱いや守秘に関し、既に締結された契約書等の規定に⽀障を与えないよう当該  
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第三者に約させなければなりません。 
 
（２）実施許諾等の事前申請 

構成員は、構成員へ帰属した特許権等について、国外での⾃⼰実施、国外での実施許諾、
専⽤実施権の設定若しくはその移転⼜は独占的通常実施権の許諾をしようとするときは、事
前に代表機関を通じて「特許権等国外実施申請書」、「特許権等専⽤実施許諾・独占的実施
許諾申請書」のうちいずれかの様式を⽣研⽀援センターに提出し、承認を得てください。 

ただし、国外での実施許諾、専⽤実施権の設定若しくはその移転、独占的通常実施権の許
諾をするときであっても、２．（１）④のイ〜ハに該当する場合は事前に⽣研⽀援センター
の承認を受ける必要はありません。 

なお、国外での実施⼜は実施許諾に関する事前申請を受領した場合、⽣研⽀援センター
は、以下の「国外での実施⼜は実施許諾の承認にあたり参考とするポイント」を踏まえて承
諾するか否かを判断します。申請にあたっては、以下の点に関する資料の提出等に留意して
⾏ってください。 

【国外での実施⼜は実施許諾の承認にあたり参考とするポイント】 
・ 国内農林⽔産業・⾷品産業等に影響を及ぼさないこと。 
・ 国内企業等（⼤学・研究機関等を含む）が重要な研究成果に対しアクセスすることが

困難となる恐れがないこと。 
・ 国内企業の競争⼒の維持に対する不利益をもたらさないこと。 
・ 当該知的財産権を活⽤して⾏う事業が、法律や公序良俗に反するものでないこと。 
・ 当該知的財産権を活⽤するための事業計画等を有し、実⽤化・商品化が⾒込まれるこ

と。 
・ 農林⽔産業・⾷品産業等に関する技術の向上が⾒込まれること。 

等 
同じく、専⽤実施権の設定⼜はその移転、独占的通常実施権の許諾に関する申請を受領

した場合、⽣研⽀援センターは、以下の「専⽤実施権の設定等の承認にあたり参考とする
ポイント」を踏まえて承諾するか否かを判断します。申請にあたっては、以下の点に関す
る資料の提出等に留意してください。 
【専⽤実施権の設定等の承認にあたり参考とするポイント】 
専⽤実施権の設定等先が、 
・ 当該特許権等を活⽤するための事業計画等を有し、商品化・事業化されることが期待

できる者であること 
・ 当該知的財産権を活⽤して⾏う事業が、法律や公序良俗に反するものでないこと 
・ 将来、倒産や買収等によって、当該知的財産権の活⽤が阻害される恐れがないこと 

等 
専⽤実施権の設定等によって、 
・ 農林⽔産業、⾷品産業等に関する技術の向上が⾒込まれること 
・ 国内企業等（⼤学、研究機関等を含む）が重要な研究成果に対しアクセスすることが

困難となる恐れがないこと 
・ 国内企業等の国際競争⼒の維持に対する不利益がもたらされないこと 
 等 

 
（３）特許権等の実施許諾の報告 

構成員は、特許権等の実施許諾（通常実施許諾、専⽤実施許諾、独占的通常実施許諾）を
⾏った場合は、「特許権等実施許諾報告書（知財様式５）」に、その事実が確認できる書類
の写しを添付して、代表機関等を通じて、遅滞なく⽣研⽀援センターへ提出してください。 

 
（４）特許権等の実施状況の報告 
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研究成果に係る特許権等を実施した場合であって、次の各号に該当する場合、構成員は、
前年度（4 ⽉から 3 ⽉まで）の特許権等の実施状況を、毎年 5 ⽉末までに「特許権等実施報
告書（知財様式３）」により、代表機関等を通じて、⽣研⽀援センターへ提出してくださ
い。 
① 構成員へ帰属した特許権等を当該構成員が⾃⼰実施したとき。 
② 構成員へ帰属した特許権等を、当該構成員が第三者へ実施許諾したとき。移転した当該  

特許権等を、移転先である第三者が実施したとき。 
③ 当該特許権等の再実施許諾⼜は再移転を受けた者が当該特許権を実施したとき。 
 

１６．特許権等の移転（事業様式 1 試験研究委託契約書第 39 条関係） 
（１）移転の留意事項 

 構成員は、研究成果に係る特許権等を第三者へ移転する場合（研究成果を刊⾏物として発   
表するために、当該刊⾏物を出版する者に著作権を実施許諾する場合を除く。）には、特許  
権等の取扱いや守秘に関し、既に締結された契約書等の規定に⽀障を与えないよう当該第三 
者に約させなければなりません。 

 
（２）移転の事前申請 

構成員は、構成員へ帰属した特許権等について移転をしようとするときは、事前に代表
機関を通じて「特許権等移転申請書」（知財様式 4）を⽣研⽀援センターに提出し、承認
を得てください。 

ただし、移転が当該特許権等の権利者である構成員の合併⼜は分割による場合や、２．
（１）④のイ〜ハのいずれかに該当する場合は事前に⽣研⽀援センターの承認を受ける必
要はありません。 

なお、特許権等の移転に係る申請を受領した場合、⽣研⽀援センターは、以下の「特許
権等の移転の承認にあたり参考とするポイント」を踏まえて承諾するか否かを判断しま
す。申請にあたっては、以下の点に関する資料の提出等に留意してください。 
【特許権等の移転の承認にあたり参考とするポイント】 
移転先が、 
・ 当該特許権等を活⽤するための事業計画等を有し、商品化・事業化されることが期待

できる者であること 
・ 当該知的財産権を活⽤して⾏う事業が、法律や公序良俗に反するものでないこと 
・ 将来、倒産や買収等によって、当該知的財産権の活⽤が阻害される恐れがないこと 

等 
移転によって、 
・ 農林⽔産業、⾷品産業等に関する技術の向上が⾒込まれること 
・ 国内企業等（⼤学、研究機関等を含む）が重要な研究成果に対しアクセスすることが

困難となる恐れがないこと 
・ 国内企業等の国際競争⼒の維持に対する不利益がもたらされないこと 
 等 

 
（３）特許権等の移転の報告 

構成員は、特許権等を移転した場合は、「特許権等移転報告書（知財様式５）」に、その
事実が確認できる書類の写しを添付して、代表機関等を通じて、遅滞なく⽣研⽀援センター
へ提出してください。 

 
１７．特許権等の放棄（事業様式 1 試験研究委託契約書第 40 条関係） 

構成員が特許権等(ノウハウを除く)を放棄しようとする場合は、「特許権等放棄届出書
（知財様式４）」を、代表機関等を通じて、事前に⽣研⽀援センターへ提出してください。 
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また、出願・申請中の特許権等（ノウハウを除く）を取り下げる場合は、「特許権等出願
取下げ事前通知書（知財様式２）」を、代表機関等を通じて、事前に⽣研⽀援センターへ提
出してください。 

なお、第三者を含む共有の特許権等に係る構成員の持分放棄は移転の扱いとします。 
 
１８. コンソーシアム解散後の特許権等の⼿続き（事業様式 1 試験研究委託契約書第 41 条関 

係） 
コンソーシアム解散後は、代表機関等が⾏う諸⼿続を、当該特許権等に係わる構成員が⾃

ら⾏うものとします。 
 
１９．第三者との共同出願（事業様式 1 試験研究委託契約書第 42 条関係） 
（１）「戦略的イノベーション創造プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤技術）」及び

「ムーンショット型農林⽔産研究開発事業」以外の場合構成員は、コンソーシアム以外の第
三者を研究成果に係る特許権等（著作権、ノウハウを除く。）の共同出願⼈に加えようとす
るときは、次の①から④の要件を満たす必要があります。 

なお、コンソーシアム内の事前同意も必要です。 
① 構成員は、「発明等報告書（知的様式１）」を⽣研⽀援センターへ提出する際に、「第

三者を共同出願⼈に加える理由書（事業様式５）」を添えて提出すること。 
② 出願⽇までに、構成員と第三者との間で特許権等の持ち分を峻別した共同出願契約が締

結されていること。 
③ 共同出願契約において、⽣研⽀援センターとの委託契約における秘密の保持並びに特許

権等に係る規定について、構成員を第三者に読み替えて適⽤することが規定されているこ
と。また、その旨が「発明等報告書（知的様式１）」に記載されていること。 

④ 構成員と第三者との共同出願が、より広い権利を得ることを⽬的として委託業務以外の
成果を含む出願である場合は、「発明等報告書（知的様式１）」の中で委託業務の成果と
委託業務以外の成果とを峻別して記載していること。 

 
（２）「戦略的イノベーション創造プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤技術）」及び

「ムーンショット型農林⽔産研究開発事業」の場合 
構成員は、研究成果に係る特許権等の共同出願⼈に第三者を加えるときは、以下の①から

⑦の全ての要件を満たす必要があります。なお、本規定は著作権及びノウハウについても準 
⽤できるものとします。 
① 構成員は、「発明等報告書（知的様式１）」の特記事項欄に、委託契約における秘密保

持及び特許権等の取り扱いに係る規定の適⽤を受けることについて、第三者が同意してい
ることを明記すること。 

② 構成員は、「発明等報告書（知的様式１）」を、代表機関等を通じて、⽣研⽀援センタ
ーへ提出するときに、「第三者を共同出願⼈に加える理由書（事業様式５）」を併せて提
出すること。 

③ 構成員は、出願⽇までに、第三者との間で特許権等の持分を峻別した共同出願契約を締
結すること。 

④ 共同出願契約の中で、委託業務との関係並びに委託契約に基づいて⾏われた研究成果の
全部⼜は⼀部を含む特許権等であることを明⽰するとともに、委託契約が定める秘密の保
持及び研究成果の取扱いに係る規定を優先することを規定すること。 

⑤ 構成員は、共同出願契約の内容について⽣研⽀援センターへ事前に確認するとともに、
⽣研⽀援センターが必要と認める場合は、⽣研⽀援センターとの間で共同出願契約の内容
について調整を⾏うこと。 

⑥ 構成員と第三者との共同出願が、より広い権利を得ることを⽬的として委託業務以外の
成果を含む出願である場合は、「発明等報告書（知的様式１）」の中で委託業務の成果と
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委託業務以外の成果とを峻別して記載すること。 
⑦ 第三者との共同出願について、コンソーシアム内において事前同意していること。 

 
２０．その他知的財産に関する事項 

研究成果に係る知的財産権の研究ライセンス及びリサーチツール特許の使⽤について
は、「⼤学等における政府資⾦を原資とする研究開発から⽣じた知的財産権についての研
究ライセンスに関する指針」（平成１８年５⽉２３⽇総合科学技術会議決定）及び「ライ
フサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使⽤の円滑化に関する指針」（平成１９
年３⽉１⽇総合科学技術会議決定）に基づき、対応することとなります
（http://www.affrc.maff.go.jp/docs/project/2014/pdf/life-sci.pdf）。 
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１７．知財関連手続きフローチャート
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  Ⅳ 問い合わせ先及びウェブサイトについて  
 

本実施要領に係る各様式については、⽣研⽀援センターのウェブサイトに掲⽰しています。 
ＵＲＬ：https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/contents/common_form/index.html 

 
◯本実施要領についての問い合わせ先及び各種書類等の送付先 
 

⽣物系特定産業技術研究⽀援センター（⽣研⽀援センター） 
 

住  所 〒210-0005 
神奈川県川崎市川崎区東⽥町８番地 パレール三井ビルディング 16 階 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/inquiry/index.html 
受付時間 9:15〜12:00、13:00〜18:00（⼟、⽇、祝⽇を除く。） 

 
○経理・契約担当課：研究管理部研究管理課 

ＴＥＬ：０４４−２７６−８５８３ 
ＦＡＸ：０４４−２７６−８９８０ 
メール： brain-jimu[ｱｯﾄ]ml.affrc.go.jp 

 
○研究公正関係：研究管理部研究管理課研究公正室 

ＴＥＬ：０４４−２７６−８４８７ 
ＦＡＸ：０４４−２７６−９１４３ 
メール： kenkyuhusei[ｱｯﾄ]ml.affrc.go.jp 
 

○知的財産権関係：企画情報部企画課 
ＴＥＬ：０４４−２７６−８６１０ 
ＦＡＸ：０４４−２７６−９１４３ 
メール： PaG[ｱｯﾄ]ml.affrc.go.jp 

            
○各種委託事業担当課 

 
 
・イノベーション創出強化研究推進事業 

事業推進部イノベーション創出課 メール：inobe-web[ｱｯﾄ]ml.affrc.go.jp 
 
・戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業･農業基盤技術) 

事業推進部戦略的研究開発課   メール：brainSIP[ｱｯﾄ]ml.affrc.go.jp 
 
・ムーンショット型農林⽔産研究開発事業 

事業推進部戦略的研究開発課   メール：seiken-moonshot[ｱｯﾄ]ml.affrc.go.jp 
 

・スタートアップ総合⽀援プログラム 
事業推進部スタートアップ⽀援課  メール： brain-startup [ｱｯﾄ]ml.affrc.go.jp 

 
・戦略的スマート農業技術等の開発・改良 

事業推進部⺠間技術開発課   メール：brain-smartagriweb [ｱｯﾄ]ml.affrc.go.jp 
 

[アット]を@に置き換えてください 
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各 種 資 料 
 
 

Ⅰ．関係通知等 
 
 
 

１．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン 
 

２．農林⽔産省所管の研究資⾦に係る研究活動の不正⾏為への対応ガイドライン 
 

３．研究活動における不正⾏為等に対する試験研究の中⽌等実施要領 
 
４．委託事業に係る会計経理の適正化について 
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Ⅱ－１  情報管理の適正化 

（※本取扱いは令和２年１月以降、新たに公募するものから適用となります。） 

 

（１）概要 

受注企業のグローバル化が進む中、情報管理の徹底を図る観点から、農林水産省において

「農林水産省が行う調達における情報管理の適正化について」を策定し、農林水産省大臣官房参

事官（経理）、同検査・監察部長名で令和元年９月に発出され、本通知の趣旨を踏まえ、各法人の

調達における情報管理の強化を図ることを要請されました。 

この通知を受け、次の①～④を主な内容とする生研支援センターが行う調達における情報管

理の適正化について、新たに通知を定め、調達における情報管理の強化を図ることとしました。 

① 情報管理の必要な調査研究等に係る契約について、入札者の情報管理体制の事前スクリーニ

ング 

② 契約時に受注者の情報セキュリティ実施手順の作成や除法取扱者名簿の提出 

③ 保護すべき情報について人的、物理的、環境的セキュリティの確保 

④ 契約の履行中及び履行後を問わず、必要に応じて調査・監査の実施 

 

（２）本業務に関する要求 

① 本業務の実施体制 

構成員は、本業務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に生

研支援センターと協議するものとします。 

ア 契約の履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい、契約を履行する業務に従事する情報

管理統括責任者又は情報管理責任者（以下「情報管理責任者等」という。）を確保すること 

イ 情報管理責任者等が業務の要求する特定の経験、資格、業績等を有すること 

ウ 情報管理責任者等が、イに掲げるもののほか、契約の履行に必要若しくは有用な、又は背

景となる経歴、知見、資格、語学（母語及び外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有す

ること 

エ 情報管理責任者等が他の手持ち業務等との関係において契約の履行に必要な業務所要に

対応できる体制にあること 

② 情報保全 

構成員は、本業務に係る契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（生研支援センターの業

務に係る情報であって公になっていないもののうち、生研支援センター以外の者への漏えい

が生研支援センターの試験研究又は業務の遂行に支障を与えるおそれがあるため、特に構成

員における情報管理の徹底を図ることが必要となる情報をいう。以下同じ。）の取扱いに当

たっては、「調達における情報セキュリティ基準」（以下「本基準」という。）及び【特記事項】「調

達における情報セキュリティの確保に関する特約事項」（以下「情報セキュリティ特約条項」と

いう。）に基づき、適切に管理するものとします。この際、特に、保護すべき情報の取扱いにつ

いては、次の情報管理実施体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく生研支援センタ

ーに通知するものとします。 

ア 契約を履行する一環として構成員が収集、整理、作成等した一切の情報が、生研支援セン

ターが保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障す
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る履行体制 

イ 生研支援センターの同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障す

る履行体制 

ウ 生研支援センターが書面により個別に許可した場合を除き、構成員に係る親会社等（本基

準第２項第 14 号に規定する「親会社等」をいう。）、兄弟会社（本基準第２項第 15 号に規定

する「兄弟会社」をいう。）、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサ

ルタントその他の構成員に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切

の構成員以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制 

③ 構成員に要求される事項 

構成員は、上記①及び②の事項を踏まえて「情報管理実施体制（情報様式２）」、「情報管理経

歴書（情報様式３）」を生研支援センターへ提出するものとします。 

また、本基準及び情報セキュリティ特約条項第８条に規定する「情報セキュリティ実施手順」

（情報セキュリティ対策実施確認事項（情報様式１））については、契約締結後にその遵守状況

について確認し、生研支援センターへ提出するものとします。 

なお、構成員は、提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資料の提出、及び生研支援

センターとの協議等に応じる義務を負うものとします。 

 

（１） 業務従事者リストの提出（「情報管理統括責任者」「情報管理責任者」）） 

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ 「(情報様式2)情報管理実施体制」 

（２） （１）に係る経歴資料の提出    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「(情報様式3)情報管理経歴書」 

（３） 情報セキュリティ実施手順の作成 ・・「(情報様式1)情報セキュリティ対策実施確認事項」 

  
情報管理 

統括責任者 
情報管理責任者 経 歴 書 

情報セキュリティ 

実施手順作成 

代表機関 ○ ○ ○ ○ 

構成員 不要 ○ ○ ○ 

提出様式 情報様式2 情報様式3 情報様式1 

根拠条文 

(特記事項3) 

第 １ 条 第 １ 項 ( 調達における情報セキュリティ基準 ) 

  5.組織のｾｷｭﾘﾃｨ – ｲ.責任の割当て)     4.情報ｾｷｭﾘﾃｨ実施手順 

 

（情報管理適正化に係る提出資料の補足説明（（２）③関係）） 

ア 【情報様式１】［構成員で作成、代表機関等を通じて提出］ 

 ・契約締結（変更契約含む）後に、その遵守状況の確認を行い、作成の上、生研支援センタ

ーへ提出してください。 

イ 【情報様式２】［代表機関等で作成］ 

  契約締結（変更契約含む）時に、情報管理実施体制を作成の上、生研支援センターへ提出

してください。 

・情報管理統括責任者は代表機関等の職員で当該プロジェクト全体の情報管理の総責任

者であり、情報管理責任者は各構成員が担当する研究課題の情報管理全般の責任者です。

いずれも日頃情報管理を担当している職員を想定しています。 
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・情報管理統括責任者と情報管理責任者を兼ねることは可能です。 

・情報管理責任者等については、各構成員における組織上の然るべき職員であれば、特

別な資格、条件は必要ありません。 

ウ 【情報様式３】［構成員で作成、代表機関等を通じて提出］ 

  契約締結（変更契約含む）時に、情報管理実施体制で定めた情報管理責任者等の情報管

理経歴書を作成の上、生研支援センターへ提出してください。 

・特別な資格、条件は必要ありませんが、情報管理に関する資格や経歴等を有している場

合は記載してください。 

・情報管理統括責任者が情報管理責任者を兼ねる場合は、情報管理経歴書に「○○（構成

員）の情報管理責任者を兼ねる」旨を明記してください。 
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（別添１） 

 

調達における情報セキュリティ基準 

 

１ 趣旨 

 調達における情報セキュリティ基準（以下「本基準」という。）は、国立研究開発法人農業・食品産

業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター（以下「生研支援センター」という。）が

行う調達を受注した法人（以下「受注者」という。）において当該調達に係る保護すべき情報の適切

な管理を目指し、生研支援センターとして求める対策を定めるものであり、受注者は、情報セキュ

リティ対策を本基準に則り実施するものとする。 

 なお、従来から情報セキュリティ対策を実施している場合は、本基準に則り、必要に応じ新たに

追加又は拡充を実施するものとする。また、本基準において示されている対策について、合理的

な理由がある場合は、適用の除外について、生研支援センターの確認を受けることができる。 

 

２ 定義 

 本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）「保護すべき情報」とは、生研支援センターの事務に係る情報であって公になっていないものの

うち、生研支援センター職員以外の者への漏えいが生研支援センターの試験研究又は業務の遂

行に支障を与えるおそれがあるため、特に受注者における情報管理の徹底を図ることが必要と

なる情報をいう。 

（２）「保護すべき文書等」とは、保護すべき情報に属する文書（保護すべきデータが保存された可搬

記憶媒体を含む。）、図画及び物件をいう。 

（３）「保護すべきデータ」とは、保護すべき情報に属する電子データをいう。 

（４）「情報セキュリティ」とは、保護すべき情報の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。 

（５）「機密性」とは、情報に関して、アクセスを許可された者だけがこれにアクセスできる特性をい

う。 

（６）「完全性」とは、情報が破壊、改ざん又は消去されていない特性をいう。 

（７）「可用性」とは、情報へのアクセスを許可された者が、必要時に中断することなく、情報にアクセ

スできる特性をいう。 

（８）「情報セキュリティ実施手順」とは、本基準に基づき、受注者が受注した業務に係る情報セキュリ

ティ対策についての実施手順を定めたものをいう。 

（９）「情報セキュリティ事故」とは、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故をいう。 

（10）「情報セキュリティ事象」とは、情報セキュリティ実施手順への違反のおそれのある状態及び情

報セキュリティ事故につながるおそれのある状態をいう。 

（11）「経営者等」とは、経営者又は生研支援センターが行う調達を処理する部門責任者をいう。 

（12）「下請負者」とは、契約の履行に係る作業に従事する全ての事業者（生研支援センターと直接契

約関係にある者を除く。）をいう。 

（13）「第三者」とは、法人又は自然人としての生研支援センターと直接契約関係にある者以外の全て

の者をいい、親会社等、兄弟会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コ

ンサルタントその他の生研支援センターと直接契約関係にある者に対して指導、監督、業務支

援、助言、監査等を行うものを含む。 

（14）「親会社等」とは、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第４号の２に規定する「親会社等」を

いう。 

（15）「兄弟会社」とは、同一の会社を親会社とする子会社同士をいい、当該子会社は会社法第８４７

187



 

条の２第２号に規定する「完全子会社」、会社計算規則（平成１８年法務省令第１３号）第２条第３項

第１９号に規定する「連結子会社」及び同項第２０号に規定する「非連結子会社」をいう。 

（16）「可搬記憶媒体」とは、パソコン又はその周辺機器に挿入又は接続して情報を保存することがで

きる媒体又は機器のうち、可搬型のものをいう。 

（17）「情報システム」とは、ハードウェア、ソフトウェア（プログラムの集合体をいう。）、ネットワーク

又は記憶媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。 

（18）「取扱施設」とは、保護すべき情報の取扱い及び保管を行う施設をいう。 

（19）「保護システム」とは、保護すべき情報を取り扱う情報システムをいう。 

（20）「利用者」とは、情報システムを利用する者をいう。 

（21）「悪意のあるコード」とは、情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、

コンピュータウイルス、スパイウェア等をいう。 

（22）「伝達」とは、知識を相手方に伝えることであって、有体物である文書等の送達を伴わないもの

をいう。 

（23）「送達」とは、有体物である文書等を物理的に移動させることをいう。 

（24）「電子メール等」とは、電子メールの送受信、ファイルの共有及びファイルの送受信をいう。 

（25）「電子政府推奨暗号等」とは、電子政府推奨暗号リストに記載されている暗号等又は電子政府推

奨暗号選定の際の評価方法により評価した場合に電子政府推奨暗号と同等以上の解読困難な強

度を有する秘匿化の手段をいう。 

（26）「秘匿化」とは、情報の内容又は情報の存在を隠すことを目的に、情報の変換等を行うことをい

う。 

（27）「管理者権限」とは、情報システムの管理（利用者の登録及び登録削除、利用者のアクセス制御

等）をするために付与される権限をいう。 

 

３ 対象 

（１）対象とする情報は、受注者において取り扱われる保護すべき情報とする。 

（２）対象者は、受注者において保護すべき情報に接する全ての者（保護すべき情報に接する役員（持

分会社にあっては社員を含む。以下同じ。）、管理職員、派遣職員、契約社員、パート、アルバイト

等を含む。この場合において、当該者が、自らが保護すべき情報に接しているとの認識の有無

を問わない。以下「取扱者」という。）とする。 

 

４ 情報セキュリティ実施手順 

（１）情報セキュリティ実施手順の作成 

受注者は、５から１２までの内容を含んだ情報セキュリティ実施手順を作成するものとし、その

際及び変更する場合は、本基準との適合性について、生研支援センターの確認を受けるものと

する。 

（２）情報セキュリティ実施手順の周知 

経営者等は、情報セキュリティ実施手順を、保護すべき情報を取り扱う可能性のある全ての者

（取扱者を含む。）に周知しなければならない。また、保護すべき情報を取り扱う下請負者に周知

しなければならない。 

（３）情報セキュリティ実施手順の見直し 

受注者は、情報セキュリティ実施手順を適切、有効及び妥当なものとするため、定期的な見直

しを実施するとともに、情報セキュリティに係る重大な変化及び情報セキュリティ事故が発生し

た場合は、その都度、見直しを実施し、必要に応じて情報セキュリティ実施手順を変更しなけれ

ばならない。 
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５ 組織のセキュリティ 

（１）内部組織 

ア 情報セキュリティに対する経営者等の責任 

経営者等は、情報セキュリティの責任に関する明瞭な方向付け、自らの関与の明示、責任の

明確な割当て及び情報セキュリティ実施手順の承認等を通して、組織内における情報セキュリ

ティの確保に不断に努めるものとし、組織内において、取扱者以外の役員、管理職員等を含む

従業員その他の全ての構成員について、取扱者以外の者は保護すべき情報に接してはなら

ず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供を要求してはならない。 

イ 責任の割当て 

受注者は、保護すべき情報に係る全ての情報セキュリティの責任を明確化するため、保護す

べき情報の管理全般に係る総括的な責任者及び保護すべき情報ごとに管理責任者（以下「管

理者」という。）を指定しなければならない。 

ウ 守秘義務及び目的外利用の禁止 

受注者は、取扱者との間で守秘義務及び目的外利用の禁止を定めた契約又は合意をするも

のとし、要求事項の定期的な見直しを実施するとともに、情報セキュリティに係る状況の変化

及び情報セキュリティ事故が発生した場合は、その都度、見直しを実施した上、必要に応じて

要求事項を修正しなければならない。 

エ 情報セキュリティの実施状況の調査 

受注者は、情報セキュリティの実施状況について、定期的及び情報セキュリティの実施に係

る重大な変化が発生した場合には、調査を実施し、その結果を保存しなければならない。ま

た、必要に応じて是正措置を取らなければならない。 

（２）保護すべき情報を取り扱う下請負者 

受注者は、当該契約の履行に当たり、保護すべき情報を取り扱う業務を下請負者に委託す

る場合、本基準に基づく情報セキュリティ対策の実施を当該下請負者との間で契約し、当該業

務を始める前に、生研支援センターが定める確認事項に基づき、当該下請負者において情報

セキュリティが確保されることを確認した後、生研支援センターに届け出なければならない。 

（３）第三者への開示の禁止 

ア 第三者への開示の禁止 

受注者は、第三者（当該保護すべき情報を取り扱う業務に係る契約の相手方を除く。）に保

護すべき情報を開示又は漏えいしてはならない。やむを得ず保護すべき情報を第三者（当該

保護すべき情報を取り扱う業務に係る契約の相手方を除く。）に開示しようとする場合には、

あらかじめ、生研支援センターが定める確認事項に基づき、開示先において情報セキュリティ

が確保されることを確認した後、書面により生研支援センターの許可を受けなければならな

い。 

イ 第三者の取扱施設への立入りの禁止 

受注者は、想定されるリスクを明確にした上で、当該リスクへの対策を講じた場合を除き、

取扱施設に第三者を立ち入らせてはならない。 

６ 保護すべき情報の管理 

（１）分類の指針 

受注者は、保護すべき情報を明確に分類することができる情報の分類体系を定めなければ

ならない。 

（２）保護すべき情報の取扱い 

ア 保護すべき情報の目録 
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受注者は、保護すべき情報の現状（保管場所等）が分かる目録を作成し、維持しなければな

らない。 

イ 取扱いの管理策 

（ア）受注者は、保護すべき情報を接受、作成、製作、複製、持出し（貸出しを含む。）、破棄又は抹

消する場合は、その旨を記録しなければならない。 

（イ）受注者は、保護すべき情報を個人が所有する情報システム及び可搬記憶媒体において取り

扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により生研支援センターの許可を

得なければならない。 

（ウ）受注者は、生研支援センターから特段の指示がない限り、契約終了後、保護すべき情報を返

却、提出、破棄又は抹消しなければならない。ただし、当該情報を引き続き保有する必要が

あるときは、その理由を添えて生研支援センターに協議を求めることができる。 

ウ 保護すべき情報の保管等 

受注者は、保護すべき情報を施錠したロッカー等に保管し、その鍵を適切に管理しなければ

ならない。また、保護すべき情報を保護すべきデータとして保存する場合には、暗号技術を用

いることを推奨する。 

エ 保護すべき情報の持出し 

受注者は、経営者等が持出しに伴うリスクを回避することができると判断した場合を除き、

保護すべき情報を取扱施設外に持ち出してはならない。 

オ 保護すべき情報の破棄及び抹消 

受注者は、接受、作成、製作又は複製した保護すべき情報を復元できないように細断等確実

な方法により破棄又は抹消し、その旨を記録するものとする。 

なお、保護すべきデータを保存した可搬記憶媒体を廃棄する場合も同様とする。 

カ 該当部分の明示 

（ア）受注者は、保護すべき情報を作成、製作又は複製した場合は、下線若しくは枠組みによる明

示又は文頭及び文末に括弧を付すことによる明示等の措置を行うものとする。 

（イ）受注者は、契約の目的物が保護すべき情報を含むものである場合には、当該契約の履行の

一環として収集、整理、作成等した一切の情報について、生研支援センターが当該情報を保

護すべき情報には当たらないと確認するまでは、保護すべき情報として取り扱わなければ

ならない。ただし、保護すべき情報の指定を解除する必要がある場合には、その理由を添

えて生研支援センターに協議を求めることができる。 

 

７ 人的セキュリティ 

（１）経営者等の責任 

経営者等は、保護すべき情報の取扱者の指定の範囲を必要最小限とするとともに、ふさわし

いと認める者を充て、情報セキュリティ実施手順を遵守させなければならない。また、生研支援

センターとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に

保障されない者を当該ふさわしいと認める者としてはならない。 

（２）取扱者名簿 

受注者は、取扱者名簿（取扱者の氏名、生年月日、所属する部署、役職、国籍等が記載されたも

のをいう。以下同じ。）を作成又は更新し、その都度、保護すべき情報を取り扱う前に生研支援セ

ンターに届け出て同意を得なければならない。また、受注者は、下請負者及び保護すべき情報を

開示する第三者の取扱者名簿についても、同様の措置を取らなければならない。 

（３）取扱者の責任 

取扱者は、在職中及び離職後において、契約の履行において知り得た保護すべき情報を第三
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者（当該保護すべき情報を取り扱う業務に係る契約の相手方を除く。）に漏えいしてはならな

い。 

（４）保護すべき情報の返却等 

受注者は、取扱者の雇用契約の終了又は取扱者との契約合意内容の変更に伴い、保護すべき

情報に接する必要がなくなった場合には、取扱者が保有する保護すべき情報を管理者へ返却又

は提出させなければならない。 

 

８ 物理的及び環境的セキュリティ 

（１）取扱施設 

ア 取扱施設の指定 

受注者は、保護すべき情報の取扱施設（日本国内に限る。）を明確に定めなければならな

い。 

イ 物理的セキュリティ境界 

受注者は、保護すべき情報及び保護システムのある区域を保護するために、物理的セキュリ

ティ境界（例えば、壁、カード制御による入口、有人の受付）を用いなければならない。 

ウ 物理的入退管理策 

受注者は、取扱施設への立入りを適切な入退管理策により許可された者だけに制限すると

ともに、取扱施設への第三者の立入りを記録し、保管しなければならない。 

エ 取扱施設での作業 

受注者は、保護すべき情報に係る作業は、機密性に配慮しなければならない。また、取扱施

設において通信機器（携帯電話等）及び記録装置（ボイスレコーダー及びデジカメ等）を利用す

る場合は、経営者等の許可を得なければならない。 

（２）保護システムの物理的保全対策 

ア 保護システムの設置及び保護 

受注者は、保護システムを設置する場合、不正なアクセス及び盗難等から保護するため、施

錠できるラック等に設置又はワイヤーで固定する等の措置を取らなければならない。 

イ 保護システムの持出し 

受注者は、経営者等が持出しに伴うリスクを回避することができると判断した場合を除き、

保護システムを取扱施設外に持ち出してはならない。 

ウ 保護システムの保守及び点検 

受注者は、第三者により保護システムの保守及び点検を行う場合、必要に応じて、保護すべ

き情報を復元できない状態にする、又は取り外す等の処置をしなければならない。 

エ 保護システムの破棄又は再利用 

受注者は、保護システムを破棄する場合は、保護すべきデータが復元できない状態である

ことを点検した上、記憶媒体を物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記録しなければならな

い。また、再利用する場合は、保護すべきデータが復元できない状態であることを点検した後

でなければ再利用してはならない。 

 

９ 通信及び運用管理 

（１）操作手順書 

受注者は、保護システムの操作手順書を整備し、維持するとともに、利用者が利用可能な状態

にしなければならない。 

（２）悪意のあるコードからの保護 

受注者は、保護システムを最新の状態に更新されたウイルス対策ソフトウェア等を用いて、少
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なくとも週１回以上フルスキャンを行うことなどにより、悪意のあるコードから保護しなければ

ならない。なお、１週間以上電源の切られた状態にあるサーバ又はパソコン（以下「サーバ等」と

いう。）については、再度の電源投入時に当該処置を行うものとする。 

（３）保護システムのバックアップの管理 

受注者は、保護システムを可搬記憶媒体にバックアップする場合、可搬記憶媒体は（４）に沿っ

た取扱いをしなければならない。 

（４）可搬記憶媒体の取扱い 

ア 可搬記憶媒体の管理 

受注者は、保護すべきデータを保存した可搬記憶媒体を施錠したロッカー等において集中

保管し、適切に鍵を管理しなければならない。また、可搬記憶媒体は、保護すべき情報とそれ

以外を容易に区別できる処置をしなければならない。 

イ 可搬記憶媒体への保存 

受注者は、保護すべきデータを可搬記憶媒体に保存する場合、暗号技術を用いなければな

らない。ただし、生研支援センターへの納入又は提出物件等である場合には、生研支援センタ

ーの指示に従うものとする。 

ウ 可搬記憶媒体の廃棄又は再利用 

受注者は、保護すべきデータの保存に利用した可搬記憶媒体を廃棄する場合、保護すべき

データが復元できない状態であることを点検した上、可搬記憶媒体を物理的に破壊した後、

廃棄し、その旨を記録しなければならない。また、再利用する場合は、保護すべきデータが復

元できない状態であることを点検した後でなければ再利用してはならない。 

（５）情報の伝達及び送達 

ア 保護すべき情報の伝達 

受注者は、通信機器（携帯電話等）を用いて保護すべき情報を伝達する場合、伝達に伴うリ

スクを経営者等が判断の上、必要に応じそのリスクから保護しなければならない。 

イ 伝達及び送達に関する合意 

受注者は、保護すべき情報を伝達又は送達する場合には、守秘義務を定めた契約又は合意

した相手に対してのみ行わなければならない。 

ウ 送達中の管理策 

受注者は、保護すべき文書等を送達する場合には、送達途中において、許可されていない

アクセス及び不正使用等から保護しなければならない。 

エ 保護すべきデータの伝達 

受注者は、保護すべきデータを伝達する場合には、保護すべきデータを既に暗号技術を用

いて保存していること、通信事業者の回線区間に暗号技術を用いること又は電子メール等に

暗号技術を用いることのいずれかによって、保護すべきデータを保護しなければならない。

ただし、漏えいのおそれがないと認められる取扱施設内において、有線で伝達が行われる場

合は、この限りでない。 

（６）外部からの接続 

受注者は、保護システムに外部から接続（モバイルコンピューティング、テレワーキング等）を

許可する場合は、利用者の認証を行うとともに、暗号技術を用いなければならない。 

（７）電子政府推奨暗号等の利用 

受注者は、暗号技術を用いる場合、電子政府推奨暗号等を用いなければならない。なお、電子

政府推奨暗号等を用いることが困難な場合は、その他の秘匿化技術を用いる等により保護すべ

き情報を保護しなければならない。 

（８）ソフトウェアの導入管理 
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受注者は、保護システムへソフトウェアを導入する場合、あらかじめ当該システムの管理者に

よりソフトウェアの安全性の確認を受けなければならない。 

（９）システムユーティリティの使用 

受注者は、保護システムにおいてオペレーティングシステム及びソフトウェアによる制御を無

効にすることができるシステムユーティリティの使用を制限しなければならない。 

（10）技術的脆弱性の管理 

受注者は、技術的脆弱性に関する情報について時期を失せず取得し、経営者等が判断の上、適

切に対処しなければならない。 

（11）監視 

ア ログの取得 

受注者は、保護システムにおいて、保護すべき情報へのアクセス等を記録したログを取得し

なければならない。 

イ ログの保管 

受注者は、取得したログを記録のあった日から少なくとも３か月以上保存するとともに、定

期的に点検しなければならない。 

ウ ログの保護 

受注者は、ログを改ざん及び許可されていないアクセスから保護しなければならない。 

エ 日付及び時刻の同期 

受注者は、保護システム及びネットワークを通じて保護システムにアクセス可能な情報シス

テムの日付及び時刻を定期的に合わせなければならない。 

オ 常時監視 

受注者は、保護システムがインターネットやインターネットと接点を有する情報システム（ク

ラウドサービスを含む。）から物理的又は論理的に分離されていない場合は、常時監視を行わ

なければならない。 

 

10 アクセス制御 

（１）利用者の管理 

ア 利用者の登録管理 

受注者は、取扱者による保護システムへのアクセスを許可し、適切なアクセス権を付与する

ため、保護システムの利用者としての登録及び登録の削除をしなければならない。 

イ パスワードの割当て 

受注者は、保護システムの利用者に対して初期又は仮パスワードを割り当てる場合、容易に

推測されないパスワードを割り当てるものとし、機密性に配慮した方法で配付するものとす

る。なお、パスワードより強固な手段（生体認証等）を採用又は併用している場合は、本項目の

適用を除外することができる。 

ウ 管理者権限の管理 

保護システムの管理者権限は、必要最低限にとどめなければならない。 

エ アクセス権の見直し 

受注者は、保護システムの利用者に対するアクセス権の割当てについては、定期的及び必

要に応じて見直しを実施しなければならない。 

（２）利用者の責任 

ア パスワードの利用 

受注者は、容易に推測されないパスワードを保護システムの利用者に設定させ、当該パス

ワードを複数の機器やサービスで再使用させないとともに、流出時には直ちに変更させなけ
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ればならない。なお、パスワードより強固な手段（生体認証等）を採用又は併用している場合

は、本項目の適用を除外することができる。 

イ 無人状態にある保護システム対策 

受注者は、保護システムが無人状態に置かれる場合、機密性に配慮した措置を取らなけれ

ばならない。 

（３）ネットワークのアクセス制御 

ア 機能の制限 

受注者は、保護システムの利用者の職務内容に応じて、利用できる機能を制限し提供しなけ

ればならない。 

イ ネットワークの接続制御 

受注者は、保護システムの共有ネットワーク（インターネット等）への接続に際しては、接続に

伴うリスクから保護しなければならない。 

（４）オペレーティングシステムのアクセス制御 

ア セキュリティに配慮したログオン手順 

受注者は、利用者が保護システムを利用する場合、セキュリティに配慮した手順により、ロ

グオンさせなければならない。 

イ 利用者の識別及び認証 

受注者は、保護システムの利用者ごとに一意な識別子（ユーザーID,ユーザー名等）を保有

させなければならない。 

ウ パスワード管理システム 

保護システムは、パスワードの不正使用を防止する機能（パスワードの再使用を防止する機

能等）を有さなければならない。 

 

11 情報セキュリティ事故等の管理 

（１）情報セキュリティ事故等の報告 

ア 受注者は、情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把

握しうる限りの全ての内容を、その後速やかに詳細を生研支援センターに報告しなければな

らない。 

イ 次に掲げる場合において、受注者は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限り

の全ての内容を、その後速やかに詳細を生研支援センターに報告しなければならない。 

（ア）保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認

められた場合 

（イ）保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサー

バ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存さ

れたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合 

ウ 情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそれのある場合は、受注者は、適切な措

置を講じるとともに、速やかにその詳細を生研支援センターに報告しなければならない。 

エ アからウまでに規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生

した可能性又は将来発生する懸念について受注者の内部又は外部から指摘があったときは、

受注者は、直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やか

に事実関係の詳細を生研支援センターに報告しなければならない。 

（２）情報セキュリティ事故等の対処等 

ア 対処体制及び手順 

受注者は、情報セキュリティ事故、その疑いのある場合及び情報セキュリティ事象に対処す
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るため、対処体制、責任及び手順を定めなければならない。 

イ 証拠の収集 

受注者は、情報セキュリティ事故が発生した場合、その疑いのある場合及び（１）イ（ア）の場

合は証拠を収集し、速やかに生研支援センターに提出しなければならない。 

ウ 情報セキュリティ実施手順への反映 

受注者は、発生した情報セキュリティ事故、その疑いのある場合及び情報セキュリティ事象

を情報セキュリティ実施手順の見直し等に反映しなければならない。 

 

12 遵守状況等 

（１）遵守状況の確認等 

ア 遵守状況の確認 

受注者は、管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順の遵守状況を確認しな

ければならない。 

イ 技術的遵守状況の確認 

受注者は、保護システムの管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順への技

術的遵守状況を確認しなければならない。 

（２）情報セキュリティの記録 

受注者は、保護すべき情報に係る重要な記録（複製記録、持出記録、監査記録等）の保管期間

（少なくとも契約履行後１年間）を定めた上、施錠したロッカー等において保管又は暗号技術

を用いる等により厳密に保護するとともに、適切に鍵を管理しなければならない。 

（３）監査ツールの管理 

受注者は、保護システムの監査に用いるツールについて、悪用を防止するため必要最低限

の使用にとどめなければならない。 

（４）生研支援センターによる調査 

ア 調査の受入れ 

受注者は、生研支援センターによる情報セキュリティ対策に関する調査の要求があった場

合には、これを受け入れなければならない。 

イ 調査への協力 

受注者は、生研支援センターが調査を実施する場合、生研支援センターの求めに応じ必要な

協力（職員又は生研支援センターの指名する者の取扱施設への立入り、書類の閲覧等への協

力）をしなければならない。 
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【特記事項】 調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項 

 

（情報セキュリティ実施手順の確認） 

第１条 乙構成員は、契約締結後、速やかに情報セキュリティ実施手順（甲の定める「調達におけ

る情報セキュリティ基準」（以下「本基準」という。）第２項第８号に規定する「情報セキュリティ

実施手順」をいう。以下同じ。）を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて乙代

表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュ

リティ実施手順と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。 

２ 乙構成員は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順を変更しようとすると

きは、あらかじめ、当該変更部分が甲の定める本基準に適合していることについて乙代表機

関を通じて甲の確認を受けなければならない。 

３ 甲は、乙構成員に対して情報セキュリティ実施手順及びそれらが引用している文書の提出、

貸出し、又は閲覧を求めることができる。 

 

（保護すべき情報の取扱い） 

第２条 乙構成員は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に基づき、この

契約に関する保護すべき情報（甲の定める本基準第２項第１号に規定する「保護すべき情報」

をいう。以下同じ。）を取り扱わなければならない。 

 

（保護すべき情報の漏えい等に関する乙の責任） 

第３条 乙構成員は、乙構成員の従業員又は下請負者（契約の履行に係る作業に従事する全ての

事業者（乙構成員を除く。）をいう。）の故意又は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、

破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。 

 

（第三者への開示及び下請負者への委託） 

第４条 乙構成員は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開

示先において情報セキュリティが確保されることを「情報セキュリティ対策実施確認事項（情

報様式１）」に定める確認事項により確認した上で、書面により乙代表機関を通じて甲の許可

を受けなければならない。 

２ 乙構成員は、第三者との契約において乙の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有そ

の他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講じなければな

らない。 

３ 乙構成員は、契約の履行に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あ

らかじめ、「情報セキュリティ対策実施確認事項（情報様式１）」に定める確認事項によって、当

該下請負者において情報セキュリティが確保されることを確認し、その結果を乙代表機関を

通じて甲に届け出なければならない。ただし、輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと

乙構成員が認める業務を委託する場合は、この限りではない。 

 

（調査） 

第５条 甲は、委託業務における情報セキュリティ対策に関する調査を行うことができる。 

２ 甲は、前項に規定する調査を行うため、甲の指名する者を乙構成員の事業所、工場その他の

関係場所に派遣することができる。 
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３ 甲は、第１項に規定する調査の結果、乙構成員の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実

施手順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求め

ることができる。 

４ 乙構成員は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じな

ければならない。 

５ 乙構成員は、甲が乙構成員の下請負者に対し調査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協

力を行わなければならない。また、乙構成員は、乙構成員の下請負者が是正措置を求められ

た場合、講じられた措置について乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 

（事故等発生時の措置） 

第６条 乙構成員は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な

措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を

乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 

２ 次に掲げる場合において、乙構成員は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限

りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければなら

ない。 

一 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン（以下「サーバ等」という。）に悪意のあ

るコード（本基準第２項第 21 号に規定する「悪意のあるコード」をいう。以下同じ。）への感

染又は不正アクセスが認められた場合 

二 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサ

ーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存

されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合 

３ 第１項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙

構成員は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告

しなければならない。 

４ 前３項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可

能性又は将来発生する懸念について乙構成員の内部又は外部から指摘があったときは、乙構

成員は、直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やかに

事実関係の詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 

５ 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 

６ 乙構成員は、第１項に規定する事故がこの契約及び関連する物品の運用に与える影響等につ

いて調査し、その措置について甲と協議しなければならない。 

７ 第１項に規定する事故が乙構成員の責に帰すべき事由によるものである場合には、前項に

規定する協議の結果取られる措置に必要な経費は、乙構成員の負担とする。 

８ 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 

 

（契約の解除） 

第７条 甲は、乙構成員の責に帰すべき事由により前条第１項に規定する事故が発生し、この契

約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することが

できる。 

２ 前項の場合においては、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。 

 

（契約履行後における乙の義務等） 

第８条 第９条、第１０条、第１２条及び第１３条の規定は、契約履行後においても準用する。ただ

し、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りではない。 
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２ 甲は、本基準第６項第２号イ（ウ）の規定によるほか、業務に支障が生じるおそれがない場合

は、乙構成員に保護すべき情報の返却、提出、破棄又は抹消を求めることができる。 

３ 乙構成員は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要

があるときは、その理由を添えて乙代表機関を通じて甲に協議を求めることができる。 

 

 

情報管理に関する FAQ 

問１ 「情報管理の適正化」の趣旨は。 

答１ 生研支援センターが行う調達は、受注者の選定から契約履行後まで一貫した情報管理の徹底を図ることが 

求められています。 

本事業においては、事業の実施に必要な体制を確保及び契約の履行に際し知り得た保護すべき情報の 

取扱いに関する履行体制を確保するため、応募要領等に 

① 業務従事者リストの提出（情報管理統括責任者」「情報管理責任者」の記載） 

② 業務従事者に係る履歴資料の提出（「情報管理統括責任者」「情報管理責任者」の経歴書の提出） 

③ 保護すべき情報の取扱に関する資料の提出（「情報管理実施体制図」の記載、コンソーシアム規約等に 

おける情報管理に係る体制整備の記載） 

を定めました。 

 

問２ 情報管理統括責任者、情報管理責任者はどのような者を位置付ければ良いか。 

答２ 情報管理統括責任者は代表機関の職員で当該プロジェクト全体の情報管理の総責任者であり、情報

管理責任者はコンソーシアムの各研究機関が担当する研究課題の情報管理全般の責任者です。いずれも

日頃情報管理を担当している者を想定しています。 

 

問３ 情報管理統括責任者と情報管理責任者を兼ねることは可能か。 

答３ 可能です。 

 

問４ 情報管理責任者等について、特別な資格、条件は必要か。 

答４ 研究機関における組織上の然るべき者であれば特別な資格、条件は必要ありません。 

情報管理に関する資格や経歴等を有している場合は、提案書に添付する経歴書に積極的に記載してく 

ださい。 

 

問５ 経歴書の提出は、情報管理統括責任者と情報管理責任者のみで良いか。 

答５ 代表機関については情報管理統括責任者及び情報管理責任者、共同機関については情報管理責任者の経歴

書を提出してください。 

 

問６ 情報管理統括責任者が情報管理責任者を兼ねる場合、経歴書の提出はどうすれば良いか。 

答６ 情報管理統括責任者としての経歴書を提出していただき、その経歴書に「○○（研究機関）の情報管理責

任者を兼ねる」旨を明記してください。 

 

問７ 下請負者はどのようなものですか。 

答７ 下請負者の定義は、「契約の履行に係る作業に従事する全ての事業者」であり、構成員が個別に契約

する業者を含みます。 

 

問８ 下請負者に「情報セキュリティ対策実施確認事項(Ⅵ-1)」の作成を依頼する場合は、どのような場合

ですか。 

答８ 構成員が下請負者に対して契約を行う内容に「保護すべき情報」が含まれている場合のみ作成が必要

です。 
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各種資料 Ⅱ．提出書類の様式等 

３．委託契約・若手研究者の自発的な研究活動等 

 

Ⅱ－２ 若手研究者の自発的な研究活動等  

（※本取扱いは令和２年４月以降、新たに公募するものから適用となります。） 

 

（１）概要 

若手研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成のため、競争的研究費にお

いて委託業務の実施のために雇用される若手研究者について、雇用されている委託業務

から人件費を支出しつつ、当該委託業務に従事するエフォートの一部を、委託業務の推進

に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動（以

下、「自発的な研究活動等」という。）に充当することが可能としました。 

なお、適用に当たっては、委託業務の執行に責任を持つ研究代表者等（研究実施責任者

者を含む）は若手研究者の自発的な研究活動等を積極的に支援することとします。 

（２）対象者 

本取組の対象者は、原則として以下の全てを満たす者とする。 

① 民間企業を除く研究機関において、競争的研究費において委託業務の実施のために 

雇用される者（ただし、委託業務の研究代表者等が自らの人件費を委託業務から支出し

雇用される場合を除く） 

② 男性の場合：満 40 歳未満の者 

女性の場合：満 43 歳未満の者、又は博士号取得後 10 年未満の者。 

ただし、産前・産後休業又は育児休業を取得した者は、満 40 歳未満又は満 43 歳

未満の制限に、その日数を加算することができる。（年齢は当該年度 4 月 1 日時点） 

③ 研究活動を行うことを職務に含む者 

（３）実施条件 

「実施方針」に定める条件どおり、原則として以下の全ての条件を満たすこととする。 

① 若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること 

② 研究代表者等が、当該委託業務の推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、 

所属研究機関が認めること 

③ 研究代表者等が、当該委託業務の推進に支障がない範囲であると判断し、所属研究 

機関が認めること（当該委託業務に従事するエフォートの 20％を上限とする） 

（４）従事できる業務内容 

「実施方針」に定める条件どおり、上記（３）全ての条件を満たす自発的な研究活動等（他の

研究資金を獲得して実施する研究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動を含

む。） 

（５）実施方法 

  ① 申請方法 

申請に関する標準的な手続は、（７）①、②、④、⑤のとおりとする。 

なお、生研支援センターの求めに応じ、研究代表者等は、当該委託業務の実施のために
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雇用される若手研究者による自発的な研究活動等の実施が承認された場合、、当該委託

業務の実施計画書等にその旨を記載する。 

また、当該委託業務期間の途中で実施を決定した場合は、変更承認申請書に研究の概

要を記載したものを生研支援センターに提出すること。 

② 活動報告 

活動報告に関する標準的な手続は、（７）③、⑥のとおりとする。 

③ 活動の支援、承認取消 

研究代表者等は、若手研究者の自発的な研究活動等について、必要に応じて、実施状

況を把握し当該研究活動等を支援するとともに承認された当該研究活動等が適切に実施

されるよう助言を行う。 

なお、当該研究活動等が（３）の実施条件に違反していることが確認された場合には、所

属研究機関は、研究代表者等と相談の上、年度途中でも当該研究活動等の承認を取り消

すことができる。 

（６）実施方針 

   競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ 

https://www.naro.go.jp/brain/contents/jisshishishin.pdf 

（７）生研支援センターによる対応 

   生研支援センターは、若手研究者の自発的な研究活動等の実施状況に、疑義が生じた場

合に、当該自発的な研究活動等の状況報告を求めることができるとともに、（３）の実施条

件に違反していることが確認された場合には、研究機関等に対して、当該自発的な研究活

動等の是正を求めることや当該研究者に支出した人件費のうち、自発的な研究活動等に

係る人件費の返還等、必要な措置を講ずることができる。 

（８）申請に関する標準的な手続（別添１のとおり）  

① 自発的な研究活動等の承認申請手続 

（代表機関に所属する若手研究者の場合） 

② 自発的な研究活動等の変更承認申請手続 

（代表機関に所属する若手研究者の場合） 

③ 自発的な研究活動等の活動報告手続 

（代表機関に所属する若手研究者の場合） 

④ 自発的な研究活動等の承認申請手続 

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合） 

⑤ 自発的な研究活動等の変更承認申請手続 

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合） 

⑥ 自発的な研究活動等の活動報告手続 

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合） 
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                                        (Ⅱ-2-(8)別添1-1)

①

②

若手研究者

所属研究機関

生研支援センター

研究代表者

自発的な研究活動等の承認申請手続

①相談

④報告

①若手研究者は、「自発的な研究活
動等」を希望する際は、研究代表者
に活動内容等を相談

④配分機関の求めに応じ、所属研究機関
は、承認申請書及び承認通知書の写しを
生研支援センターに提出

③所属研究機関は、承認又は不承
認を研究代表者へ通知
（様式例_承認通知書、様式例_不
承認通知書）

（代表機関に所属する若手研究者の場合）

②研究代表者は、若手研究者が希望す
る活動内容等について実施条件に照ら
し認められると判断した場合は、所属
研究機関に承認申請書を提出
（様式例_承認申請書）

②申請③承認・不承認

④報告
④研究代表者は、若手研究者に承
認又は不承認を報告

若手研究者

所属研究機関

生研支援センター

研究代表者

自発的な研究活動等の変更承認申請手続

①相談

④報告

①若手研究者は、「自発的な研究活
動等」の変更を希望する際は、研究
代表者に変更内容を相談

④生研支援センターの求めに応じ、所属
研究機関は、承認申請書及び承認通知書
の写しを生研支援センターに提出

③所属研究機関は、変更の承認又
は不承認を研究代表者へ通知
（様式例_変更承認通知書、様式例
_変更不承認通知書）

（代表機関に所属する若手研究者の場合）

②研究代表者は、若手研究者が希望す
る変更内容について実施条件に照らし
認められると判断した場合は、所属研
究機関に変更承認申請書を提出
（様式例_変更承認申請書）

②申請③承認・不承認

④報告
④研究代表者は、若手研究者に変
更の承認または不承認を報告
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                                    (Ⅱ-2-(8)別添1-2)

③ 自発的な研究活動等の活動報告手続

①報告

若手研究者

所属研究機関

生研支援センター

研究代表者

②報告
②研究代表者は、所属研究機関に活動内容
等を報告（様式例_活動報告書）

①若手研究者は、研究代表者に活
動内容等を報告
なお、報告時期は、自発的な研究
活動等における活動期間中の毎年
度終了時、及び活動期間終了時と
する。
なお、他の研究費を獲得する活動
については、当該制度の実績報告
書等をもって本報告の活動内容・
成果に代えられるとともに、当該
制度の実績報告等の提出期限まで
に報告することとする。

③所属研究機関は、活動報告書の
写しの提出や、研究代表者が提出
する実績報告書に自発的な研究活
動等を含める等、生研支援セン
ターの求めに応じ報告する。

（代表機関に所属する若手研究者の場合）

③報告
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                                    (Ⅱ-2-(8)別添1-3)

④

⑤

若手研究者

構成員

生研支援センター

研究実施責任者

自発的な研究活動等の承認申請手続

①相談

⑦報告

①若手研究者は、「自発的な研究活
動等」を希望する際は、研究分担者
に活動内容等を相談

⑦生研支援センターの求めに応じ、代表
機関は、承認申請書及び承認通知書の写
しを配分機関に提出

④構成員は、承認又は不承認を研
究実施責任者へ通知
（様式例_承認通知書、様式例_不
承認通知書）

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合）

③研究実施責任者は、若手研究者が希
望した活動内容等について実施条件に
照らし認められると判断した場合は、
構成員に承認申請書を提出
（様式例_承認申請書）

③申請④承認・不承認

⑤報告

⑤研究実施責任者は、若手研究者
に承認又は不承認を報告

代表機関

研究代表者
②⑤報告

②研究代表者の求めに応じ、研究
実施責任者は、研究代表者に申請
することを報告
⑤研究代表者の求めに応じ、研究
実施責任者は、研究代表者に承認
又は不承認を報告

※若手研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関

⑥報告 ⑥代表機関の求めに応じ構成員は、承認
申請書及び承認通知書の写しを代表機関
に提出

若手研究者

構成員

生研支援センター

研究実施責任者

自発的な研究活動等の変更承認申請手続

①相談

⑦報告

①若手研究者は、「自発的な研究活
動等」の変更を希望する際は、研究
実施責任者に変更内容を相談

⑦生研支援センターの求めに応じ、代表
機関は、変更承認申請書及び変更承認通
知書の写しを生研支援センターに提出

④構成員は、変更の承認又は不承
認を研究実施責任者へ通知
（様式例_変更承認通知書、様式例
_変更不承認通知書）

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合）

③研究実施責任者は、若手研究者が希
望する変更内容について認められると
判断した場合は、構成員に変更承認申
請書を提出
（様式例_変更承認申請書）

③申請④承認・不承認

⑤報告

⑤研究実施責任者は、若手研究者
に変更の承認又は不承認を報告

代表機関

研究代表者
②⑤報告

②研究代表者の求めに応じ、研究
実施責任者は、研究代表者に変更
申請することを報告
⑤研究代表者の求めに応じ、研究
実施責任者は、研究代表者に変更
の承認又は不承認を報告

※若手研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関

⑥報告 ⑥代表機関の求めに応じ、構成員は、変
更承認申請書及び変更承認通知書の写し
を代表機関に提出

203



                                    (Ⅱ-2-(8)別添1-4)

⑥ 自発的な研究活動等の活動報告手続

①報告

⑤報告

若手研究者

生研支援センター

研究実施責任者

③報告

④代表機関の求めに応じ、構成員は、代表
機関に活動報告書の写しを提出

①若手研究者は、研究実施責任者に活動
内容等を報告
なお、報告時期は、自発的な研究活動等
における活動期間中の毎年度終了時、及
び活動期間終了時とする。
なお、他の研究費を獲得する活動につい
ては、当該制度の実績報告等をもって本
報告の活動内容・成果に代えられるとと
もに、当該制度の実績報告等の提出期限
までに報告することとする。

⑤代表機関は、活動報告書の写しの提出や、
研究代表者が提出する実績報告書に自発的
な研究活動等を含める等、生研支援セン
ターの求めに応じ報告する。

（研究分担者と同一の所属研究機関に所属する若手研究者の場合）

研究代表者

構成員

代表機関

④報告

②報告

③研究実施責任者は、構成員に活動内容
等を報告（様式例_活動報告書）

②研究代表者の求めに応じ、研究実施責任
者は、研究代表者に活動内容等を報告

※若手研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関
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若手研究者の自発的な研究活動等に関する FAQ 

 

Ｑ１．エフォート管理されている者のみが対象となるのか。 

Ａ１．エフォート管理以外の方法により勤務管理されている者も適用可能です。 

時間単位や日管理で勤務管理されている場合、実施方法に沿って、日々の勤務管理において既存

の記載・保管する書類に基づき、従事率を管理することとなります。管理方法として、「自発的な

研究活動等従事状況管理表（参考様式８）」を用いて、適切に管理してください。 

 

Ｑ２．自発的な研究活動等において、どのような場合、承認取消となるのか。 

Ａ２．研究代表者等が該当する若手研究者の自発的な研究活動等（以下、活動という）をモニタリングす

ることにより、必要に応じて、実施状況を把握し活動を支援するとともに、承認された活動が適切に

実施されるよう助言を行うこととなります。 

承認された活動内容と実際の活動内容が異なる場合、活動していることが確認できない場合、承認 

されたエフォート率（従事率）に対し、大幅に異なる場合等においては、所属研究機関は、研究代

表者等と相談のうえ、若手研究者の活動が適正に実施されるよう是正させることができる。なお、

是正を促したにも関わらず、是正されない場合は、活動を中止（承認取消）させることができま

す。 

 

Ｑ３．若手研究者の自発的な研究活動等の成果に対する責任は、どのようになるのか。 

Ａ３．若手研究者による自発的な研究活動等の実施やその成果の公表等に係る見解や責任は、原則、若手

研究者自身に帰属します。ただし、若手研究者の所属研究機関と当該若手研究者の間で事前に交わさ

れている取り決めがある場合は、それに従ってください。 

 

Ｑ４．変更承認申請書は、どのような場合に提出が必要となるのか。 

Ａ４．若手研究者の自発的な研究活動等の内容（エフォートを含む）が変更になる場合、変更承認申請が

必要になります。ただし、以下の場合は、変更承認申請の必要はありません。 

・他の研究費を獲得する活動について、金額の査定等の研究費支出元の都合による金額の増減があ 

った場合 

・他の研究費を獲得する場合について、当該研究費のルールにおいて軽微な変更として申請を要し 

ないとされている変更を行う場合 

 

Ｑ５．自発的な研究活動等を実施するに当たり、他の研究資金に応募する場合には、承認申請手続はどの

時点で行う必要があるのか。 

Ａ５．承認申請手続きは他の研究資金の採択後でかまいません。ただし、他の研究資金に応募する前に、

自発的な研究活動等を実施することについて、研究代表者等に相談し、了承を得ておいてください。 

 

Ｑ６．承認申請書は毎年度提出する必要があるのか。 

Ａ６．「自発的な研究活動等」について複数年度の活動を承認されている場合には、毎年度提出する必要

はありません。 
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Ｑ７．自発的な研究活動等の承認申請手続において、年齢の条件が適用されるのは承認申請時点のみか。

それとも自発的な研究活動中は、期間を通して年齢の条件を満たしている必要があるのか。 

Ａ７．対象者の年齢条件は当該事業年度 4 月 1 日時点において判断します。 

また、自発的な研究活動等の実施期間は、対象年齢条件に到達する事業年度終了日までとします。 

 

Ｑ８．若手研究者の所属研究機関と自発的な研究活動等の実施研究機関が異なる場合、当該自発的な研究

活動等により生じた知的財産権の帰属先は、どのようになるのか。 

Ａ８．若手研究者による自発的な研究活動等により生じた知的財産権の帰属については、若手研究者の所

属研究機関と自発的な研究活動等を実施する研究機関が異なる場合は、所属研究機関との雇用契約、

及び自発的な研究活動等を行う研究費のルール（事務処理要領等）をもとに、帰属先等の決定を行っ

てください。 
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各種資料 Ⅱ．提出書類の様式等 

３．委託契約・競争的研究費の直接経費から研究代表者の人件費の支出について 

 

Ⅱ－３ 競争的研究費の直接経費から研究代表者の人件費の支出について 

（※本取扱いは令和３年度１月以降、新たに公募するものから適用となります。） 

 

【ＰＩ実施方針①】 

 

競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について 

 

令和２年１０月９日 

競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ 

１．概要 

我が国の研究力向上には、優秀な研究者が安心して自らの研究に打ち込める研究環境

の整備が不可欠である。このためには、我が国の研究基盤を支える研究機関が、所属する

研究者による持続的な研究成果の創出に向け、適切な費用負担に基づき適正に財源を確

保し、研究者の多様かつ継続的な挑戦を支援する研究環境の改善を図ることが重要であ

る。 

昨年閣議決定した「統合イノベーション戦略 2019」（令和元年６月 21日）においては、

競争的研究費の直接経費から研究代表者（以下「PI（Principal Investigator）」という。）

本人の人件費の支出を可能にし、研究機関の裁量により、研究者支援に活用可能な経費を

拡大することが提言され、実現に向けて、関係府省間で協議を進めてきた。 

今回、これまでの協議の結果を踏まえ、本申し合わせに基づき、研究機関において適切

に執行される体制の構築を前提として、研究活動に従事するエフォートに応じ、PI 本人

の希望により、直接経費から人件費を支出することを可能とする。これにより研究機関は、

PI の人件費として支出していた財源を、PI 自身の処遇改善や、研究に集中できる環境

整備等による PI の研究パフォーマンス向上、多様かつ優秀な人材の確保等を通じた機関

の研究力強化に資する取組に活用することができ、研究者及び研究機関双方の研究力の

向上が期待される。その際、各研究機関におけるガバナンスの強化や、意欲ある若手をは

じめ優秀な研究者を厚遇する人事給与マネジメントの改善等と一体的に実施されること

で、一定の新陳代謝を維持しつつ優れた研究者が活躍できる好循環の実現により、研究成

果の持続化・最大化が期待される。（以下、PI の人件費支出により確保した財源を各研究

機関が研究力向上に活用する仕組みを「本制度」という。）また、総合科学技術・イノベ

ーション会議にて決定した「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」（令和２年１

月 23 日）では、全ての競争的研究費において、その性格も踏まえつつ、PI の人件費支

出を可能とすべく検討・見直しを行うとしており、関係府省等とも連携し、対象事業の拡

大を進める。 
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２．直接経費からの人件費支出に関する事項 

（１）対象となる事業 

各競争的研究費のうち、各配分機関が各事業の性格を踏まえつつ、対象事業を決定する。 

（２）対象者 

PI として研究計画の遂行に関して全ての責任を持つ者とする。なお、配分機関の判断

において、研究分担者も同様に人件費の支出を可能とすることは差し支えない。 

（３）支出額 

PI の年間給与額に、年間を通じて研究活動に従事するエフォート（研究者の全仕事時

間 100％に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合）を乗じた額とすることを

原則として、研究課題の実施に支障のないよう、上記額の範囲内で PI が設定する。 

各配分機関においては、研究費の規模により、例えば少額の研究課題については、直接

経費の一定の割合等を人件費支出の上限として設定するなど、必要に応じて、研究の遂行

に支障を来たさないよう措置を講ずる。 

（４）支出の条件 

以下の全ての条件を満たす場合のみ直接経費から PI の人件費を支出することを可能

とする。なお、本申合せ以前から PI 人件費の支出が可能な研究費について、新たに条件

を付すものではない。 

① 直接経費に PI の人件費（の一部）を計上することについて、PI 本人が希望している

こと 

② PI が所属する研究機関において、確保した財源を研究力向上のために適切に執行す

る体制が整備されていること【別紙参照】 

③ 研究の業績評価が処遇へ反映されるなどの人事給与マネジメントを実施しているこ 

 と 

（５）審査等 

配分機関は、研究費に計上された当該経費の妥当性について、次のいずれか、または両 

方の時点で確認を行う。 

・課題の採択に当たっての審査 

・研究計画の策定・変更に係る諸手続に当たっての審査（交付申請手続、契約手続、変更

申請手続等） 

なお、課題の採択に当たっては、直接経費に当該経費が計上されていることのみをもっ

て採択に影響を及ぼすことのないよう、各事業の審査基準に則り適切に審査を行うこと

とする。 

 

３．届出・報告 

各研究機関は、本制度の利用に当たり体制の整備状況や策定した活用方針を、財源の活

用後には活用実績を、各配分機関に報告する。なお、各配分機関においては、研究機関か

らの届出・報告について、研究機関の負担とならないよう窓口を一本化するなど適宜考慮

することとする。 
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【ＰＩ実施方針②】 

 

【別紙】研究機関における本制度の利用により確保された財源の活用について 

 

１．研究機関に期待される取組 

研究機関においては、所属する PI が直接経費からの人件費を支出することにより

確保された財源を、各機関の裁量で、研究力向上のために活用することが可能となる。

すなわち、研究機関は策定する活用方針に PI が合意してはじめて財源を活用するこ

とができるため、PI 自身や PI の研究活動のインセンティブとなるような取組を明

確に示すことが重要である。 

研究機関が掲げる研究力向上に向けた目標達成のため、研究力強化に資する現実

的かつ実効性のある取組を構想し、確保した財源で PI 自身の処遇改善や、研究に集

中できる環境整備等による当該 PI のパフォーマンス向上を図るとともに、若手研究

者をはじめとした多様かつ優秀な研究人材の確保等による研究機関独自の研究力強

化に活用することが期待される。なお、本制度は各研究機関におけるガバナンスの強

化や、意欲ある若手をはじめ優秀な研究者を厚遇する人事給与マネジメントの改善

等と一体的に実施することにより、機関の目標に即した効果的な取組が実現される

ものである。更には、競争的研究費だけでなく、民間からの受託・共同研究等の外部

資金からも必要な人件費を獲得し、費用負担の適正化に努めるとともに、それにより

確保した財源についても、研究力向上のため、有効に活用されることが期待される。 

 

２．本制度の導入にあたり研究機関において実施すべき事項 

（１）適切に執行される体制の整備 

本制度を導入するにあたり、各研究機関においては、本制度の利用により確保した

財源の適切な執行を担保する観点から、（参考様式 14）に記載された全ての要件を満

たすことを必須とする。 

（２）活用方針の策定、周知 

各研究機関においては、所属する研究者の意向や研究機関の特性・規模等も踏まえ

つつ、「研究力向上」に向け、研究「人材」「資金」「環境」の機能強化を図る活用方

針を策定し、これに則り執行すること。また、策定した活用方針については、所属す

る研究者に対して周知すること。なお、活用方針に定めるべき事項は（参考様式 15）

のとおりとする。 

また、以下に確保された財源の使途の一例を示すが、下記以外であっても研究機関

において研究「人材」「資金」「環境」の機能強化に資すると判断する施策に財源を活

用することは可能である。 

 

（研究力向上のための財源の使途の例示） 

○研究「人材」の戦略的強化 

・直接経費から人件費を支出した PI の処遇の改善 
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・若手研究者の新規雇用 

・博士課程学生等の処遇の改善 

・将来研究者を目指す高校生や学部学生を対象とした研究の支援 

○多様かつ継続的な挑戦を支援する研究「資金」の配分 

・若手研究者のスタートアップ研究の支援 

・当該研究からスピンアウトした研究への支援 

○魅力ある研究「環境」の整備 

・共用研究設備・機器の充実 

・若手研究者や PI 向けの共用設備等の無償化や低廉な使用料の設定 

 

（３）体制の整備状況及び活用方針の提出 

本制度を導入する研究機関は、（１）の体制の整備状況（参考様式 14）及び（２）

の策定した活用方針（参考様式 15）を参考に、研究機関における様式で可）につい

て、毎年度、PI 人件費を計上する研究費を申請するまでに、配分機関に対してメー

ルで提出すること。なお、当該年度に一度提出した場合や、実施状況等を踏まえ活用

方針等を見直した上で、次年度以降、内容に変更が無い場合には再度提出する必要は

ない。 

 

３．活用実績の報告 

本制度を導入した研究機関においては、毎年度の活用実績等について、直接経費か

ら人件費を支出した PI に対して報告を行うこと。 

併せて、（参考様式 16）により、翌年度の６月 30 日までに、配分機関に対してメ

ールで提出すること。 

また、執行の透明性を担保し国民への説明責任を果たすとともに、研究力向上に向

けた事例を広く周知普及させる観点から、策定した活用方針とともに、（参考様式 16）

を各研究機関のホームページ等で公表することを原則とする。公表の際には、研究力

強化に資する既存の取組とまとめて公表しても差し支えない。 

なお、本申合せ以前から既に直接経費からの PI人件費支出が可能な研究費に関し

ても、可能な限り本制度の仕組みを活用し併せて実績を報告することが望ましい。 

 

４．研究者のエフォート管理
1
 

各研究機関においては、適切にエフォートを管理するとともに、所属している研究

者が当該研究活動を確実に実施できるよう、機関内の業務を効率化する等の工夫を

行うことにより、研究時間の確保に努めることとする。 

 

 
1

 参考：「エフォート管理の運用統一について」（令和２年３月 31 日資金配分機関及び所管関係府省申合せ）を踏まえ、

研究活動に従事するエフォートの申告・確認・報告に当たり、事務負担軽減の観点から、資金配分機関は研究機関

に対して当該申合せで要請する以上の書類提出等を求めないこととしている。  
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（参考様式14）

民間からの受託・共同研究等の外部資金を含む多様な財源により、エフォートに応じて研究者の人件費を措置することを
可能とするルールを構築している ※ルールを添付

外部資金を獲得した研究者が研究活動に専念できるよう、所属研究機関内の業務を軽減する等、研究者のエフォートを
確保するためのルールを構築している ※ルールを添付

研究者の業績評価など（能力主義）が、給与・雇用条件（昇給、任期雇用更新）など研究者の待遇改善や、基盤研究費
の増額など研究者の研究環境面の改善等に反映されていること等により、研究意欲のある研究者のインセンティブとな
るような、適切な評価体制が構築されている

本制度の適用申請時に、各配分機関で定める【研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）
等】に基づき、機関の体制整備等の状況に重大な不備があると判断された研究機関とされていない

所属する研究者の意向等を把握したうえで、確保した財源による研究力向上に資する活用方針を策定している

※活用方針において、以下の項目を満たしていること

直接経費からの人件費支出はPIの選択に委ねられ、研究機関は支出を強制しないことを明示している

各研究機関における研究力向上に向けた目標と、それを達成するための具体的な施策、本制度で確保した財源の使途
との関係が明確になっている

直接経費から人件費を支出したPI自身やPIの研究活動へのメリットを示している

所属するPIに対して当該活用方針を周知している

PIに対して、研究機関から制度利用を強制された場合や、設定したエフォートが確保できない場合等、本制度の趣旨に
反する事由があった際に連絡・相談する各配分機関の窓口を案内している

e-Rad課題ID(半角英数字) ********

②PIへの周知について

【研究機関名:　　　　　　　　　　　　　 　】

競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件費支出に関する体制整備状況

本制度を導入するにあたり、研究機関においては、以下の全ての項目を満たすことを要件とする。

（２）執行の透明性の確保

（１）研究機関における環境の整備

①活用方針の策定について
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（参考様式15）

○目標

○当該目標を達成するための具体的な経費の使途・活用策

○執行にあたる留意事項等

e-Rad課題ID(半角英数字) ********

※「研究力向上」に係る目標であること

（記載例）
　・研究者が安定して研究に専念できる環境の整備
　・多様かつ卓越的・挑戦的な研究を支援する体制の強化

※ 上記に掲げた目標と使途・活用策の関係が明確であること
※ 研究「人材」「資金」「環境」機能強化に資する施策であること
※ 直接経費から人件費を支出するPI に対するメリットを示すこと

（記載例）
　（１）直接経費から人件費を支出した研究者への支援（研究者自身の処遇の改善、応用研究のた
めの研究費配分や研究支援体制の強化等）
　（２）若手研究者支援の充実（研究者の新規雇用や若手への重点的な研究費配分等）
　（３）共用設備・機器の整備

【研究機関名:　　　　　　　　　　　　　 　】

各研究機関において活用方針で定めるべき事項及び記載例

　本申合せに基づき、競争的研究費からのPI の人件費支出により確保した経費について、
以下のとおり活用方針を定めるものとする。また、他の競争的研究費や民間からの委託・共
同研究費等においてもPI の人件費支出が可能な研究費に関しては、本申合せを参考に、可
能な限り当該方針に沿って活用することが望ましい。
　なお、各研究機関のガバナンスの強化や人事給与マネジメントの改善等との一体的な実施
により、当該方針で掲げる目標の達成に向け、戦略的・実効的に取り組むこと。

※ 所属する研究者に対して研究機関として直接経費からの人件費支出を強制しない旨を示すこと
※ 実施状況等も踏まえつつ実効性の確保に努めること
※ 研究機関における組織改革と一体的に実施する旨を示すこと

（記載例）
　・直接経費の使途は研究費を獲得した研究者が研究の着実な遂行のため判断するものであり、機
関が強制するものではない
　・本方針については所属する研究者の意向等も踏まえ、必要に応じて見直しを行う
　・当該方針に掲げる目標の達成に向け、人事給与マネジメントの改善等（各機関における改革の
内容）と併せて　取り組むこととする
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（参考様式16）

１．実施状況

① ② ③ ④

事　業　名

直接経費から人件費を

支出した、所属PI の人

数（人）

所属するPI について、直

接経費から支出した人

件費の総額（円）

所属するPI について、直

接経費から人件費を支

出したことにより確保した

財源の総額（円）

合　　　計 0 0 0

２．確保した財源の使途、具体的な活用内容、効果等

e-Rad課題ID(半角英数字) ********

競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件費支出に係る
活用実績報告書（令和 ○ 年度）

（記載例）
　（記載例）
・研究者に対して、直接経費から人件費として支出した額の○%相当を、当該研究の応用に係る研究
費として配分し、当該研究者の継続的な挑戦を支援することにより、研究成果の更なる発展に寄与し
た。（※関連する論文が執筆された等あれば記載ください。）
・間接経費と一体的に活用し、新たに若手研究者を○名雇用することにより、研究体制の強化を行っ
た。

※ 他の経費と一体的に活用することも可能です。その場合はどのような経費と併せて何の取組に活
用したか分かるように記載してください。
※ 必要に応じて参考資料を添付してください。

３．策定した活用方針や活用実績を公表している研究機関のホームページ等のURL を記載してください。
　なお、各研究機関における研究力向上に向けた実施事例については、好事例として政府のホームページで
も公表させていただく場合があります。

【研究機関名:　　　　　　　　　　　　　 　】
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直接経費からの研究代表者（PI）の人件費の支出に関する FAQ 

 

【対象者について】 

 

Q１－１．大学以外の研究機関においても人件費の支出が可能か。 

A１－１．支出条件を満たしている場合、全ての研究機関において、所属する PI 本人の人件費

を支出することが可能です。 

 

Q１－２. 配分機関の判断で研究分担者も人件費の支出が可能となっているが、所属機関が異

なる研究分担者の取扱いはどのようになるのか。 

A１－２. 研究分担者の所属する研究機関の定めによることになります。したがって、PI 人件

費の支出に当たって必要な体制整備や活用方針の策定、活用実績の報告については、

研究分担者の所属する研究機関においてご対応いただく必要があります。 

 

【支出対象経費・支出額について】 

 

Q２－１．直接経費から人件費としてどのような経費の支出が可能か。 

A２－１．給与（有給休暇等を含む）をはじめ通勤手当や法定福利費、各種手当等の支出が可能

です。研究機関の給与規程等に基づき適切に取り扱ってください。 

 

Q２－２．人件費として支出できる額の上限は設定されているのか。 

A２－２．年間を通じて研究活動に従事するエフォートの範囲内で人件費を支出することが可

能です。例えば、当該 PI の年間の人件費総額が 1000 万で、研究活動に従事するエフ

ォートが 30%である場合、300 万円を上限として、研究課題の実施に支障のないよう

留意しつつ、直接経費から人件費として支出することが可能です。 

 

Q２－３．研究活動に従事するエフォートが 100％の場合でも直接経費での人件費支出は可能

か。 

A２－３．100％の範囲内で人件費を支出することが可能です。ただし、経済性・効率性・有効

性の観点から、研究計画の遂行に照らして当該人件費が過度に計上されることのない

よう、適切な研究計画を立案する必要があります。 

 

Q２－４．配分機関が設定している PI 人件費の支出上限額を超えた場合の取扱いはどのよう

になるのか。 

A２－４．配分機関が PI 人件費の支出上限額を設定している場合、それを超えて支出するこ

とはできません。額の確定時に PI 人件費が上限額を超えていることが判明した場合

には、支出上限額の範囲で精算を行うこととなります。 

 

Q２－５．研究機関において、直接経費から PI の人件費の支出額に上限を設けることは可能
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か。 

A２－５．研究機関の判断において、支出額に上限を設けることは可能です。なお、支出にあた

っては、申し合わせ「（２）支出額」の範囲内であることをご確認ください。 

 

Q２－６．PI が年度途中で研究機関を異動する場合、異動元研究機関及び異動先研究機関で

の直接経費からの人件費の支出額はどのように設定すれば良いか。 

A２－６．異動元研究機関及び異動先研究機関において、以下の範囲内で設定してください。 

・異動元研究機関：異動元研究機関における当該年度の在籍期間に応じた給与額に、 

当該期間に研究活動に従事するエフォートを乗じた額 

・異動先研究機関：異動先研究機関における当該年度の在籍期間に応じた給与額に、 

当該期間に研究活動に従事するエフォートを乗じた額 

ただし、異動後も直接経費から PI の人件費の支出を希望する場合は、異動先研究機関に

おいても申し合わせ「（３）支出の条件」を満たしている必要がありますので、ご留意ください。 

 

【研究遂行中の申請・変更について】 

 

Q３－１．計画策定時に PI 人件費を計上していなくても、研究の遂行中に人件費を支出する

ことは可能か。 

A３－１．当該研究の進展等に応じて、関係府省間で申し合わせた「費目間流用ルールの統一化

について」に基づき、直接経費総額の各配分機関が定める割合以内においては、配分

機関に承認を得ることなく流用することが可能です。ただし、その場合でも、事業によ

って条件等を求めている場合がありますので、事前に配分機関に確認してください。 

なお、各配分機関が定める割合を超える場合には、配分機関のルールに従い、研究

計画の変更手続等を行ってください。 

また、直接経費に PI 人件費を計上する場合、研究機関において支出条件を満たし

ている必要があります。したがって計画の遂行中に人件費の支出を希望する場合には、

まず所属する研究機関において必要な体制が整備されているかを確認してください。 

 

Q３－２．計画策定時に PI 人件費を計上しておらず、研究の遂行中に人件費を支出する場合、

体制整備状況及び活用方針の提出はどのタイミングで行えばよいか。 

A３－２．以下の通りご提出ください。 

・直接経費総額の各配分機関が定める割合以内で流用する場合： 

PI 人件費支出時までに体制整備状況及び活用方針を各配分機関に提出し、 

確認を経てください。 

・直接経費総額の各配分機関が定める割合を超え、研究計画の変更手続等を行う場合： 

研究計画の変更手続き等を行うまでに体制整備状況及び活用方針を各配分機関 

に提出し、確認を経てください。 

 

Q３－３．エフォートが申請時から変動し、人件費が増加／減少する場合、手続は必要か。 
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A３－３．当該研究の進展や他の業務の状況等に応じ、エフォートが変動する場合であっても、

関係府省間で申し合わせた「費目間流用ルールの統一化について」に基づき、直接経費

総額の各配分機関が定める割合以内においては、配分機関に承認を得ることなく流用

することが可能です。ただし、その場合でも、事業によって条件等を求めている場合が

ありますので、事前に配分機関に確認してください。 

なお、各配分機関が定める割合を超える場合には、配分機関のルールに従い、研 

究計画の変更手続等を行ってください。 

 

【PI の人件費支出により確保される財源について】 

 

Q４－１．獲得した研究費の人件費相当分をそのまま PI の給与に上乗せすることは可能か。 

A４－１．研究機関において、研究費を獲得した研究者へのインセンティブとして、PI の処遇を

改善する趣旨の下、給与に上乗せして活用することを方針として策定している場合は

可能です。 

 

Q４－２．確保した財源について年度を超えた繰越はできないか。 

A４－２．直接経費から支出した人件費は当該年度の人件費として執行することとなりますが、

研究機関において確保した財源については機関内での経費の執行ルールに従い取り扱

う必要があります。 

 

Q４－３．新規雇用や定年退職後の再雇用のように、それまで支出していた財源がない場合や、

それまで支出していた財源の使用ルール等において活用使途が限定されており、確保

される財源がない場合も、直接経費から PI 等の人件費を支出できるのか。 

A４－３．PI 等への直接経費からの人件費支出にあたっては、それまで支出していた財源の有

無に関わらず、当該 PI 等のエフォートに応じて支出することが可能です。確保される

財源がある場合には、活用方針に沿って執行する必要があります。 

 

【体制整備について】 

 

Q５－１．体制整備状況において、「民間からの受託・共同研究等の外部資金を含む多様な財源

により、エフォートに応じて研究者の人件費を措置することを可能とするルールを構築

している」ことが必須となっているが、民間資金での人件費措置を可能とするルールが

なければならないのか。 

A.５－１．共同研究等の研究費からの支出やクロスアポイントメント制度の活用等、民間の外部

資金も含めた多様な財源について、人件費への活用が可能なルールを構築されている

ことを必須要件としています。「多様な財源」には、公的研究機関や海外教育研究機関

など、民間に限らず広い範囲の外部資金が含まれます。 

 

Q５－２．支出の条件のうち「研究の業績評価が処遇へ反映されるなどの人事給与マネジメン
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ト」とは具体的に何か。 

A５－２．研究の業績評価が処遇へ反映されるなどの人事給与マネジメントとは、具体的に研

究者の業績評価など（能力主義）が、給与・雇用条件（昇給、任期雇用更新）など研究者

の待遇改善や、基盤研究費の増額など研究者の研究環境面の改善等に反映されている

ことを指します。研究者のインセンティブとなるような、研究業績についての適切な評

価体制が構築されていることが必要です。 

 

【活用実績について】 

 

Q６－１．活用実績についてどのようにチェックされるのか。 

A６－１．配分機関は策定した活用方針に沿って執行されたか確認を行います。方針とは全く

異なり活用されている場合には、研究機関に対してヒアリングし、必要に応じて改善を

要求する等、適切な対応を行います。 

 

【大学法人の予算措置について】 

Q７－１．私立大学等経常費補助金の算定基礎となる教員に対し、競争的研究費の直接経費に

より PI としての人件費を支出する場合の取扱いはどのようになるのか。 

A７－１．私立大学等経常費補助金の要領において算定基礎となる専任教員等の給与月額等

を定めており、仮に競争的研究費の直接経費から PI の人件費を支出する場合であっ

ても、要領に定める要件に該当する場合は、経常費補助金の算定対象となります。 

 

Q７－２．国立大学法人において、運営費交付金による国からの退職金の予算措置の対象とな

る承継職員である PI 等に、競争的研究費の直接経費から人件費を支出した場合、国か

らの退職金の予算措置の対象から外れる、又は措置金額が減額されることとなるのか。 

A７－２．退職金の予算措置の対象となるのは、承継職員（国立大学法人法附則第 4 条の規定

に基づき、国の職員から国立大学法人の職員に移行した者）及び承継職員の退職に伴

う補充職員として整理され、退職金対象台帳に掲載されている職員であり、給与がど

の経費により支弁されているかを問うていません。 
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直接経費から PI の人件費を支出する場合のフロー図 
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各種資料 Ⅱ．提出書類の様式等 

４．委託契約・競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行経費を支出可能とする見

直し（バイアウト制度の導入）について 

Ⅱ－４ 競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行経費を支出可能とする見直し

（バイアウト制度の導入）について 

（※本取扱いは令和３年度１月以降、新たに公募するものから適用となります。） 

 

━━━━━━【バイアウト実施方針】━━━━━━ 

競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を 

支出可能とする見直し（バイアウト制度の導入）について 

令和２年１０月９日 

競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ 

１．概要 

優れた研究成果の創出に当たっては、研究者が研究に専念できる研究環境が不可欠で

あるが、大学等研究者の研究に充てる時間割合は減少傾向であり、研究に従事できる時間

の確保が急務である。 

昨年閣議決定した「統合イノベーション戦略 2019」（令和元年６月 21 日）においては、

我が国の研究力向上に向け、研究者の研究時間の確保のための制度改善を行うよう方向

性が示されている。 

このため、海外の先行事例も踏まえ、競争的研究費の直接経費の使途を拡大し、研究代

表者（以下「PI」という。）本人の希望により研究機関と合意をすることで、その者が担

っている業務のうち研究以外の業務（講義等の教育活動等やそれに付随する事務等。なお、

「研究」には、当該競争的研究費により実施される研究以外の研究も含む。）の代行に係

る経費の支出を可能とする制度（以下「バイアウト制度」という）を導入することとする。

これにより、研究プロジェクトに専念できる時間の拡充が可能となり、当該研究プロジェ

クトの一層の進展が期待される。 

さらに、代行要員として博士課程学生を含めた若手人材の活用も考えられることから、

TA(ティーチング・アシスタント)を含む教育活動等の経験を通じた、将来を担う優れた若

手人材の能力向上や活躍促進にも寄与することができる。 

 

２．直接経費からの当該経費の支出に関する事項 

（１）対象となる事業 

各競争的研究費のうち、各配分機関が各事業の性格を踏まえつつ、対象事業を決定する。 

（２）支出可能となる経費 

研究プロジェクトに専念できる時間を拡充するために、PI 本人の希望により、その者

が所属研究機関において担っている業務のうち、研究以外の業務の代行に係る経費（以下

「バイアウト経費」という。）の支出を可能とする。また、研究機関においては、業務の

代行に関する仕組みを構築し、代行要員を確保する等により業務の代行を実施する。なお、

配分機関の判断において、研究分担者も同様にバイアウト経費の支出を可能とすること

は差し支えない。 
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PI は所属研究機関が構築するバイアウト制度に関する仕組みに則り、代行させる業務 

内容と必要な経費等について研究機関と合意することにより、直接経費に計上できる

ものとする。 

なお、当該 PI が研究費の直接経費により PI 人件費も支出する場合においては、エフ

ォート管理 1を適切に行うこと。 

また、各配分機関においてバイアウト制度を導入する際に、研究費の規模により、例え

ば少額の研究課題については、直接経費の一定の割合等をバイアウト経費の支出の上限

として設定するなど、必要に応じて、研究の遂行に支障を来さないよう措置を講ずる。 

（３）審査等 

各配分機関は、課題の採択に当たっては、研究費にバイアウト経費が計上されているこ

とのみをもって採択に影響を及ぼすことのないよう、各事業の審査基準に則り適切に審

査を行うこととする。 

 

３．所属研究機関において実施すべき事項等 

（１）バイアウト制度に関する仕組みの構築 

研究機関は、以下の内容を含む規程を整備するなどバイアウト制度に関する仕組みを

構築すること。 

なお、研究機関における管理事務の合理化等、研究時間の確保を含む研究環境の整備は、

一義的には研究機関の責任で行われるべきものであるため、バイアウト経費の支出が可

能な対象は、研究者が本来行う必要がある教育活動等及びそれに付随する事務等の業務

に限ることとし、営利目的で実施する業務は対象外とする。 

・講義等の教育活動等やそれに付随する各種事務等のうち代行出来る業務の範囲 

・年間に代行出来る上限等  ・代行にかかる経費（料金）や算定基準 

・その他、代行のために必要な事務手続き等 

（２）PI との合意 

研究機関は、PI が希望する業務の代行に関し、その内容や費用等の必要な事項につい

て各研究機関のバイアウト制度の仕組みに則り当該 PI との合意に基づき、代行要員を確

保する等により代行を実施すること。 

（３）経費の適正な執行 

研究機関は、研究者の研究時間の確保のための制度改善であるバイアウト制度の趣旨

を踏まえた適正な仕組みを構築し、運用すること。また、複数の研究費を合算して代行を

実施する場合は、経費分担の根拠を明確にし、各経費間で重複がないよう、適切な経費配

分を行うこと。 

また、配分機関は、研究機関で構築した仕組みの運用状況に疑義が生じた場合に、運用

状況の報告を求めることができるとともに、本申し合わせの内容に反していることが確

認された場合には、研究機関に対して、運用方法の是正を求めることやバイアウトに関す

る経費の返還等、必要な措置を講ずることができる。 
1

 参考：「エフォート管理の運用統一について」（令和２年３月 31 日資金配分機関及び所管関係府省申合せ）を踏ま

え、研究活動に従事するエフォートの申告・確認・報告に当たり、事務負担軽減の観点から、資金配分機関は研究機関に対

して当該申合せで要請する以上の書類提出等を求めないこととしている。  
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直接経費からの研究以外の業務の代行に係る経費 

（バイアウト経費）の支出に関する FAQ 

 

【バイアウト経費を支出する業務について】 

 

Q１－１．バイアウト経費を支出可能である「所属研究機関において担っている業務のうち、研

究以外の業務」には、どのような業務が含まれるのか。 

A１－１．所属研究機関の研究者が行う業務として位置付けられた、①研究活動、②組織の管理

運営事務を除く、研究者が本来行う必要がある教育活動等及びそれに付随する事務等

の業務が対象となります。また、営利目的で実施する業務は対象外となります。 

（例） 教育活動（授業等の実施・準備、学生への指導等）、社会貢献活動（診療活動、 

研究成果普及活動等） 等 

なお、対象業務の詳細については、各配分機関が示す連絡先までお問い合わせください。 

 

Q１－２．研究機関において、運営委員会等の組織の管理運営事務をバイアウト対象業務とし

て設定することは可能か。 

A１－２．競争的研究費の直接経費から支出するバイアウトの対象業務は、研究者が本来行う必

要がある教育活動等及びそれに付随する事務等の業務に限定しています。研究時間の

確保を含む研究環境の整備は一義的には研究機関の責任で行われるべきものであり、

組織の管理運営事務（運営委員会等の大学を運営するための方針や規程の策定に係る

業務、大学の評価に係る業務、人事に関する業務 等）にかかる合理化等は、本来研究

機関の責任で行うべきことと考えます。このため、組織の管理運営事務に関しては、バ

イアウトの対象業務として設定することはできません。 

 

Q１－３．大学以外の研究機関においても「所属研究機関において担っている業務のうち、研

究以外の業務」に当たる対象業務を設定することは可能か。 

A１－３．競争的研究費におけるバイアウトの対象業務は、研究者が本来行う必要がある教育活

動等及びそれに付随する事務等の業務としていますので、①研究活動、②組織の管理

運営事務を除いた業務がバイアウト経費の支出対象となります。例えば公的機関での

次世代人材育成に係る業務等、研究者が本来行う必要がある業務がある場合には、支

出の対象業務とすることは可能です。 

なお、本制度による取組以外で、各研究機関の判断で実施する研究者の業務負担軽 

減に資する取組を制限するものではありません。 

 

【バイアウトを実施する際の手続について】 

 

Q２－１．応募時にバイアウト経費を計上する際には、どの程度、研究機関と調整が済んでいる 

必要があるか。 

A２－１．バイアウト経費を計上するに当たっては、研究機関においてバイアウト制度に関する
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仕組みが構築されていることが必要です。その上で、応募書類に経費の計上が求めら

れている場合はその提出時までに、応募書類に経費の計上が求められていない場合は、

採択後の経費計上を求める書類の提出までに、研究機関において構築した仕組みに則

り研究機関と研究者間の合意がなされていることが必要です。 

 

Q２－２．研究計画の遂行中にバイアウトする必要が生じた場合には、どのような手続が必要 

か。 

A２－２．応募時にバイアウト経費を計上していなかった場合に、研究の進展に応じバイアウト

する必要が生じた場合には、各競争的研究費のルールに従い、必要に応じて変更申請

手続等を行ってください。 

なお、関係府省間で申し合わせた「費目間流用ルールの統一化について」に基づき、 

直接経費総額の各配分機関が定める割合以内においては、配分機関に承認を得ること

なく流用することが可能です。ただし、その場合でも、事業によって条件等を求めてい

る場合がありますので、事前に配分機関に確認してください。 

なお、各配分機関が定める割合を超える場合には、配分機関のルールに従い、研究

計画の変更手続等を行ってください。 

 

Q２－３. 配分機関の判断で研究分担者もバイアウト経費の支出が可能となっているが、所属

機関が異なる研究分担者の取扱いはどのようになるのか。 

A２－３. 研究分担者の所属する研究機関の定めによることになります。したがって、バイアウ

ト経費の支出に当たって必要な仕組みの構築、代行の実施については、研究分担者の

所属する研究機関においてご対応いただく必要があります。なお、研究分担者もバイア

ウト経費の支出を可能とする対象としているかどうかについては事業の性格に応じて

定めておりますので、配分機関にご確認ください。 

 

Q２－４. バイアウト経費の支出に当たって、証拠書類としてどのような書類を準備すれば良

いか。 

A２－４．証拠書類においては、業務を代行することで当該研究プロジェクトに専念できる時間

が拡充したことが分かる必要があります。バイアウト制度については研究機関が構築し

た仕組みに基づき実施することとなりますので、一律にバイアウト経費の支出に必要な

証拠書類を示すことは困難ですが、例えば、PI と研究機関との合意文書や、領収書な

ど直接経費からバイアウト経費が適切に支出されたことを証明する書類等が考えられ

ます。なお、書類の準備に当たって研究代表者等の過度な負担とならないように留意し

てください。 

 

【バイアウト経費の計上について】 

Q３－１．バイアウト経費とは代行要員を雇用するための費用を指すのか。 

A３－１．バイアウト実施時には、PI は、研究機関が構築した仕組みに基づき算定される経費

を研究機関に支払い、業務の免除を受けることとなります。バイアウト経費とは、この際
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に PI が研究機関に支払う費用のことを指しており、研究機関が代行要員を雇用する

ための費用自体を指すものではありません。なお、研究機関への支払いをもって PI に

よるバイアウト経費の支出は完了となり、業務の代行は、研究機関が構築するバイアウ

ト制度に関する仕組みに基づき、研究機関の責任において実施することとなりますの

で、ご留意ください。また、PI は業務の免除を受けたエフォートを当該研究プロジェク

トに充てることとなり、当該研究プロジェクト以外の業務に充てることはできません。 

 

Q３－２．バイアウト経費は、どの費目で計上するのか。 

A３－２．府省共通経費取扱区分表の「その他」の費目で計上してください。 

 

Q３－３．バイアウト経費の算定基準は、どのように設定すればよいか。 

A３－３．各機関における人件費の考え方等に基づいて設定することが可能です。海外の先行

事例を参考にすると、バイアウトする PI の年間給与額をベースとし、バイアウトする業

務のエフォートに応じた算定基準を設ける（設定例：PI の年間給与の○％×バイアウト

授業数／PI の担当授業数）こと（下図参照）が考えられるほか、免除を受ける業務の内

容によって単価を決めることなども考えられます。 

なお、当該経費の算出方法は、様々な形が想定されるため、研究機関の実態に合わ 

せて研究機関が設定して下さい。 

 

【代行要員について】 

Q４－１．業務の代行にあたって雇用する代行要員は、学生や秘書でもよいのか。 

A４－１．代行要員の身分は問いませんので、どのような方を雇用するかについては、研究機関でご

判断ください。ただし、代行の対象業務が「“所属研究機関の研究者が行う業務として位置

付けられた”、①研究活動、②組織の管理運営事務を除く、“研究者が本来行う必要がある”

教育活動等及びそれに付随する事務等の業務」であること、「研究時間の確保を含む研究環

境の整備は一義的には研究機関の責任で行われるべき」であることにご留意ください。 

 

Q４－２．業務の代行にあたり、代行要員として TA を雇用する場合の雇用手続等は研究者が行う

のか。 

A４－２．バイアウトによる業務の代行は、研究機関が構築するバイアウト制度に関する仕組みに基

づき、研究機関の責任において実施することとなります。したがって、代行要員としての TA 

の雇用手続等は研究者ではなく研究機関が行う必要があります。 

 

Q４－３．業務の代行にあたり、新たな代行要員の雇用が必須なのか。既存の教職員を代行要員と

することができるか。 

A４－３．バイアウトによる業務の代行方法はその方法を含めて研究機関に委ねられていますので、

新たな代行要員の雇用が必須ではありません。研究機関が構築するバイアウト制度に関する

仕組みに基づき、研究機関の責任において実施してください。 
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【PI 人件費を支出する場合の留意点について】 

Q５－１．競争的研究費の直接経費から PI の人件費を支出する場合において、バイアウト制度を併

用することは可能か。 

A５－１．競争的研究費の直接経費から PI 人件費支出が認められている事業において、バイアウト

制度を併用することは可能です。ただし、併用の実態に合わせた適正なエフォート管理を行

ってください。また、バイアウトすることで拡充した研究エフォート分に対するバイアウト経費

と、当該エフォートに対する PI 人件費とを重複して計上することのないようご留意くださ

い。 

 

【大学法人の予算措置について】 

Q６－１. バイアウト制度を利用することにより、授業時間数が減り 1 週間の割当授業時間数が 6 

時間未満となった場合、私立大学等経常費補助金の算定対象から外れることとなるのか。 

A６－１. バイアウト制度を利用することにより、教員は研究費を活用して時間を捻出することが可

能となりますが、私立大学等経常費補助金の算定においては、教育活動への参画状況を評

価し、その対象としていることから、6 時間未満となる者は対象から外れることとなります。 
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各種資料 Ⅱ．提出書類の様式等　

５．提出様式一覧

番号 名称 番号 名称

広報様式１ 研究実施内容等発表事前（事後）通知書 情報様式１ 情報セキュリティ対策実施確認事項

広報様式２ 共催等名義使用申請書 情報様式２ 情報管理実施体制

広報様式３ 研究成果普及報告書 情報様式３ 情報管理経歴書

事業様式１ 試験研究委託契約書 参考様式１ 自発的な研究活動等承認申請書

事業様式２ 委託試験研究中止（廃止）申請書 参考様式２ 自発的な研究活動等承認通知書

事業様式３ 封印申請書 参考様式３ 自発的な研究活動等不承認通知書

事業様式４ 権利義務承継承認申請書 参考様式４ 自発的な研究活動等変更承認申請書

事業様式５ 第三者と共同研究する理由書（兼第三者を共同出願人に加
える理由書） 参考様式５ 自発的な研究活動等変更承認通知書

経理様式１ 委託試験研究実施計画書 参考様式６ 自発的な研究活動等変更不承認通知書

経理様式２ 委託試験研究実績報告書 参考様式７ 自発的な研究活動等活動報告書

参考１ 委託事業に係るチェックリスト（コンソーシアム代表機関用） 参考様式８ 自発的な研究活動等従事状況管理表

参考２ 委託事業に係るチェックリスト(コンソーシアム構成員用：代表機
関含む) 参考様式９ エフォート証明書

経理様式３ 委託試験研究実施計画変更承認申請書 参考様式10 エフォート申告書

経理様式４ 作業日誌 参考様式11 従事状況報告

経理様式５ 振込依頼書 参考様式12 エフォート報告書

経理様式６ 委託試験研究概算払請求書 参考様式13 人件費精算書

経理様式７ 試験研究委託費帳簿 参考様式14 競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件費支
出に関する体制整備状況

経理様式８ 繰越承認申請書 参考様式15 各研究機関において活用方針で定めるべき事項

経理様式９ 備品購入（計画変更）理由書 参考様式16 競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件費支
出に係る活用実績報告書

経理様式10 委託試験研究実施計画書・試験研究計画書の変更届 参考様式17 研究倫理に関する誓約書

経理様式11 委託物品等受入申請書

経理様式12 委託物品等報告書（統一様式）

経理様式13 委託試験研究精算払請求書

経理様式14 研究機器一時使用報告書

経理様式15 リース物品の利用状況報告書

経理様式16 委託業務完了届

経理様式17 返還連絡書

経理様式18 収益状況報告書

経理様式19 収入状況報告書

経理様式20 民間投資集計表

経理様式21 合算使用届出書

知財様式１ 発明等報告書

知財様式２ 特許権等出願通知書（兼登録通知書・出願取下げ事前通知
書）

知財様式３ 特許権等実施報告書

知財様式４ 特許権等国外実施申請書（兼専用実施許諾・独占的実施
許諾申請書・兼移転申請書・放棄届出書）

知財様式５ 特許権等実施許諾報告書（兼移転報告書）

知財様式6 知的財産の取扱方針

　令和3年度以降において、事務手続きの簡素化・効率化を図るべく、生研支援センター委託事業における契約書を除く全ての文書（申請書、届出
書等）について、各種様式への押印は不要とします。
　提出については、ｅメール、またはAFFRIT共有フォルダ（Ⅱ-8.(1)-2[P.59]）へのデータ格納による提出をお願いいたします。
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番号 名称 番号 名称
様式Ⅱ−１ 研究実施内容発表事前通知書（研究実施プレスリリース用等）
様式Ⅱ−１－１ 研究実施内容発表事前通知書（SIP用）
様式Ⅱ−２ 研究成果発表事前通知書（研究成果論文投稿等用）
様式Ⅱ−３ 研究成果発表事前通知書（研究成果プレスリリース用等）
様式Ⅱ−３−２ 報道発表事後報告書（報道発表事後報告用等）
様式Ⅱー４ 共催名義使用申請書 広報様式２ 共催名義使用申請書
様式Ⅱー５ プレスリリース資料様式
様式Ⅱー６ 出張報告書（革新的技術開発緊急展開事業のみ）

様式Ⅱー７ 試験研究計画別成績検討会報告票（革新的技術開発緊急展開事業のみ）

様式Ⅱー８ 試験研究計画別各種会議報告票（革新的技術開発緊急展開事業のみ）
様式Ⅱー９ 試験研究計画別進捗状況の定例報告書
様式Ⅲー１ 委託契約書標準様式 事業様式１ 試験研究委託契約書
様式Ⅲ−２ 委託試験研究実施計画書
別記１ 物品購入計画、支払計画
別記２ 構成員の試験研究計画
様式Ⅲ−２－２ 委託試験研究実施計画書（異分野融合発展研究用）
別記１ 物品購入計画、支払計画（異分野融合発展研究用）
別記２ 構成員の試験研究計画（異分野融合発展研究用）
様式Ⅲ−３ 委託試験研究実績報告書
様式Ⅲ−３ 委託試験研究実績報告書（SIP用）

様式Ⅲ−３ 委託試験研究実績報告書
（イノベーション創出強化研究推進事業マッチングファンド）

様式Ⅲ−３ 委託試験研究実績報告書
（イノベーション創出強化研究推進事業マッチングファンド以外）

様式Ⅲ−３ 委託試験研究実績報告書（ムーンショット用）

様式Ⅲ−３ 委託費集計表 経理様式２
（別添）

参考１ 委託事業に係るチェックリスト（代表機関用）
参考１ 委託事業に係るチェックリスト（SIP/MS代表機関用）

参考１ 委託事業に係るチェックリスト
（イノベーション創出強化研究推進事業代表機関用）

参考１ 委託事業に係るチェックリスト
（知の集積研究開発モデル事業用代表機関用）

参考２ 委託事業に係るチェックリスト（構成員用：代表機関含む）
参考２ 委託事業に係るチェックリスト（SIP/MS構成員用：代表機関含む）

参考２ 委託事業に係るチェックリスト
（イノベーション創出強化研究推進事業構成員用：代表機関含む）

参考２ 委託事業に係るチェックリスト
（知の集積研究開発モデル事業構成員用：代表機関含む）

様式Ⅲ−４ 委託試験研究実施計画変更承認申請書 経理様式３ 委託試験研究実施計画変更承認申請書
様式Ⅲ−５ 作業（業務）日誌 経理様式４ 作業日誌
様式Ⅲ−６ 振込依頼書 経理様式５ 振込依頼書
様式Ⅲ−７ 委託試験研究概算払請求書 経理様式６ 委託試験研究概算払請求書
様式Ⅲ−８ 試験研究委託費帳簿
様式Ⅲ−８－１ 試験研究委託費帳簿（知の集積研究開発モデル事業用）
様式Ⅲ−８－２ 試験研究自己資金帳簿（知の集積研究開発モデル事業用）
様式Ⅲ−８－３ 試験研究委託費帳簿（イノベーション創出強化研究推進事業用）
様式Ⅲ−８－３ 試験研究委託費帳簿（SIP/MS用）

様式Ⅲ−８－４ 試験研究自己資金帳簿
（イノベーション創出強化研究推進事業マッチングファンド用）

様式Ⅲ−９ 繰越承認申請書 経理様式８ 繰越承認申請書
様式Ⅲー１０ 備品購入理由書
様式Ⅲ−１１ 備品購入計画変更理由書
様式Ⅲ−１２ 委託試験研究実施計画書の変更届
様式Ⅲ−１２－２ 試験研究実施計画書の変更届
様式Ⅲ−１３ 委託物品等受入申請書 経理様式11 委託物品等受入申請書
様式Ⅲ−１４ 委託物品等継続使用申請書
様式Ⅲ−１５ 委託物品等継続使用実績報告書
様式Ⅲ−１６ 委託物品等廃棄許可申請書
様式Ⅲ−１７ 委託試験研究中止（廃止）申請書 事業様式２ 委託試験研究中止（廃止）申請書
様式Ⅲ−１８ 封印申請書 事業様式３ 封印申請書
様式Ⅲ−１９ 外国出張申請書（当初計画外）
様式Ⅲ−２０ 外国招へい旅費申請書（当初計画外）
様式Ⅲ−２１ 委託試験研究精算払請求書 経理様式13 委託試験研究精算払請求書
様式Ⅲ−２２ 権利義務承継承認申請書 事業様式４ 権利義務承継承認申請書
様式Ⅲ−２３ 研究機器一時使用報告書 経理様式14 研究機器一時使用報告書
様式Ⅲ−２４ リース物品の利用状況報告書 経理様式15 リース物品の利用状況報告書

様式Ⅲ−２５ 研究項目別の分担 経理様式２
（別添） 委託試験研究実績報告書

（様式廃止）

経理様式12 委託物品等報告書（統一様式）

試験研究委託費帳簿経理様式７

経理様式９ 備品購入（計画変更）理由書

経理様式10 委託試験研究実施計画書・試験研究計画書の変更届

委託試験研究実績報告書

様式新旧対応表

経理様式２

委託事業に係るチェックリスト
（コンソーシアム代表機関用）参考１

（様式廃止）

（様式廃止）

経理様式１ 委託試験研究実施計画書

現様式 新様式

広報様式１ 研究実施内容等発表事前（事後）通知書

委託事業に係るチェックリスト
(コンソーシアム構成員用：代表機関含む)参考２
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番号 名称 番号 名称

様式新旧対応表
現様式 新様式

様式Ⅲ−２６ 委託業務完了届 経理様式16 委託業務完了届
様式Ⅲ−２７ 返還連絡書 経理様式17 返還連絡書
様式Ⅳ−１ 確認書
様式Ⅳ−２ 発明等報告書 知財様式１ 発明等報告書
様式Ⅳ−３ 特許権等出願通知書
様式Ⅳ−３−１ 特許権等出願通知書（国外出願）
様式Ⅳ−３−２ 特許権等出願通知書（各指定国への国内移行状況）
様式Ⅳ−４ 特許権等通知書

様式Ⅳ−５ 特許権等放棄報告書 知財様式４
特許権等国外実施申請書
（兼専用実施・独占的実施申請書
・兼移転申請書・放棄届出書）

様式Ⅳ−６ 特許権等出願取下げ報告書 知財様式２ 特許権等出願通知書
（兼登録通知書・出願取下げ事前通知書）

様式Ⅳ−７ 特許権等実施報告書 知財様式３ 特許権等実施報告書
様式Ⅳ−８−１ 収益状況報告書 経理様式18 収益状況報告書
様式Ⅳ−８−２ 収入状況報告書 経理様式19 収入状況報告書
様式Ⅳ−９ 特許権等実施申請書
様式Ⅳ−９−１ 特許権等実施申請書（国外実施）
様式Ⅳ−１０ 特許権等実施許諾承認申請書
様式Ⅳ−１２ 特許権等移転承認申請書  (確認書第４項に該当しないもの)
様式Ⅳ−１１ 特許権等実施許諾報告書
様式Ⅳ−１３ 特許権等移転報告書 (確認書第４項に該当するものも含む)
様式Ⅳ−１４ 著作物通知書
様式Ⅳ−１５ 権利化等方針 知財様式6 知的財産の取扱方針
様式Ⅳ−１６ 第三者と共同研究する理由書
様式Ⅳ−１７ 第三者を共同出願人に加える理由書
様式Ⅵ−１ 情報セキュリティ対策実施確認事項 情報様式１ 情報セキュリティ対策実施確認事項
様式Ⅵ−２ 情報管理実施体制 情報様式２ 情報管理実施体制
様式Ⅵ−３ 情報管理経歴書 情報様式３ 情報管理経歴書
様式Ⅶ−１ 自発的な研究活動等承認申請書 参考様式１ 自発的な研究活動等承認申請書
様式Ⅶ−２ 自発的な研究活動等承認通知書 参考様式２ 自発的な研究活動等承認通知書
様式Ⅶ−３ 自発的な研究活動等不承認通知書 参考様式３ 自発的な研究活動等不承認通知書
様式Ⅶ−４ 自発的な研究活動等変更承認申請書 参考様式４ 自発的な研究活動等変更承認申請書
様式Ⅶ−５ 自発的な研究活動等変更承認通知書 参考様式５ 自発的な研究活動等変更承認通知書
様式Ⅶ−６ 自発的な研究活動等変更不承認通知書 参考様式６ 自発的な研究活動等変更不承認通知書
様式Ⅶ−７ 自発的な研究活動等活動報告書 参考様式７ 自発的な研究活動等活動報告書
様式Ⅶ−７−２ 自発的な研究活動等従事状況管理表 参考様式８ 自発的な研究活動等従事状況管理表
様式Ⅶ−８ エフォート証明書 参考様式９ エフォート証明書
様式Ⅶ−９ エフォート申告書 参考様式10 エフォート申告書
様式Ⅶ−１０ 従事状況報告 参考様式11 従事状況報告
様式Ⅶ−１１ エフォート報告書 参考様式12 エフォート報告書
様式Ⅶ−１２ 人件費精算書 参考様式13 人件費精算書
新規 民間投資集計表 経理様式20 民間投資集計表
新規 （共用設備の購入（合算使用）の報告用届出書） 経理様式21 合算使用届出書

参考様式14 競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件
費支出に関する体制整備状況

参考様式15 各研究機関において活用方針で定めるべき事項

参考様式16 競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件
費支出に係る活用実績報告書

知財様式４
特許権等国外実施申請書
（兼専用実施・独占的実施申請書
・兼移転申請書・放棄届出書）

様式省略

新制度（競争的研究費の直接経費から研究代表者の人件費の支出について）に伴
う新様式

知財様式５ 特許権等実施許諾報告書（兼移転報告書）

（様式廃止）

事業様式５ 第三者と共同研究する理由書
（兼第三者を共同出願人に加える理由書）

特許権等出願通知書
（兼登録通知書・出願取下げ事前通知書）知財様式２

新規
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e-Rad課題ID（半角英数字） 12345678 

  

（広報様式２） 

 

共催等名義使用申請書 

 

令和 年 月 日 

 

 

 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

 生物系特定産業技術研究支援センター所長 殿 

 

(住   所) 

(コンソーシアム名) 

注：単独機関の場合は削除して下さい。 

(代表機関名) 

(主催者名) 

 

 このたび、○○○○○事業（○○○○○○○・・・）の研究成果について、下記

のように「※行事等の名称を記載」を開催することを計画しております。ついては

、「共催、協賛、後援、その他（  ）（いずれかを記載）」名義使用の許可を頂

きたく必要書類を添えて申請します。 

 

記 
 

会合名称 
 

 

英語名 

（国際会議の場合記入） 

 

 

 

開催目的・趣旨 

 

 

 

会議の種類 国内会議、国際会議（いずれかを記載） 

申請の種類  共催、協賛、後援、その他（  ）（いずれかを記載） 

開催期間 令和３年10月１日 ～ 令和３年10月14日 

問い合わせ先 

 

 

承諾書等送付先 

(住所)〒 

(担当者名) 

 
 

※上記名義使用について、生物系特定産業技術研究支援センターが人的及び経済的負担を伴う
ものである場合、承諾することはできません。 

※選択項目については、いずれかにチェックを入れて下さい。 
※会合の趣旨、プログラム等も必ず添付して下さい。 
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（広報様式３） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

（報告者）

研究機関名

代表者名

１．委託試験研究事業の概要

２.普及状況

※　補足説明１を参照。

＜普及を行った機関＞
※　製品化して上市した民間企業、生産現場に導入した都道府県の普及機関や
　JAなどを記載する。

＜普及開始時期＞
※　○○年○○月○○日（わかれば日付けまで記載する。）

＜普及場所＞
※　補足説明２の（１）を参照。
　
　
＜普及状況及び今後の予定＞
※　補足説明２の（２）を参照。

令和　　年　　月　　日

研究成果普及報告書　　　

事業名

研究領域（研究課題）名

※　研究成果を普及した研究機関名を記載する。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター 所長　殿

　委託等研究で得られた研究成果について、下記のとおり、普及されたので報告します。

※　上記研究機関の代表者の役職名と氏名を記載
　　する。

試験研究の実施期間

　○○事業

　○○○○○○○  ※　研究領域、研究分野、研究課題等を記載する。

特記事項

コンソーシアム名、
代表機関名

開発した技術等の名称 ※　製品化して上市又は生産現場に導入した技術名等を記載する。

コンソーシアム：
代表機関：

　　　　　　年度　～　　　　　　　年度　

開発した技術等の概要

普及内容
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３．添付書類

＜補足説明＞

１．開発した技術等の概要

２．普及内容
（１）普及場所

　　・　生産現場に導入された場合は、地域名（都道府県名、市町村名等）を記載する。

（２）普及状況及び今後の予定

　・　生産現場に導入された場合は、生産技術や開発した技術等の内容がわかるように記載する。

　・　上市又は事業化された場合は、農業資材、農業機械、農薬、食品等、製品化して上市した商品名と、開発
　　した技術等がその商品にどのように利用されているのかがわかるように記載する。

　　研究成果について、カタログ、マニュアルなど、内容がわかる資料を作成している場合は本報告書に添付す
　る。

　　・　生産現場に導入された場合、栽培面積や生産量（見込み）等を記載するとともに、今後の予定は可能な
　　　限り記載する。

　　・　上市又は事業化された場合は、販売地域や販売先等を記載する。

　　・　上市又は事業化された場合、販売方法、販売金額及び販売数量（見込み）等を記載するとともに、今後
　　　の予定は可能な限り記載する。

　・　また、HP等に内容を掲載している場合には、そのURLなどを記載する。
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  試験研究委託契約書（R4 年度） 

e-Rad 課題 ID（半角英数字）00000000 

試験研究委託契約書（案） 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター（以下

「甲」という。）は、○○○○○○○○○○○○○○○○コンソーシアム（以下「乙」という。）に

「○○○○○○○○○○○○事業（うち◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇）」に係る試験研究について委託する

ものとし、乙の構成員（以下「乙構成員」という。）を代表する□□□□□□法人△△△△△△△△

△△（以下「乙代表機関」という。）と次のとおり委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１章 総則 

（委託業務） 

第１条 甲は、次に掲げる試験研究に係る業務（以下「委託業務」という。）を乙へ委託し、乙はこ

れを受託する。委託業務の詳細は、別紙「委託試験研究実施計画書」（以下「実施計画書」とい

う。）に定める。 

  委託業務：○○○○○○○○○○○○○○○○ ※試験研究計画名を記載 

 

（委託費の限度額） 

第２条 甲は、前条の委託業務に要する費用（以下「委託費」という。）として、 

金□□，□□□，□□□円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を超えない範囲で乙代表機関へ

支払うものとする。 

ただし、各事業年度（４月１日から翌年３月３１日までの間の１年間をいう。）において甲が乙代

表機関に支払う委託費の限度額は、次のとおりとする。 

 令和□□年度 ￥□□，□□□，□□□（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 令和□□年度 ￥□□，□□□，□□□（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 令和□□年度 ￥□□，□□□，□□□（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 （注１）ただし書の規定は、複数年度契約を締結する場合に限り記載する。） 

 （注２）「消費税及び地方消費税の率」は、成果の引渡し時点の消費税法（昭和63年法律第108

号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による税率を適用する。 

２ 乙は、委託費を実施計画書に記載された経費の区分に従って使用しなければならない。当該実

施計画書が変更されたときも同様とする。 

 

（委託期間） 

第３条 委託業務の実施期間（以下「委託期間」という。）は次のとおりとする。 

委託期間 令和△△年△△月△△日から令和△△年△△月△△日まで 

 

（委託費の支払） 

第４条 委託費の支払は、委託費の額が確定した後に行うものとする。 

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、委託期間の中途において委託費を

乙代表機関へ支払うこと（以下「概算払」という。）ができる。 

３ 乙代表機関は、概算払を請求するときは「委託試験研究概算払請求書（経理様式６）」を甲へ提

出するものとする。 

 

第２章 委託業務の実施 
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（委託業務の実施） 

第５条 乙は、本契約、実施要領及び実施計画書に記載された内容に従って委託業務を実施しなけ

ればならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。 

２ 乙は、本契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって本契約に基づく業務を

行わなければならない。 

３ 乙構成員は、委託業務の実施中において、事故その他の委託業務の実施を妨げる重大な事由が

発生したときは、発生したときから７日以内にその旨を乙代表機関を通じて甲へ報告しなければ

ならない。 

 

（再委託の禁止） 

第６条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託してはならない。 

 

（第三者との共同研究） 

第７条 乙構成員が分担する委託業務に係る試験研究計画書の中で、当該乙構成員が分担する委託

業務に第三者が協力することを目的として、当該第三者との共同研究内容等を明確にする場合、

当該第三者を乙の協力機関とみなす。（以下、当該第三者を「協力機関」という。） 

２ 乙構成員は、次の各号の条件を満たす場合、協力機関と共同して自己の委託業務を行うことが

できるものとする。 

 一 乙構成員は、「第三者と共同研究する理由書（事業様式５）」を作成し、これを乙代表機関を

通じて、甲に対し事前に提出すること。 

 二 乙構成員は、自己の委託業務に係る試験研究計画書の中で、協力機関の名称及び共同研究の

実施内容を明確にすること。 

 三 乙構成員は、協力機関との間で共同研究契約等を事前に締結すること。 

 四 前号の共同研究契約等は、本事業及び本契約との関係が明示され、本契約における秘密の保

持及び成果の取扱いに係る規定に適合した契約であること。 

 五 乙構成員は、前号の共同研究契約等を締結するに際して、乙代表機関を通じて甲へ契約内容

を事前に開示するとともに、甲が必要と認める場合は甲との間で共同研究契約等の内容につい

て調整を行うこと。 

 六 乙構成員は、共同研究を行うことについて、他の乙構成員全員の同意を事前に得ること。 

３ 乙構成員は、協力機関の協力を得て実施した委託業務に係る成果を、第４２条（特許権等の第三

者との共同出願）に基づいて当該協力機関との間で共有することができる。ただし、成果を協力機

関だけに帰属させることは原則認めない。 

４ 甲は、協力機関が成した成果の部分について、乙構成員が次の各号の条件を満たす場合、協力機

関が公表、利用又は普及することを認めるものとする。 

 一 乙構成員は、当該協力機関が成果を公表、利用又は普及することについて、他の乙構成員全員

の同意を事前に得ること 

 二 乙構成員は、「研究実施内容発表事前（事後）通知書（広報様式１）」を作成し、これを乙代

表機関を通じて、甲に対し事前に提出して報告すること 

 三 協力機関が公表、利用又は普及する成果に委託業務の成果が含まれることを当該成果に明示

すること及び口頭発表を行う場合は委託業務の成果が含まれることを口述すること 

 

（権利義務の譲渡等） 
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第８条 乙構成員が第三者へ本契約により生じる権利を譲渡し又は義務を承継させようとするとき

は、当該乙構成員は、乙構成員の全員が同意していることがわかる書類を添付した「権利義務承継

承認申請書（事業様式４）」を乙代表機関を通じて甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならな

い。 

２ 前項の定めによることなく当該乙構成員が本契約により生じる権利義務を第三者に譲渡または

承継させ、もしくは解散した場合又は甲がその書類の内容に不備があったと認めた場合は、当該

乙構成員の権利義務は乙代表機関へ承継されたものとみなす。 

３ 乙構成員は、本契約により生じる乙構成員の債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用

に供する等の行為を行ってはならない。ただし、甲の事前承認を得た場合はこの限りではない。 

４ 乙構成員は、本契約によって得られた取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定し

てはならない。 

 

（帳簿等の整備） 

第９条 乙は、委託業務に係る経費について、専用の帳簿を備え、収入支出の額を経費項目に従って

記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。 

２ 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、乙の文書管理規程等の保存期間の規

定にかかわらず、本委託業務が終了した日の翌年度の４月１日から起算して５年間、整備・保管

しなければならない。 

３ 乙は、本委託期間中及び前項の定める整備・保管期間中は、第１項の帳簿及びその支出内容を

証する証明書類について、甲の求めがある場合、これを速やかに開示しなければならない。 

 

（旅費並びに人件費及び賃金) 

第１０条 乙は、委託費からの旅費並びに人件費及び賃金の支払いについては、いずれも第１条に

定める委託業務と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反

等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指

示に従い当該委託費を返還しなければならない。 

 

第３章 委託業務の管理 

（実績報告） 

第１１条 乙代表機関は、委託期間中の事業年度が終了する毎年３月３１日までに、当該事業年度

における委託業務の実施に要した費用の使用実績をまとめた「委託試験研究実績報告書（経理様

式２）」（以下「実績報告書」という。）を作成して、甲に対し提出するものとする。 

２ 乙代表機関は、委託期間が終了する日を含む事業年度については、当該事業年度の終了日又は

委託期間の終了日までのいずれか先に到来する日までに、実績報告書を作成して甲に対し提出す

るものとする。 

３ 甲は、第４条第２項の規定により委託費の全部または一部を概算払いした場合において、乙代

表機関が当該事業年度の終了日又は委託期間の終了日までのいずれか先に到達する日までに「委

託業務完了届（経理様式 16）」を甲に提出したときは、前二項に掲げる実績報告書の提出期限を

当該期限の６１日を経過した日又は翌事業年度の５月３１日のいずれか早い日までとすることが

できるものとする。この場合、第２０条に掲げる「確定額」は概算払した金額を上限とするものと

する。 

237



  試験研究委託契約書（R4 年度） 

e-Rad 課題 ID（半角英数字）00000000 

４ 乙代表機関は、第１５条、第１６条又は第１７条の規定により契約が解除になった場合は、その

解除された日の翌日から起算して３０日以内、又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、

実績報告書を作成して甲に対し提出するものとする。 

 

（検査及び報告の徴収） 

第１２条 甲は、乙代表機関から実績報告書を受領したときは、当該実績報告書の記載内容につい

て、委託業務の契約内容に適合するものであるかどうかを速やかに検査するものとする。 

２ 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができる。 

 一 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査 

 二 その他、甲が必要と認めた検査 

３ 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。 

 一 実績報告書に記載された実施内容とこれに対して支出した経費との整合性 

 二 実施計画書に対する実績報告書の内容の整合性 

 三 第９条に掲げる帳簿、書類の整合性 

 四 甲が委託業務に関して必要と認めるその他の事項 

４ 甲は、第１項及び第２項の検査を乙構成員の工場、研究施設その他の関連事業所において行う

ことができる。 

５ 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、乙代表機関又は乙構成員は取引先に対し、参考と

なるべき報告及び資料の提出について協力を求めなければならない。 

６ 甲は、第４項の検査を実施しようとするときは、乙代表機関を通じて対象の乙構成員に、検査の

場所と日時、甲が派遣する検査職員、その他検査を実施するために必要な事項をあらかじめ通知

するものとする。ただし、甲が必要があると認めるときは、あらかじめ通知することなく検査を行

う。 

７ 乙代表機関又は乙構成員は、前項の通知を受けたときは、甲が指定する書類を事前に準備し、委

託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣し、検査に

同席させるものとする。 

８ 甲が検査できる期間は、本委託業務が終了した日の翌年度の４月１日から起算して５年間とす

る。 

 

第４章 変更手続 

（契約の変更） 

第１３条 甲又は乙代表機関は、著しい経済情勢の変動、天災地変、疫病その他やむを得ない事由に

より、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったときは、相手方の承諾を得て契約

内容を変更できるものとする。 

２ 甲又は乙代表機関は、委託業務の実施の途中において、委託期間または委託費の限度額、かつ、

実施計画書に定められた試験研究内容（研究代表者の所属及び氏名を除く。）の変更を行う必要が

生じたときは、相手方の承諾を得て契約内容を変更できるものとする。 

３ 前二項のほか、日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたと

きは、甲の判断により本契約の内容を変更できる。 

４ 消費税率の変更に伴い契約金額が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができ

る。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 
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（実施計画書の変更） 

第１４条 乙代表機関は、前条の契約変更以外で、実施計画書の収支予算又は構成員の試験研究計

画を変更しようとする場合は、「委託試験研究実施計画変更承認申請書（経理様式３）」を甲へ提

出し、甲の事前承認を得なければならない｡ただし、実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄

に掲げる費目間（直接経費から間接的経費（いわゆる一般管理費等）への流用を除く。）における

直接経費総額の５０％以内の流用については、この限りではない。 

  なお、直接経費総額とは、流用する各構成員（各研究機関）単位の当該委託業務事業年度直接経

費総額とする。 

２ 前項に規定する実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変

更契約が締結されたものとみなす。 

 

第５章 契約の解除 

（甲の解除権） 

第１５条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することが

できる。 

 一 乙構成員の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したと

き。 

 二 乙構成員の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。 

 三 乙構成員が委託業務に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。 

 四 実施計画書に定める乙構成員の研究者等が、委託業務に関して研究活動の不正行為（研究成

果の中に示されたデータや研究成果等を捏造、改ざん及び盗用する行為。以下同じ。）を行った

者、関与した者又は責任を負う者として認定されたとき。 

 五 実施計画書に定める乙構成員の研究者等が、委託業務に関して公的研究費の不正使用等（研

究資金の他の用途への使用又は本契約の内容若しくはこれらに付した条件に違反して使用する

行為及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給する行為。以下同じ。）があったと認定さ

れたとき。 

 六 乙構成員において【特記事項１】第１条に規定する談合等の不正行為が認められたとき、ある

いは【特記事項２】第３条に規定する暴力団関与の属性要件に適合する場合、又は【特記事項

３】第１４条に規定する事故が発生し、本契約の目標を達することができなかった場合。 

２ 前項に定める場合以外において、日本国政府の予算又は方針の重大な変更に伴い、甲が委託業

務の中止を決定した場合は、１か月の予告期間を定めて乙代表機関を通じて乙構成員へ通知する

ことにより、中止を決定した日以降の本契約を解除することができる。 

 

（乙の解除権） 

第１６条 乙代表機関は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反しその結果委託業務の実

施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

（その他の契約解除） 

第１７条 著しい経済情勢の変動、天災地変等、本契約締結の際に予測することのできない事由で

あって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく

困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。 
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（解除措置） 

第１８条 甲が第１５条に規定した甲の解除権を行使し、本契約を解除するときは、乙代表機関は

「委託試験研究中止（廃止）申請書（事業様式２）」を甲へ提出して、甲の承認を得るとともに、

第４条及び第１９条から第２２条までの規定に準じて精算するものとする。また、乙代表機関が

第１６条に規定した乙の解除権を行使して本契約を解除するときは、事前に甲に対して本契約の

解除に係る協議を申し込むこととする。 

 

（違約金等） 

第１９条 第１５条第１項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したとき

は、甲はその解除により完了できない委託業務（以下「解除部分」という。）に係る経費の支払義

務を免れるとともに、乙代表機関は違約金として解除部分（解除日が属する事業年度の翌年度以

降の部分を除く。）に対する契約金額の１００分の１０に相当する金額を、甲へ支払わなければな

らない。 

２ 甲は、甲が既に負担した費用のうち、前項により本契約の全部又は一部の解除部分に係る支払

額の返還を乙代表機関へ請求するものとする。 

３ 乙代表機関は、第１項の違約金及び前項の返還金を甲が指定する支払期日までに支払わないと

きは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、民法第４０４条に定

める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。 

 

第６章 委託費の確定及び支払い 

（委託費の額の確定） 

第２０条 甲は、乙代表機関から受理した実績報告書を遅滞なく検査し、委託業務の実施に要した

経費が本契約内容に適合していると認めたときは、当該経費の額と委託費の限度額とのいずれか

低い額を支払うべき額として確定（以下「確定額」という。）し、乙代表機関へ通知する。 

 

（確定額の請求及び支払） 

第２１条 乙代表機関は、前条の通知を受けたときは、「委託試験研究精算払請求書（経理様式13）」

（以下「精算払請求書」という。）により確定額を甲に請求するものとする。ただし、既に第４条

第２項に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求する

ものとする。 

２ 甲は、前項の規定により精算払請求書を受理したときは、受理した日から同日の属する月の翌

月の末日まで（以下「約定期間」という。）に、これを乙代表機関へ支払うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、甲は、乙代表機関の精算払請求書を受理した後、その内容の全部又は

一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該精算払請求書を乙代表機関に返付すること

ができるものとする。この場合において、当該精算払請求書を返付した日から是正された精算払

請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。 

４ 甲は、約定期間内に確定額を乙代表機関に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了

の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、民法第４０４条に

定める法定利率で算出した金額を遅延利息として、乙代表機関に支払うものとする。ただし、約定

期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事

由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 
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（過払金等の返還） 

第２２条 乙代表機関は、既に第４条第２項に規定する概算払を甲から受けた額が確定額を超える

とき（以下「過払金」という。）は、過払金を甲へ返還しなければならない。 

２ 乙代表機関は、過払金を甲が指定する期日までに返還しないときは、未返還金額に対して指定

期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法第４０４条に定める法定利率で算出した延滞

金を付して返還しなければならない。 

 

第７章 取得財産の管理 

（取得財産の帰属等） 

第２３条 委託業務を実施するため委託費により製造し、取得し、又は効用を増加させた財産のう

ち、その価額が１０万円以上かつ使用可能期間が１年以上の財産（以下「取得財産」という。）の

所有権は、乙構成員が検収した時をもって、委託期間（本委託業務が、甲が複数年度において予定

する委託試験研究の一部として行われる場合には、継続的に本委託業務が実施される期間とする。

以下この条から第２６条の２までにおいて同じ。）中は当該乙構成員にこれを帰属させるものと

する。（以下「取得財産帰属者」という。） 

２ 取得財産帰属者は、委託期間中、取得財産について、善良なる管理者の注意をもって管理すると

ともに、損傷等により使用できなくなった場合は、「委託物品等報告書（経理様式 12）」を提出

し、廃棄許可について申請し、甲の指示を受けなければならない。 

３ 取得財産帰属者は、取得財産について他の財産と区分するために、物品標示票を貼付して管理

しなければならない。 

４ 取得財産帰属者は、委託期間中、取得財産を甲の許可なく委託業務以外の目的に使用してはな

らない。ただし、取得財産帰属者は、取得財産のうち取得価額が５０万円以上の研究機器を委託業

務に支障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発事業に使用することができる。この場合に

おいて、取得財産帰属者は次の事項を遵守するとともに、「研究機器一時使用報告書（経理様式

14）」を第１１条に規定する乙代表機関が提出する実績報告書の提出に併せて提出するものとす

る。 

 一 取得財産帰属者が一時使用する場合には、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に

要する経費を委託費から支出しないこと。 

 二 取得財産帰属者以外の者が一時使用する場合には、取得財産帰属者は、一時使用予定者との

間で、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費の取扱いについてあらかじ

め取決めを締結し、かつ、一時使用は無償とし収益を得ないこと。 

５ 取得財産帰属者は、取得財産について、甲がその引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡

さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱い

については、甲が指示するところによる。 

６ 取得財産帰属者は、委託期間中に他の構成員へ取得財産の所有権を移転しようとするとき、又

は取得財産の設置場所を変更しようとするときは、乙代表機関を通じて甲へ「委託物品等受入申

請書（経理様式 11）」（以下「受入申請書」という。）を提出して甲の事前承認を受けなければ

ならない。 

 

（取得財産の継続使用） 

第２４条 取得財産帰属者は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使用することが
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できるものとする。 

２ 取得財産帰属者は、本委託期間の終了の時期において、同種の研究目的で引き続き取得財産を

使用することを求める場合には、乙代表機関を通じて甲へ「委託物品等報告書（経理様式 12）」

を提出して、継続使用について、甲の事前承認を得なければならない。 

３ 甲は、前項の申出がされた場合において、継続使用を希望する取得財産帰属者の継続使用の目

的、研究内容が適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、継続使用

を認めるものとする。（以下取得財産の継続使用が認められた取得財産帰属者を「継続使用者」と

いう。）なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては甲

が指示するところによる。 

４ 甲は、前項の規定により継続使用することを認めた取得財産（以下「継続使用財産」という。）

について、継続使用者が甲が認めた目的以外の使用をし、又は甲の許可を得ない処分等不適切な

行為を行っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合には、継続使用者に

よる継続使用を中止させることができるものとする。 

５ 前項において、継続使用者の責めに帰すべき事由により継続使用が中止された場合には、継続

使用者は、甲の指示に従い、甲に対し、直ちに継続使用財産を返還するか、又は継続使用を中止し

た時点における継続使用財産の残存簿価を納付するものとする。なお、この場合、継続使用財産の

返還その他処分に要する費用は、継続使用者が負担するものとする。 

６ 継続使用者は、甲に対し、継続使用期間満了前に継続使用財産の同期間満了後の取扱いについ

て「委託物品等報告書（経理様式12）」を提出して、甲の事前承認を得なければならない。 

７ 継続使用者は、継続使用財産が損傷等により使用できなくなった場合は、前条第２項の規定に

準じて、「委託物品等報告書（経理様式 12）」を提出し、廃棄許可について申請し、甲の指示を

受けなければならない。 

８ 継続使用者は、継続使用財産のうち取得原価が５０万円以上の研究機器を甲が認めた事業（以

下「継続事業」という。）に支障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発に使用することがで

きる。この場合において、継続使用者は「研究機器一時使用報告書（経理様式 14）」を１０項に

規定する使用状況報告書提出の際に併せて提出するものとする。 

９ 前項につき、継続使用者以外の者が継続使用財産を一時使用する場合には、継続使用者は当該

一時使用予定者との間で、継続使用財産が破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要す

る経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結するものとする。ただし、継続使用者は、一時使

用を無償とし収益を得ないものとする。 

１０ 継続使用者は、継続使用財産について、継続使用期間中の年度末ごとにその使用状況を確認

し、「委託物品等報告書（経理様式 12）」を翌年度の５月３１日までに提出し、甲に継続使用報

告をしなければならない。 

１１ 継続使用者は、継続事業を中止または終了する場合には、「委託物品等報告書（経理様式12）」

により甲に、前項に記載のある使用状況のほか継続事業を中止または終了する理由を報告しなけ

ればならない。 

なお、継続事業の承認を受けた期間の最終年度であって、継続使用を終了する場合にあっては、

前項の使用状況の提出をもって、代えることができるものとする。 

１２ 継続使用者は、継続使用財産について、前条第３項に規定する物品標示票を貼付し、「継続使

用物品管理簿（委託物品等報告書別紙２（経理様式 12））」に登載して管理し、また、第８項に

規定する「委託物品等報告書（経理様式 12）」の提出と併せて当該継続使用物品管理簿の写しを

甲に提出しなければならない。 
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１３ 継続使用者は、第１項の規定に基づいて委託期間終了後に取得財産を一定期間継続使用して

いる場合に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、「委託物品等受入申請書（経理様式

11）」を甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。 

１４ 第１５条から第１７条に基づき契約を解除する場合の取得財産の継続使用については、解除

理由、措置内容、委託費の精算等の状況を考慮し、甲乙協議して取り扱いを決定する。 

 

（財産管理に係る費用の負担等） 

第２５条 取得財産帰属者または継続使用者の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実

施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び本委託期間終了後の費用は取得財産帰

属者の負担とする。また、第１５条により本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、

取得財産帰属者の負担とし、第１６条、第１７条により本契約が解除された場合の解除された日

以降の費用の負担については、甲乙協議のうえ決定する。 

 

（取得財産等の弁償） 

第２６条 取得財産帰属者または継続使用者は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀

損（研究内容上、当然発生する毀損を除く。）した場合は、発生日から原則として７日以内に乙代

表機関を通じて甲へ報告するとともに、補修、部品の取替、製造等を行い、原状に復元しなければ

ならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。 

 

（財産の処分） 

第２６条の２ 取得財産帰属者は、本委託期間の終了の時期において、取得財産について継続使用

の希望がない場合には、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、取得財産帰属

者は、委託物品等報告書（経理様式12）」を甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。 

２ 継続使用者は、継続事業の終了の時期において、継続使用財産についてさらに継続使用の希望が

ない場合には、当該継続使用財産を適切に処分しなければならない。このとき、継続使用者は、処

分方針について、第２４条第１０項に規定する継続使用物品管理簿の「備考」欄に、継続使用財産

の現況及び処分する理由について記載し甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。 

３ 前２項の処分において、返還を要しないものとして甲が指定し、乙の構成員または継続使用者が、

取得財産または継続使用財産を売払処分等により処分し収益を得た場合には、「委託物品等報告

書（経理様式12）」により甲に報告し、甲からの指示に従い、収益を納付しなければならない。 

 

第８章 成果の取扱・知的財産権 

第１節 定義 

（用語の定義） 

第２７条 この章において「研究成果」とは、委託業務を実施した結果得られた成果をいう。 

２ この章において「特許権等」とは次に掲げるものをいう。 

一 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という。）、特許法

に規定する特許を受ける権利、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権

（以下「実用新案権」という。）、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法（昭

和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意匠権」という。）、意匠法に規定する意

匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規

定する回路配置利用権（以下「回路配置利用権」という。）、回路配置利用権の設定の登録を受
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ける権利、種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成者権」という。）、

種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 

二 著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条から第２８条までに規定するすべての権利及び

外国におけるこれら権利に相当する権利（以下「著作権」という。） 

三 技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、財産的価値があるものの中から、乙及び

乙構成員が協議して指定したもの（以下「ノウハウ」という。）を使用する権利 

３ この章において「発明等」とは、特許権の対象になるものについてはその発明、実用新案権の対

象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについ

てはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の

対象となるものについてはその案出をいう。 

４ この章において「通常実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした通常実施権、

並びに著作権（プログラム及びデータベースの著作物を利用する権利に限る）、育成者権及び回路

配置利用権を対象とした通常利用権をいう。 

５ この章において「専用実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした専用実施権、

並びに育成者権及び回路配置利用権を対象とした専用利用権をいう。 

 

第２節 成果の取扱い 

（成果報告書の提出） 

第２８条 乙代表機関は、委託業務終了時（委託業務を中止、又は廃止したときを含む。）に、委託

試験研究成果報告書（以下「成果報告書」という。）を作成し、甲へ遅滞なく提出するものとする。 

２ 成果報告書には、研究成果の詳細、実施計画書に定められた委託業務の目的に照らした達成状

況、及び成果の公表に係わる情報、発明等並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するも

のとする。 

３ 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料の提出を乙代表機

関へ求めることができる。 

４ 乙構成員は、第１項に基づき甲に提出された成果報告書その他これに類する甲に提出された著

作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が利用する

又は甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲へ許諾したものとする。 

５ 乙構成員は、甲及び甲が許諾した第三者による前項に規定した著作物の利用について、著作者

人格権を行使しないものとする。また、乙構成員は、当該著作物の著作者が乙構成員以外のもので

あるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとらなくてはならない。 

 

（成果の確認） 

第２９条 乙構成員は、前条第１項に基づき甲に提出される成果報告書の記載内容について、第三

者の著作権その他の権利を侵害していないことを事前に確認しなければならない。 

２ 成果報告書の記載内容について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったとき

は、当該主張に係る乙構成員は自己の費用負担及び責任においてこれに対処するものとし、損害

賠償等の義務が生じたときは、当該乙構成員がその全責任を負うものとする。 

 

（成果の公表・普及） 

第３０条 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、未出願又は未公開の特許権等、未

公開論文及び秘匿すべきノウハウに係るもの以外の研究成果を適切に発表又は公開することとす
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る。 

２ 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、研究成果を甲以外の者へ提供しようと

するときは、「研究実施内容発表事前（事後）通知書（広報様式１）」を乙代表機関を通じて甲へ

事前に提出しなければならない。 

３ 乙構成員は、研究成果を公表する場合は、委託業務による成果であることを明示し、又は口頭で

発表しなければならない。 

４ 甲は、委託期間終了後、研究成果を公表する。ただし、乙構成員が業務上の支障があるとして、

甲に対して成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は、乙構成員の利害に関係ある部分につ

いてはその成果を公表しないことができる。 

５ 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後３年以内に、研究成果に係る製品が上市されたと

き又は研究成果に係る技術等を用いて事業化されたとき、研究成果に係る技術等が生産現場に導

入されたときは、「研究成果普及報告書」（広報様式３）を作成し、代表機関等を通じて生研支援

センターに速やかに提出しなければならない。 

 

（研究成果に関する不正な流出の防止） 

第３１条 乙構成員は、研究成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間

で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるものとする。 

２ 乙構成員は、第三者へ不正に成果の流出があった場合には、乙代表機関を通じて遅滞なく甲へ

報告するとともに、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処するものとする。 

 

（技術情報の封印等） 

第３２条 乙構成員は、乙構成員が必要とする場合は、本契約の締結時に既に所有している技術情

報であって重要なものを記録し、「封印申請書（事業様式３）」を乙代表機関を通じて甲に提出す

るものとする。 

２ 前項の申請書の提出があったときは、甲及び乙構成員は、両者立ち会いの上封印を実施するも

のとする。 

３ 封印された記録は乙構成員が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙構成員が各々保管す

るものとする。 

４ 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、第三者に漏らしてはならない。 

 

第３節 知的財産権 

（知的財産の取扱方針等） 

第３３条 乙は、「農林水産研究における知的財産に関する方針」（平成２８年２月農林水産技術会

議決定）に基づき、知的財産の管理を行うものとする。 

２ 乙は、委託契約締結後速やかに知的財産の方針を定め、「知的財産の取扱方針（知財様式６）」

を甲に提出しなければならない。 

 

（研究成果に関する内部規則の整備等） 

第３４条 乙構成員は、その役員又は従業員（以下「従業員等」という。）が行った発明等が本委託

業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業員等

の職務に属するときは、その発明等に係る特許権等が乙構成員へ帰属する旨の契約を本契約の締

結後速やかにその従業員等との間で締結し、またはその旨を規定する職務発明規程等を定めなけ
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ればならない。ただし、乙構成員が特許権等を従業員等から乙構成員に承継させる旨の契約をそ

の従業員等と既に締結し、またはその旨を規定する職務発明規程等を定めており、これらを本委

託業務に適用できる場合はこの限りではない。 

 

（ノウハウの指定） 

第３５条 乙代表機関は、第２７条第２項第３号に規定するノウハウを指定したときは、「発明等報

告書（知財様式１）」を用いて、甲へ報告するものとする。なお、ノウハウの指定に当たっては、

秘匿すべき期間を明示するものとする。 

２ 前項の秘匿すべき期間は、甲と乙代表機関及び乙構成員とが協議し決定するものとし、原則と

して当該委託業務終了の翌年度の４月１日から起算して５年間とする。ただし、指定後に必要が

あるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し又は短縮することができる。 

 

（特許権等の帰属） 

第３６条 委託契約に基づく委託試験研究について、乙は甲に対し下記の一号から四号の規定を約

し本契約締結から乙の解散までの間乙構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は乙構成員から研

究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、乙構成員間の共同研究によって発生し

た特許権等は、当該乙構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等

の発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする。 

一 乙構成員は、研究成果に係る発明等を行ったときは、乙代表機関を通じて甲へ提出して報告す

ること。 

二 乙構成員は、主務大臣（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第２２条第１項

に規定する主務大臣をいう。）の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとして

その理由を明らかにして求める場合には、乙構成員に帰属した当該特許権等を無償実施又は利

用する権利を甲又は甲の指定する者に許諾すること。 

三 乙構成員は、乙構成員に帰属した当該特許権等が相当期間実施されておらず、かつ、当該特許

権等を相当期間実施していないことについて正当な理由が認められないと甲が認める場合にお

いて、主務大臣の要請に応じて、甲がその理由を明らかにして求めるときには、当該特許権等を

利用する権利を第三者へ許諾すること。 

四 乙構成員は、甲以外の第三者に当該特許権等の移転又は当該特許権等についての専用実施権

の設定若しくは移転の承諾（以下この項において「移転等」という。）をするときは、合併又は

分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を

受けること。 

イ 乙構成員が株式会社である場合に、その子会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二

条第三号に規定する子会社をいう。）又は親会社（同条第四号に規定する親会社をいう。）に

特許権等の移転等をする場合 

ロ 乙構成員が承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促

進に関する法律（平成十年法律第五十二号）第四条第一項の承認を受けた者（同法第五条第一

項の変更の承認を受けた者を含む。））又は認定ＴＬＯ（同法第十一条第一項の認定を受けた

者）に移転等をする場合 

ハ 乙構成員が技術研究組合である場合に、乙構成員がその組合員に当該特許権等の移転等を

する場合 

２ 乙構成員が前項各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な

246



  試験研究委託契約書（R4 年度） 

e-Rad 課題 ID（半角英数字）00000000 

理由がないと甲が認めるときは、乙構成員は当該特許権等を甲へ無償で譲渡しなければならない。 

その際、当該特許権等を既に出願していた場合には甲への名義変更を行い、当該特許権等を既に

取得していた場合には甲へ当該特許権等を移転するものとし、名義変更等により発生する費用は

乙構成員が負担するものとする。 

３ 乙構成員は、第１項の規定により乙構成員に帰属するとされた当該特許権等に係る出願等を行

う場合は、出願等に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願等である旨を表示しなければな

らない。 

４ 乙構成員が、自らの諸事情又は不正行為等を行ったため、若しくは実施計画書の見直しにとも

ない乙を委託期間中に脱退する場合は、甲又は他の乙構成員は、当該乙構成員が委託費によって

委託期間中に得た成果に係る特許権等を無償で利用する権利又は無償で再実施権付通常実施権の

許諾を受ける権利を有するものとする。 

  また、乙を脱退した乙構成員が研究成果に係る特許権等を維持する場合、当該乙構成員は、当該

特許権等に係る出願、実施、許諾、移転又は放棄等を行うときには、本契約に規定する成果の守秘

義務及び取扱い規定に基づいてこれを行わなければならない。 

５ 前各項の規定にかかわらず、発明等報告書その他これに類する著作物に係る著作権は甲に帰属

するものとする。 

 

（発明・出願等の通知） 

第３７条 乙構成員は、研究成果に係る発明等を行った場合には、特許権等（著作権の対象となるも

の及びノウハウを使用する権利の対象となるものを除く。）については出願等を行う前に、著作権

の対象となるものについては遅滞なく、それぞれ当該発明等の内容を記載した「発明等報告書（知

財様式１）」を作成したうえで、乙代表機関を通じて甲へ提出し報告しなければならない。 

２ 乙構成員は、研究成果に係る特許権等の出願等を行ったときは、出願等の日から90日以内に、

出願又は申請番号、出願日又は申請日、出願人又は申請人名及び発明等の名称等が確認できる書

類の写しを添付して「特許権等出願通知書（知財様式２）」を乙代表機関を通じて甲へ提出しなけ

ればならない。 

３ 乙構成員は、研究成果に係る特許権等の設定登録又は品種登録が行われたときは、登録公報発

行の日又は登録に関する公示の日から90日以内に、出願番号、登録番号、登録日、権利者名、発

明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許権等登録通知書（知財様式２）」を乙代表

機関を通じて甲へ提出しなければならない。 

 

（特許権等の実施、実施許諾） 

第３８条 乙構成員は、第３６条第１項に基づいて自らに帰属した特許権等について、甲以外の第

三者に対して通常実施権の許諾若しくは専用実施権の設定又は専用実施権の移転を行う場合に

は、第３５条、第３６条、本条及び第４１条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約さ

せなければならない。 

２ 乙構成員は、第３６条第１項に基づいて自らに帰属した特許権等が実施された場合であって、

以下の各号に該当するときには、「特許権等実施報告書（知財様式３）」を乙代表機関を通じて甲

へ遅滞なく提出して報告しなければならない。 

一 乙構成員が当該特許権等を自己実施したとき。 

二 乙構成員から当該特許権等の実施許諾を受けた第三者が実施したとき又は当該第三者から当

該特許権等の再実施許諾を受けた者が実施したとき。 
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三 乙構成員から当該特許権等を移転した第三者が実施したとき。 

３ 乙構成員は、第３６条第１項に基づいて自らに帰属した特許権等について、国外で自ら実施す

る場合、国外で専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾を行おうとする場合又は国外で専用

実施権の移転を行おうとする場合には、「特許権等国外実施申請書（知財様式４）」を乙代表機関を

通じて甲へ提出して、甲の事前承認を受けなければならない。 

４ 乙構成員は、第３６条第１項に基づいて自らに帰属した特許権等について、第三者に対して専

用実施権の設定若しくは独占的通常実施権の許諾を行おうとする場合、又は専用実施権の移転を

行おうとする場合には、「特許権等専用実施許諾・独占的実施許諾申請書（知財様式４）」を乙代

表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。ただし、当該特許権等の活用

に支障を来すおそれがない場合であって、第３６条第１項第４号のイからハまでに定める場合（な

お、本項に限り「移転等」に独占的通常実施権の許諾をする場合を含むものとする。）には、この

限りではない。 

５ 乙構成員は、第３６条第１項に基づいて自らに帰属した特許権等について、第三者に対して通

常実施権の許諾若しくは専用実施権の設定又は専用実施権の移転を行ったときは、その事実が確

認できる書類の写しを添付して「特許権等実施許諾報告書（知財様式５）」又は「特許権等移転報

告書（知財様式５）」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。 

 

（特許権等の移転） 

第３９条 乙構成員は、第３６条第１項に基づいて自らに帰属した特許権等について、甲以外の第

三者へ移転しようとする場合は、第３５条から第４１条までの規定の適用に支障を与えないよう

当該第三者に約させなければならない。 

２ 乙構成員は、前項の移転を行う場合には、「特許権等移転申請書（知財様式４）」を乙代表機関

を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。ただし、当該特許権等の活用に支障

を来す恐れがない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び第３６条第１項第４号の

イからハまでに定める場合には、この限りではない。 

３ 乙構成員は、第１項の特許権等の移転が国外の特許権等に係るものである場合には、「特許権等

国外実施申請書（知財様式４）」を乙代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を受けなけれ

ばならない。 

４ 乙構成員は、第１項の移転を行ったときは、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して「特

許権等移転報告書（知財様式５）」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとす

る。 

 

（特許権等の放棄） 

第４０条 乙構成員は、第３６条第１項に基づいて自らに帰属した特許権等（ノウハウを除く）を放

棄しようとする場合は、「特許権等放棄届出書（知財様式４）」を乙代表機関を通じて甲へ事前に

提出して報告しなければならない。また、出願・申請中の特許権等を取り下げようとする場合は

「特許権等出願取下げ事前通知書（知財様式２）」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告

するものとする。 

２ 乙構成員が、他の構成員と共有する特許権等について、自己の有する持分を放棄しようとする

場合は、甲、乙代表機関及び他の共有者へ事前通知するものとし、当該持分は他の共有者の寄与度

に応じて他の共有者が無償で承継するものとする。 

なお、乙構成員以外の第三者と共有している特許権等について、乙構成員が自己の有する持分を
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放棄しようとする場合は、特許権等の移転（第３９条）として扱う。 

また、著作権を放棄した場合は、当該乙構成員は著作者人格権を行使しないものとする。 

 

（乙解散後の特許権等に係る手続き） 

第４１条 委託期間終了等による乙解散後は、第５５条の規定にかかわらず、第３６条から前条ま

での規定に基づき乙代表機関が行うとされた諸手続きを、第３６条第１項に基づいて当該特許権

等が帰属するとされた乙構成員が自ら行う。 

 

（特許権等の第三者との共同出願） 

第４２条 乙構成員が乙構成員以外の第三者を研究成果に係る特許権等の共同出願人に加えようと

するときは、以下の各号の要件を満たさなければならない。 

一 乙構成員は、第３７条第１項に規定した発明等報告書を乙代表機関を通じて甲へ提出する際に、

第三者を共同出願人に加える必要性を示す「第三者を共同出願人に加える理由書（事業様式５）」

を併せて提出すること。 

二 出願日までに、当該乙構成員と当該第三者との間で特許権等の持ち分を峻別した共同出願契約

が締結されていること。 

三 当該共同出願契約において、本契約における秘密の保持及び特許権等に係る規定について、当

該乙構成員を当該第三者に読み替えて適用することが規定されていること。また、その旨が発明

等報告書に記載されていること。 

四 当該乙構成員と当該第三者との共同出願が、より広い権利を得ることを目的として委託業務以

外の成果を含む出願である場合は、発明等報告書の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果と

を峻別して記載していること。 

 

第９章 雑則 

（収入が生じた場合の報告等） 

第４３条 乙構成員は、委託期間中の各年度に本委託業務の実施に伴い収入が生じた場合には、収

入状況を記載した「収入状況報告書（経理様式 19）」を、当該事業年度末の翌日から起算して９

０日以内に乙代表機関を通じて甲に対し提出するとともに、甲が相当の収入を生じたと認めたと

きは、甲の指示により次の算式により算出される金額を甲に対し納付しなければならない。 

納付額＝収入額×委託費利用割合 

２ 前項の算式中に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

収入額 当該年度の委託業務の実施に伴って得られた金額のうち当初の委託費の算定に織り込ん

でいなかったものの合計 

委託費利用割合 当該収入を得るために要した経費に占める委託費の割合 

 ※納付額は、当該年度の委託費の確定額の範囲内とする。 

 

（不正申請又は不正行為に対する対応等） 

第４４条 乙構成員は、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライ

ン（平成１８年１２月１５日１８農会第１１４７号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産

庁長官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。）に示す研究倫理教育を受けた研究者に

より委託業務の研究を実施しなければならない。 

２ 乙構成員は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）を行っては
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ならない。 

３ 乙構成員は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成１９

年１０月１日１９農会第７０６号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下

「公的研究費管理ガイドライン」という。）による研究資金を適正に管理するために必要な体制整

備に努めなければならない。 

４ 甲は、公的研究費ガイドラインの実施状況を把握し、所要の改善を促すため、乙構成員に対し調

査を行うことができる。 

５ 甲は、乙構成員が本契約の締結に際しての不正の申請（以下「不正申請」という。）又は委託業

務の実施に当たっての不正、不当な行為若しくは第２項の特定不正行為（以下「不正等行為」とい

う。）をした疑いがあると認められる場合は、乙構成員に対して相当な期間を定め内部調査を指示

することができる。 

６ 乙構成員は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を甲に報告しなければならな

い。 

７ 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、

必要と認めるときは、乙構成員に通告の上、乙構成員の施設等に立ち入り、調査（以下「立入調

査」という。）をすることができる。ただし、甲が必要であると認めるときは、あらかじめ通知す

ることなく調査を行う。 

８ 甲は、第６項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三

項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。 

９ 甲は、第６項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかに

なったときは、本契約を解除し、又は変更することができるとともに、本契約の解除又は変更の有

無にかかわらず、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙代表機関を通じて乙構成員に請求

できる。本項による契約変更の手続きは第１３条または第１４条を準用し、本項による契約解除

の手続きは第１８条を準用する。 

１０ 甲は、研究活動の不正行為については、甲が別に定めた研究活動における不正行為等に対す

る試験研究の中止等実施要領（１９生研東第１８号）に基づき、必要な措置を講じることができる

ものとする。 

１１ 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、当該事実に関わった者の氏名及

び当該事実の内容を公表することができる。 

１２ 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究

費管理ガイドラインの体制整備状況等について調査を行うことができる。 

１３ 甲は、前項の調査の結果、乙構成員の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合

は、乙構成員に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。 

１４ 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。 

 

（加算金） 

第４５条 甲は、前条第９項の規定に基づく返還金に対して、加算金を付加するものとする。 

２ 加算金は、返還金に係る委託費を乙代表機関が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入し

た日までの日数に応じ、民法第４０４条に定める法定利率で算出するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第４６条 乙構成員、従業員等及び委託業務に従事する者（従事した者を含む。以下「委託業務従事
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者」という。）は、委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの委託期間にかかわらず第三者に

漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。 

 一 知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報 

 二 知得した後、乙の責めによらず公知となった情報 

 三 秘密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明でき

る情報 

 四 甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報 

 五 事前協議により、甲の同意を得た情報 

 

（個人情報に関する秘密保持等） 

第４７条 委託業務従事者は、委託業務に関して知り得た個人情報（生存する個人に関する情報で

あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）を委託業務の遂行に使用する以外に使用し、

又は提供してはならない。 

２ 委託業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用

してはならない。 

 

（個人情報の複製等の制限） 

第４８条 乙構成員は、委託業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して

保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託業務の目的を達成することができない

場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。 

 

（個人情報漏えいなどの事案の発生時における対応） 

第４９条 乙構成員は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把

握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が生じ

た旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。 

 

（委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却） 

第５０条 乙構成員は、委託業務が終了したときは、委託業務において保有した各種媒体に保管さ

れている個人情報については、直ちに復元又は判読が不可能な方法により情報の消去又は廃棄を

行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第５１条 甲は、乙構成員の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバ

シーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。 

 

（事故の報告） 

第５２条 乙構成員は、委託業務において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼすおそれ

がある事件、事故等が発生した場合は、事故の内容を直ちに乙代表機関を通じて甲へ報告しなけ

ればならない。 
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（賠償責任） 

第５３条 甲は、委託業務の実施に起因して生じた乙構成員の財産、従業員及び臨時雇用者等の損

害並びに第三者に与えた損害に対し、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、一

切の損害賠償の責を負わないものとする。 

２ 委託期間終了後においても同様とするものとする。 

 

（協力事項） 

第５４条 乙構成員は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協力す

るものとする。 

 一 委託業務に係る研究の成果について行う評価及び委託業務終了後一定期間経過後に行う追跡

調査に係る資料の作成、情報の提供及びヒアリングへの対応並びに委員会等への出席等 

 二 甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成等委託業務で得られた成果

に係る普及並びに国民理解の促進に関する取組 

 

（乙の解散に係る権利義務の承継） 

第５５条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者につ

いて、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。

当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場

合には、乙の権利義務は、甲との関係において乙代表機関に承継されたものとみなすものとする。 

 

（存続条項） 

第５６条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第１５条、第１６条若しくは第１７条の規定に基づ

き本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有す

るものとする。 

 一 各条項に期間が定めてある場合においては、その期間効力を有するもの 

   第９条第２項、第１２条第８項、第３５条第２項、第４３条第１項 

 二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの 

   第２４条、第２６条の２、第２８条から第３０条、第３６条から第４２条、第４４条、第５４

条 

 三 その他 

   第４６条に規定する業務上の秘密及び第４７条から第４９条に規定する個人情報の取扱い 

 

（雑則） 

第５７条 第１条、第４条第３項、第５条第３項、第８条第１項、第１１条、第１４条第１項、第１

８条、第２１条第１項、第２３条第４項及び第６項、第２４条第２項及び第６項から第１１項、第

２６条、第２６条の２、第２８条第１項及び第３項、第３０条第２項、第３１条第２項、第３２

条、第３３条第２項、第３５条第１項、第３６条第１項、第３７条、第３８条から第４０条まで、

第４２条、第４３条第１項、第４４条第６項、第４９条、第５２条、第５５条の報告又は提出は、

甲の所長に行うものとする。 

 

（疑義の解決） 

第５８条 前各条のほか、本契約に関して疑義を生じた場合又は本契約に定めのない事項について
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は、甲乙協議の上解決するものとする。 

 

特記事項 

【特記事項１】 

（談合等の不正行為による契約の解除） 

第１条 甲は、本契約に関し、乙構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一

部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求するこ

とができる。 

 一 本契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）

第７条又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定に

よる排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７

項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

 二 本契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人（乙構成員又は乙構成員の代理人が法人の

場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第１項第４号及び第２項第２号に

おいて同じ。）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁

止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起さ

れたとき。 

２ 乙構成員は、本契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人が前項各号に該当した場合には、

速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第２条 乙は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部

又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する金額を、違約金

として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 一 本契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第

７条又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定によ

る排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

 二 本契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第

７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴

金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

 三 本契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第

７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った

とき。 

 四 本契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人に係る刑法第９６条の６又は第１９８条若

しくは独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の

契約金額の１００分の１０に相当する金額のほか、契約金額の１００分の５に相当する金額を違

約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 一 前項第２号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の

適用があるとき。 
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 二 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙構成員又は乙構成員の代理人が違反行

為の首謀者であることが明らかになったとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

【特記事項２】 

（暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除） 

第３条 甲は、乙構成員が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契

約を解除することができる。 

 一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合

は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場

合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であるとき。 

 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

とき。 

 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

（暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除） 

第４条 甲は、乙構成員が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場

合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 一 暴力的な要求行為 

 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 四 偽計又は威力を用いて契約担当者等の業務を妨害する行為 

 五 その他前各号に準ずる行為 

 

（暴力団が関与していない旨の表明確約） 

第５条 乙構成員は、第３条の各号及び第４条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将

来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 

 

（暴力団関与の場合の損害賠償） 

第６条 甲は、第３条又は第４条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙構成員に生

じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。 

２ 乙構成員は、甲が第３条又は第４条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が

生じたときは、その損害を賠償するものとする。 
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３ 乙構成員が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかか

わらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙構成員は、契約金

額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相

当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金

（損害賠償額の予定）として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

４ 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

５ 第３項に規定する場合において、乙構成員が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲

は、乙構成員の代表者であった者又はその構成員であった者に違約金の支払を請求することがで

きる。この場合において、乙構成員の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して違

約金の支払を行わなければならない。 

６ 第３項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に

おいて、甲がその超える分について乙構成員に対し損害賠償金を請求することを妨げるものでは

ない。 

７ 乙が、第３項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙構

成員は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第４０４条に定める法

定利率で算出した金額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。 

 

（暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告） 

第７条 乙構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力

から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当

該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

【特記事項３】 調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項 

（情報セキュリティ実施手順の確認） 

第８条 乙構成員は、本契約締結後、速やかに情報セキュリティ実施手順（甲の定める「調達におけ

る情報セキュリティ基準」（以下「本基準」という。）第２項第８号に規定する「情報セキュリテ

ィ実施手順」をいう。以下同じ。）を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて乙代

表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリ

ティ実施手順と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。 

２ 乙構成員は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順を変更しようとするとき

は、あらかじめ、当該変更部分が甲の定める本基準に適合していることについて乙代表機関を通

じて甲の確認を受けなければならない。 

３ 甲は、乙構成員に対して情報セキュリティ実施手順及びそれらが引用している文書の提出、貸

出し、又は閲覧を求めることができる。 

 

（保護すべき情報の取扱い） 

第９条 乙構成員は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に基づき、本契約

に関する保護すべき情報（甲の定める本基準第２項第１号に規定する「保護すべき情報」をいう。

以下同じ。）を取り扱わなければならない。 

 

（保護すべき情報の漏えい等に関する乙の責任） 

第１０条 乙構成員は、乙構成員の従業員又は下請負者（契約の履行に係る作業に従事する全ての
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事業者（乙構成員を除く。）をいう。）の故意又は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、破

壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。 

 

（第三者への開示及び下請負者への委託） 

第１１条 乙構成員は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開示

先において情報セキュリティが確保されることを「情報セキュリティ対策実施確認事項（情報様

式１）」に定める確認事項により確認した上で、乙代表機関を通じて甲の許可を受けなければなら

ない。 

２ 乙構成員は、第三者との契約において乙の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他

提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講じなければならない。 

３ 乙構成員は、契約の履行に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あらか

じめ、「情報セキュリティ対策実施確認事項（情報様式１）」に定める確認事項によって、当該下

請負者において情報セキュリティが確保されることを確認し、その結果を乙代表機関を通じて甲

に届け出なければならない。ただし、輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと乙構成員が認

める業務を委託する場合は、この限りではない。 

 

（調査） 

第１２条 甲は、委託業務における情報セキュリティ対策に関する調査を行うことができる。 

２ 甲は、前項に規定する調査を行うため、甲の指名する者を乙構成員の事業所、工場その他の関係

場所に派遣することができる。 

３ 甲は、第１項に規定する調査の結果、乙構成員の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実

施手順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めるこ

とができる。 

４ 乙構成員は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなけれ

ばならない。 

５ 乙構成員は、甲が乙構成員の下請負者に対し調査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力を

行わなければならない。また、乙構成員は、乙構成員の下請負者が是正措置を求められた場合、講

じられた措置について乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 

 

（事故等発生時の措置） 

第１３条 乙構成員は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措

置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を乙代表

機関を通じて甲に報告しなければならない。 

２ 次に掲げる場合において、乙構成員は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの

全ての内容を、その後速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 

 一 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン（以下「サーバ等」という。）に悪意のある

コード（本基準第２項第21号に規定する「悪意のあるコード」をいう。以下同じ。）への感染

又は不正アクセスが認められた場合 

 二 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサーバ

等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存されたサ

ーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合 

３ 第１項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙構
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成員は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなけ

ればならない。 

４ 前３項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性

又は将来発生する懸念について乙構成員の内部又は外部から指摘があったときは、乙構成員は、

直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳

細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 

５ 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 

６ 乙構成員は、第１項に規定する事故がこの契約及び関連する物品の運用に与える影響等につい

て調査し、その措置について甲と協議しなければならない。 

７ 第１項に規定する事故が乙構成員の責に帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定

する協議の結果取られる措置に必要な経費は、乙構成員の負担とする。 

８ 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 

 

（契約の解除） 

第１４条 甲は、乙構成員の責に帰すべき事由により前条第１項に規定する事故が発生し、この契

約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができ

る。 

 

（契約履行後における乙の義務等） 

第１５条 第９条、第１０条、第１２条及び第１３条の規定は、契約履行後においても準用する。た

だし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りではない。 

２ 甲は、本基準第６項第２号イ（ウ）の規定によるほか、業務に支障が生じるおそれがない場合

は、乙構成員に保護すべき情報の返却、提出、破棄又は抹消を求めることができる。 

３ 乙構成員は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があ

るときは、その理由を添えて乙代表機関を通じて甲に協議を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有するものとする。 

 

 

    令和○○年○○月○○日 

 

       甲  神奈川県川崎市川崎区東田町８番地 

           パレール三井ビルディング１６階 

          国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 
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          生物系特定産業技術研究支援センター 

          所長  保科 太志 

 

       乙  □□県□□市△△△○丁目○○番地○○号 

          （コンソーシアム名）△△△△△△△△△△△△△△△コンソーシアム 

          代表機関 

          （法人名） 

          （代表者） 
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令和　　年　　月　　日

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

（住　所）

（コンソーシアム名） 　※単独機関の場合は削除してください

（代表機関名）

（代表者） ※契約書記載の代表者名

１　委託試験研究の中止（廃止）の理由

２　中止（廃止）しようとする以前の委託試験研究実施状況

（１）委託試験研究について

（２）経費について

経費支出状況

経費の区分 予算額
○月○日現
在支出済額

残　額 支出予定額
中止（又は廃止）

に伴う不用額
備　考

円 円 円 円 

計

３　中止（廃止）後の措置

（１）委託試験研究について

（２）経費について

（３）経費予定明細

経費の区分 支出予定金額

円 

計

委託試験研究中止（廃止）申請書

　令和○○年○月○日付け委託契約に基づく委託試験研究（試験研究計画名「○○○○○○○○」）について、下記によ
り中止（廃止）したいので、試験研究委託契約書　第○条の規定により申請します。

算出基礎（名称、数量、単価、金額）
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（事業様式３） 

 

封印申請書 

 

令和 年 月 日 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

生物系特定産業技術研究支援センター所長 殿 

 

（ コ ン ソ ー シ ア ム 名 ）  

 ※ 単 独 機 関 の 場 合 は 削 除 し て く だ さ い 。 

（住 所） 

（機関名） 

（代表者名）※契約書記載の代表者名 

 

令和 年 月 日付け委託契約の締結時における当○○（機関名）所有の

当該試験研究に係る技術情報について、下記のとおり封印を行うことを申請

します。 

 

記 

 

１ 封印する技術に係る委託試験研究の概要及び封 印 事 項  

（１）事業名： 

（２）試験研究計画名： 

（３）技術情報： 別紙 封印リスト 

 

２ 封印の実施 

○○（機関名）○○○（氏名）を代理人として権限を委任し封印を行う。 

 

３ 権限の委任 

（１）代理人に委任する権限の内容は上記封印に関する一切の権限とする。 

（２）代理人（役職名、氏名） 

 

４ 封印後の保管 

封印文書は、○○（機関名）において国立研究開発法人農業・食品産業技

術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センターの指示があるまで責任

を持って保管する。 
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別紙 

 

封印リスト 

事業名： 

試験研究計画名： 

整理番号 技 術 情 報 の 名 称 関係資料の名称又は番号 

 １００１ ××○○の製造条件  ８８５４（スペック） 

 １００２ ○×○○の製造法  ○○技報第１８５号 

 １００３ ○△○×の製造法  ８８７６５Ａ（図面） 

 １００４ （品番）  （図面及び半導体集積回

路） 

 １００５ ○○遺伝子の塩基配列  

 １００６ ×△による遺伝子組み換え法 特許 

   

   

１ ０ ０ １

Ａ 

○×○×の製造法  特許出願準備中 

   ８８７８８８Ａ図面 

 

 ○×○×データ 

   

   

 注）出願準備中のものは関連資料の封印を行う。 
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（事業様式４） 

 

 

権利義務承継承認申請書 

 

令和 年 月 日 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

生物系特定産業技術研究支援センター所長 殿 

 

 

コンソーシアム名：※コンソーシアム形式ではない場合は削除。 

代表機関名   ：※コンソーシアム形式ではない場合は削除。 

研究機関住所  ：※研究機関代表者の住所。 

研究機関名   ： 

申請者名    ：                   

 

令和○○年○月○日付け委託契約に基づく委託試験研究（試験研究計画名「○○○○○○○○」）

に係る○○○○○（※承継元法人名）一切の権利義務を下記の理由により、△△△△△（※承継先法

人名）へ承継したく、試験研究委託契約書（※1）第○条の規定により申請いたします。 

 

記 

 

１ 理由 

 

 

２ 承継期日 

令和○○年○月○日 

 

３ 添付書類 

別紙（※コンソーシアムの構成員の全員が同意していることがわかる書類） 
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e-Rad 課題 ID(半角英数字)12345678 

  

（別紙） 

 

 

権利義務承継同意書 

 

令和 年 月 日 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

生物系特定産業技術研究支援センター所長 殿 

 

 

コンソーシアム名： 

研究機関住所  ： 

研究機関名   ： 

代表者名    ：                   

 

令和○○年○月○日付け委託契約に基づく委託試験研究（試験研究計画名「○○○○○○○○」に

係る○○○○○（※承継元法人名）一切の権利義務を△△△△△（※承継先法人名）が承継すること

に同意します。 
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（事業様式５） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

研究機関名

研究代表者名

１．委託試験研究事業の概要

令和　　年　　月　　日

□　第三者と共同研究する理由書　　　

※　第三者を共同出願人に加える理由書の場合、「下記事業に係る○○年○月○日付け委託契約（変更契約している
場合は「（令和〇○年○月○日変更契約）」と付記する。）に基づく委託試験研究の成果に係る特許権等の出願に当
たり、下記の第三者を共同出願人に加えることをあらかじめ報告します。」とする。

事業名

研究領域（研究課題）名

※　共同研究するコンソーシアム構成員が２者以
上の場合はいずれかの機関が代表して報告する。

下記事業に係る○○年○月○日付け委託契約（変更契約している場合は「（令和〇○年○月○日変更契約）」と付記
する。）に基づく委託試験研究について、下記の第三者を共同研究に加えることをあらかじめ報告します。

□　第三者を共同出願人に加える理由書

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター 所長　殿

試験研究の実施期間

　○○事業

　○○○○○○○  ※　研究領域、研究分野、研究課題等を記載する。

コンソーシアム：※　コンソーシアムでない場合、記載不要。
代表機関・代表者：※　委託契約書の「代表機関名・代表者名」を記載する。
研究代表者：××大学　○○太郎

　　　　年　月　日　～　　　　年　月　日　※　契約書の委託期間を記載する。

コンソーシアム名、
代表機関名・代表者名、

研究代表者名
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２．共同研究者・共同出願人

３．補足説明

構成員（受託者）

○○大学　○○○○
○○研究所　○○○○

※　共同研究・共同出願する全構成員の所属、氏名を記載する。

＜第三者と共同研究する場合＞
１　構成員は、共同研究する第三者（協力機関）との間で、共同研究契約等を事前に締結すること。
共同研究契約等は、
　①委託契約との関係が明記されていること。
　②委託契約が定める秘密の保持及び成果の取扱いに係る規定に適合した又はこれを優先した共同研究契約であること。
　③委託契約で構成員が負う秘密の保持及び成果取扱い義務を構成員が協力機関へ課していること。

２　構成員は、共同研究契約等を代表機関を通じて生研支援センターへ事前に開示するとともに、生研支援センターが必要と
認める場合は、生研支援センターとの間で共同研究契約等の内容について調整すること。

＜第三者と共同出願する場合＞
１　「発明等報告書（知財様式１）」の特記事項欄に、委託契約における秘密保持及び特許権等の取り扱いに係る規定の適用
を受けることについて、第三者（協力機関）が同意していることを明記すること。

２　構成員と第三者（協力機関）との共同出願が、より広い権利を得ることを目的として委託業務以外の成果を含む出願であ
る場合は、「発明等報告書（知財様式１）」の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果とを峻別して記載すること。

３　出願日までに、構成員と第三者（協力機関）との間で特許権等の持分を峻別した共同出願契約を締結すること。

４　共同出願契約の中で、委託試験研究事業との関係並びに委託契約に基づいて行われた委託試験研究の成果の全部又は一部
を含む特許権等であることを明示するとともに、当該委託契約が定める秘密の保持及び成果の取扱いに係る規定を優先するこ
とを規定すること。
５　構成員は、共同出願契約の内容について生研支援センターへ事前に確認を求めるとともに、生研支援センターが必要と認
める場合は、生研支援センターとの間で共同出願契約書の内容について調整を行うこと。

第三者（協力機関を含む。）

第三者と共同研究する理由・第
三者を共同出願人に加える理由

△△株式会社　○○○○

※　共同研究・共同出願する全ての第三者を記載する。

＜試験研究計画との整合性＞
※　本共同研究の目的が、試験研究計画書に記載した構成員の担当課題を達成する
ために行われるものであることを述べ、第三者の協力内容等を記載する。第三者と
の共同出願の場合、試験研究計画書に記載した構成員と第三者との共同研究に係る
成果の共同出願であることを具体的に述べる。

＜共同研究に至った経緯及び共同出願する妥当性＞
※　「共同出願する妥当性」は第三者と共同出願する場合に記載する。

＜期待できる成果予測＞　※　第三者との共同研究の場合
※　当該第三者を共同研究に加えることで期待できる特段な効果等を記載する。

＜構成員と第三者との成果の区分＞　※　第三者との共同出願の場合
※　第三者が分担した実施内容を記載する。特許権等の請求範囲を構成員と第三者
とで区分する場合は、両者の権利範囲を区分して記載する。

＜コンソーシアムの他の構成員の同意状況＞
※　第三者と共同研究又は共同出願を行うことについて、他のコンソーシアム構成
員から、あらかじめ書面（メール可）による同意が必要となる。コンソーシアムで
ない場合は記載不要。

＜その他＞

特記事項

構成員にできない理由（第三者
と共同研究する理由書のみ）

構成員として共同研究することができない理由を記載すること
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e-Rad課題ID(半角英数字)12345678 

（経理様式１） 
 

委託試験研究実施計画書 

 
１ 試験研究内容 

（１）委託試験研究計画名 

 

 

 

 
（２）委託試験研究計画の目的及び概要 

１）目的 

 

 

 

 

２）概要 

 

 

 

 
（３）委託試験研究の主な実施場所 

 

 

 

 
（４）委託試験研究の開始及び完了の時期 

開始：元号  年  月  日 

完了：元号  年  月  日 

 

（５）研究代表者の所属及び氏名 
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e-Rad課題ID(半角英数字)12345678 

２ 元号  年度の収支予算等 

（１）収支予算 

 

収入の部 

区  分 予 算 額 備  考 

委託費 円 消費税及び地方消費税の額を含む。 

 

 

支出の部 

区  分 予 算 額 備  考 

 

直接経費 

 

人件費 

 

謝金 

 

旅費 

 

試験研究費 

 

 

間接的経費

（いわゆる一般管理費等） 

 

消費税等相当額 

 

 

合    計 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接経費の  ％以内 

（又は直接経費の  ％） 

 

非課税、不課税及び免税取引に係る消費税等 
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e-Rad課題ID(半角英数字)12345678 

（２）物品購入 

品名 規格 員数 
購入予定 

使用目的 備考 
単価 金額 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  合計     

 
（注１）記載する品目は、原型のまま長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が１０万円以上の物品とする。 

（注２）「備考欄」に物品の所有機関を記載する。 

（注３）「備考欄」にリースによる物品の導入についても記載する（レンタルについては記載不要）。その際、単価及び金額

についてはリース料総額のうち該当年度の額を記載する。また、「備考欄」にリースの種類（ファイナンス又はオペレ

ーティングリース）、リース期間月数及びリース料総額を記載する。所有機関については、リース会社ではなく、リー

ス料金を支払っている機関を記載する。 

 

（３）支払計画（概算払請求限度額） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

（注１）研究計画の進捗状況（見込み）に応じた請求予定額を記載願います。 

（注２）概算払請求を予定していない場合は空欄として下さい。 
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e-Rad課題ID(半角英数字)12345678 

（４）構成員の試験研究計画 

ア 担当試験研究名 イ 構成員名 ウ 構成員の試験研究内容及び委託費の限度額 

 
住

所 

  

 

 

 

 

 

委託費の限度額：円 

名

称 

 

 
住

所 

  

 

 

 

 

 

委託費の限度額：円 

名

称 

 

 
住

所 

  

 

 

 

 

 

委託費の限度額：円 

名

称 

 

 
住

所 

  

 

 

 

 

 

委託費の限度額：円 

名

称 
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（経理様式２－２） e-Rad課題ID(半角英数字)

（イノベーション創出強化研究推進事業）

委託試験研究実績報告書

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

１　事業の実施状況

（１）試験研究計画名

（２）委託試験研究の開始及び完了の時期

開始：

完了：

（３）委託試験研究の研究総括者又は研究統括者の所属及び氏名

（４）委託試験研究の成果

委託試験研究成果報告書のとおり　

研究課題番号：

※添付資料を併せて提出してください。

12345678

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日

（代表者名）

（住所）

（コンソーシアム名）

（代表機関名）

　令和○年度委託事業について、下記のとおり実施したので、その実績を報告します。
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２　収支精算 e-Rad課題ID(半角英数字)12345678

　収入の部

比　較　増　減

区　　　分 精　算　額 予　算　額 増 減 備　考

円 円 円 円

委託費 0 0

自己負担額 0

合　計 0 0

　支出の部

区　　　分 精　算　額 予　算　額 増 減

円 円 円 円

直接経費　 0 0

　物品費 0 0

　人件費・謝金 0 0

　旅費 0 0

　その他 0 0 うち消費税等相当額 0 円

間接経費 0 0 直接経費の30％以内

合　計 0 0

比　較　増　減

備　考

（非課税､不課税及び免税取引に係る消費税等）

（注）研究管理運営業務を専門に行う研究管理運営機関を設置した場合のみ一般管理費を計上できます。
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３　物品購入実績 e-Rad課題ID(半角英数字)12345678

品　　名 規　格 員数 単　価 金　額 備　考

円 円

計 0

（記載要領）

購　入　金　額 所有権者
（所在地）

耐用年数
（処分制限年

月日）

事業終了後の
継続使用の

有無

・ 購入の場合は、備考欄に取得年月日を記載すること。

・ リースによる物品の導入についても記載すること。（レンタルについては記載不要）
　 単価及び金額欄は、当該年度にかかる単価・リース料の額を記載すること。
　 備考欄は、リースの種類（ファイナンス又はオペレーティングリース）、リース期間、リース期間月数、
　 リース料総額、、リース月額（単価）を記載すること。
・ 所有機関欄は、リース会社でなく、リース料金を支払っている機関を記載すること。
・ 耐用年数（処分制限年月日欄）には、当該物品等の耐用年数を記載するとともに、下段に括弧書きで
　 当該物品等の取得日から起算して法定耐用年数が経過する日の属する年度の末日を記載すること。
・ 継続使用の有無には、該当する場合「有」、しない場合「無」を記載すること。
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４　取得した試作品等 e-Rad課題ID(半角英数字)12345678

円

計

(記載要領）

製造又は
取得価格

所有権者
（試作品の所

在地）
　　構成

　試作品名

・「資産計上した場合の年月」欄は、各年度中に資産計上した場合に記載すること。

・「備考」欄には、委託先において、事業終了までに試作品等を完成品として資産計上する
   予定がある場合に、その旨を記載すること。

資産計上し
た場合の年

月

・「製造又は取得価格」欄は、当該試作品等の直接材料費の額を記載すること。

仕　様

・試作品等が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品等の内訳として記載すること。

備　考

273



添
付

資
料

e
-
R

ad
課

題
ID

(半
角

英
数

字
)1

2
3
4
5
6
7
8

令
和

○
○

年
度

　
委

託
費

集
計

表
　

管
理

運
営

機
関

設
置

の
有

無
無

試
験

研
究

計
画

名
：

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
名

：
　

当
該

事
業

年
度

の
実

施
期

間
：

～

■
精

算
額

費
目

、
細

目
/
構

成
員

名
合

計
備

考

直
接

経
費

計
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

物
品

費
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

　
設

備
備

品
費

0

　
消

耗
品

費
0

人
件

費
・
謝

金
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

　
人

件
費

（
賃

金
）

0

　
謝

金
0

旅
費

計
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

　
国

内
旅

費
0

　
外

国
旅

費
0

　
（
依

頼
出

張
）
国

内
・
外

国
旅

費
0

そ
の

他
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

　
外

注
費

計
0

　
印

刷
製

本
費

計
0

　
会

議
費

計
0

　
通

信
運

搬
費

計
0

　
光

熱
水

料
計

0

　
そ

の
他

（
諸

経
費

）
0

　
消

費
税

等
相

当
額

0

間
接

経
費

0

精
算

額
合

計
（
A

）
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

自
己

負
担

額
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

委
託

費
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

■
未

達
額

又
は

返
還

額

・
通

常
に

お
け

る
不

用
額

を
計

上
す

る
場

合
・
6
1
日

ル
ー

ル
適

用
に

伴
う

返
還

金
済

額
 （

未
請

求
額

も
含

む
。

）
を

計
上

す
る

場
合

0

委
託

費
の

上
限

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

未
達

額
又

は
返

還
額

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

令
和

　
年

　
月

　
日

令
和

　
年

　
月

　
日

（
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

名
）

c
_k

e
ir
i0

2
_i
n
o
b
e

1
 /

 2

274



■
予

算
額

費
目

、
細

目
/
構

成
員

名
合

計
備

考

直
接

経
費

計
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

物
品

費
0

人
件

費
・
謝

金
0

旅
費

0

そ
の

他
0

間
接

経
費

0

予
算

額
合

計
（
A

）
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

c
_k

e
ir
i0

2
_i
n
o
b
e

2
 /

 2

275



（様式Ⅲ－３　参考１） （イノベーション創出強化研究推進事業 コンソーシアム代表機関用）

（参考１） （代表機関用） e-Rad課題ID(半角英数字)：1E+07

契 約 期 間 令和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

主な項目 チェック チェックに関するコメント

代表機関名

試験研究
計画名

確認（点検）者
所属氏名

チェック担当者
所属氏名

各構成員から提
出された実績報告
書について

※　構成員ごとに
チェックすること

　各構成員から以下の実績報告書及び関係書類の提出を受けているか。

・委託費の実績報告書及び集計表

・本委託業務に係るチェックリスト

・委託費帳簿

委託事業に係るチェックリスト
コンソーシアム代表機関用

委 託 事 業 名
イノベーション創出強化研究推進事業

（マッチングファンド無）

チェックポイント

コンソーシアム名

・リース物品の利用状況報告書（経理様式15）

・研究機器一時使用報告書（経理様式14）

・委託費帳簿の人件費において、「内訳は別紙のとおり」と記載されている場
合、別紙  （人件費内訳書等）が添付されているか。

・作業日誌（写）

・旅費計算書

・委託費帳簿の旅費において、「内訳は別紙のとおり」と記載されている場
合、別紙  （旅費内訳書等）が添付されているか。

・「3．物品購入実績」に記載の物品等の検収・納品を証する書類が添付され
ているか。また、計画外の購入や購入中止等の変更があった場合の備品購
入計画変更理由書が添付されているか。

・人件費（賃金）を計上している場合、雇用契約書、労働条件通知書等の
（写）が添付されているか。

・エフォート管理による人件費を計上している場合、4点の（エフォート証明
書、従事状況報告書、エフォート報告書、人件費精算書）提出物が添付され
ているか。

・若手研究者自発的研究活動等の適用による人件費を計上している場合、２
点の（活動報告書、従事状況管理表）提出物が添付されているか。

・在宅勤務による人件費を計上している場合、在宅勤務・テレワークに係る関
係規程等が添付されているか。

・競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費を支出する場合、２
点の（各研究機関において活用方針で定めるべき事項、活用実績報告書）提
出物が添付されているか。

・「１契約が２００万円以上（消費税込）」の物品の調達・外注等の競争原理を
用いた契約を確認できる書類（２者以上の相見積等）。または、機種・業者を
選定して契約した場合には、選定理由書が添付されているか。
また、納品検収を証する書類が添付されているか。

構成員から提出があった実績報告書と帳簿の計数の照合の結果は妥当であった
か。

構成員から提出があった帳簿の内容は妥当であったか。

構成員から提出があった作業（業務）日誌の内容は妥当であったか。

構成員から提出があった旅費計算書と帳簿の内容は一致しているか。
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（様式Ⅲ－３　参考１） （イノベーション創出強化研究推進事業 コンソーシアム代表機関用）

主な項目 チェック チェックに関するコメントチェックポイント

・「予算額」の計は、委託試験研究実施計画書の予算額（変更承認を受けて
いる場合は変更後の予算額）となっているか。

構成員から提出があった委託事業に係るチェックリストの内容は妥当であったか。
(空欄は無いか、チェック欄が「×」のところには理由が記載されているか、等)

生研支援センター
に代表機関として
提出する実績報
告書等について

１　事業の実施状況

「（１）試験研究計画名」、「（２）開始及び完了の時期」、「（３）研究総括（統括）
者の所属及び氏名」は、当初 （変更承認を受けている場合は変更後）の計画
どおり記載されているか。

２　収支精算

・「精算額」は、各構成員から報告のあった実績額が正確に集計され、計上さ
れているか。

・個々の構成員の「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額につ
いて、「自己負担額」として計上し、コンソーシアム全体分を合計し「収入の
部」の区分欄「自己負担額」の「精算額」の欄に計上しているか。

・個々の構成員の 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額合計に
ついて、「比較増減」の「減」欄に計上しているか。

・支出の部の区分欄において、直接経費から間接経費（一般管理費）へ流用
をしていないか。

・一般管理費の精算額は、直接経費の精算額の15％以内となっているか。ま
た、一般管理費の精算額は、予算額を超えていないか。

３　物品購入実績

・間接経費の精算額は、直接経費の精算額の30％以内となっているか。ま
た、 間接経費の精算額は、予算額を超えていないか。

・当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画し
ていない物品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格１０万
円以上かつ耐用年数1年以上）

「３　物品購入実績」は、様式に記載されてる「記載要領」に基づき、必要事項
が全て適切に記載されているか。（委託費帳簿に記載されている品名、規
格、員数、単価、金額との整合性も含む。）
また、耐用年数は、法定耐用年数以上となっているか。

・物品購入計画の変更があった場合、「備品購入計画変更理由書」(経理様
式9)を提出し事前に生研支援センターの承認を得ているか。

４　取得した試作品等

当該事業年度の最終版の「研究項目別の分担(経理様式2別添2)」を実績報
告書の関係書類として添付しているか。

取得価格１０万円以上かつ耐用年数1年以上の試作品を取得（製造、製作、
又は効用の増加も含む。）した場合にその内容を記載しているか。

その他：研究項目別の分担

人件費、賃金、旅費（依頼出張除く。）の支給対象者である研究スタッフ（委
託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施するために臨時に雇用し
た研究補助者）を記載した、「研究項目別の分担(経理様式2別添2)」を作成し
ているか。
また、研究スタッフに異動等があった場合は、その都度、「試験研究計画の
変更届（経理様式10）」を事業担当課へ提出しているか。

2 / 2
277



（様式Ⅲ－３　参考２） （イノベーション創出強化研究推進事業　コンソーシアム構成員用）

（参考２） （構成員用） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

契 約 期 間 令和 年 月 日～令和 年 月 日

主な項目 チェック チェックに関するコメント

経 理 全 般

指定様式以外の帳簿の場合
イノベーション創出強化研究推進事業の費目体系（区分・費
目・細目）となっているか。
また、その場合、区分・費目・細目ごとに合計金額が確認で
き、細目→費目→区分に積み上がるようになっているか。

チェックポイント

区 分 経 理
本委託業務について、他の業務（予算）と区分した経理処理
を行っているか。

・競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費を支出する場合、
２点の（各研究機関において活用方針で定めるべき事項、活用実績報告
書）提出物を添付しているか。

・「１契約が２００万円以上（消費税込）」の物品の調達・外注等の競争原理
を用いた契約を確認できる書類（２者以上の相見積等）。または、機種・業者
を選定して契約した場合には、選定理由書が添付しているか。
また、納品検収を証する書類が添付しているか。

・「3．物品購入実績」に記載の物品等について　計画外の購入や購入中止
等の変更があった場合、備品購入計画変更理由書を添付しているか。

委託事業に係るチェックリスト
コンソーシアム構成員用

（構成員としての代表機関を含む。）

委 託 事 業 名
イノベーション創出強化研究推進事業

（マッチングファンド無）

単独機関、構成員
の提出物

単独機関、構成員が代表機関へ提出する紙媒体ファイルに以下の実績報告書
及び関係書類を編綴しているか。

・委託費の実績報告書及び集計表

・本委託業務に係るチェックリスト

・委託費帳簿

・リース物品の利用状況報告書（経理様式15）

・委託費帳簿の人件費において、「内訳は別紙のとおり」と記載されている場
合、別紙  （人件費内訳書等）を添付しているか。

・作業日誌（写）

・旅費計算書

・委託費帳簿の旅費において、「内訳は別紙のとおり」と記載されている場
合、別紙  （旅費内訳書等）を添付しているか。

・「3．物品購入実績」に記載の物品等の検収・納品を証する書類を添付して
いるか。

・研究機器一時使用報告書（経理様式14）

・人件費（賃金）を計上している場合、雇用契約書、労働条件通知書等の
（写）を添付しているか。

・エフォート管理による人件費を計上している場合、4点の（エフォート証明
書、従事状況報告書、エフォート報告書、人件費精算書）提出物を添付して
いるか。

・若手研究者自発的研究活動等の適用による人件費を計上している場合、
２点の（活動報告書、従事状況管理表）提出物を添付しているか。

・在宅勤務による人件費を計上している場合、在宅勤務・テレワークに係る
関係規程等を添付しているか。

チェック担当者
 所属氏名

確認（点検）者
　所属氏名

試験研究
計画名

構成員名

コンソーシアム名
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（様式Ⅲ－３　参考２） （イノベーション創出強化研究推進事業　コンソーシアム構成員用）

主な項目 チェック チェックに関するコメントチェックポイント

人 件 費

本委託事業以外の業務と旅行を兼ねている場合は、交通費、日当及び宿泊料等
の一連の旅費を明確に区分し、計上しているか。

用務が本委託事業に関する業務であることが確認できるように明記されている
か。また、出張先等が本委託事業の用務先と関係のない場所となっていないか。

外部の者に出張を依頼した場合、用務は本委託事業の業務に関する用務内容と
なっているか。

帳簿または旅費内訳に記載の出張用務が、本委託業務の用務で出張したことが
確認できるように明確に記載されているか。

謝 金
支出対象が本委託事業に関する業務であることを確認できる書類（稟議書、委嘱
状、作業日誌など）が作成されているか。

委託業務実施機関の謝金規程等に基づく支払となっているか。また、格付けは
適切なものとなっているか。

本委託事業において、大学等が学生に謝金を支払う場合は、大学等の規程等に
基づいているか。

旅 費
「研究項目別の分担表(経理様式2別添2)」に記載された者（以下「研究スタッフ」）
以外の者について計上されていないか。
研究スタッフ以外の者が出張した場合において、その必要性を書面により明確に
しているか。

研究スタッフが出張している場合において、旅費の予算区分と人件費、賃金、謝
金の予算区分は同じものの予算になっているか。もし、予算区分が異なる場合、
その異なる理由が理由書等により明確となっているか。

各種諸手当は、就業規則、各規程等に則った支給となっているか。（支給要件を
満たさない者に対して手当が支給されていないか。）

専従として委託費で雇用した者について、雇用契約書、労働条件通知書などに
委託事業名又は試験研究計画名が明記されているか。

専従として委託費で雇用した者が有給休暇分の費用を計上する場合において、
本委託業務に従事するために雇用されたことに伴い付与された有給休暇の日数
の範囲内の計上となっているか。

本委託事業において、大学等が学生を雇用する場合は、雇用契約を締結してい
るか。また、大学等の規程等に基づいているか。

若手研究者の自発的な研究活動等の適用を行っている場合、適切に手続きを
行っているか。(活動報告書。)
また、対象の若手研究者は、40歳未満（40歳となる事業年度の終了日まで）であ
り、エフォートは当該委託事業の20％以内であるか。

在宅勤務にて委託業務に従事した場合、交通費（通勤手当）の計上はできない
ので、該当の交通費（通勤手当）は除いて計上しているか。また、規程等に沿って
適切に書類の作成・手続きが行われているか。

人件費、賃金の計上額については、人件費単価の確認できる書類、出勤簿（出
退簿）、作業（業務）日誌等照合し、相違ないことを確認しているか。

委託費に計上した従事者について、本委託業務に従事した時間と他の事業に従
事した時間とが、作業日誌により明確に区分（事業名、研究課題名、課題番号な
どが明記）され、業務内容も具体的に記載されているか。

人件費、賃金を計上した者について、本委託業務に従事していない日（退職前の
長期有給休暇、産前産後休暇、特別休暇、欠勤など）について、計上されていな
いか。
【参考】委託業務研究実施要領 ～事務処理関係編～ 令和３年度版　P.38

帳 簿 ・ 証 拠 書 類

指定様式以外の帳簿の場合
品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年月日、納品年
月日、支払年月日が確認できるものとなっているか。

帳簿に１行１伝票（○○他又は１式）で記載した場合は、備考
欄に伝票番号を記載するなどして、伝票と紐付けされている
か。

各費目において、委託契約期間外のものが計上されていない
か。
（3月の人件費など、3月中に額は確定しているものの、支払
いが4月となるような経費を除く。）

人件費、謝金、旅費等の単価、支払手続き、物品の購入手続
き等について、委託業務実施機関の規程等に基づき適正に
行われているか。また、間接経費に計上すべき費用を直接経
費に計上していないか。

（外部の者に対す

る依頼出張旅費

等を含む。）

（賃金を含む。）
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（様式Ⅲ－３　参考２） （イノベーション創出強化研究推進事業　コンソーシアム構成員用）

主な項目 チェック チェックに関するコメントチェックポイント

設 備 備 品 費

消 耗 品 費

消費税等相当額
（地方公共団体や免
税 事 業 者 は 除 く 。）

出張伺書、出勤簿、旅費計算書（旅費請求書）、復命書（作成が義務付けられて
いる場合）を照合し、予定どおりの出張期間、出張先、用務内容と相違ないことを
確認しているか。
また、変更があった場合は、委託業務実施機関の規程等に基づき、旅費額も含
め変更手続きが行われているか。

大学等が学生の出張旅費を計上する場合、学生に対して旅行命令が可能である
旨の規程等はあるか。

本委託事業専用として購入し、使用した数量の計上となっているか。（必要以上
の購入となっていないか。）

購入時期は本委託事業の研究内容、研究計画及び研究の進捗状況から見て適
正か。

机、椅子、書庫等の什器、パソコン、デジカメ等の汎用性の高い物品を購入して
いる場合は、本委託業務の専用で使用することを前提に、その必要性について、
理由書を作成し、事前に生研支援センターの了承を得ているか。

取得した物品は、資産台帳等に登録するとともに、物品標示票を貼付し、適正に
管理されているか。
また、物品標示票には、本委託業務で取得した旨、明記されているか。

学生単独の出張はないか。やむを得ず単独で出張させている場合は、理由書を
作成し、事前に担当原課の了承を得ているか。

委託契約書の「３ 　物品購入計画」により予定された物品を購入しているか。
予定していた物品を購入しなかった場合・変更した場合に、「備品購入計画変更
理由書(経理様式9)」を代表機関を経由して生研支援センターへ提出し、事前に
了承を得ているか。

本委託事業の専用で使用しているか。
(一時的に共用使用している場合、右の「チェックに関するコメント欄」にその旨を
記入し、「設備等一時使用報告書（経理様式14）」 を実績報告書とともに提出して
ください。)

「3．物品購入実績」に記載の物品等の検収・納品を証する書類を作成・徴収して
いるか。

修理費は、本委託事業専用で相当期間使用し、使用中に故障した機器の修理を
した費用を計上しているか。
また、複数の事業で使用している機器の修理の場合、使用頻度等により按分し、
その算出根拠について書面にて明確にしているか。

論文別刷代及び論文投稿料等は、本委託事業に係るものであり、かつ論文の投
稿が委託契約期間内であることが書面で明確になっているか。

会議費は、本委託事業で必要な経費の支出となっているか。また、議事録、出席
者名簿等の関係書類は整理されているか。

そ の 他
（ 外 注 費 ）
（ 印 刷 製 本 費 ）
（ 会 議 費 ）
（ 通 信 運 搬 費 ）
（ 光 熱 水 料 ）
(その他(諸経費))

本委託事業で直接必要な経費の計上となっているか。

物品のリース料、レンタル料等の計上について、本委託事業と他の事業等で共
用使用している場合は、使用簿等備え、記録し、合理的に按分し計上している
か。

ファイナンスリースを利用して物品を導入した場合、リース契約期間は法定耐用
年数以上とし、計上したリース料はリース期間内で均等額（月額・年額等）となっ
ているか。

事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を直接経費で購
入している場合、本委託業務の専用で使用することを前提に、その必要性につい
て、理由書を作成し、事前に生研支援センターの了承を得ているか。

購入時期は適正か
（年度末に納品が集中している場合、年度内に費消する数量か）

翌年度に使用する消耗品の購入がある場合は、翌年度に継続する事業であっ
て、翌年度の購入では事業に支障をきたす場合であり、その必要理由が理由書
等により明確になっているか。

会議費における支出経費は、会場借料、茶菓等、必要最小限のものとなっている
か。

委託費帳簿において軽減税率対象の支出があり、応分の差額が計上されている
場合、委託費帳簿の備考欄に「軽減税率」である旨、記載されているか。

換金性の高い物品（PC、タブレット端末、カメラ、録画機器など）は、管理簿を整
備し、適正に管理しているか。（取得価格10万円未満の物品も含む。）
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（様式Ⅲ－３　参考２） （イノベーション創出強化研究推進事業　コンソーシアム構成員用）

主な項目 チェック チェックに関するコメントチェックポイント

61日ルールを適用した場合で、 委託費の「精算額」が「概算払額」を超えて
いる場合は、超えた額を「収入の部」の区分「自己負担額」として、「精算額」
の欄に計上しているか。

委託費の「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比
較増減」の「減」欄に計上しているか。

61日ルールを適用した場合で、委託費の 「精算額」が「概算払額」を下回っ
た場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に計上しているか。

委託費の 「精算額」は、本委託事業に要した額が計上されているか。

委託費の 「予算額」の合計は、「５　構成員の試験研究計画」の限度額（変
更承認を受けている場合は変更後の限度額）となっているか。

委託費の「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額を「収入の
部」の区分「自己負担額」として、「精算額」の欄に計上しているか。

委託契約書の「３ 　物品購入計画」により予定された物品を購入している
か。
予定していた物品を取りやめた場合・変更した場合・予定外の物品を購入し
た場合に、「備品購入計画変更理由書(経理様式9)」を代表機関を経由して
生研支援センターへ提出し、事前に了承を得ているか。
（取得価格１０万円以上かつ耐用年数１年以上の物品）

「３　物品購入実績」は、様式に記載されてる「記載要領」に基づき、必要事
項が全て適切に記載されているか。（委託費帳簿に記載されている品名、規
格、員数、単価、金額との整合性も含む。）
また、耐用年数は、法定耐用年数以上となっているか。

支出の部における区分欄の直接経費から間接経費（一般管理費）へ流用を
していないか。

一般管理費の精算額は、予算額の範囲内かつ直接経費の精算額の15％
以内となっているか。

３　物品購入実績

間接経費の精算額は、予算額の範囲内かつ直接経費の精算額の30％以
内となっているか。

オペレーティングリースまたはファイナンスリースを利用して委託費で物品を
導入した場合、様式に記載されてる「記載要領」に基づき、必要事項が全て
適切に記載しているか。

間 接 経 費
間接経費の精算額は、直接経費の精算額の30％以内となっているか。また、委
託費帳簿に予算額を超えて金額が記載されていないか。

「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」に基づき、研究機関の長が作
成した使用方針に則して、適正に計上しているか。

文房具類を一般管理費で購入する場合、按分する等合理的な額を計上している
か。
また、按分している場合、その内容を書面にて明確にしているか。

実 績 報 告 書
１　事業の実施状況

「（１）試験研究計画名」、「（２）開始及び完了の時期」、「（３）研究総括（統
括）者の所属及び氏名」は、当初 （変更承認を受けている場合は変更後）の
計画どおり記載されているか。
※構成員の場合は、「（3）研究総括（統括）者の所属及び氏名」欄を「研究実
施責任者又は研究責任者の所属及び氏名に修正し、記載」

２　収支精算

委託費帳簿には、主な使途が記載されているか。（個々の金額の記載は任意）

一 般 管 理 費 一般管理費の精算額は、直接経費の精算額の15％以内となっているか。また、
委託費帳簿に予算額を超えて金額が記載されていないか。

本委託事業を実施するに当たって、必要な管理経費の計上となっているか。

光熱水料、燃料費等を負担している場合は、本委託事業に従事する研究者のエ
フォート率、研究者が本委託事業のために専有で使用している使用面積比、ある
いは、事業費比率などにより合理的に按分しているか。
また、その内容を書面により明らかにしているか。

（単独機関、構成

員の実績報告書）

（研究管理運営機

関のみ）
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（様式Ⅲ－３　参考２） （イノベーション創出強化研究推進事業　コンソーシアム構成員用）

主な項目 チェック チェックに関するコメントチェックポイント

４　取得した試作品等

取得価格１０万円以上かつ耐用年数1年以上の試作品を取得（製造、製作、
又は効用の増加も含む。）した場合にその内容を記載しているか。

ファイナンスリースの場合は、「リース物品の利用状況報告書（経理様式
15）」を作成しているか。

【記入要領】

① 本チェックリストは、実績報告書を代表機関に提出する際に併せて提出してください。

（代表機関も、このチェックリストにより自らの分担分をチェックしてください。）

② 水色セルに各項目及びチェック結果を記載してください。

③ 委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェックを行い、すべ

ての研究所分を提出いただくか、すべての研究所分を取りまとめたチェックリストを提出してくだ

さい。

④ チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて修正を行って、

実績報告書とともに研究機関内の決裁を受けた上で提出してください。

⑤ 「委託事業名」については、公募要領の委託事業名を記入。

⑥ 「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は

「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合は「－」を選択し
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（経理様式３） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和○○年○○月○○日

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

（住　所）

（コンソーシアム名） 　※単独機関の場合は削除してください

（代表機関名）

（代表者） 　※契約書記載の代表者名

１　変更する理由

２　変更する委託試験研究の内容

３　変更した経費区分

（注）記載方法は、別に定める場合を除き、委託試験研究実施計画書の様式を準用し当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。

　令和○○年○月○日付け委託契約に基づく委託試験研究（試験研究計画名「○○○○○○○○○」）について、
下記のとおり変更したいので試験研究委託契約書　第○条の規定により承認されたく申請します。

委託試験研究実施計画変更承認申請書
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（経理様式４） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

従

事

者

令和　　　　年　　　月分

曜 従事

日 時間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

実績時間合計 0

　【内　訳】 通勤日数 従事時間
日 ｈ

　A： 日 0 ｈ
　B： 日 ｈ
　C： 日 ｈ

　上記のとおり勤務実績を報告します。 　　左記の者について、上記業務に従事しており、 　　左記の者について、上記業務に従事しており、
　報告のとおり勤務したことを確認します。 　報告のとおり勤務したことを確認します。

　作業（業務）従事者 　雇用責任者等 　経理責任者等

　 職名 　 職名

氏名 氏名

１）　この作業日誌は、委託事業に従事する者が、毎日記入。

２）　１か月の勤務が終了した場合には、直ちに「作業（業務）従事者欄」に記入のうえ、雇用責任者等に提出。

　　　雇用責任者等の確認後、経理責任者等へ提出し、必ず経理責任者等による確認を行うこと。

３）　本様式と同様の内容を備えていれば、本様式によらなくても結構です。

時　　　　　　間

24

機関名

備　　考

勤務時間

勤務形態

氏名

20 21 22 2314 15 16 17 18 19

作　　業　　日　　誌　

日
作業内容

（具体的に記載）8 9 10 11 12 13

氏　名

所　属

勤務日
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（経理様式５） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

振込依頼書

( 住 所 )

( コ ン ソ ー シ ア ム 名 )

( 代 表 機 関 名 )

( 代 表 者 名 )

　試験研究委託契約書に基づく支払いについては、下記の口座に振込願います。

記

銀行
銀行コード
（４桁）

支店
支店コード
（３桁）

フリガナ

口座名

預金種別
（普通・当座を選択）

口座番号
(７桁／右詰めで記入願います)

※口座名のフリガナは、必ずご記入願います。

令和　　年　　月　　日

　金融機関名

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

※太枠で囲った箇所にご記入願います。
（銀行コード・支店コードが分かる場合は記入して下さい。）

※契約書上の代表者。

※単独機関の場合は削除すること。
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（経理様式６） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

（請求回を選択）

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

　　（住　　　　　　所）
　　（コンソーシアム名） ※単独機関の場合は削除してください
　　（代  表  機  関  名）

　　（代　　表　　者）

(単位:円)

事業名

既執行額(b) 執行見込額(c)

R○年○月～
R○年○月

R○年○月～
R○年○月

直接経費 0 0 0

物品費

人件費・謝金

旅費

その他

間接経費

一般管理費

計 0 0 0 0

　　委託試験研究概算払請求書

備　　考

令和　　年　　月　　日

令和○年度試験研究委託契約に基づき、委託試験研究「※契約書に記載されている試験研究計画名○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○」に係る経費として、下記により
金0円を概算払いにより交付されたく請求いたします。

区分・費目

（事業名を選択）

委託費(a) 既受領額(d)
今回請求額

(b)+(c)-(d)=(e)
(d)+(e)≦(a)

請求金額
割　　合
(e)/(a)
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（経理様式７－２） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678
　　　　　　　　　　　　（イノベーション創出強化研究推進事業用）

令和○○年度　試験研究委託費帳簿

コンソーシアム名：　 ○○○○○○○○○
試験研究計画名： ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
構成員名（所在市町村名）： (株)○○○○（○○県○○市）
当該事業年度の実施期間： R○.○.○～R○.○.○

品名 規格 数量 単位 金額（税込） 契約相手方 契約年月日 納品年月日 支払年月日 備考
消費税等
相当額(2%)

設備備品費 0 0

消耗品費 0 0

　物品費計 0 0

人件費（賃金） 0 0

謝金 0 0

　人件費・謝金計 0 0

国内旅費 0 0

外国旅費 0 0

（依頼出張）国内・外国旅費 0 0

旅費計 0 0

外注費 0 0

印刷製本費 0 0

会議費 0 0

イノベーション創出強化研究推進事業

1　／　2
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品名 規格 数量 単位 金額（税込） 契約相手方 契約年月日 納品年月日 支払年月日 備考
消費税等
相当額(2%)

通信運搬費 0 0

光熱水料 0 0

その他（諸経費） 0 0

消費税等相当額 0

　その他計 0 0

直接経費計 0 0

間接経費計 0

一般管理費計 0

合計額 0 0

地方公共団体等、非課税団体は計上不可
0 課税額が含まれる場合は除くこと(例：通勤手当)
0

0
0
0
0

消費税等相当額(2%)

消費税等相当額

合計
消費税等相当額(10%)

消費税等相当額の計算
人件費(10%)
外国旅費(10%)

2　／　2
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な
場

合
は

、
別

途
協

議
の

う
え

定
め

る
も

の
と

す
る

2
0
2
0
/
4

2
1

※
年

間
理

論
総

労
働

時
間

は
、

営
業

カ
レ

ン
ダ

ー
等

か
ら

年
間

所
定

営
業

日
数

を
算

出
し

、
2
0
2
0
/
5

2
1

就
業

規
則

等
か

ら
１

日
あ

た
り

の
所

定
労

働
時

間
を

算
出

し
、

こ
れ

ら
を

乗
じ

て
得

た
時

間
と

す
る

2
0
2
0
/
6

2
0

※
「
年

間
総

支
給

額
」
及

び
年

間
法

定
福

利
費

と
「
年

間
理

論
総

労
働

時
間

」
は

同
一

期
間

(前
年

度
)と

す
る

2
0
2
0
/
7

2
2

※
時

間
外

の
人

件
費

単
価

(割
増

が
発

生
し

な
い

管
理

職
な

ど
は

除
く
)は

、
「
人

件
費

単
価

」
×

「
割

増
賃

金
」
で

算
出

す
る

2
0
2
0
/
8

2
2

2
0
2
0
/
9

1
9

2
0
2
0
/
1
0

2
2

2
0
2
0
/
1
1

2
0

2
0
2
0
/
1
2

1
9

2
0
2
1
/
1

1
9

2
0
2
1
/
2

1
9

2
0
2
1
/
3

2
0

年
間

2
4
4

社
員

単
価

は
、

「
人

件
費

時
間

単
価

 ＝
 (

年
間

総
支

給
額

＋
年

間
法

定
福

利
費

等
)÷

年
間

理
論

総
労

働
時

間
」
を

時
間

単
価

と
す

る
。
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【
参
考
】
別
紙
人
件
費
等
内
訳

e
-
R
ad
課
題
ID
(半
角
英
数
字
)1
2
3
4
5
6
7
8

　
様
式
で
は
な
く
、
単
な
る
計
算
の
一
例
で
す
。

　
単
価
の
基
準
に
よ
っ
て
違
っ
た
形
式
に
な
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

支
払
日

従
事
月

職
員
名

①
日
数

②
交
通

費
単
価

③
交
通

費
（
課
税
）

④
出
役

時
間

⑤
賃
金

単
価

⑥
う
ち
課

税
外

⑦
賃
金

⑧
う
ち
課

税
外

⑨
社
会

保
険
料

負
担
金

（
非
課

⑩
雇
用

保
険

事
業
主

(非
課
税
）

⑪
労
災

保
険
料

(非
課
税
）

⑫
事
業

主
負
担

額
計

⑬
総
額

(③
+
⑦
+

⑫
)

⑭
う
ち
課

税
外
(⑧
+

⑫
)

備
　
考

2
月
1
7
日

1
月

○
○
　
○
○

1
0
.0
0

0
4
0
.0
0

5
,2
6
4

5
,1
3
4
2
1
0
,5
6
0
2
0
5
,3
6
0

0
2
1
0
,5
6
0
2
0
5
,3
6
0

＊
１

3
月
1
7
日

2
月

○
○
　
○
○

1
0
.0
0

0
4
0
.0
0

5
,2
6
4

5
,1
3
4
2
1
0
,5
6
0
2
0
5
,3
6
0

0
2
1
0
,5
6
0
2
0
5
,3
6
0

＊
１

4
月
1
7
日

3
月

○
○
　
○
○

1
0
.0
0

0
4
0
.0
0

5
,2
6
4

5
,1
3
4
2
1
0
,5
6
0
2
0
5
,3
6
0

0
2
1
0
,5
6
0
2
0
5
,3
6
0

＊
１

人
件
費

0
6
3
1
,6
8
0
6
1
6
,0
8
0

0
0

0
0
6
3
1
,6
8
0
6
1
6
,0
8
0

5
月
1
7
日

4
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
0
8

1
,0
8
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,5
8
0

8
0
,5
0
0

6
月
1
7
日

5
月

◎
◎
　
◎
◎

2
0
.0
0

1
0
8

2
,1
6
0

1
5
5
.0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0
1
5
5
,0
0
0
1
5
5
,0
0
0

2
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

4
,0
0
0
1
6
1
,1
6
0
1
5
9
,0
0
0

7
月
1
7
日

6
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
0
8

1
,0
8
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,5
8
0

8
0
,5
0
0

8
月
1
6
日

7
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
0
8

1
,0
8
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,5
8
0

8
0
,5
0
0

9
月
1
7
日

8
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
0
8

1
,0
8
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,5
8
0

8
0
,5
0
0

1
0
月
1
7
日

9
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
0
8

1
,0
8
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,5
8
0

8
0
,5
0
0

1
1
月
1
7
日

1
0
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
1
0

1
,1
0
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,6
0
0

8
0
,5
0
0

1
2
月
1
6
日

1
1
月

◎
◎
　
◎
◎

2
0
.0
0

1
1
0

2
,2
0
0

1
5
5
.0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0
1
5
5
,0
0
0
1
5
5
,0
0
0

2
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

4
,0
0
0
1
6
1
,2
0
0
1
5
9
,0
0
0

1
月
1
7
日

1
2
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
1
0

1
,1
0
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,6
0
0

8
0
,5
0
0

2
月
1
7
日

1
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
1
0

1
,1
0
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,6
0
0

8
0
,5
0
0

3
月
1
7
日

2
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
1
0

1
,1
0
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,6
0
0

8
0
,5
0
0

4
月
1
7
日

3
月

◎
◎
　
◎
◎

1
0
.0
0

1
1
0

1
,1
0
0

7
7
.5
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

7
7
,5
0
0

7
7
,5
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

3
,0
0
0

8
1
,6
0
0

8
0
,5
0
0

○
月
○
日

○
月

□
□
　
□
□

0
5
0
.0
0

1
,9
5
0

1
,9
1
8

9
7
,5
0
0

9
5
,9
0
0

0
9
7
,5
0
0

9
5
,9
0
0

賃
金

1
5
,2
6
0

1
,1
8
2
,5
0
0
1
,1
8
0
,9
0
0

1
4
,0
0
0

1
2
,0
0
0

1
2
,0
0
0

3
8
,0
0
0
1
,2
3
5
,7
6
0
1
,2
1
8
,9
0
0

総
計

1
5
,2
6
0

1
,8
1
4
,1
8
0
1
,7
9
6
,9
8
0

1
4
,0
0
0

1
2
,0
0
0

1
2
,0
0
0

3
8
,0
0
0
1
,8
6
7
,4
4
0
1
,8
3
4
,9
8
0

＊
１
　
人
件
費
単
価
に
は
各
種
手
当
て
、
法
定
福
利
費
等
を
含
む
。
単
価
の
計
算
は
別
紙
。
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【
参
考
】
別
紙
旅
費
等
内
訳

e
-
R
ad
課
題
ID
(半
角
英
数
字
)1
2
3
4
5
6
7
8

出
張
日
付

（
自
）

出
張
日
付

（
至
）

出
張
者
所
属

出
張
者

出
張
件
名
（
用
務
）

件
名
で
本
委
託
業
務
と
の
関

連
性
が
分
か
ら
な
い
場
合

は
、
件
名
の
外
、
本
委
託
業

務
と
の
関
連
性
が
分
か
る
出

張
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。

出
発
地

訪
問
先
（
住
所
）

旅
費
支
給

金
額

支
払

相
手
先

支
払
日

課
税
外

(不
・
非
課

税
)金
額

（
国
内
旅
費
）

R
2
.1
0
.1
0
R
2
.1
0
.1
2
○
○
研
究
領
域

○
○
太
郎

○
○
研
究
会
成
果
発
表

茨
城
県
つ
く
ば
市

○
○
大
学
(福
岡
県
福
岡
市
)

8
0
,0
0
0
○
○
太
郎

R
2
.1
1
.3
0

0

R
2
.1
0
.1
0
R
2
.1
0
.1
2
○
○
研
究
領
域

○
○
太
郎

○
○
実
地
調
査

茨
城
県
つ
く
ば
市
茨
城
県
つ
く
ば
市

3
0
0
○
○
太
郎

R
2
.1
1
.3
0

0

（
依
頼
出
張
）

合
計

8
0
,3
0
0

0

（
外
国
旅
費
）

合
計

0
0
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（経理様式８） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

繰越承認申請書

令和　　年　　月　　日

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

（住　所）

（コンソーシアム名）

（代表機関名）

（代表者） ※契約書記載の代表者名

　令和○○年○月○日付け委託契約に基づく委託試験研究（試験研究計画名「○○○○○○
○に関する研究」）について、繰越承認願いたく、別紙のとおり申請します。
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(別紙)

１　繰越を必要とする事由

２　経費を繰越す必要性

（経費支出状況）

本年度分
(円)

翌年度分
（円）

計

３　繰越承認要求額の算定根拠

（算定根拠）

経費の区分
支出予定金

額

円 

計 0

※算定根拠については、費目別の金額の積算根拠が分かるように記載すること。

※また、単価、数量等も分かる範囲で記載すること。

※物品購入契約書等の関係書類を添付すること

算出基礎（名称、数量、単価、金額）

支出見込額内訳

経費の区分 予算額
事業完了

予定年月日
事　由
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(別
紙
）

e
-
R
ad
課
題
ID
(半
角
英
数
字
)

４
　
研
究
計
画
行
程
表

当
初
計
画
及
び
変
更
計
画

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

（
試
験
研
究
概
要
）

１
）
研
究
分
担
者
等
の
所
属
及
び
氏
名

２
）
担
当
試
験
研
究
名

３
）
担
当
試
験
研
究
の
内
容

1
2
3
4
5
6
7
8

令
和
○
年
度

令
和
△
年
度

当
初

変
更
後
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（経理様式９） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

コンソーシアム名：
代表機関名：

研究代表者名：

（計画変更時のみ記載）
設 置 機 関 名：
研究実施責任者：
設　置　場　所：

委託試験研究実施計画書記載の備品購入計画について、下記のとおり新規購入（計画変更）したいので、
ご了承願います。

事業名：

試験研究計画名：

品名 メーカー名・型式 数量 価格(円) 備考

計　 0

品名 メーカー名・型式 数量 価格(円) 備考

計　 0

差額

経費の費目
間流用内容

＊不要箇所は斜線を行うこと。

備品購入（計画変更）理由書
令和　　年　　月　　日

―――事業名を選択して下さい―――

購入理由
(変更理由)

購入(変更)
により見込
まれる効果

購　　入
(計画変更)
物　　品

当初購入
計画物品
※計画変更
時のみ記載
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（経理様式10） e-Rad課題ID(半角英数字)： 12345678

令和　　年　　月　　日

委託試験研究実施計画書・試験研究計画書の変更届

国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

(コンソーシアム名)

(代表機関名)

(研究代表者)

記

１．事業名　　：

２．研究計画名：
３．変更する事項：

対象

変更後

変更前

４．変更の理由：

５．研究代表者所見：

　委託試験研究実施計画書・試験研究計画書記載事項について、下記のとおり変更したいので、届出いたしま
す。

※契約書の事業名を選択。
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（経理様式11） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和　　年　　月　　日

コンソーシアム名：※コンソーシアム形式ではない場合は削除。

代表機関名： ※コンソーシアム形式ではない場合は削除。

（委託物品等所有機関）
住       所：
所有機関名 ：
代 表 者 名：

（委託物品等受入機関）
住       所：
所有機関名 ：
代 表 者 名：

１．受入物品　※２

設置場所 受入後の設置場を所具体的に記入する　例：○○棟２Ｆ、○○研究室

２．理　　由

取得年月日

※１ 「所有権」「設置場所」のどちらかを選択し、不要な文字は削除してください。
※２ 「受入物品」が複数ある場合は別紙を使用してください。

品名

規格等

数量

取得価格

委託物品等受入申請書

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

　○○○○事業（「○○○○○試験研究計画名」令和○○年度から令和○○年度）に係る取得財産の所有権
（又は設置場所）※１を変更について申請します。
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（経理様式12） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和　　年　　月　　日

コンソーシアム名：※コンソーシアム形式ではない場合は削除。

代表機関名： ※コンソーシアム形式ではない場合は削除。

（委託物品等所有機関）
住       所：
所有機関名 ：
代 表 者 名：

１．研究課題情報
(１)事 業 名

(２)試験研究計画名 ○○○○○○○○○○○○
(３)実施期間 ○○年度～○○年度

２．手続き項目名

継続使用申請、継続使用報告、廃棄許可申請、譲渡申請　（いずれかを記載する）

ａ．継続使用申請

取得した物品等について、引き続き使用したいので申請します。

継続使用物品等
継続使用理由 別紙１．（継続使用理由）のとおり
継続使用希望期間

ｂ．継続使用報告

取得した物品等について、事業を実施したので報告します。

報告対象年度 ○○年度
事業実施状況 別紙１．（事業の結果）のとおり

ｃ．廃棄許可申請

取得した物品等について、廃棄を行いたいので申請します。

廃棄物品等
廃棄理由 別紙１．（廃棄の理由）のとおり

ｄ．譲渡申請

取得した物品等について、譲渡を希望するので申請します。

譲渡物品等
譲渡理由 別紙１．（譲渡の理由）のとおり

委託物品等報告書（統一様式）

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

―――選択して下さい―――
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（
別
紙
１
．
）

e
-
R
ad
課
題
ID
(半
角
英
数
字
)：
1
2
3
4
5
6
7
8

ａ
．
継
続
使
用
申
請

物
品
名

規
格
・
型
式

取
得
年
月
日

継
続
使
用

開
始
日

継
続
使
用

満
了
日

取
得
金
額

設
置
場
所

継
続
使
用
理
由

ｂ
．
継
続
使
用
報
告

物
品
名

規
格
・
型
式

取
得
年
月
日

継
続
使
用

開
始
日

継
続
使
用

満
了
日

取
得
金
額

設
置
場
所

事
業
の
結
果
（
又
は
概
要
）

ｃ
．
廃
棄
許
可
申
請

物
品
名

規
格
・
型
式

取
得
年
月
日

継
続
使
用

開
始
日

継
続
使
用

満
了
日

取
得
金
額

設
置
場
所

廃
棄
の
理
由

ｄ
．
譲
渡
申
請

物
品
名

規
格
・
型
式

取
得
年
月
日

員
数

取
得
金
額

※
　
物
品
内
訳
と
し
て
経
理
様
式
１
２
（
別
紙
２
）
を
添
付
す
る
こ
と
も
可
能

員
数

員
数

員
数

設
置
場
所

譲
渡
の
理
由
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継
続
使
用
物
品
管
理
台
帳
（
異
分
野
共
同
）

※
毎

年
度

3
/
3
1
時

点
で

継
続

使
用

中
の

物
品

は
実

績
報

告
書

を
提

出
　

別
紙

２

N
o

e
-
R

ad
事

業
番

号
事

業
名

研
究

最
終

年
度

研
究

課
題

名
申

請
日

代
表

機
関

名
所

有
機

関
名

住
所

代
表

者
役

職
・

氏
名

物
品

名
規

格
・
型

式
取

得
年

月
日

継
続

使
用

期
間

開
始

日
継

続
期

間
満

了
日

取
得

金
額

設
置

場
所

備
考

所
属

事
務

担
当

者
〒

１
〒

２
住

所
電

話
番

号
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

員
数

生
研

支
援

セ
ン

タ
ー

継
続

使
用

物
品

管
理

簿

1
 /

 3
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（経理様式13） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

委託試験研究精算払請求書

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

(住所)
(コンソーシアム名)

(代表機関名)
(代表者) ※契約書記載の代表者名

事業名：

試験研究計画名：

請求額

内　　　　　　　訳

委託費の限度額 ０ 円

既受領額（ａ） ０ 円

確定額（ｂ） ０ 円

精算請求額
（ｂ）－（ａ）

０ 円

　上記委託業務について、令和　　年　　月　　日付け　生セ第　　　号により額の
確定通知があったので、試験研究委託契約書　第○条第○項の規定に基づき委託費の
精算払を請求します。

金０円也

令和　　年　　月　　日

※単独機関の場合は削除してください
　

―――選択して下さい―――

e
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（経理様式14） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

（構成員名）

（事業名）

（試験研究計画名）

番号 名称 取得日
耐用
年数

所属
氏名

○○年度内
使用日等

区分
所属
氏名

使用日等
転用又は貸付先に
おける研究開発の

事業内容

令和　　年度　研究機器一時使用報告書

通し
番号

研究機器 使用者 一時使用者

備考
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（経理様式15） 12345678

令和　年　月　日

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

コンソーシアム名：
代表機関名：

所有機関住所：
所有機関名：
代表者名：

１　物品名

２　リース契約日 令和　年　月　日

３　リース期間 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日 （○年間）

４　リース料総額
0円

（うち委託費）
0円

５　リース料
　　　　本年度分 0円

６　設置場所

７　利用目的

８　利用状況

９　その他

記

　○○○○事業（「○○○○※試験研究計画名」平成○○年度から令和○○年度）による委託等研
究によりリース導入した下記物品について、令和○年度の利用状況を報告します。

リース物品の利用状況報告書

e-Rad課題ID
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（経理様式16） e-Rad課題ID(半角英数字)

令和　　　年　　　月　　　日

国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

（住　所）
（コンソーシアム名）
（代表機関名）
（代表者）

研究開始：令和　　年　　月　　日
研究完了：令和　　年　　月　　日

実績額（当年度概算払受領済額）：

　上記の委託業務について完了したので、試験研究委託契約書第　　条の規定に基づき報告します。

12345678

事 業 名 ：

試 験 研 究 計 画 名 ：

研 究 代 表 者 名 ：

  　　委 託 業 務 完 了 届

―――事業名を選択して下さい―――
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（経理様式17） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和　　年　　月　　日

国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構

生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

（住　所）

（コンソーシアム名）

（代表機関名）

（契約代表者名）

単位：円

直接経費 間接経費 合計 直接経費 間接経費 合計

0 0

返　還　連　絡　書

返還額

備考

当年度概算払受領済額

　上記の委託業務について令和○○年度の業務完了にともなう返還額がありますので報告します。

事業名を選択してください事 業 名 ：

試 験 研 究 計 画 名 ：

研 究 代 表 者 名 ：
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（経理様式18） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

収益状況報告書

１　コンソーシアム名

２　試験研究計画名

３　構成員名

４　本委託試験研究の成果の企業化による収益額
０円

５　本委託試験研究に関連して支出された事業費の総額
０円

６　企業化に係る費用の総額
０円

７　企業化利用割合 ％

８　委託費の確定額 令和　年　月　日付け　　第　　　号確定 ０円
令和　年　月　日付け　　第　　　号確定 ０円

計 ０円

９　本年度収益納付額 ０円

（注）１．４から８までについては、本委託試験研究の成果に係る製品ごとに算出すること。

　　　２．各項目の算出の根拠となる資料を添付すること。

※単独機関の場合、コンソーシアム名は
研究代表機関名にしてください。

※単独機関の場合、構成員名は「－」にしてください。
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（経理様式19） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

収入状況報告書

１　コンソーシアム名

２　試験研究計画名

３　構成員名

４　本委託試験研究の実施に伴い生じた収入額
０円

５　当該収入を得るために要した費用
０円

６　５のうち、当該収入を得るために利用した委託費
０円

７　委託費利用割合
％

８　本年度収入納付対象額
０円

（注）１．４及び５については、本委託試験研究の実施に伴い収入が生じた製品ごとに算出すること。

３．各項目の算出の根拠となる資料を添付すること。

※単独機関の場合、コンソーシアム名は
研究代表機関名にしてください。

※単独機関の場合、構成員名は「－」にしてください。

２．委託費利用割合の算出式
　　委託費利用割合＝当該収入を得るために利用した委託費（確定額の内数）÷当該収入を得るために要した費
用（原材料費、人件費、諸経費等）
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（
経
理
様
式
2
0
　
記
載
例
）

e
-
R
ad
課
題
ID
(半
角
英
数
字
)

1
2
3
4
5
6
7
8

令
和
○
年
度
　
民
間
投
資
集
計
表

試
験
研
究
計
画
名
：

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
名
：
　

当
該
事
業
年
度
の
実
施
期
間
：
R
○
.○
.○

～
R
○
.3
.○

細
目
/
構
成
員
名

○
○
（
株
）

（
株
）
○
○

○
○
（
株
）

（
株
）
○
○

○
○
（
株
）

（
株
）
○
○

物
品
費

2
,3
0
0
,0
0
0

7
0
,0
0
0

8
0
,0
0
0

0
0

4
2
0
,0
0
0

0
0

0
0

2
,8
7
0
,0
0
0

　
　
設
備
備
品
費

2
,0
0
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

3
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

2
,4
8
0
,0
0
0

　
　
消
耗
品
費

3
0
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

3
9
0
,0
0
0

人
件
費
・
謝
金

5
,0
2
0
,0
0
0

2
0
5
,0
0
0

6
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,0
0
0

0
0
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0
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0
0
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0

0
0
1
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0
0

　
　
人
件
費
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0
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0
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2
0
0
,0
0
0

6
0
,0
0
0

5
,0
0
0
,0
0
0

1
0
,2
6
0
,0
0
0

　
　
謝
金

2
0
,0
0
0

5
,0
0
0

0
2
0
,0
0
0

4
5
,0
0
0

旅
費

5
0
,0
0
0

3
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

2
3
0
,0
0
0

そ
の
他

6
2
6
,4
0
0

8
6
,4
0
0

8
6
,4
0
0

0
0

4
2
5
,4
0
0

0
0

0
0

1
,2
2
4
,6
0
0

　
　
外
注
費

5
0
0
,0
0
0

3
0
0
,0
0
0

8
0
0
,0
0
0

　
　
印
刷
製
本
費

0

　
　
会
議
費

0

　
　
通
信
運
搬
費

5
,0
0
0

5
,0
0
0

　
　
光
熱
水
料

1
0
,0
0
0

1
0
,0
0
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そ
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他
（
諸
経
費
）

8
0
,0
0
0

8
0
,0
0
0

8
0
,0
0
0

8
0
,0
0
0

3
2
0
,0
0
0

　
　
消
費
税
相
当
額

4
6
,4
0
0

6
,4
0
0

6
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0
0
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0

3
0
,4
0
0

0
0

0
0

8
9
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0
0

直
接
経
費
　
計

7
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9
6
,4
0
0

3
9
1
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0
0

3
2
6
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0
0

0
0

5
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1
5
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0
0
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0
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0
1
4
,6
2
9
,6
0
0

間
接
経
費

7
9
9
,6
4
0

3
9
,1
4
0

3
2
,6
4
0

0
0

5
9
1
,5
4
0

0
0

0
0

1
,4
6
2
,9
6
0

民
間
投
資
合
計
額

8
,7
9
6
,0
4
0

4
3
0
,5
4
0

3
5
9
,0
4
0

0
0

6
,5
0
6
,9
4
0
1
0
,0
0
0
,0
0
0

0
0

0
2
6
,0
9
2
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※
協
力
機
関
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、
総
額
の
み
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可

※
単
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各
民
間
企
業
が
用
い
る
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○
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○
○
○
○
○
○
○
○
○

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
参
画
機
関

協
力
機
関

合
計

備
考
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（経理様式２１　記載例） e-Rad課題ID(半角英数字)

国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

（住　所）
（コンソーシアム名） ※単独機関の場合は記載不要。

（代表機関名）
（代表者） ※契約書記載の代表者名とすること。

他の研究費との合算による研究機器の調達について、以下のとおり届出ます。

１．研究機器名： （品名・規格・数量）
２．設置場所： ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
３．見込金額： ○○○，○○○円
（うち、生研支援センター委託費による負担額： △△△，△△△円 ）

 ４．研究機器の使用者並びに充当する経費及び負担率
別添「研究機器の利用及び経費負担計画」のとおり

５．必要理由
研究機器の使用目的及び合算購入が必要な理由

６．負担率算出根拠
按分の考え方、購入後の管理方法などについて具体的に記載

７．研究開発担当者の他機関移籍時の取扱い

12345678

合 算 使 用 届 出 書 （ 研 究 機 器 ）

事 業 名 ： ※契約書記載の事業名を記載すること（選択式）。

試 験 研 究 計 画 名 ： ※契約書記載の試験研究計画名を記載すること。

研 究 代 表 者 名 ： ※研究代表者の所属と氏名を記載すること。

令和○年○月○日

特に複数の研究者の資金を合算する場合は、必ず事前に移籍時の取扱いについて機関事
務局を交えた当事者間で協議し、その結果を具体的に記載してください。また、現時点にお
けるBRAIN委託研究期間中の移籍の可能性の有無についても記載してください。
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e-Rad 課題 ID（半角英数字） 12345678 
 

（知財様式１）                発明等報告書 

 

    年  月  日 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 
生物系特定産業技術研究支援センター 所長 殿 
 

（報告者） 
研究機関名： 発明等を行った委託先の研究機関名を記す。 

研究実施責任者名： 上記研究機関の研究実施責任者名を記す。   

                         

○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は「（○○年○月○日変更契約）」と付記する。）に

基づく下記１項記載の委託試験研究の成果として、下記２項に記載した発明等を行ったので（コンソーシアム

方式の場合は「代表機関を通じて」を追記。）、報告します。 

 

１．本報告に係る委託試験研究の概要 

事業名 ○○○○○事業 

研究領域（研究課題）名 
「試験研究計画書名」 

○○○○○○○  各事業の研究領域、研究分野、研究課題等を記入する。 
「○○○○○○○の開発」 

コンソーシアム名、 
代表機関名・代表者名 

コンソーシアム：コンソーシアム方式でない場合は記入不要。 
代表機関名：委託契約書の「代表機関名」、「代表者名」を記入する。 

研究代表者名 研究代表者：××大学 〇〇太郎 

試験研究の実施期間     年 月 日 ～    年 月 日  

 

２．発明等 

発明者名 

（共同発明の場合は全発明 

者を記入） 

発明太郎 ××大学××研究室 

発明花子 ××研究所××解析室（第三者）← 委託先又は構成員以外の 

者である場合は「（第三 

者）」を明記。 

出願人名 

（共願の場合は全出願人名 

を記入） 

××大学 

××研究所（第三者）← 委託先又は構成員以外の者である場合は「（第三 

者）」を明記。 

発明等の名称 ○○○○○○○の開発方法 

発明等の概要 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

(概略を記載する) 

従来技術との相違点・新規

性 

・特許権であれば報告者が「新規性」「進歩性」があると考えている部分を

簡潔に記載、意匠権であれば「新規性」があると考えている部分を簡潔に

記載、「育成者権」であれば「区別性」がある範囲を簡潔に記載。 

発明等の取扱方針 権利化・権利化せず公知化・ノウハウとして秘匿（いずれかを記載） 

特許権等の対象 
特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、著作権、その他（       ） 

（いずれかを記載） 

国外出願の予定 有・無・未定（いずれかを記載） 

権利化せず公知化する場合

における公知化の方法 

➀学会、②論文、③プレスリリース、④HP、⑤イベント、⑥第三者への提供、

⑦その他（      ） 

本事業との関連 研究課題のうちの中課題「～の開発」に係る研究成果である。 
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特記事項 

・共同出願する場合は、共同出願契約締結の進捗状況等を記入して下さい。 

・第三者と共同出願する場合は、「委託先（或いは「ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成員」）以外の

○○○との共同出願において、○○○は、○○委託契約書の秘密保持及び

特許権等に係る規定の適用を受けることについて同意しました。」と記入し

て下さい。 

・第三者と共同出願する場合等において、より広い権利を得ることを目的と

して委託研究以外の成果を含む出願である場合は、委託業務の成果と委託

業務以外の成果とを峻別して記載してください。 

・また、本委託契約中に発明・利用したバックグランド特許の概要や他事業

の成果が含まれる場合は、その旨を記載ください。 

 

＜補足説明＞ 

 

１ 共同出願を行う場合 

共同出願を行う場合は、共同出願人の間で共同出願契約書を出願等を行う前までに締結するとともに、写し

を（コンソーシアム方式の場合は代表機関を通じて）生研支援センターへ提出して下さい。 

当該共同出願契約書では、委託契約書との関係を明らかにするとともに、委託契約書が定めた守秘義務及び

特許権等の取扱いに係る規定を優先することを規定して下さい。 

 

２ 委託先（以下、コンソーシアム方式の場合は構成員）以外の第三者と共同出願する場合 

（１）委託先は、発明等報告書を生研支援センターへ提出する際に、第三者を共同出願人に加える必要性を示す

「第三者と共同研究する理由書」（事業様式５）を作成し、本報告書に添えて（コンソーシアム方式の場

合は代表機関を通じて）生研支援センターへ提出して下さい。 

（２）委託先は、第三者との間で下記要件を満たす共同出願契約書を出願等を行う前までに締結するとともに、

同契約書の写しを（コンソーシアム方式の場合は代表機関を通じて）生研支援センターへ提出して下さ

い。 

・ 委託先と第三者との特許権等の持ち分を峻別している。 

・ 委託契約書との関係を明示し、委託契約書における秘密の保持及び特許権等の取扱いに係る規定につい

て委託先を第三者に読み替えて適用することが規定されている。 

または、共同出願契約書若しくは共同出願契約書に付随させる覚書等において、委託契約書との関係を

明らかにするとともに、委託契約書が定めた守秘義務及び特許権等の取扱いに係る規定を優先すること

を規定している。 

なお、コンソーシアム方式の場合は、第三者との共同出願することについて、他の構成員の同意をあらか

じめ得て下さい。 

 

３ 特許権等の出願、登録を行った場合は、別に「特許権等出願通知書(兼登録通知書・兼出願取下げ事前通知

書)」（知財様式２）を（コンソーシアム方式の場合は代表機関を通じて）出願・登録を行ってからそれぞ

れ90日以内に生研支援センターへ提出して下さい。 

 

４ 特許権等の出願取下げを行う場合は、別に「特許権等出願通知書(兼登録通知書・兼出願取下げ事前通知

書)」（知財様式２）を（コンソーシアム方式の場合は代表機関を通じて）出願取下げを行う前に生研支援

センターへ提出して下さい。 
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（知財様式２）

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター 所長　殿

（当てはまる☐を■にする）
１．本通知に係る委託試験研究の概要

□　特許権等　　出　願　通　知　書

令和　年　月　日

□　令和○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は「（令和〇○年○月○日変更契
約）」と付記する。）に基づく下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた下記２項記載の特
許権等を出願したので、出願したことを証する資料を添えて（コンソーシアム方式の場合は「代表機
関を通じて」を追記）通知します。

○○○○○○○　各事業の研究領域、研究分野、研究課題等を記載す
る。

事業名

研究領域（研究課題）名

「試験研究計画書名」

○○○○○○○事業

□　令和○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は「（令和〇○年○月○日変更契
約）」と付記する。）に基づく下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた下記２項記載の特
許権等を出願取下げしたいので、（コンソーシアム方式の場合は「代表機関を通じて」を追記）事前
に通知します。

□　令和○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は「（令和〇○年○月○日変更契
約）」と付記する。）に基づく下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた下記２項記載の特
許権等を登録したので、登録したことを証する資料を添えて（コンソーシアム方式の場合は「代表機
関を通じて」を追記）通知します。

コンソーシアム名

代表機関名・代表者名

研究代表者名

試験研究の実施期間

□　特許権等　　登　録　通　知　書

　　　代表者名　：　上記研究機関代表者の役職名と氏名を記す。
　　　研究機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　（通知者）　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　年　月　日　～　　　　年　月　日

研究代表者：××大学　○○太郎

代表機関・代表者：委託契約書の「代表機関名・代表者名」を記入す
る。

コンソーシアム：コンソーシアム方式でない場合は記入不要。

「○○○○○○○の開発」

□　特許権等　出願取下げ事前通知書

312



e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

国名を明記。

３．添付書類
（１）出願の場合は、出願等を行った事を証する申請書、登録証書等の写し
（２）登録の場合は、特許権等の登録を行った事を証する登録証書等の写し
（３）共願の場合は、上記に加えて共同出願契約書等の写し

○○○○－○○○○号　（出願日、国外案件は国際出願日：
　　　　　　　　　　　　　　　　    年　 月　 日）

特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、著作権等を入力

××研究所（第三者）← 委託先又は構成員以外の者である場合は
「（第三者）」を明記。

××大学

場合は「（第三者）」を明記。

発明花子　××研究所××解析室（第三者）←委託先又は構成員以外
の者である

発明太郎　××大学××研究室

　　　　年　　月　　日迄　未登録の場合は記入不要。

○○○○○○号　　　　（登録日：　　    年 　月　 日）未登録の
場合は記入不要。

発明考案等の名称：

優先権主張

英文の場合は和文を併記する。

出願番号：　　　　　　　　　移行日：

発明考案等の名称：

出願人　：

有または無を記す。「有」の場合は以下に詳細を記す。

　　□　登録した特許権等
　　□　出願取下げをしようとする特許権等

日本国、米国、ＰＣＴ等

発明考案等の名称

国
内
移
行
し
た
国

２．□　出願した特許権等

権利期間

登録番号等

出願番号等

特許権等の種類

出願国等

特許権等の権者名
（共有の場合は全権者名を記
入）

発明者名
（共同発明の場合は全発明者
を記入）

出願番号：　　　　　　　　　移行日：

特記事項

代理人

（共同出願契約の有無等を適宜記入する。共有特許権等の場合は、全
共有者の同意の有無等を適宜記入して下さい。）
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４．注意事項

（２）共同出願を行う場合

（３）委託先（以下、コンソーシアム方式の場合は構成員）以外の第三者と共同出願する場合

（４）本事前通知を経て、出願等を行った場合は出願等を行った事を証する申請書、登録書等の写し
を遅滞なく提出して下さい。

なお、コンソーシアム方式の場合は、第三者との共同出願することについて、他の構成員の
同意をあらかじめ得て下さい。

・または、共同出願契約書若しくは共同出願契約書に付随させる覚書等において、委託契約
書との関係を明らかにするとともに、委託契約書が定めた守秘義務及び特許権等の取扱いに
係る規定を優先することを規定している。

・委託先と第三者との特許権等の持ち分を峻別している。

・委託契約書との関係を明示し、委託契約書における秘密の保持及び特許権等の取扱いに係る規
定について委託先を第三者に読み替えて適用することが規定されている。

② 委託先は、第三者との間で下記要件を満たす共同出願契約書を出願等を行う前までに締結す
るとともに、同契約書の写しを（コンソーシアム方式の場合は代表機関を通じて）生研支援セン
ターへ提出して下さい。

① 委託先は、第三者を共同出願人に加える必要性を示す「第三者を共同出願人に加える理由
書」（事業様式５）を作成し、本通知書に添えて（コンソーシアム方式の場合は代表機関を通じ
て）生研支援センターへ提出して下さい。

　　当該共同出願契約書は、委託契約書との関係を明らかにするとともに、委託契約書が定めた守
　　秘義務及び特許権等の取扱いに係る規定を優先することを規定して下さい。

　　共同出願等を行う前に、共同出願契約書等の写しを（コンソーシアム方式の場合は代表機関を
　　通じて）生研支援センターへ提出して下さい。

（１）出願及び出願取下げに際しては、発明が公開されること若しくは発明が権利化されないことに
よって国内の農林水産・食品事業の競争力に不利益を与えるおそれがないことを事前に確認して下さ
い。
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（知財様式３）             特許権等実施報告書 

 

    年  月  日 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 
生物系特定産業技術研究支援センター 所長 殿 
 

（報告者） 
研究機関名： 特許権等を有する委託先の研究機関名を記す。 

特許権等を実施許諾又は移転した場合であっても許諾
元又は移転元が報告者となる。 

代表者名 ： 上記研究機関代表者の役職名と氏名を記す。   

 

○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は（○○年○月○日変更契約）と付記する。）に基

づく下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた下記２項記載の特許権等を実施したので、（コンソー

シアム方式の場合は「代表機関を通じて」を追記）報告します。 

 

１．本報告に係る委託試験研究の概要 

事業名 ○○○○○事業 

研究領域（研究課題）名 
「試験研究計画書名」 

○○○○○○○ 各事業の研究領域、研究分野、研究課題等を記載する。 
「○○○○○○○の開発」 

コンソーシアム名、 
代表機関名・代表者名、 
研究代表者名 

コンソーシアム：コンソーシアム方式でない場合は記入不要。 
代表機関・代表者：委託契約書の「代表機関名・代表者名」を記入する。 
研究代表者：××大学 ○○太郎 

試験研究の実施期間    年 月 日 ～    年 月 日  

 

２．実施した特許権等 

特許権等の種類 
特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、その他（       ） 

（いずれかを記載） 

登録番号／出願番号等 

○○○○号 ／ ○○○○－○○○○号 

出願日：     年  月  日  

登録日：     年  月  日 （権利期間：    年  月  日

迄） 

発明考案等の名称 英文の場合は和文を併記する。 

特許権等権者／発明者 

（共有特許権等の場合は共有

者を連記） 

××大学 ／ 発明太郎 

××研究所（第三者）／ 発明花子 ← 特許権等権者が委託先又は構成員

以外の者である場合は「（第三

者）」を明記。 

実施の形態 
自己、実施許諾先、移転先、その他（       ） 

（いずれかを記載） 

実施者名等 

≪記載例≫ 

・自己の場合：××研究所（第三者） 所長 ○○○○ 

・実施許諾先の場合：××株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

許諾形態：専用実施権               

実施許諾契約締結日：      年  月  日 

実施許諾期間   ：      年  月   日～  年  月  日 

・ 移転先の場合：××株式会社 社長 ○○○○ 

移転契約締結日：      年  月  日 

・その他の場合 

再実施許諾先が実施する等詳細を記す。 

実施国及び実施場所  
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実施期間     年  月  日 ～    年  月  日 

実施の理由及び効果  

特記事項 
（特許権等共有者の同意有無等を適宜記入する。） 

 

３．添付資料 

（１）実施者の実施計画がわかる資料。 

（２）実施許諾先又は移転先が実施する場合は、実施許諾契約書又は移転契約書等の写し。 
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（知財様式４）

令和○年○月○日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター 所長　殿

（当てはまる☐を■にする）

　　　　　　 □　特許権等　国　外　実　施　申請書

　　　　　　 □　特許権等　専用実施許諾・独占的実施許諾　申請書

　　　　　　 □　特許権等　移　　　　　転　申請書

　　　　　　 □　特許権等　放　　　　　棄　届出書

　　（申請者）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　研究機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　
　　代表者名　： 上記研究機関代表者の役職名と氏名を記す。

□　○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は（○○年○月○日変更契約）
と付記する。）に基づく、下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた、下記２項記載
の特許権等を別紙実施計画書のとおり独占的実施許諾したく、関係書類を添えて（コンソーシ
アム方式の場合は「代表機関を通じて」を追記。）事前に申請します。

□　○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は（○○年○月○日変更契約）
と付記する。）に基づく、下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた、下記２項記載
の特許権等を別紙実施計画書のとおり移転したく、関係書類を添えて（コンソーシアム方式の
場合は「代表機関を通じて」を追記。）事前に申請します。

□　○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は（○○年○月○日変更契約）
と付記する。）に基づく、下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた、下記２項記載
の特許権等を別紙実施計画書のとおり放棄したく、関係書類を添えて（コンソーシアム方式の
場合は「代表機関を通じて」を追記。）事前に届けます。

□　○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は（○○年○月○日変更契約）
と付記する。）に基づく、下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた、下記２項記載
の特許権等を別紙実施計画書のとおり国外実施したく、関係書類を添えて（コンソーシアム方
式の場合は「代表機関を通じて」を追記。）事前に申請します。
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１．本申請に係る委託試験研究の概要

事業名

研究領域（研究課題）
名

試験研究計画書名

コンソーシアム名

代表機関名・代表者名

研究代表者名

試験研究の実施期間

２．登録出願した特許権等

特許権等の種類

委託契約書の「代表機関名・代表者名」を記入する。

研究代表者：××大学　○○太郎

○○○○○○○事業

○○○○○○○　各事業の研究領域、研究分野、研究課題等を
記載する。

「○○○○○○○の開発」

コンソーシアム：コンソーシアム方式でない場合は記入不要。

発明考案等の名称
国内登録名称： ○○○○

外国語表記　： ○○○○　※国外で出願している場合

　　年　月　日　～　　年　月　日

特許権、実用新案権、意匠権、育成者権等を入力

特許権等の出願番号

国内出願番号　：○○○○－○○○○号
（出願日：　　    年　　月　　日）
実施国出願番号：○○○○○○○○○号
（出願日：　　    年　　月　　日）
PCT出願 有・無のいずれかを記載　　優先権主張 有・無のいず
れかを記載し、有の場合は優先する出願番号を記載。

特許権等の登録番号

国内登録番号　：○○○○○号
（登録日：　　    年　　月　　日）
実施国登録番号：○○○○○○号
（登録日：　　    年  　月 　 日）

権利期間
国内　　　　　　年　　月　　日迄

実施国　　　　　年　　月　　日迄

特許権等の権者名
（共有の場合は全権者
名を記入）

××大学

××研究所（第三者）← 委託先又は構成員以外の者である場合
は「（第三者）」を明記。

発明者名
（共同発明の場合は全
発明者を記入）

発明太郎　××大学××研究室

発明花子　××研究所××解析室（第三者）←委託先又は構成
員以外の者である

場合は「（第三者）」を明記。
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〈国外実施〉

実施国（場所）

実施の形態

実施者の名称、住所

実施者の代表者名

備考

自己実施予定期間

実施許諾契約締結予定
日

実施許諾予定期間

特記事項

代表取締役社長　○○○○

　　年 　月 　日

　　年 　月   日　～　　年 　月 　日（延長予定　有・無）

３．申請内容（該当しない場合は無記入）

　　自己実施　・　第三者への実施許諾

共有特許権等の場合は他の権利者の同意の有無、実施制限 等が
ある場合は制限の内容等を適宜記入して下さい。

国外実施する理由
（国外での実施に当たり留意する事項等）

再実施許諾先が実施する等詳細を記す。

　　年　 月　 日　～　　年　 月　 日

（当該特許権等を活用した事業計画等の概要及び実施により見
込まれる効果等）

株式会社○○／○○（国名）○○（州名）○○（都市名）
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〈専用実施許諾・独占的実施許諾〉

実施許諾の種類

実施許諾先の名称、住
所
実施許諾契約締結予定
日

実施許諾予定期間

実施を予定している場
所

特記事項

　専用実施許諾（設定・移転）・　独占的通常実施許諾

××製作所／○○市○○区

　　年 　月 　日

　　年 　月   日　～　　年 　月 　日（延長予定　有・無）

国内または国外を記載。具体化している場合は詳細を記入。

実施許諾の理由

（専用実施許諾・独占的実施許諾先の概要、専用実施許諾・独
占的実施許諾により見込まれる効果等）

（通常実施許諾ではなく、専用実施許諾・独占的実施許諾とす
る理由）

共有特許権等の場合は他の権利者の同意の有無、実施制限 等が
ある場合は制限の内容等を適宜記入して下さい。
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〈移転〉

移転の形態

実施許諾等の有無

移転先の名称、住所

移転契約締結予定日

実施を予定している場
所

特記事項

移転の理由

（移転先の概要、移転することにより見込まれる効果等）

（実施許諾ではなく、移転する理由）

共有特許権等の場合は他の権利者の同意の有無、実施制限 等が
ある場合は制限の内容等を適宜記入して下さい。

　全て移転　・　一部移転　・　持分移転（譲渡又は放棄）

　　有　・　無
（実施許諾の形態と許諾先：　　　　　　　　　　　　　　）

××製作所／○○市○○区

　　年 　月 　日

国内または国外を記載。具体化している場合は詳細を記入。
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〈放棄〉

放棄予定日

放棄の理由

特記事項

４．申請書の記入区分

５．理由欄の記入にあたっての留意事項

《国外実施の場合》

　・当該特許権等を活用するための事業計画等を有し、商品化・事業化が見込まれる

　・当該特許権等を活用して行う事業が、法律や公序良俗に反しない

　・農林水産業、食品産業等に関する技術向上が見込まれる

　・国内農林水産業、食品産業等に悪い影響を及ぼさない

　・国内企業等（大学、研究機関等を含む）が重要な研究成果に対しアクセスすること

　　が困難になる恐れがない

　・国内企業の競争力維持に対して不利益をもたらさない

（具体的な理由）

　　年 　月 　日

共有特許権等の場合は他の権利者の意向等を適宜記入して下さ
い。

国外での実施・実施許諾の承認を受ける場合は、以下のポイントを参考にし、見込まれ
る効果や、当該特許権等の国外流出のの恐れがないこと等を記載すること。
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《専用実施許諾・独占的実施許諾、移転の場合》

　相手先が

　・当該特許権等を活用するための事業計画等を有し、商品化・事業化が見込まれる

　　者である

　・当該特許権等を活用して行う事業が、法律や公序良俗に反しない

　・将来、倒産や買収等によって、当該特許権等の活用が阻害される恐れがない

　専用実施許諾・独占的実施許諾又は移転によって

　・農林水産業、食品産業等に関する技術向上が見込まれる

　・国内企業等（大学、研究機関等を含む）が重要な研究成果に対しアクセスすること

　　が困難になる恐れがない

　・国内企業の競争力維持に対して不利益がもたらされることはない

６．添付資料

　※添付資料が英文の場合は、全文和訳もしくは和文抄録資料の提出を求めることがあります。

　※下記以外の資料等を求める場合があります。

《共通》

（１）対象となる特許権等の出願申請書又は登録証等の写し

《国外実施の場合》

（２）実施内容が分かる実施計画等

（３）実施許諾の場合は上記（２）に加えて実施許諾先の概要がわかる資料

　　　及び実施許諾契約書案

（４）移転先が実施する場合は上記（２）に加えて移転先の概要がわかる

　　　資料及び移転契約書案の写し

《専用実施許諾・独占的実施許諾の場合》
（２）実施許諾契約書案　

（３）実施許諾先による、実施内容がわかる実施計画等

（４）実施許諾先の概要がわかる資料及び特許権等権者との関係を示す資料

（５）研究代表機関又はコンソーシアムと特許権等権者との関係を示す資料

（２）移転契約書案

（３）移転先による、実施内容がわかる実施計画等

（４）移転先の概要がわかる資料及び特許権等権者との関係を示す資料

　　　ソーシアムとの関係を示す資料

（６）コンソーシアム方式の場合は、他の構成員が移転に同意している事を

　　　示す書面

＜注意事項＞

扱いとなります。 　

　第三者を含む共有の特許権等に係る持分放棄は放棄（事前届出）ではなく移転（事前申請）の

《移転の場合》

（５）コンソーシアム方式の場合は、特許権等権者と研究代表機関又はコン

専用実施許諾・独占的実施許諾又は移転の承認を受ける場合は、以下のポイントを参考
にし、見込まれる効果や、通常実施許諾でなく専用実施許諾・独占的実施許諾又は移転
を行うことが適当と判断した具体的な理由等を記載すること。
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（知財様式５）

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター 所長　殿

（当てはまる☐を■にする）

１．本報告に係る委託試験研究の概要

事業名

研究領域（研究課題）名

「試験研究計画書名」

コンソーシアム名

代表機関名・代表者名

研究代表者名

試験研究の実施期間 　　　　年　月　日　～　　　　年　月　日

研究代表者：××大学　○○太郎

代表機関・代表者：委託契約書の「代表機関名・代表者名」を記入す
る。

コンソーシアム：コンソーシアム方式でない場合は記入不要。

□　特許権等　移　　転　報告書

「○○○○○○○の開発」

○○○○○○○　各事業の研究領域、研究分野、研究課題等を記載す
る。

○○○○○○○事業

□　○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は「（○○年○月○日変更契
約）」と付記する。）に基づく下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた下記２項記
載の特許権等について、第三者へ移転を行ったので、関係書類を添えて（コンソーシアム方式
の場合は「代表機関を通じて」を追記。）、報告します。

　　　代表者名　：　上記研究機関代表者の役職名と氏名を記す。
　　　研究機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　

□　特許権等　実施許諾　報告書

　　　（通知者）　　　　　　　　　　　　　　　　

年　月　日

□　○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は「（○○年○月○日変更契
約）」と付記する。）に基づく下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた下記２項記
載の特許権等について、実施許諾を行ったので、関係書類を添えて（コンソーシアム方式の場
合は「代表機関を通じて」を追記。）、報告します。
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特許権等の種類

出願番号等

登録番号等

権利期間

発明考案等の名称

実施許諾の形態

実施許諾先の名称、住所

実施を予定している場所

実施許諾の理由

特記事項

特許権、実用新案権、意匠権、育成者権等を入力

２．登録出願した特許権等

○○○○－○○○○号　（出願日：　　    年　 月　 日）

３．実施許諾した特許権等及び許諾内容（該当しない場合は無記入）

特許権等の権者名
（共有の場合は全権者名
を記入）

　　　　年　　月　　日迄

○○○○○○号、未登録（登録日：　　    年 　月　 日）

実施許諾契約の期間等

共有特許権等の場合は共有権者の同意の有無、実施制限等がある場合
は制限内容を適宜記入して下さい。

（具体理由）
実施許諾申請書を提出している場合は、同申請書と同じ内容を記入し
て下さい。変更した場合は変更した理由を併せて記入して下さい。

国内または国外を記載。もし具体化している場合は詳細を記す。
注記：実施許諾申請書を提出している場合は、同申請書と同じ内容を
記入して下さい。変更した場合は変更した理由を併せて記入して下さ
い。

契約延長予定　有・無のいずれかを記載

契約期間　：　　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

契約締結日：　　　　年　　月　　日

××製作所／○○市○○区

通常実施権（独占的、非独占的、再実施権付）、専用実施権（設定、
移転）等を記す。

××研究所（第三者）← 委託先又は構成員以外の者である場合は
「（第三者）」を明記。

××大学

発明者名
（共同発明の場合は全発
明者を記入）

場合は「（第三者）」を明記。

発明花子　××研究所××解析室（第三者）←委託先又は構成員以外
の者である

発明太郎　××大学××研究室

英文の場合は和文を併記する。
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移転の形態

移転先の名称、住所

移転契約の締結日

実施を予定している場所

移転の理由

特記事項

５．添付資料
≪実施許諾の場合≫

（１）対象となる特許権等の出願申請書又は登録証等の写し　　別添１

（３）特許権等実施計画等　別添３
（４）実施許諾先の概要及び特許権等権利者との関係を示す資料　別添４
（５）研究代表機関又はコンソーシアムと特許権等権利者との関係を示す資料　別添５

≪移転の場合≫

（１）対象となる特許権等の出願申請書又は登録証等の写し　別添１

（３）特許権等実施計画等　別添３
（４）移転先の概要及び特許権等権利者との関係を示す資料　別添４
（５）研究代表機関又はコンソーシアムと特許権等権利者との関係を示す資料　別添５

（２）実施許諾契約書の写し及び実施許諾を関係省庁へ登録した場合は申請書若しくは登録
　　書の写し　別添２

（２）移転契約書の写し及び移転を関係省庁へ登録した場合は申請書若しくは登録書の写し
　　別添２

（共有特許権等の場合は、全共有者の同意の有無等を適宜記入して下
さい。）

４．移転した特許権等（該当しない場合は無記入）

下記(１)、(３)、(４)及び(５)は、移転申請を行った際に添付したものから変更されていない
場合は、提出を省略することができます。

下記(１)、(３)、(４)及び(５)は、実施許諾申請を行った際に添付したものから変更されてい
ない場合は、提出を省略することができます。

特許権等を全て移転、一部移転、持分移転（譲渡もしくは放棄）のい
ずれかを記入

××製作所／○○市○○区

　　　　年　　月　　日

国内 ・ 国外　　具体化している場合は詳細を記す。
注記：移転申請書を提出している場合は、同申請書と同じ内容を記入
して下さい。変更した場合は変更した理由を併せて記入して下さい。

（具体理由）
移転申請書を提出している場合は、同申請書と同じ内容を記入して下
さい。変更した場合は変更した理由を併せて記入して下さい。
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（知財様式５）

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター 所長　殿

（当てはまる☐を■にする）

１．本報告に係る委託試験研究の概要

事業名

研究領域（研究課題）名

「試験研究計画書名」

コンソーシアム名

代表機関名・代表者名

研究代表者名

試験研究の実施期間 　　　　年　月　日　～　　　　年　月　日

研究代表者：××大学　○○太郎

代表機関・代表者：委託契約書の「代表機関名・代表者名」を記入す
る。

コンソーシアム：コンソーシアム方式でない場合は記入不要。

□　特許権等　移　　転　報告書

「○○○○○○○の開発」

○○○○○○○　各事業の研究領域、研究分野、研究課題等を記載す
る。

○○○○○○○事業

□　○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は「（○○年○月○日変更契
約）」と付記する。）に基づく下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた下記２項記
載の特許権等について、第三者へ移転を行ったので、関係書類を添えて（コンソーシアム方式
の場合は「代表機関を通じて」を追記。）、報告します。

　　　代表者名　：　上記研究機関代表者の役職名と氏名を記す。
　　　研究機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　

□　特許権等　実施許諾　報告書

　　　（通知者）　　　　　　　　　　　　　　　　

年　月　日

□　○○年○○月○○日付け委託契約（変更契約している場合は「（○○年○月○日変更契
約）」と付記する。）に基づく下記１項記載の委託試験研究の成果として得られた下記２項記
載の特許権等について、実施許諾を行ったので、関係書類を添えて（コンソーシアム方式の場
合は「代表機関を通じて」を追記。）、報告します。
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e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

特許権等の種類

出願番号等

登録番号等

権利期間

発明考案等の名称

実施許諾の形態

実施許諾先の名称、住所

実施を予定している場所

実施許諾の理由

特記事項

特許権、実用新案権、意匠権、育成者権等を入力

２．登録出願した特許権等

○○○○－○○○○号　（出願日：　　    年　 月　 日）

３．実施許諾した特許権等及び許諾内容（該当しない場合は無記入）

特許権等の権者名
（共有の場合は全権者名
を記入）

　　　　年　　月　　日迄

○○○○○○号、未登録（登録日：　　    年 　月　 日）

実施許諾契約の期間等

共有特許権等の場合は共有権者の同意の有無、実施制限等がある場合
は制限内容を適宜記入して下さい。

（具体理由）
実施許諾申請書を提出している場合は、同申請書と同じ内容を記入し
て下さい。変更した場合は変更した理由を併せて記入して下さい。

国内または国外を記載。もし具体化している場合は詳細を記す。
注記：実施許諾申請書を提出している場合は、同申請書と同じ内容を
記入して下さい。変更した場合は変更した理由を併せて記入して下さ
い。

契約延長予定　有・無のいずれかを記載

契約期間　：　　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

契約締結日：　　　　年　　月　　日

××製作所／○○市○○区

通常実施権（独占的、非独占的、再実施権付）、専用実施権（設定、
移転）等を記す。

××研究所（第三者）← 委託先又は構成員以外の者である場合は
「（第三者）」を明記。

××大学

発明者名
（共同発明の場合は全発
明者を記入）

場合は「（第三者）」を明記。

発明花子　××研究所××解析室（第三者）←委託先又は構成員以外
の者である

発明太郎　××大学××研究室

英文の場合は和文を併記する。
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e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

移転の形態

移転先の名称、住所

移転契約の締結日

実施を予定している場所

移転の理由

特記事項

５．添付資料
≪実施許諾の場合≫

（１）対象となる特許権等の出願申請書又は登録証等の写し　　別添１

（３）特許権等実施計画等　別添３
（４）実施許諾先の概要及び特許権等権利者との関係を示す資料　別添４
（５）研究代表機関又はコンソーシアムと特許権等権利者との関係を示す資料　別添５

≪移転の場合≫

（１）対象となる特許権等の出願申請書又は登録証等の写し　別添１

（３）特許権等実施計画等　別添３
（４）移転先の概要及び特許権等権利者との関係を示す資料　別添４
（５）研究代表機関又はコンソーシアムと特許権等権利者との関係を示す資料　別添５

（２）実施許諾契約書の写し及び実施許諾を関係省庁へ登録した場合は申請書若しくは登録
　　書の写し　別添２

（２）移転契約書の写し及び移転を関係省庁へ登録した場合は申請書若しくは登録書の写し
　　別添２

（共有特許権等の場合は、全共有者の同意の有無等を適宜記入して下
さい。）

４．移転した特許権等（該当しない場合は無記入）

下記(１)、(３)、(４)及び(５)は、移転申請を行った際に添付したものから変更されていない
場合は、提出を省略することができます。

下記(１)、(３)、(４)及び(５)は、実施許諾申請を行った際に添付したものから変更されてい
ない場合は、提出を省略することができます。

特許権等を全て移転、一部移転、持分移転（譲渡もしくは放棄）のい
ずれかを記入

××製作所／○○市○○区

　　　　年　　月　　日

国内 ・ 国外　　具体化している場合は詳細を記す。
注記：移転申請書を提出している場合は、同申請書と同じ内容を記入
して下さい。変更した場合は変更した理由を併せて記入して下さい。

（具体理由）
移転申請書を提出している場合は、同申請書と同じ内容を記入して下
さい。変更した場合は変更した理由を併せて記入して下さい。
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（情報様式１） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

1 下請負者名又は開示先事業者名等

(1)  事業者名：

(3)  業務の実施予定場所※：

※（下請負事業者又は開示先事業者の業務の実施予定場所を記入）

2 下請負者又は開示先事業者に対する確認事項

※確認事項欄の冒頭の番号及び用語の定義は、「調達における情報セキュリティ基準」（以下「本基準」という。）による。

1 ４（２）情報セキュリティ実施手順の周知
・保護すべき情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知することを定めていること。
・下請負者へ周知することを定めていること。

2 ４（３）情報セキュリティ実施手順の見直し
・情報セキュリティ実施手順を定期的並びに重大な変化及び事故が発生した場合、見直しを実施
し、必要に応じて変更することを定めていること。

3 ５（１）ア 情報セキュリティに対する経営者等の責任
・経営者等が情報セキュリティ実施手順を承認することを定めていること。
・取扱者以外の役員（持分会社にあっては社員を含む。以下同じ。）、管理職員等を含む従業員
その他の全ての構成員について、取扱者以外の者は保護すべき情報に接してはならないことを定
めていること。
・職務上の下級者等に対して、保護すべき情報の提供を要求してはならないことを定めているこ
と。

4 ５（１）イ 責任の割当て
・総括責任者を置くことを定めていること。
・管理責任者を置くことを定めていること。

5 ５（１）ウ 守秘義務及び目的外利用の禁止
・取扱者との間で守秘義務及び目的外利用の禁止を定めた契約又は合意をすることを定めている
こと。
・定期的並びに状況の変化及び事故が発生した場合、要求事項の見直しを実施し、必要に応じて
修正することを定めていること。

6 ５（１）エ 情報セキュリティの実施状況の調査
・情報セキュリティの実施状況について、定期的及び重大な変化が発生した場合、調査を実施
し、必要に応じて是正措置を取ることを定めていること。

7 ５（２）保護すべき情報を取り扱う下請負者
・保護すべき情報を取り扱う業務を他の業者に再委託する場合には、以下の事項を定めているこ
と。
①本基準に基づく情報セキュリティ対策の実施を契約上の義務とすること

②下請負者がその実施の確認をした上で、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生
物系特定産業技術研究支援センター（以下、「生研支援センター」という。）との直接契約関係
にある者をいう。以下同じ。）の確認を得た上で、生研支援センターに届け出ること。

④情報セキュリティ対策に関して生研支援センターが行う調査（職員又は指名する者の立入り、
資料の閲覧等）に協力すること。
⑤調査の結果、是正措置を求められた場合、速やかに当該措置を講じ、生研支援センターに報告
すること。

情報セキュリティ対策実施確認事項

（事業名：                                          ）

番号 確認事項 実施／未実施
実施状況の確認方法
又は未実施の理由

　　注：未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。 1 / 8330



情報セキュリティ対策実施確認事項

（事業名：                                          ）

8 ５（３）ア 第三者への開示の禁止
・第三者（法人又は自然人としての生研支援センターと直接契約関係にある者以外の全ての者を
いい、親会社、兄弟会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサ
ルタントその他の生研支援センターと直接契約関係にある者に対して指導、監督、業務支援、助
言、監査等を行うものを含む。以下同じ。）への開示又は漏えいをしてはならないことを定めて
いること。

・保有し、又は知り得た情報を第三者との契約において伝達、交換、共有その他提供する約定が
あるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を定めていること。

・やむを得ず開示しようとする場合には、生研支援センターが、開示先において本基準と同等の
情報セキュリティが確保されることを確認した上で、生研支援センターの許可を得ることを定め
ていること。

9 ５（３）イ 第三者の取扱施設への立入りの禁止

・第三者の取扱施設への立入りを認める場合、リスクを明確にした上で対策を定めていること。

10 ６（１） 分類の指針
・保護すべき情報を明確に分類できる分類体系を定めていること。

11 ６（２）ア 保護すべき情報の目録
・目録の作成及び維持を定めていること。

12 ６（２）イ 取扱いの管理策
・取扱施設で取り扱うことを定めていること。
・接受等を記録することを定めていること。
・個人が所有する情報システム及び可搬記憶媒体で取り扱ってはならないことを定めているこ
と。
・（やむを得ない場合）事前に生研支援センターの許可を得る手続を定めていること。
・契約終了後、生研支援センターから特段の指示がない限り、保護すべき情報を返却、提出、破
棄又は抹消することを定めていること。
・契約終了後も引き続き保護すべき情報を保有する必要がある場合には、その理由を添えて、生
研支援センターに協議を求めることができることを定めていること。

13 ６（２）ウ 保護すべき情報の保管等
・保護すべき情報は、施錠したロッカー等において保管することを定めていること。
・ロッカー等の鍵を適切に管理（無断での使用を防止）することを定めていること。

14 ６（２）エ 保護すべき情報の持出し

・持出しに伴うリスクを回避することができると判断する場合の判断基準を定めていること。

・持ち出す場合は記録することを定めていること。

15 ６（２）オ 保護すべき情報の破棄及び抹消
・復元できない方法による破棄又は抹消を定めていること。
・破棄又は抹消したことを記録することを定めていること。

番号 確認事項 実施／未実施
実施状況の確認方法
又は未実施の理由

　　注：未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。 2 / 8331



情報セキュリティ対策実施確認事項

（事業名：                                          ）

16 ６（２）カ 該当部分の明示
・保護すべき情報を作成、製作又は複製した場合、保護すべき情報である旨の表示を行うことを
定めていること。

・契約の目的物が保護すべき情報を含むものである場合には、当該契約の履行の一環として収
集、整理、作成等した一切の情報について、生研支援センターが当該情報を保護すべき情報には
当たらないと確認するまでは、保護すべき情報として取り扱うことを定めていること。

・保護すべき情報の指定を解除する必要がある場合には、その理由を添えて、生研支援センター
に協議を求めることができることを定めていること。
・保護すべき情報を記録する箇所を明示する及び明示の方法を定めていること。

17 ７（１） 経営者等の責任
・経営者等は取扱者の指定の範囲を必要最小限とするとともに、ふさわしいと認める者を充て、
情報セキュリティ実施手順を遵守させることを定めていること。

・生研支援センターとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもっ
て法的に保障されない者を当該ふさわしい者と認めないことを定めていること。

18 ７（２） 取扱者名簿
・以下の内容の取扱者名簿を作成又は更新し、生研支援センターに届け出て同意を得ることを定
めていること。
①取扱者名簿には、取扱者の氏名、生年月日、所属する部署、役職、国籍等が記載されているこ
と。

②取扱者名簿には、保護すべき情報に接する全ての者（保護すべき情報に接する役員（持分会社
にあっては社員を含む。以下同じ。）、管理職員、派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等
を含む。この場合において、自らが保護すべき情報に接しているとの当該者の認識の有無を問わ
ない。）が記載されていること。

19 ７（３） 取扱者の責任
・在職中及び離職後においても、知り得た保護すべき情報を第三者に漏えいしてはならないこと
を定めていること。

20 ７（４） 保護すべき情報の返却等
・保護すべき情報に接する必要が無くなった場合は、管理者へ返却又は提出することを定めてい
ること。

21 ８（１）ア 取扱施設の指定
・取扱施設（国内に限る。）を定めていること。

22 ８（１）イ 物理的セキュリティ境界
・物理的セキュリティ境界を用いることを定めていること。

23 ８（１）ウ 物理的入退管理策
・取扱施設への立入りは、許可された者だけに制限することを定めていること。

24 ８（１）エ 取扱施設での作業
・機密性に配慮し作業することを定めていること。

・通信機器及び記録装置を利用する場合は、経営者等の許可を得ること定めていること。

25 ８（２）ア 保護システムの設置及び保護
・保護システムへの保護措置を実施することを定めていること。

番号 確認事項 実施／未実施
実施状況の確認方法
又は未実施の理由

　　注：未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。 3 / 8332



情報セキュリティ対策実施確認事項

（事業名：                                          ）

26 ８（２）イ 保護システムの持出し

・持出しに伴うリスクを回避することができると判断する場合の基準を定めていること。

・持出しする場合は記録することを定めていること。

27 ８（２）ウ 保護システムの保守及び点検

・第三者による保守及び点検を行う場合は、必要な処置を実施することを定めていること。

28 ８（２）エ 保護システムの破棄又は再利用
・保護すべきデータが復元できない状態であることを点検し、物理的に破壊したのち、破棄し、
その旨を記録することを定めていること。
・復元できない状態であることを点検した後、再利用することを定めていること。

29 ９（１） 操作手順書
・操作手順書を整備し、維持することを定めていること。
・操作手順書には、①可搬記憶媒体へ保存時の手順②可搬記憶媒体及び保護システムの破棄又は
再利用の手順③電子メール等での伝達の手順④セキュリティに配慮したログオン手順についての
記述又は引用がなされていること。

30 ９（２） 悪意のあるコードからの保護

・保護システムを最新の状態に更新されたウィルス対策ソフト等を用いて、少なくとも週１回以
上フルスキャンを行うことなどにより、悪意のあるコードから保護することを定めていること。
（なお、１週間以上電源の切られた状態にあるサーバ又はパソコン（以下「サーバ等」とい
う。）については、再度の電源投入時に当該処置を行うことで可）

31 ９（３） 保護システムのバックアップの管理
・可搬記憶媒体へのバックアップを実施する場合、調達における情報セキュリティ基準９（４）
に添った取扱いをすることを定めていること。

32 ９（４）ア 可搬記憶媒体の管理
・保護すべき情報を保存した可搬記憶媒体を施錠したロッカー等により集中保管することを定め
ていること。
・ロッカー等の鍵を適切に管理することを定めていること。
・保護すべき情報とそれ以外を容易に区別できる処置をすることを定めていること。

33 ９（４）イ 可搬記憶媒体への保存
・可搬記憶媒体へ保存する場合、暗号技術を用いることを定めていること。

34 ９（４）ウ 可搬記憶媒体の廃棄又は再利用
・保護すべきデータが復元できない状態であることを点検し、物理的に破壊したのち、廃棄し、
その旨を記録することを定めていること。
・復元できない状態であることを点検した後、再利用することを定めていること。

35 ９（５）ア 保護すべき情報の伝達
・伝達に伴うリスクから保護できると判断する場合の基準を定めていること。

36 ９（５）イ 伝達及び送達に関する合意
・保護すべき情報の伝達及び送達は、守秘義務を定めた契約又は合意した相手に対してのみ行う
ことを定めていること。

番号 確認事項 実施／未実施
実施状況の確認方法
又は未実施の理由

　　注：未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。 4 / 8333



情報セキュリティ対策実施確認事項

（事業名：                                          ）

37 ９（５）ウ 送達中の管理策
・保護すべき文書等を送達する場合、許可されていないアクセス及び不正使用等から保護する方
法を定めていること。

38 ９（５）エ 保護すべきデータの伝達

・保護すべきデータを伝達する場合には、保護すべきデータを既に暗号技術を用いて保存してい
ること、通信事業者の回線区間に暗号技術を用いること又は電子メール等に暗号技術を用いるこ
とのいずれかによって、保護すべきデータを保護しなければならないことを定めていること（漏
えいのおそれのない取扱施設内で有線での伝達をする場合を除く。）。

39 ９（６） 外部からの接続
・外部からの接続を許可する場合は、利用者の認証を行い、かつ、暗号技術を用いることを定め
ていること。

40 ９（７） 電子政府推奨暗号等の利用
・暗号技術を用いる場合には、電子政府推奨暗号等を用いることを定めていること。
・やむを得ず電子政府推奨暗号等を使用できない場合は、その他の秘匿化技術を用いることを定
めていること。

41 ９（８） ソフトウェアの導入管理
・導入するソフトウェアの安全性を確認することを定めていること。

42 ９（９） システムユーティリティの使用
・システムユーティリティの使用を制限することを定めていること。

43 ９（10） 技術的脆弱性の管理
・脆弱性に関する情報を取得すること及び適切に対処することを定めていること。

44 ９（11）ア ログ取得

・利用者の保護すべき情報へのアクセス等を記録したログを取得することを定めていること。

45 ９（11）イ ログの保管
・取得したログを記録のあった日から少なくとも３か月以上保存するとともに、定期的に点検す
ることを定めていること。

46 ９（11）ウ ログの保護
・ログを改ざん及び許可されていないアクセスから保護することを定めていること。

47 ９（11）エ 日付及び時刻の同期
・保護システム及びネットワークを通じて保護システムにアクセス可能な情報システムの日付及
び時刻を定期的に合わせることを定めていること。

48 ９（11）オ 常時監視
・保護システムがインターネットやインターネットと接点を有する情報システム（クラウドサー
ビスを含む。）から物理的論理的に分離されていない場合には、常時監視を行うことを定めてい
ること。

49 10（１）ア 利用者の登録管理
・保護システムの利用者の登録及び登録削除をすることを定めていること。

番号 確認事項 実施／未実施
実施状況の確認方法
又は未実施の理由

　　注：未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。 5 / 8334



情報セキュリティ対策実施確認事項

（事業名：                                          ）

50 10（１）イ パスワードの割当て
・初期又は仮パスワードは、容易に推測されないものとするとともに、機密性を配慮した方法で
配付することを定めていること（パスワードより強固な手段を併用又は採用している場合はこの
限りでない。）。

51 10（１）ウ 管理者権限の管理
・管理者権限の利用は必要最低限とすることを定めていること。

52 10（１）エ アクセス権の見直し
・保護システムの利用者のアクセス権の割当てを定期的及び必要に応じて見直すことを定めてい
ること。

53 10（２）ア パスワードの利用

・保護システムの利用者は、容易に推測されないパスワードを選択しなければならないことを定
めていること（パスワードより強固な手段を併用又は採用している場合はこの限りでない。）。

54 10（２）イ 無人状態にある保護システム対策
・保護システムが無人状態に置かれる場合、機密性を配慮した措置を実施することを定めている
こと。

55 10（３）ア 機能の制限
・保護システムの利用者の職務内容に応じて、利用できる機能を制限することを定めているこ
と。

56 10（３）イ ネットワークの接続制御
・保護システムを共有ネットワークへ接続する場合、接続に伴うリスクから保護することを定め
ていること（FW設置など）。

57 10（４）ア セキュリティに配慮したログオン手順
・保護システムの利用者は、セキュリティに配慮した手順でログオンすることを定めているこ
と。

58 10（４）イ 利用者の識別及び認証
・保護システムの利用者ごとに一意な識別子（ユーザーID、ユーザー名等）を保有させることを
定めていること。

59 10（４）ウ パスワード管理システム
・保護システムは、パスワードの不正使用を防止する機能を有さなければならないことを定めて
いること。

番号 確認事項 実施／未実施
実施状況の確認方法
又は未実施の理由

　　注：未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。 6 / 8335



情報セキュリティ対策実施確認事項

（事業名：                                          ）

60 11（１） 情報セキュリティの事故等の報告
・情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事項について、以下のことが規定されてい
ること。

ア 情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る
限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を生研支援センターに報告しなければならない。

イ 次の場合において、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を生研支援センターに報告しなければならない。
（ア）保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認
められた場合

（イ）保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサー
バ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存された
サーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合

ウ 情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそれのある場合は、適切な措置を講じる
とともに、速やかに、その詳細を生研支援センターに報告しなければならない。

エ アからウまでに規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生
した可能性又は将来発生する懸念について、内部又は外部から指摘があったときは、直ちに当該
可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳細を生研支
援センターに報告しなければならない。

61 11（２）ア 対処体制及び手順
・情報セキュリティ事故（情報セキュリティ事故の疑いのある場合を含む。以下同じ。）及び事
象に対処するため、対処体制、責任及び手順を定めていること。

62 11（２）イ 証拠の収集
・情報セキュリティ事故が発生した場合（保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のある
コードへの感染が認められた場合を含む。）、証拠を収集し、速やかに生研支援センターへ提出
することを定めていること。

63 11（２）ウ 情報セキュリティ実施手順への反映
・情報セキュリティ実施手順の見直しに、情報セキュリティ事故及び事象を反映することを定め
ていること。

番号 確認事項 実施／未実施
実施状況の確認方法
又は未実施の理由

　　注：未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。 7 / 8336



情報セキュリティ対策実施確認事項

（事業名：                                          ）

64 12（１）ア 遵守状況の確認
・管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順の遵守状況の確認を定めているこ
と。

65 12（１）イ 技術的遵守状況の確認
・保護システムの管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順への技術的遵守状況
を確認することを定めていること。

66 12（２）情報セキュリティの記録
・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期間を定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において保管又は暗号技術を用いる等厳密に保護すること
を定めていること。
・適切に鍵を管理することを定めていること。

67 12（３）監査ツールの管理
・保護システムの監査に用いるツールは、悪用を防止するため、必要最低限の使用にとどめるこ
とを定めていること。

68 12（４）生研支援センターによる調査

・生研支援センターによる情報セキュリティ対策に関する調査を受け入れること及び必要な協力
（職員又は指名する者の立入り、書類の閲覧等）をすることを定めていること。

 確認年月日：

  確認者（企業名、所属、役職、氏名）：

番号 確認事項 実施／未実施
実施状況の確認方法
又は未実施の理由

　　注：未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。 8 / 8337



（情報様式２）   e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678

代表機関： ┳ 共同研究機関：
情報管理統括責任者 ┃ 情報管理責任者
役職： ┃ 役職：
氏名： ┃ 氏名：

┃
情報管理責任者 ┣ 共同研究機関：
役職： ┃ 情報管理責任者
氏名： ┃ 役職：

┃ 氏名：
┃
┗ 共同研究機関：

情報管理責任者
役職：
氏名：

情報管理実施体制
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（情報様式３） e-Rad課題ID(半角英数字) ：12345678

氏名

生年月日 （0歳）

①所属及び役職

②学歴及び職歴

情報管理経歴書

③情報管理に関する業務経験、研修実績、専門的知識・知見（資格等）、その他特筆すべき事項
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（参考様式１） e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和　年　月　日

自発的な研究活動等承認申請書

所属研究機関　殿

コンソーシアム名：

研究代表者：

事業名

研究計画名

研究業務実施期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日

氏名
(自発的な研究活動等を

希望する者)

本委託研究事業内で行う
研究活動のエフォート

活動名

研究活動期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日
０円 （令和○年度：○○円）

活動内容

本委託研究事業との
関連性

自発的研究活動等の
エフォート

※1　若手研究者は、自発的な研究活動等を実施する前に手続きを行う。

※3　研究活動期間は、指定する年齢条件に到達する事業年度終了日までとする。

０％

自発的な研究活動等

　本委託研究事業において、下記の者が自発的な研究活動等を行うことを希望したため、内容等
を確認した結果、当該試験研究計画の推進に資する活動であり、また支障がないと判断したこと
から申請します。

本委託研究事業

※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。

※2　複数の自発的な研究活動等を申請する場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。

０％

金額（年度ごとに記載）
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（参考様式２）  e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和○年○月○日

自発的な研究活動等承認通知書

研究代表者　殿
（又は研究実施責任者）

所属研究機関

　令和○年○月○日付けで申請のあった自発的な研究活動等について承認します。
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（参考様式３）  e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和○年○月○日

自発的な研究活動等不承認通知書

研究代表者　殿
（又は研究実施責任者）

所属研究機関

不承認の理由

　令和○年○月○日付けで申請のあった自発的な研究活動等について、以下の理由により不承認と
します。

記
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（参考様式４）  e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和　年　月　日

自発的な研究活動等変更承認申請書

所属研究機関　殿

コンソーシアム名：

研究代表者：

１．変更理由

２．変更後の活動内容

事業名

研究計画名

研究業務実施期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日

氏名
(自発的な研究活動等を

希望する者)

本委託研究事業内で行う
研究活動のエフォート

活動名

研究活動期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日
０円 （令和○年度：○○円）

活動内容

本委託研究事業との
関連性

自発的研究活動等の
エフォート

※1　若手研究者は、自発的な研究活動等を実施する前に手続きを行う。

※3　研究活動期間は、指定する年齢条件に到達する事業年度終了日までとする。

※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。

※2　複数の自発的な研究活動等を申請する場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。

０％

金額（年度ごとに記載）

０％

自発的な研究活動等

　令和　年　月　日付けで承認された自発的な研究活動等について、以下のとおり変更することに
ついて、実施条件に照らし問題ないと判断したため申請します。

本委託研究事業
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（参考様式５）  e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和○年○月○日

自発的な研究活動等変更承認通知書

研究代表者　殿
（又は研究実施責任者）

所属研究機関

　令和○年○月○日付けで変更申請のあった自発的な研究活動等について、承認します。
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（参考様式６）  e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和○年○月○日

自発的な研究活動等変更不承認通知書

研究代表者　殿
（又は研究実施責任者）

所属研究機関

不承認の理由

　令和○年○月○日付けで変更申請のあった自発的な研究活動等について、以下の理由により不承
認とします。

記
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（参考様式７）  e-Rad課題ID(半角英数字)：12345678

令和　年　月　日

自発的な研究活動等活動報告書

所属研究機関　殿

コンソーシアム名：

研究代表者：

事業名

研究計画名

研究業務実施期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日

氏名
(自発的な研究活動等を

希望する者)

本委託研究事業内で行う
研究活動のエフォート

活動名

研究活動期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日
０円 （令和○年度：○○円）

活動内容・成果
（本プロジェクトとの
関連性については後述）

本委託研究事業との
関連性

自発的研究活動等の
エフォート

※2　研究活動期間は、指定する年齢条件に到達する事業年度終了日までとする。

０％

自発的な研究活動等

　令和○年○月○日付けで承認された自発的な研究活動等について、以下のとおり活動内容等を
報告します。

本委託研究事業

※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。

※1　複数の自発的な研究活動等を申請する場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。

０％

金額（年度ごとに記載）
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（参考様式８）  e-Rad課題ID(半角英数字)

～

業務内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

当該委託研究事業
（自発的な研究活動等
　を含む）　　　　[A]

0

うち
自発的な研究活動等[B]

0

自発的な研究活動等の当
該委託研究事業に対する
割合（％） [Ｃ＝Ｂ/Ａ]

※従事時間の根拠となる書類（従事日誌等）の写しを添付

若手研究者 所　属：

役　職：

氏　名：

氏名

12345678

自発的な研究活動等従事状況管理表

（令和○○年度）

コンソーシアム名：

研究代表者(または研究実施責任者)　殿

事業名 ―――選択して下さい―――

研究計画名

研究業務実施期間 令和○年○月○日 令和○年○月○日

令和○年○月○日

雇用形態

本委託研究事業内で行う自発的研
究活動等の承認時のエフォート率

○％

自発的研究活動等従事状況 （単位：従事時間）
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（参考様式９）（所属研究機関(研究代表者)→生研支援センター）  e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678
（生研支援センターへ申告用）

エフォート証明書

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター所長　殿

コンソーシアム名

代表機関名

事業名

研究計画名

委託業務実施期間

研究員氏名 雇用契約の形態
当該事業
エフォート
（％）

当該事業以外
のエフォート
（％）

従事期間
(始)

従事期間
(了)

備　考

年　月　日

住所

名称

申告者

※エフォート証明書は、研究機関ごとの提出も可能とする

　上記の者が、上記エフォートにて従事させることについて申告致します。また、本人に当該事業従事率にて従事するこ
ととなる旨、書面により通知します。
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（参考様式10）（研究代表者等→所属研究機関）  e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678
（所属研究機関へ申告用）

エフォート申告書

所属研究機関　殿

コンソーシアム名

代表機関名

事業名

研究計画名

委託業務実施期間

業務従事者所属

業務従事者職名

業務従事者氏名

業務従事者雇用形態

事業名
エフォート
（％）

従事期間
(始)

従事期間
(了)

備　考

※上記エフォートは、雇用契約に定める全従事時間に占める各業務の割合を記載

年　月　日

研究代表者（又は研究分担者）所属

役職

氏名

※提出先、提出者については、研究機関で定める

　上記の業務従事者は、複数の業務に従事するものであり、その従事状況は以下の通りであることを申告致します。ま
た、業務従事者本人に対し、人事責任者を通じ、下記エフォートにより従事することを通知致します。
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（参考様式11）  e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678
（エフォート管理される者（研究代表者等の承認）→所属研究機関、必要に応じ生研支援センターへ写しを提出）

従事状況報告

（　～　月分）
所属研究機関　殿
（写）生研支援センター　殿

コンソーシアム名

代表機関名

事業名

研究計画名

委託業務実施期間

業務従事者所属

業務従事者職名

業務従事者氏名

業務従事者雇用形態

○従事内容等（各業務の従事内容・進捗状況について記載する）

年　月　日

研究代表者（又は研究分担者）所属

役職

氏名

※提出先、提出者、報告の範囲については、研究機関で定める
※最低限半年に一回は提出が必要

　上記の者の従事状況は以下の通りであったことを報告致します。

350



（参考様式12）（研究代表者等→所属研究機関） e-Rad課題ID(半角英数字) 12345678
（所属研究機関へ報告用）

エフォート報告書

所属研究機関　殿

コンソーシアム名

代表機関名

事業名

研究計画名

委託業務実施期間

業務従事者所属

業務従事者職名

業務従事者氏名

業務従事者雇用形態

事業名
エフォート
（％）

従事期間
(始)

従事期間
(了)

備　考

※上記エフォートは、雇用契約に定める全従事時間に占める各業務の割合を記載

年　月　日

研究代表者（又は研究分担者）所属

役職

氏名

※提出先、提出者については、研究機関で定める

　上記の従事状況は以下の通りであったことを報告致します。
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（参考様式14）

民間からの受託・共同研究等の外部資金を含む多様な財源により、エフォートに応じて研究者
の人件費を措置することを可能とするルールを構築している ※ルールを添付

外部資金を獲得した研究者が研究活動に専念できるよう、所属研究機関内の業務を軽減する
等、研究者のエフォートを確保するためのルールを構築している ※ルールを添付

研究者の業績評価など（能力主義）が、給与・雇用条件（昇給、任期雇用更新）など研究者の
待遇改善や、基盤研究費の増額など研究者の研究環境面の改善等に反映されていること等
により、研究意欲のある研究者のインセンティブとなるような、適切な評価体制が構築されてい
る

本制度の適用申請時に、各配分機関で定める【研究機関における公的研究費の管理・監査の
ガイドライン（実施基準）等】に基づき、機関の体制整備等の状況に重大な不備があると判断さ
れた研究機関とされていない

所属する研究者の意向等を把握したうえで、確保した財源による研究力向上に資する活用方
針を策定している

※活用方針において、以下の項目を満たしていること

直接経費からの人件費支出はPIの選択に委ねられ、研究機関は支出を強制しないことを明示
している

各研究機関における研究力向上に向けた目標と、それを達成するための具体的な施策、本制
度で確保した財源の使途との関係が明確になっている

直接経費から人件費を支出したPI自身やPIの研究活動へのメリットを示している

所属するPIに対して当該活用方針を周知している

PIに対して、研究機関から制度利用を強制された場合や、設定したエフォートが確保できない
場合等、本制度の趣旨に反する事由があった際に連絡・相談する各配分機関の窓口を案内し
ている

e-Rad課題ID(半角英数字) ********

②PIへの周知について

【研究機関名:　　　　　　　　　　　　　 　】

競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件費支出に関する体制整備状況

本制度を導入するにあたり、研究機関においては、以下の全ての項目を満たすことを要件とする。

（２）執行の透明性の確保

（１）研究機関における環境の整備

①活用方針の策定について
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（参考様式15）

○目標

○当該目標を達成するための具体的な経費の使途・活用策

○執行にあたる留意事項等

※ 所属する研究者に対して研究機関として直接経費からの人件費支出を強制しない旨を
示すこと
※ 実施状況等も踏まえつつ実効性の確保に努めること
※ 研究機関における組織改革と一体的に実施する旨を示すこと

（記載例）
　・直接経費の使途は研究費を獲得した研究者が研究の着実な遂行のため判断するもので
あり、機関が強制するものではない
　・本方針については所属する研究者の意向等も踏まえ、必要に応じて見直しを行う
　・当該方針に掲げる目標の達成に向け、人事給与マネジメントの改善等（各機関におけ
る改革の内容）と併せて　取り組むこととする

e-Rad課題ID(半角英数字) ********

※「研究力向上」に係る目標であること

（記載例）
　・研究者が安定して研究に専念できる環境の整備
　・多様かつ卓越的・挑戦的な研究を支援する体制の強化

※ 上記に掲げた目標と使途・活用策の関係が明確であること
※ 研究「人材」「資金」「環境」機能強化に資する施策であること
※ 直接経費から人件費を支出するPI に対するメリットを示すこと

（記載例）
　（１）直接経費から人件費を支出した研究者への支援（研究者自身の処遇の改善、応用
研究のための研究費配分や研究支援体制の強化等）
　（２）若手研究者支援の充実（研究者の新規雇用や若手への重点的な研究費配分等）
　（３）共用設備・機器の整備

【研究機関名:　　　　　　　　　　　　　 　】

各研究機関において活用方針で定めるべき事項

　本申合せに基づき、競争的研究費からのPI の人件費支出により確保した経費につい
て、以下のとおり活用方針を定めるものとする。また、他の競争的研究費や民間から
の委託・共同研究費等においてもPI の人件費支出が可能な研究費に関しては、本申合
せを参考に、可能な限り当該方針に沿って活用することが望ましい。
　なお、各研究機関のガバナンスの強化や人事給与マネジメントの改善等との一体的
な実施により、当該方針で掲げる目標の達成に向け、戦略的・実効的に取り組むこ
と。
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（参考様式16）

１．実施状況

① ② ③ ④

事　業　名
直接経費から人件費
を支出した、所属PI の
人数（人）

所属するPI について、
直接経費から支出した
人件費の総額（円）

所属するPI について、
直接経費から人件費
を支出したことにより
確保した財源の総額
（円）

合　　　計 0 0 0

２．確保した財源の使途、具体的な活用内容、効果等

e-Rad課題ID(半角英数字) ********

競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件費支出に係る
活用実績報告書（令和 ○ 年度）

（記載例）
　（記載例）
・研究者に対して、直接経費から人件費として支出した額の○%相当を、当該研究の応用
に係る研究費として配分し、当該研究者の継続的な挑戦を支援することにより、研究成果
の更なる発展に寄与した。（※関連する論文が執筆された等あれば記載ください。）
・間接経費と一体的に活用し、新たに若手研究者を○名雇用することにより、研究体制の
強化を行った。

※ 他の経費と一体的に活用することも可能です。その場合はどのような経費と併せて何
の取組に活用したか分かるように記載してください。
※ 必要に応じて参考資料を添付してください。

３．策定した活用方針や活用実績を公表している研究機関のホームページ等のURL を記載してく
ださい。
　なお、各研究機関における研究力向上に向けた実施事例については、好事例として政府の
ホームページでも公表させていただく場合があります。

【研究機関名:　　　　　　　　　　　　　 　】
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（参考様式１７） 

 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

生物系特定産業技術研究支援センター 所長 殿 

 

 
研究倫理に関する誓約書 

 
当研究機関は、○○事業の実施にあたり、「農林水産省所管の研究資金に係る

研究活動の不正行為への対応ガイドライン」（平成 18 年 12 月 15 日付け 18 
農会第 1147 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知） 

を遵守いたします。 

特に、当研究機関において、研究活動に関わる全ての者を対象に研究倫理教育を実施

し、委託事業に関わる全ての者を対象に２０２１年度生研支援センター委託業務事務担当

者説明会資料の動画を視聴させました。また、これらの内容について、遵守することを誓

約いたします。 

なお、本事業に携わる研究者等に交代等があった際は、速やかに研究倫理教育等を実施

します。 

 

 
令和 年 月 日 

 
コンソーシアム名 

研究機関名 

研究倫理教育責任者名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページに注意事項がございます。 
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（記入等にあたっての注意事項） 

 

１．委託事業の契約締結にあたり、研究に参加する各研究機関は、「農林水産省所管の研究資金に係

る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」を遵守いただく必要があります。 

このため、各研究機関においては、委託事業の研究活動に関するすべての者を対象に、研究倫理

教育を実施していただく必要があります。 

 

２．研究倫理教育教材、事務担当者説明会資料の動画について 

①研究倫理教育は、日本学術振興会（JSPS）のeL CoREまたは研究機関独自教材で行ってくださ

い。 

 

・eL CoREの場合は受講証明書が発行されるので、保管をしてください。 

eL CoRE: https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx 

 

・研究機関独自教材の場合は、各研究機関において、受講したことが証明できるようにしてくだ

さい。 

 

②また、委託事業に関わるすべての者を対象に、事務担当者説明会資料の動画を視聴させてくださ

い。 

BRAINの事務担当者説明動画：https://www.youtube.com/watch?v=SgaFWfP7kHM 

 

３．提出にあたって 

上記の研究倫理教育等を実施した後、これらを遵守する旨の誓約書を作成し、ご提出ください。 

ご提出にあたっては、代表機関が全研究機関分の誓約書を委託契約時までに取りまとめてくださ

い。 

なお、押印は、省略することができます。 

 

 

 

 

 

 

研究倫理に関する誓約書 

（研究活動における不正行為等に対する試験研究の中止等実施要領第３２条関係） 
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６．委託事業に係る事務処理スケジュール（報告期限等）

○提出先：各事業担当課　　　○提出時期：事前

提出様式 提出後の処理 備考

委託試験研究計画名 ┓

目的及び概要 ┠ 事業担当課との協議

主な実施場所 ┃

開始及び完了の時期 ┛

研究代表者の所属氏名 経理様式１０
同一研究機関内の他の内部研究所等の部署に
異動し

契約金額総額（委託費の限度額）の変更 経理様式３ 変更契約締結 事業担当課との協議

[間接経費]➡[直接経費]の流用 ※間接経費率の変動に注意

直接経費総額：50%以内の費目間流用

直接経費総額：上記を超える費目間流用 経理様式３ 承認通知

物品購入計画 経理様式９

試験研究名

構成員名（「追加、脱退」含む）

試験研究内容

委託費限度額

＊消費税率変更に伴う契約金額が変更となる場合は、変更契約書の作成省略

中止 本試験研究計画の遂行が困難となった場合 事業様式２ 変更契約締結 事業担当課との協議

○提出先：各事業担当課　　　○提出時期：事前

提出様式 提出後の処理 備考
試験研究
計画書

試験研究計画書の記載事項 経理様式１０

○提出先：研究管理課

提出種別 提出期限 提出様式

委託費の支払

概算払 最終提出期限　１月末 経理様式６ 年4回以内　支払計画に準じて請求　

精算払 年度確定通知後 経理様式１３

振込依頼書 各年度第１回目請求時 経理様式５

委託費の繰越 １月末 経理様式８

実績報告書の提出 [研究機関終了日=３月３１日の事例]

特例報告 研究期間又は契約期間終了後、61 日以内までの提出とする場合＜６１日ルール適用時＞

３月下旬の指定する日 経理様式１７ 提出書類に基づき、BRAINより返還金請求書を発行

３月末日 経理様式１６

5月31日 経理様式２ 指定する証拠書類と併せて報告

参考１

参考２

経理様式４

経理様式７

通常報告

3月31日 経理様式２ 指定する証拠書類と併せて報告

参考１

参考２

経理様式４

経理様式７

○提出先：各事業担当課

提出種別 提出期限 提出様式

人件費・旅費

試験研究計画書「研究実施体制図」に従事者を追加し、人件費・旅費計上を行う

事前に提出 経理様式１０

旅費

試験研究計画書に記載が無い外国出張及び外国から研究者等の招へいを行う

（大学）学生が単独出張を行う

事前に提出 経理様式１０

人件費

エフォート管理を適用する場合

雇用開始前に提出 参考様式１０ 所属研究機関へ

雇用開始前に提出 参考様式９ BRAINへ

エフォート管理変更を行う場合

変更開始時前に提出 参考様式１０ 所属研究機関へ

変更開始時前に提出 参考様式９ BRAINへ

エフォート従事状況報告の実施

半年に一回は最低限提出が必要 参考様式１１ 所属研究機関へ

エフォート報告、人件費精算の報告

従事期間中の毎年度終了時 参考様式１２ BRAINへ

（実績報告書提出時） 参考様式１３ BRAINへ

 参考様式９(写) BRAINへ

 参考様式１１(写) BRAINへ

変更箇所

承認通知

「委託試験
研究実施
計画書」の

変更

収支予算

２．収支予算等

１．試験研究内容

構成員の試験研究計画

経理様式３

（不要）

変更契約締結経理様式３

（不要）

備考

変更箇所

備考
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○提出先：各事業担当課

提出種別 提出期限 提出様式

若手研究者の自発的研究活動

自発的研究活動を行う場合

開始前に提出 参考様式１ 所属研究機関へ

 参考様式１(写) BRAINへ

参考様式２ 所属研究機関へ

 参考様式２(写) BRAINへ

自発的研究活動の変更を行う場合

変更前に提出 参考様式４ 所属研究機関へ

 参考様式４(写) BRAINへ

参考様式５ 所属研究機関へ

 参考様式５(写) BRAINへ

自発的研究活動の報告を行う場合

従事期間中の毎年度終了時 参考様式７ 所属研究機関へ

（実績報告書提出時）  参考様式７(写) BRAINへ

参考様式８ 所属研究機関へ　（該当する場合のみ）

 参考様式８(写) BRAINへ　（該当する場合のみ）

競争的研究費の直接経費から研究代表者の人件費の支出

制度利用を行う場合

制度利用前に提出 参考様式１４ BRAINへ

参考様式１５ BRAINへ

制度報告を行う場合

毎年度の活用実績終了時 参考様式１６ BRAINへ

（実績報告書提出時）

情報管理

委託研究開始前 情報様式１ BRAINへ

情報様式２ BRAINへ

情報様式３ BRAINへ

○提出先：各事業担当課

提出種別 提出期限 提出様式

物品管理

物品購入計画を変更する場合

事前に提出 経理様式９ BRAINへ

取得物品の所有権の移転、設置場所の変更を行う場合

事前に提出 経理様式１１ BRAINへ

委託研究終了後、研究目的で継続使用を希望する場合

委託期間終了前に提出 経理様式１２ BRAINへ

継続使用の報告を行う場合

継続使用期間の翌年度5月末 経理様式１２ BRAINへ

やむを得ず処分しようとする場合

事前に提出 経理様式１２ BRAINへ

物品の共用使用

（委託費により取得した物品のうち取得価格が５０万円以上（税込）の研究機器を本来の委託業務に支障を及ぼさない範囲内）

実績報告書提出時 経理様式１４ BRAINへ

委託業務実施期間内でリース契約をしている場合

実績報告書提出時 経理様式１５ BRAINへ

または翌年度5月末

複数制度の研究費の合算による共用設備の購入を行う場合

合算による調達手続きを行う前 経理様式２１ BRAINへ

収益納付

研究機関又は構成員は、試験研究成果による収益が生じた場合

各年度末の翌日から起算して９０日以内 経理様式１８ BRAINへ　事業担当課へ事前相談

研究機関又は構成員は、委託期間中の各年度に委託業務の実施に伴い収入が生じた場合

当該委託業務事業年度末の翌日から起算して９０日以内

経理様式１９ BRAINへ　事業担当課へ事前相談

備考

備考
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〈連絡先〉

メール連絡先 事業内容

研究管理部研究管理課 brain-jimu 経理・契約担当課

研究管理部研究管理課研究公正室 kenkyuhusei 研究公正関係

企画情報部企画課 PaG 知的財産権関係

brainki1 その他委託研究全般

事業推進部イノベーション創出課 inobe-web イノベーション創出強化研究推進事業

事業推進部戦略的研究開発課 seiken-moonshot ムーンショット型農林水産研究開発事業

brainSIP SIP (スマートバイオ産業・農業基盤技術) 

事業推進部スタートアップ支援課 brain-startup スタートアップ総合支援プログラム

事業推進部民間技術開発課 brain-smartagriweb 戦略的スマート農業技術等の開発・改良

（終了事業）

事業推進部イノベーション創出課 chi-shuseki

ibunya-hatten 異分野融合発展研究

事業推進部スタートアップ支援課 chiiki-a

chiiki-a2

keiei-kyouka

sendo-a

aipro-a

kakumei

sendo-syokuhin

kisoken

zisyou-a

産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立

zisyou-a

経営評価研究＆マーケティング研究

上記アカウントに

[＠ml.affrc.go.jp]を追加してください

提出先

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業（平成２６～２７年度）

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業（平成２６～２７年度）

イノベーション創出基礎的研究推進事業（平成２５年度終了）

スマート農業技術の開発・実証プロジェクト(うち先導研究プロジェクト)

生産性革命に向けた革新的技術開発事業

AIプロジェクト

先導プロジェクト

経営体強化プロジェクト

地域戦略プロジェクト（第２回・第３回公募で採択した研究課題）

地域戦略プロジェクト（第１回公募で採択した研究課題）

「知」の集積と活用の場による研究開発モデル事業
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